




キーワード
　対象時代　旧石器時代最終末から縄文時代草創期初頭
　対象地域　関東地方北部
　研究対象　石器石材　黒色安山岩製石器

―― 要 旨 ――

　これまでに武尊山麓の二遺跡（玉原遺跡（仮称）・藤原大芦遺跡（仮称））において、黒色安山岩製石器の製作に関わる遺

跡が存在することが分かった。いずれも大形尖頭器の製作に関わる石器群であり、遺跡地近傍で獲得できる黒色安山岩

の極角礫を利用している。黒色安山岩の獲得という観点からこれらの遺跡を評価すると、いわゆる原産地遺跡という評

価を与えることは疑問である。武尊山中ではない下流域に黒色安山岩は存在し、そこで石材の入手はこと足りるからで

ある。

　一方、今回、群馬県北部の沼田市に所在する下川田平井遺跡において、大形尖頭器を組成する石器群の中に角礫状の

黒色安山岩を利用しているものが発見された。武尊山中の原産地近傍で採取した可能性のある石材が流通していたこと

になる。しかし、この一遺跡の存在をもって、武尊山の原産地近郊が石材獲得において恒常的に機能していたとするの

はやはり時期尚早であろう。

　武尊山原産地近傍は、石器石材を補給する上でどのように機能していたであろうか。それを考察するためには、玉原

遺跡・藤原大芦遺跡と他地域の石器群たとえば房谷戸遺跡や荒砥北三木堂遺跡などとの関係性をより詳細に追求してい

く必要がある。

３．下川田平井遺跡

４．黒色安山岩の獲得

おわりに

はじめに

１．武尊山に産する黒色安山岩

２．武尊山麓で確認された遺跡

山に行くヒト

― 領域の拡大と石材の獲得 ―
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はじめに
　群馬県域の旧石器時代遺跡を概観すると、黒色安山岩

（1）が主要な石器石材となっている。黒色安山岩の原産地
として、当該地域周辺では群馬県北部の武尊山、群馬県
西部の荒船山、群馬と長野県境の八風山が上げられる

（桜井・井上・関口1993、津島・桜井・井上2001）。これ
までに群馬県域の赤城山南麓地域を対象として、黒色
安山岩製石器の原産地分析が実施されている。それによ
り、旧石器時代石器群では、武尊山の黒色安山岩が多用
されていることが判明している（桜井・井上1999、津島
2008・2010）。
　前述したような原産地分析を進めるなかで、武尊山の
溶岩露頭等の原産地を追究してきた。その過程で武尊山
麓の二つの地点において、黒色安山岩製石器の製作に関
わる遺跡が存在することが分かった（津島2004、岩崎・
津島2011）。これらはいずれも主に大形尖頭器の製作に
関わる石器群であり、使用石材は黒色安山岩に限定され
る。黒色安山岩以外の使用石材は一切認められない。ま
た、石器の石材は、いずれも遺跡地近傍で獲得できる黒
色安山岩の極角礫を利用している。
　この二つの石器群に関しては、黒色安山岩の原産地に
近接した場所に立地することから、原産地遺跡とも評価
される可能性がある。そして、石器石材の補給構造（阿
子島1989）を考察する上で極めて重要であると考えられ
る。
　このような視点から、これまで上記二つの石器群と他
地域に所在する石器群との関係を追究してきた。特に、
この原産地石器群との関連を探るには、その他の石器群
での黒色安山岩角礫を利用する石器の存在がひとつの手
がかりになるものと予想された。現在まで赤城山南麓地
域を中心として後期旧石器時代石器群を観察してきた
が、黒色安山岩製石器の自然面は円磨度の高い資料が一
般的で角礫状のものは一切みられない。石材の採取地は、
専ら河川流域であったといえる。しかし、観察を進める

中で、群馬県北部の沼田市に所在する下川田平井遺跡（神
谷1993）において、大形尖頭器を組成する石器群の中に
角礫状の黒色安山岩を利用しているものが発見された。
　拙稿では、下川田平井遺跡で確認された黒色安山岩角
礫を利用している石器群を紹介する。そして、そのこと
から派生する石器石材の補給構造の問題について指摘し
たい。武尊山中に発見された二つの石器群と下川田平井
石器群は、いずれも大形尖頭器を特徴的に組成するもの
である。その形態的特徴から、旧石器時代最終末から縄
文時代草創期初頭にかけてといった編年的な位置付けが
与えられよう。

１　武尊山に産する黒色安山岩
　武尊山は群馬県北部の利根川上流部にあり、標高2158
ｍの秀峰である（写真1）。石器石材に対する研究視点が
喚起された当初から、黒色安山岩の産出地として知られ
ていた。石器石材に利用される黒色でガラス質の安山岩
は、「無斑晶質安山岩グループ」（山口1981）と呼ばれる
溶岩に産出起源がある。「無斑晶質安山岩グループ」は複

写真１　武尊山を南から望む 第１図　武尊火山の地質構造（山口1981）
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数の溶岩により構成されており、溶岩流は火口より四方
八方に流出したようである。その分布は、武尊山麓の広
大な範囲におよんでいる（第1図）。
　現在までのところ、石器石材に利用されているものと
同等の質をもつ黒色安山岩の溶岩露頭は、武尊山北麓の
二つの場所で確認されている。木の根沢上流の細久保沢
周辺の標高約1420ｍの地点（岩宿フォーラム実行委員会
2006）とみなかみ町藤原の標高約1250ｍの地点である（岩
崎・津島2014）。
　また、河床礫の調査では、武尊山の北麓を流れる木の
根沢とその支流に数多くの黒色安山岩礫が存在すること
が確認されている。石器石材に利用されているものと同
等の質を備えたものは、現在、その下流の前橋市周辺の
利根川中流域までで採取できる（桜井1995）。

　黒色安山岩をめぐる石材環境を復元するという研究視
点のもとに、武尊山産黒色安山岩の河川への供給のあり
方について考察したことがある（津島・岩崎2011）。それ
により次のような変遷が予想された。後期旧石器時代の
当初、旧利根川中流域までの河床には黒色安山岩礫が豊
富に存在していた。それは、当該期以前に武尊山から供
給されたものであり、その後、武尊山原産地から黒色安
山岩の大規模な河川への供給はなく、河床での黒色安山
岩礫は減少していく。As-BPgroup降下前の段階において、
河床での黒色安山岩礫の拡散・流出に拍車がかかる。そ
の後、当該地域での黒色安山岩礫は減少の一途をたどり
現在に至る（2）。
　ところで、これまでに赤城山南麓地域の複数の旧石器
時代石器群を対象として、黒色安山岩製石器の原産地分

藤原大芦遺跡（仮称）

玉原遺跡（仮称）

下川田平井遺跡

第２図　遺跡の位置（国土地理院20万分の１地形図「高田」「長野」「日光」「宇都宮」使用）
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が、玉原スキー場周辺の複数の地点で黒色安山岩の極角
礫を採取することができる。遺跡地周辺で採取できるこ
れらの極角礫を石器石材として利用していると考えられ
る。

　藤原大芦遺跡（仮称、岩崎・津島2011）
　武尊山北麓のみなかみ町大字藤原字大芦に所在し、標
高約800ｍである（第2図）。利根川は、みなかみ町で谷川
岳方面から下る赤谷川と合流する。遺跡は、その合流点
から渓流沿いのルートを直線距離で約13km遡った利根川
左岸に立地する。発見者は、地元在住の中島武氏である

（写真3）。
　これまでに106点の石器が表面採取されている。その
内訳は、尖頭器未成品12点、スクレイパー 7点、石核10点、
剥片77点である。全て黒色安山岩製であり、現在までの
ところ土器は認められない。尖頭器はいずれも未成品で
あるが、玉原遺跡と同様に大形の尖頭器が製作されたも
のと想定される（写真4）。特に、基部を舌状に整形した
尖頭器と考えられる未成品1点が確認されており形態的

析が実施されている。それによると201点の分析資料の
うち168点が武尊山産という結果を得ている(津島・岩崎
2010)。旧石器時代の赤城山南麓地域にあっては、武尊
山産の黒色安山岩が多用されるという傾向が強い。

２　武尊山麓で確認された遺跡
　溶岩露頭等の黒色安山岩原産地を追い求める過程で、
武尊山麓の二つの地点で石器が採集された。次に、この
二つの遺跡について概要を記述する。

　玉原遺跡（仮称、津島2004）
　武尊山西麓の玉原スキー場内に位置し、標高約1400m
である（第2図）。武尊山の山懐の閉ざされた場所にあり、
険しい渓谷添いをかなりの標高差を上り詰めて到達する
ことができる。これまでに314点の石器が表面採集され
ており、その内訳は、尖頭器未成品7点、スクレイパー
15点、石核6点、二次加工ある剥片10点、剥片242点、微
細剥片34点である。石材は全て黒色安山岩であり、土器
は採集されていない。
　尖頭器未成品はいずれも長さ10cmを越える大形品であ
り、完成された尖頭器も大形であったと予想される（写
真2）。スクレイパーは縦長剝片を素材としており、素材
剥片の形態を大きく変えることなく側縁部に刃部と想定
される二次加工集中部が認められる。石核は非常に大形
であり長さ20cmを越えるものもある。いずれの石核も剥
片剥離があまり進行しておらず、不定形の大形剥片が生
産されている。剥片及び微細剥片の形態は不定形である
が、尖頭器などの両面加工石器の製作時に生じるいわゆ
るポイントフレイクが相当数存在する。
　また資料は、その一部に自然面をもつものが多い。自
然面をみると、いずれも河床礫の特徴である円磨度の高
いものでなく、極角礫を利用していることが分かる。当
該地周辺では黒色安山岩の溶岩露頭は確認されていない

写真２　玉原遺跡（仮称）
左２点尖頭器未製品、右３点スクレイパー
左端は長さ155mm

写真３ 藤原大芦遺跡（仮称）　南から

写真４　藤原大芦遺跡（仮称）　すべて尖頭器未製品
右下の石器は基部を舌状に作出している。
左上は長さ114mm
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に土器が確認されておらず、前述のような共通点を考慮
すれば、編年的には同じ段階に帰属する石器群として評
価できよう。また、石器石材に関する共通点もある。い
ずれも遺跡地近傍で獲得できる黒色安山岩の極角礫を利
用している。使用石材は黒色安山岩に限定され、他の石
材は一切認められない。

３　下川田平井遺跡
　先述した原産地近傍に立地する石器群との関係を探る
目的で、黒色安山岩角礫を一つの指標として他の石器群
を観察してきた。その過程で、沼田市の下川田平井遺跡

（神谷1993）において、黒色安山岩角礫を利用している石
器が存在することが分かった。次に、下川田平井遺跡に
ついてみていく。
　遺跡は、黒色安山岩の原産地である武尊山の南西方向
に位置する。利根川右岸の段丘上に立地し、利根川との
比高差は約40ｍである（第２図）。遺跡地の標高は約400
ｍ。遺跡から北約１kmでは、利根川と武尊山方面から下
る薄根川が合流する。薄根川を遡ると支流の発知川を経
て玉原遺跡方面に至る。遺跡地周辺は、関東平野方面か
ら利根川を遡り武尊山方面に至るルートの玄関口にあた
る。遺跡から玉原遺跡までの距離は、直線で約18kmであ
る。

に注目される。また、剥片の中にはポイントフレイクも
認められる。
　資料には、その一部に自然面をもつものが相当数認め
られる。自然面の観察から、円礫のものは一切確認され
ずやはり極角礫を利用している。現在の藤原大芦集落の
畑には、耕作土中に多くの黒色安山岩礫が含まれており、
その形態はいずれも極角礫である。耕作に邪魔なのであ
ろう、それらの礫は畑の一角に集積され塚となっている。
このような遺跡地周辺の石材状況を考えると、石器の石
材は現地周辺で調達されたものと言えよう。
　また、現地での土層確認によると、ローム層中に
MK-13（南軽井沢-13）が確認されている（3）。MK-13は浅間
火山を噴出起源とするテフラであり、As-YPの上位に位
置づけられている。藤原大芦遺跡で確認された大形尖頭
器を含む石器群は、MK-13の降下を相前後する段階に相
当する可能性がある。
　ここまで武尊山麓の二つの遺跡（玉原遺跡・藤原大芦
遺跡）について、そこで確認された石器群をみてきた。
いずれも発掘調査に拠らない採集資料という制約がある
が、共通点が認められる。石器組成および石器の形態に
関する点である。二者ともに主要器種は尖頭器とスクレ
イパーであり、比較的単純な器種組成である。そして、
尖頭器の長さは10cmを越えるような大形品である。とも

第３図   下川田平井遺跡の黒色安山岩製石器
左上：尖頭器
左下：両面加工石器
右上：剥片

（縮尺1/3）
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　さらなる視点としては、当該期の石器群について、角
礫状の黒色安山岩が出現する頻度とそれが認められる地
域が問題となるであろう。玉原遺跡、藤原大芦遺跡はと
もに山懐に位置し、その立地環境が特筆される。当該期
の集団の活動領域が、このような山中にまで拡大してい
たことが注目される。しかし、黒色安山岩の獲得という
観点からこれらの遺跡を評価すると、多大な労力をはら
い石材獲得のために山中に赴く必要は全くない。武尊山
周辺の河川流域から旧利根川中流域までは黒色安山岩が
存在しており、そこで石材の入手はこと足りるからであ
る。
下川田平井遺跡という一遺跡で極角礫の黒色安山岩が認
められたことだけで、武尊山の原産地近郊が石材獲得に
おいて恒常的に機能していたとするのは時期尚早であろ
う。原産地付近に遺跡があることと、そこが石材の獲得
において原産地遺跡といわれるような中核的な機能を
負っていたかどうかは分別して考えていかなければなら
ない。人の活動がそのような山間部にまで及んでいるの
は、石材獲得とは異なる理由が主であることも想定され
よう。

　発掘調査により、複数の地割れ跡から大形尖頭器を含
む24点の石器が出土している。この地割れ跡の一つは古
墳時代の痕跡とされており、石器の出土に関しては、本
来の帰属年代を示すような層位的な情報はない。主要な
器種は尖頭器とスクレイパーであり、尖頭器は未成品も
含め複数認められる。スクレイパーは、玉原遺跡で確認
された資料と同様の形態的特徴がある。縦長剝片を素材
とし、素材剥片の形態を大きく変えることなく側縁部に
刃部と想定される二次加工集中部が認められる。
　地割れ跡からという限定的な出土状況であるため資料
的な制約もあるが、大形尖頭器を組成し器種組成に関し
ても共通点があることから、先述した玉原遺跡と藤原大
芦遺跡の石器群と同様の編年的位置が与えられよう。
　一方、使用石材は黒色安山岩と黒色頁岩が認められる。
黒色安山岩は3点確認されており、大形尖頭器の破損品
1点、両面加工石器1点、剥片1点である(第3図)。両面加
工石器と剥片には自然面が残されている。その形状を観
察すると、河床礫の特徴である小さな爪状の痕跡は全く
認められない。細かい穴が全面に広がり平坦であり、溶
岩露頭近接地で採取できる黒色安山岩礫の表皮に酷似し
ている（写真5・6）。下川田平井遺跡出土の黒色安山岩製
石器の一部は、河川流域ではなく山麓の溶岩露頭近傍で
獲得した石材を利用している。

４　黒色安山岩の獲得
　下川田平井遺跡において溶岩露頭付近の特徴をもつ黒
色安山岩角礫が認められたことは、石材の獲得活動を考
えると、河川流域だけでなく溶岩露頭近接地が石材入手
の場として機能していたことになる。しかし、黒色安山
岩製石器の原産地分析が未実施のため、下川田平井遺跡
の石器が武尊山産であると断定はできない。遺跡地周辺
と武尊山は比較的近距離関係にあること、玉原方面への
玄関口に立地することを考慮すると、下川田平井遺跡の
黒色安山岩角礫は、武尊山の溶岩露頭付近で採取したも
のである蓋然性が高い、と指摘するにとどまる。

写真5　下川田平井遺跡　両面加工石器
中央に自然面が見える。

写真６　下川田平井遺跡　剥片
右側全体が自然面である。
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おわりに
　武尊山中の原産地周辺は、石材を補給する上でどのよ
うに機能していたであろうか。そのためには、玉原遺跡
や藤原大芦遺跡のように原産地周辺に立地する石器群と
他地域に所在する石器群との関係を探ることになる。原
産地から離れた遺跡での角礫状黒色安山岩の動向が一つ
の目安になる。そしてまた、原産地分析によって、分析
対象の石器が武尊山産である裏付けをとることも必要で
あろう。
　ところで群馬県域を概観すると、特に赤城山周辺に
は、大形尖頭器を組成する石器群であり旧石器時代最終
末から縄文時代草創期初頭に位置付けられるものが認め
られる（阿久澤2014）。その中でも荒砥北三木堂遺跡（岩
崎1992）と房谷戸遺跡（谷藤1992）は注目される。それは、
分析資料として充実しているだけでなく、武尊山との距
離関係あるいは武尊山産黒色安山岩の採取可能地域（4）と
の距離関係でみたとき、この二つの遺跡は格好の比較資
料となるからである。房谷戸遺跡は武尊山からは比較的
遠距離に位置しているが、採取可能地域である旧利根川
流域からは近傍にある。一方、荒砥北三木堂遺跡につい
ては、武尊山からはかなり遠方に位置し、採取可能地域
の旧利根川河床からも離れている。
　房谷戸遺跡は赤城山西麓地域に位置する。房谷戸遺跡
から玉原遺跡までは直線で約35kmあり、比較的遠距離に
位置する。利根川と吾妻川の合流地点左岸の丘陵上に立
地し、利根川との比高差は約120ｍである。遺跡の標高
は約300ｍである。遺跡地から利根川まで直線で約１km
であり、黒色安山岩の採取可能地域の近接地に立地して
いる。
　一方、荒砥北三木堂遺跡は赤城山南麓地域にある。当
該地域を南北に流れる荒砥川左岸の台地上に立地する。
標高は約90ｍである。黒色安山岩の原産地である武尊山
は、赤城山を挟んだ北側に位置し遺跡地から遠方にあた
る。また、石材採取可能地域の利根川に関しては、最短
距離の前橋市付近まで直線で約8kmある。
　以前に、玉原遺跡の石器群に対して評価したことがあ
る（津島2004）。石器石材の獲得に関しては広範にわたる
遺跡との関係性は想定できず、恒常的な石器石材獲得の
場という評価を与えることはできない、というものであ
る。それは、武尊山中でない河川流域で黒色安山岩礫は
容易に入手可能であり、石材獲得のために多大な労力を
はらい山中に赴く必要がないというのが理由であった。
　しかし、拙稿で紹介した通り武尊山周辺に位置する下
川田平井遺跡において、武尊山の溶岩露頭近郊で採取し
た可能性のある石器が確認された。このことからも、武
尊山の原産地近郊ある石器群と他地域の石器群との関係
性をより詳細に追究する必要があると実感している。

註

１）黒色安山岩という岩石名称については、中束・飯島1984による。

２）群馬県域では、旧石器時代の石器石材として、一般的に黒色頁岩よ

り黒色安山岩の使用頻度の方が高い、しかし縄文時代の石器を概観する

と、それが逆転し黒色頁岩の利用頻度の方が高くなる、という研究者間

の共通認識があると思う。その現象の理由として、縄文時代に盛行する

打製石斧等の石材には、その使用効率等を考えると黒色頁岩の方が適し

ているなどの説明が特に根拠なくなされてきた。

　ところが、旧石器時代の黒色安山岩をめぐる石材環境の復元によって、

As-BPgroup降下前の段階から河床での黒色安山岩礫は減少の一途をたど

ることが分かってきた。縄文時代の石器石材に黒色安山岩より黒色頁岩

が多用されている理由として、そのような黒色安山岩に関する河川での

現象が関与していることも今後考えていく必要があろう。

３）早田勉氏の分析による。詳しくは、岩崎・津島2011を参照。

４）桜井・井上・関口1993による。筆者もこれにならい、原産地と採取

可能地域を区分して理解している。黒色安山岩に関しては、溶岩露頭及

びその近接地であって露頭より一次的に剥落した原石が認められる場所

を「原産地」として限定的に把握している。そのような原産地から離れた

場所であっても、そこを起源とする石材が採取できる河川流域等を「採

取可能地域」としている。

　現在の利根川の河床礫調査によると、前橋市付近の利根川中流域まで

が武尊山産黒色安山岩の採取可能地域となっている。旧石器時代から縄

文時代にあっても、石材環境に関してはこれと同様に旧利根川の中流域

までが採取可能地域であったと理解している。
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キーワード
　対象時代　旧石器時代
　対象地域　群馬県前橋市・伊勢崎市
　研究対象　石器装着痕、黒曜石

―― 要 旨 ――

　黒曜石製の石器表面には、無数のキズが残されている。通常、顕微鏡観察ではキズは線状痕として見られるだけであ

るが、なかには湾曲するキズや太く短いキズなどがあり、さまざまである。線状痕が刃部に斜行あるいは直交するなど

して、使用痕としての可能性が想定されるものもあるが、大部分は同定不可能なキズとして扱われているのが現状である。

　筆者は、前橋市今井三騎堂遺跡の報告以来、黒曜石製の石器表面に残されたキズに注目して前橋市今井見切塚遺跡、

伊勢崎市前道下遺跡と続く報告で、その観察を続けてきた。このうち、今井見切塚遺跡出土の石器に石器上半部が白く

濁って見えるものがあり、直感的に装着されていたがために上半部のみそう見えるのではないかと思えた。そして、こ

のことについて仔細に報告する必要を感じていた。

　本稿では、当該石器の表面を実体顕微鏡レベルで観察、前道下遺跡の報告で専門家が指摘した装着痕としての可能性

のあるキズと比較した。併せて蛍光Ｘ線分析を行い、石器の考古学的な所見と分析結果の整合性について検討を試みた。

使用痕同定に関しては高倍率観察を欠いており、これを欠いて石器の装着痕は語り得ないのは重々承知しているが、想定

使用部位と離れて局所的に付いたキズは位置的に装着痕としてよく、これが槍の穂先の先端に装着されたものと考えた。

今井見切塚遺跡には観察資料と同時期の石器群に狩猟具と見られる３器種が出土しているが、いずれも量的に少なくこれ

が組み合わせ具であるならば、どのように組み合わせたのであろうか、疑問を感じている。道具立ての全貌が不明であり、

あくまでも想定でしかないが組成的に見て観察対象石器は単独で装着され使用されたのではないかというのが現在の理

解である。

　なお、蛍光Ｘ線分析を試みたのは、被熱した石器は既定の領域から外れてしまうという分析者の指摘を受けたからで

ある。仮に、測定値が影響されるということであれば、柄に装着されていたところとそうでないところでは異なる数値

が得られるはずと考えたためである。測定はピンポイントで行われるべきであったが、そうした測定には限界があると

いうことであった。本来、蛍光Ｘ線分析は黒曜石原産地の同定法として採用されているが、将来的には被熱実験を行い、

どの程度被熱が影響するのかカタログ化しておく必要があるだろう。また、被熱したことでその測定値が影響されると

すれば、従来の原産地同定に一石を投じることになろう。

１．はじめに

２．使用痕観察の経緯

３．装着痕

４．対象資料の観察

5．蛍光Ｘ線分析

６．考察

７．おわりに

石器表面のキズからみた装着痕の推定

岩 崎 泰 一

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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１．はじめに
石器の装着法は、民族資料から想定されることが多い。

民族資料であるがために、それがどこまで辿れるのか疑
問視されることもあるが、考古資料の装着法を説明する
際、その装着法が参照されてきた。物質文化による先史
考古学では、それが具体的に発掘品として提示できるの
に越したことはないが、柄に装着されて発見されること
はほとんどなく、石器に残されたキズからその使用法を
明らかにしようとしてきた。福井県鳥浜貝塚など低湿地
遺跡から出土する石斧柄や焼けた磨製石斧に残された倦
縛痕からみて、石斧の装着法については確定的で異を唱
えるものはないが、具体例に欠いている点は変わらない。

旧石器時代の石器では、槍先形尖頭器や細石刃が槍の
穂先として機能したことは大方が認めるところである
が、これについて列島内の旧石器遺跡で柄に装着された
状態で発見されたという話は聞いたことがない。これに
対し台形様石器を含むナイフ形石器の装着法については
古く単独使用したという説と、組み合わせ具としての説
がある。現状で、これについて具体的に論じる資料は得
られてないが、ヒトの移動形態を念頭に置いた検討は可
能と思う。

本稿はナイフ形石器に残されたキズを手掛かりにして
その装着法について報告するものであるが、その契機は
今井三騎堂遺跡・今井見切塚遺跡の報告書作成時にある。

２．使用痕観察の経緯
ａ．今井三騎堂遺跡整理の頃

石器表面のキズに関して、「黒曜石製石器群について」
と題して報告した（岩崎編 2004）。そこでは石器表面の
キズ観察を通して、それが石器の来歴を示す痕跡であり、
石器の運用形態の中に位置づけうることを論じた。石器
がヒトに伴い移動するということは砂川遺跡の先行分析
があり、さらには、阿子島香氏（1992）の「多段階摩耗」や

「多段階縁辺摩滅」の指摘がある。これによりヒトの行動
というものが具体的に描けるようになり、実証的である
点で高く評価されている。

今井三騎堂遺跡は計6,835点（礫・礫片類を含む）の石
器・石片類が出土した大規模遺跡で、報告書作成当時は
日々石器実測に追われていた。そうしたなか、ふとある
とき石器表面のキズに気づき、上述した砂川の先行分析
や阿子島氏の指摘を裏付けるものになるだろうと直感、
これを検討してみた。また、当時、これに並行して業者
の「デジタルマイクロスコープ」のデモがあり、石器の使
用痕観察に効果的であることを実感した。報告書の作成
過程で使用痕観察の重要性を痛感はしていたが、自身そ
のノウハウがなく悩んだ末に、報告書では肉眼観察によ
るキズを石器表面に残る「スレ」として報告した。
ｂ．今井見切塚遺跡整理の頃

今井見切塚遺跡の報告（岩崎編 2007）は、今井三騎堂
遺跡の報告から３年後のことであるが、このころ使用痕
研究者として良く知られた山田しょう氏が民間組織に在
籍していることを知り、使用痕観察を依頼した。依頼に
際して、従来型とは異なり、分かりやすく表現報告して
ほしいことを伝えた。従来型の使用痕報告は、個別部分
の記載に止まり、全体としてそれがどのように使われた
のかが分かりにくく、それが報告書へ反映されない要因
の一つではないかと思われたためであり、このままでは
今井三騎堂遺跡で見通した成果を発展的に検討できない
と考えたためである。最終的には石器の全体像を示せる
よう配慮していただき、石器の接合作業を終えたもので
あることの影響についても検証していただけた。また、
石器表面のキズの多寡については、キズ密度計算ソフト
により客観的なデータ化を心掛けていただいたうえに、
使用痕レベルからみた見解を得て、当初見込んだ目的に
ついては、概ね達成することができた。今井見切塚遺跡
でも黒曜石製の石器が出土しており、ここでも石器表面
に残る「スレ」について注意して観察を進めたところ、今
井三騎堂遺跡ほどではないが、石器表面が擦れたものが
あることに気付いた。本稿で紹介しようとする石器がそ
れであるが、報告書の刊行には間に合わず将来的課題と
して残された。
ｃ．前道下遺跡報告の頃

これに続いて、前道下遺跡（岩崎 2008）を報告する機
会があり、使用痕分析結果について報告した。観察資料
は前道下遺跡出土の削器１点・ナイフ形石器３点と少量
だが、石器に残されたキズから装着痕を探ろうというの
がその趣旨で、比較資料として今井三騎堂遺跡出土の掻・
彫器類を取り上げた。

前道下遺跡では顕微鏡レベルで見た観察結果が「石器
の履歴の検討」としてレポートされているが、そこでは

「直接の使用痕ではないが、特定の人為的要因で生じた
キズ＝着柄痕」が同定することができるのかに注目、観
察していただいた。そして、着柄痕の可能性のあるもの
として前道下遺跡出土の掻器１点（報告書の第69図９、
報文では削器として報告）、今井三騎堂遺跡出土の掻器
２点（報告書の第16図１、第15図8）のキズに着柄痕とし
ての可能性があるとされたものの、黒曜石製の石器につ
いては実験データがなく結論は下されていない。

３．装着痕
石器の装着痕（柄痕）研究は、「近年Rotsによる成果が

提出され、着柄痕が従来認識されていた以上に明確に同
定できるとされ、衝撃を与えた」（１）といい、磨製石斧
類でも使用痕は顕著な着柄痕として確認できるという
が、フリント類を用いたものであり、黒曜石については
実験データがなく、「厳密に同定する基準がない」という。
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こうした状況の中で進めた今井三騎堂遺跡から前道下
遺跡の報告へ続く使用痕の観察は、どれも黒曜石製の石
器を対象としているため成果というべきものがあるか、
はなはだ心許ないものがあるが、以下前道下遺跡で指摘
された専門家の所見を踏まえながら、装着痕（着柄痕）
の可能性ありとされたキズについて整理しておこう。

今井見切塚遺跡および前道下遺跡の報告には肉眼観察
から得られた筆者の所見と、顕微鏡レベルで観察して得
られた専門家の所見を併記して掲載しておいたが、専門
家の所見には肉眼観察や低倍率観察の限界が指摘されて
いる。用語についても言及されており、今井三騎堂遺跡
で用いた石器表面に残された「スレ」を、専門家は「キズ」
と呼んだ。集中性や方向性から使用痕を認定、それを線
状痕と呼ぶ使用痕研究の実情からしてみれば、当然の指
摘ということになろう。石器を持ち運ぶ際に、石器が擦
れるという主観的用法に固執するつもりはないが、素材
面にキズが多く加工面にキズは少ないという筆者の観察
所見には、問題があるということなのだろう。すなわち、
キズは素材面など平坦面に多く残され、加工部に少ない
という筆者の指摘に対して、加工部にも相当量のキズが
あり、細部加工など狭い部分ではリングやフィッシャー
に加え、光の反射効果が影響してそう見えるだけである
というのである。この指摘は使用痕観察の根本に関わる
ものであり、真摯に受け止めているが、と同時に、キズ
密度は「剥離面の新旧に対応して変化する」とも記されて
いるように、人為的・意図的な使用によるものと、偶発
的に生じるキズを分けることさえできれば、理論上の問
題は解消されるのではないだろうか。

このほか、低倍率観察の限界について指摘があり、高
倍率顕微鏡を用いた補完的な観察が必要とされている。
前道下遺跡の報告では同遺跡出土の石器5点に加えて、
その比較資料として今井三騎堂遺跡出土の掻・彫器７点
について専門家の分析を依頼、装着痕としての可能性が
示されたキズがある。黒曜石製石器の装着痕については、
同分析の本文中にも明記されているとおり実験データが
なく、あくまでも「可能性の指摘」ということであり、以
下の指摘は筆者の個人的見解であることを了解していた
だきたい。
ａ．今井三騎堂遺跡出土石器の装着痕

７点中３点に、装着痕としての可能性のある痕跡が指
摘されている。装着痕の可能性が示唆された痕跡として
①、石器基部の厚味を減じる剥離（調整加工）
②、石器縁辺や稜線、バルバスカーの縁に見られる「潰
れ」や破砕状の摩耗
③、「剥落タイプ」のキズとされたもの。幅広く短くシ
ミ状に見え、「接合実験の際に見られたキズに似る」と
いう。

①は、装着目的の調整加工ということになるだろうが、

これについては以前から想定されていたことで、砂川期
ナイフに見られる裏面基部加工などはその典型例として
よく知られている。②については、「側縁のスレや線状痕、
裏面側バルバスカーの稜線のスレ等は、装着痕として妥
当な位置」にあり、「これを単なる手ずれとして理解する
ことは難しい」（今井見切塚遺跡 Ⅲ－２）として、報告
したものである。しかし、実体顕微鏡レベルで見た線状
痕は多様で、あくまでも装着痕としての可能性の指摘と
いうレベルに終始した。これを補う意味で、前道下遺跡
の報告でも使用痕分析を継続させたのであるが、黒曜石
を用いた実験データがなく、現状では「着柄痕の可能性
のある痕跡」としての指摘に止まるとされた。こうした
中で指摘されたのが側縁や稜上の「研磨痕」「潰れ」や摩
耗である。写真１は、石刃掻器の側縁のエッジが「破砕」
したものであり、これに線状痕が直交あるいは斜交して
いるとされたものである。線状痕と破砕の分布域が合致
していることから「硬い材料で研磨が行われた結果こう
した線状痕と破砕を伴う摩耗が生じた」という。そして、
この意図的研磨の理由について控え目に「着柄や保持の
便」を意図したのではないかとされた（前道下遺跡 Ⅳ－

写真１　石刃掻器側縁の研磨痕（今井三騎堂遺跡）
　　　　　　 ＜前道下遺跡2008より＞

写真２　バルバスカー稜部の摩耗痕（今井三騎堂遺跡）
　　　　　 ＜前道下遺跡2008より＞
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４）。写真２のバルバスカー稜部の「潰れ」は破砕して潰
れたものとされ、背面側稜線の「潰れ」を含め、着柄に関
係する可能性が指摘されたものである。③は接合実験で
相当に強く擦り合せた際に生じたキズで、これと同じキ
ズが前道下遺跡出土の掻器に見られたという。

このほか、彫器類に付いた「大型のキズ」について検討
していただいた。この緩く大きくカーブするキズは素材
剥離面の表・裏面ともあり、分布域がエッジから遠く離
れていることから、装着痕としての可能性に言及したも
のであり、肉眼で見えるこの大型のキズに装着痕とし
ての可能性を指摘しておいた（今井見切塚遺跡 Ⅲ－２）。
キズが大きく明瞭で、たとえば石器を取り外す際に、器
体を「捩る」などして残されたものと考えてみたが、表・
裏面でキズの方向が異なり、気に掛けていた。この点に
ついては専門家にも伝えたつもりであるが、キズの成因
は不明とされており、現時点でもキズの付く要因は特定
できていない。
ｂ．前道下遺跡出土石器の装着痕

石核・掻器・ナイフ形石器３点について、使用痕分析
を依頼した。石核を分析対象としたのは、キズ密度の差
から石核消費と時間の経過を明らかにしようとしたもの
であり、ナイフ形石器は装着痕があるのかどうか、その
ことを確認しようとしたためである。

石核には、小形縦長剥片２点が接合する。石核の出土
地点は調査区の北にあり、石器群は北に広がるであろう
が、分布状態は散漫であり、砕片類も少ないことから、
石核消費の最終段階にあるものと考えた。石核裏面には
風化剥離面が大きく広がるほか、通常の剥離面がある。
剥片生産が石核の両面で行われたのは確実で、砕片類の
量を勘案して石核消費の最終段階と捉え、石核の表・裏
面でキズ密度差が生じているのではないかと考えてみた
次第である。黒曜石原産地は蓼科系とされたもので、気
泡を多く含み、「これとキズが重なり」キズの定量的評価
は難しいとされ、顕微鏡観察ではキズ密度差のないこと
が報告されている。

掻器では、「剥落タイプ」のキズが注目されている。
剥落タイプのキズは幅広く、短くシミ状に見えるとされ、
観察した掻器にはこのキズが比較的広域にあるという。
このキズは接合実験の際に見られたキズと同質であり、
それが広く見られるという点で、接合作業に似た作業が
原因して付いたキズか、何か硬い材料に接触して付いた
キズだろうとされ、ひとつの可能性として「着柄」され
たことにより生じたものとする考え方が示された。

ナイフ形石器については、１点（報告書の第69図１）の
先端部に衝撃剥離痕が確認されているほか、左辺腹面と
右辺腹面の上部に縁辺に平行する線状痕が見られたよう
である。線状痕は方向性に難があり、これが使用痕か、
判断が保留されている。別の１点（報告書の第68図７）に

は表・裏面とも大型のキズが多く確認されているが、使
用痕というより加工時のエッジの「潰れ」と解された。ま
た、残る１点のナイフ形石器（第１図）については、被熱
してクラックが生じていることが指摘されている。この
クラックは、腹面側では上下両端を除いた全域が覆われ
ているとされ、背面側左辺中央付近の側縁でも確認され
たということである。

ｃ．装着痕としてのマーカー
装着痕について、これこそが装着痕というものはない

ということであるが、石器縁辺や稜線、バルバスカーの
縁に見られる「潰れ」や破砕状の摩耗、幅広く短い「剥
落タイプ」のキズが装着痕としてのマーカーになりうる
可能性が示された。それは掻器類に顕著であり、繰り返
し刃部再生を行い使用する石器の性格をよく示している
ということになるだろうが、今井三騎堂遺跡のエッジ（両
側縁）が摩耗した掻器は異質である。数ある掻器のなか
で、ここまでエッジが摩耗するまでしたものは稀であり、
もしこれが通例であるならば、いま少し類例が知られて
いてもよさそうであるが、いかがであろう。

４．対象資料の観察
今井三騎堂遺跡の報告以来、石器表面に残るキズの観

察を通じ、それが石器の来歴を示している、あるいは、
装着痕を含んでいるかもしれないということを見通して
観察してきた。石器表面に残されたキズを注視する過程
で、今井見切塚遺跡の出土石器（写真３、報告書の第82
図２）に同種石器の装着法を示唆する痕跡が見られた。
この石器の表面に残されたキズ・使用痕についてはほと
んど報告できていないため、ここに詳細を記そうとする
ものである。
ａ．石器群の概要

今井見切塚遺跡では、礫・礫片342点を含む計6,202点
が出土、石器群は第Ⅰ～第Ⅳ文化層まで４期に及んだ。
その内訳は、第Ⅰ文化層48点、第Ⅱ文化層53点、第Ⅲ文
化層1,320点、第Ⅳ文化層4778点、文化層不明３点であり、

第１図　被熱して生じたクラック痕（前道下遺跡）
＜前道下遺跡 2008より＞
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線状痕は器軸（石器長軸方向）に一致しているが、器
軸から振れて斜行するものや、方向性の定まらないもの
もあり、多様である。
＜背面側左辺の素材剥離面＞（第２図）

素材剥片中の最も古い剥離面で、全面が光沢を欠いて
いる。線状痕は、全面にある。線条痕は基部側では長軸
方向（第２図の写真２）に一致しているが、中央付近を境
に先端側では微妙に方向性が異なり、刃縁に対して斜行
する線状痕が増えるようである。刃縁には小剥離痕（刃
こぼれ）が生じているが、剥離面は光沢を欠いている。
＜背面側中央の素材剥離面＞（第２・３図）

実測図上で長さ2.5cm・幅0.75cmを測る剥離面であり、
その剥離方向は素材の剥離方向と一致する。途中、剥離
面には球果があり、裂痕が生じている。

この裂痕から上の先端側は光沢を欠き、顕微鏡では白
く濁り、あたかも「擦りガラス」のように見える。剥離面
に残された線状痕は、器体長軸に並行するというよりも
左右両辺に傾いたものも多く、その方向性は多様で、ま
た、弱く湾曲しているものが多い（写真３・４）。

裂痕付近から下（基部側、写真5）の5mmほどが最も線
状痕が見えるところである。線状痕は器軸に並行するも
のが主体を占めているが、器軸に斜行するものも多く多
様である。これより基部側の線状痕は相対的に少なく、
器軸に並行するものが主体である。

背面側中央の素材剥離面は、先端側左辺で同じく素材
剥離面（刃部）に、基部側で左右の加工部に接している。
前者の形成する剥離面の稜は、比熱の影響か丸味を帯び、

群馬県域では遺跡が激減するという第Ⅲ文化層の石器群
が多出した。

当該石器は第Ⅲ文化層に帰属したものだが、まずは第
Ⅲ文化層を構成する石器群の在り方から概要を説明して
おこう。第Ⅲ文化層はⅨ～Ⅹ層に出土量のピークを持つ
石器群である。Ⅸ層中にAs-BPの上・中位グループが塊
状に堆積、通常はAs-BP降灰前に位置づけられる石器群
である。石器群は丘陵頂部に多出しているが、このほか
西側斜面にもあり、それぞれの石器群の分布域は概して
小規模である。石器群は計24地点で確認されているが、
地点間の石器接合関係は確認されていない。ここで取り
上げる石器は、第12地点と呼んだ丘陵頂部南端に広がる
石器群から出土したものである。石器群は計51点（礫・
礫片３点を含む）があり、ナイフ形石器２・角錐状石器１・
削器１・剥片5・砕片39が出土している。概して、剥片
生産は低調で、黒色安山岩製の接合資料が得られただけ
である。石材は計６種類が確認され、在地系石材が主体
を占めた。非在地の石材として黒曜石17点（うち、砕片
類が14点）がある。本稿で分析の対象資料とした石器（報
告書の第82図を参照、第12地点－5）は、１号ブロック
から出土したもので、同ブロックには砕片類３点（チャー
ト２・黒色頁岩１）があるのみである。このほか粗粒輝
石安山岩製の礫１点が出土しているが、その出土層位は
Ⅵ層と記されており、石器群に伴う可能性は低い。のち
のち問題になるであろうが、火処となるような施設（礫
群や炭化物の有無などについてのデータ）は確認できて
いない。
ｂ．対象資料の概要

対象石器は、二側縁加工した黒曜石製のナイフ形石器
である。石刃様の小形縦長剥片を用い、打面部側を基部
としているが、打面そのものは剥離時に弾け飛んだもの
と見られる。基部側の右側縁に施された細部加工は光沢
があり、剥離面として見た場合、より新鮮に見えること
から、再加工された可能性も否定できない。また、報文
中で述べたとおり、「石器の中央付近を境に剥離面の光
沢」が異なる点を改めて強調しておきたい。石器は黒曜
石製であり、筋状の縞状構造を有する。径１mm弱の球果
や小さな気泡を含んでいるが、概して良質な半透明石材
であり、黒曜石原産地は「蓼科系」と同定されている。長
さ3.8cm・幅1.3cm・重さ3.0ｇを測る。
ｃ．実体顕微鏡を用いた表面観察（写真３）

上述したように、石器は器体中央付近を境に光沢が異
なることや、基部側の右辺側縁加工が新鮮であることを
報告書刊行の当時から注目してきた。石器表面のキズも
ルーペで容易に確認できるほどで、その状態は良好と言
えた。写真３は、器体中央付近で異なる光沢が線状痕の
分布域に関連することを示したものであり、その範囲は
器体の最大幅に概ね一致していることが分かる。大略、

写真３　観察対象石器（今井見切塚遺跡）
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稜の角が取れているように見える。また、基部側の素材
剥離面と細部加工が接した部分の稜も、潰れたように見
える（写真７・8）。とりわけ、左辺側ではこれと接する
加工部の形成した稜が潰れ、この直下にスレが生じてい
た（写真７）。この加工部は素材を加工する際の初期加工
であり、背面側中央の剥離面と接する部分ではステップ
状に平坦面が形成され、ヒンジ状に捲れているが、ヒン
ジ状に捲れた剥離面凸部（リング）にスレが生じ、これが
剥離面の稜まで続いていた。これまで、実体顕微鏡レベ
ルの観察ではより小さな二次加工まで観察できてない
が、それでも観察することができたのは加工部が器体の
概形作出段階のものであり、剥離面が大きく、こうした
ことが観察を容易にしたという事情がある。これを観察
してみたところ、稜線の「潰れ」と稜直下の加工面が擦れ

ていることが判明、その稜線の「潰れ」は今井三騎堂遺跡
から出土した掻器２点（報告書の第16図１、第15図8）に
酷似したということである。裂痕より下の線状痕は、先
端側に乗り上げているように見え、裂痕の稜も荒れてい
るが、これが比熱によるものかそれとも風化によるもの
か判然としないため、その詳細については判断を保留し
ておきたい。
＜腹面側＞（図３）

実測図上で、長さ3.6cm・幅1.1cmを測る。右辺基部側
の薄い剥離痕を除いた腹面側は未加工である。また背面
側と同様に、腹面側には先端から1.5cmのところに斑晶
があり、裂痕が生じている。また、腹面側の右辺中央に
は「ガジリ」がある（報告書の図には加工部として表現さ

第２図　石器表面のキズ（１）

＜石器のキズ観察位置図＞
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第３図　石器表面のキズ（２）

15

写真６ 写真７ 写真8

写真９ 写真10 写真11

写真12 写真13 写真14

写真15 写真16 写真17

写真18 写真19 写真20



ことや機器の価格も安価となり、黒曜石の原産地分析法
として普及した。旧石器研究では以前から黒曜石の入手
法に関心が高く、ついには数千点に及ぶ遺跡出土黒曜石
のすべてを分析した報告が現れた。

さて、蛍光Ｘ線分析は顔料分析など多様な試料分析が
可能な、極めて汎用性の高い分析法である。その一つと
して黒曜石分析があり、その原産地同定には欠かせない
分析法である。前道下遺跡でも今井三木堂遺跡以来継続
した原産地同定が行われているが、その過程で被熱した
黒曜石の問題が浮上した。分析者から聞いた話では、被
熱した黒曜石の測定値（２）が同定用に集めたバックデー
ターの領域から大きく外れるというのである。肉眼で見
た場合だが、遺跡から出土した黒曜石には「擦りガラス」
状になるものや、ひび割れたものがあるのはよく知られ
ており、なかには白く発泡したものまである（３）。これ
が被熱したことによるのは明らかで、疑う余地はない。
ここでは、こうした観察所見を踏まえ、器体の中央付近
を境に光沢が異なる当該資料について被熱したためでは
ないだろうか、被熱の影響が測定値に現れるというので
あれば、これにより器体に残された光沢の差を説明する
ことができるのではないだろうか、そして、それは柄に
装着されていたからではないか、と考えた次第である。
このことを裏づけるため、石器の背面側４ヶ所、裏面側
３ヶ所、右側縁２ヶ所の測定ポイントを選び測定を依頼
した。長さ3.8cmと石器が小さく、測定が難しいという
ことであり、最終的には背面側３ヶ所、裏面側２ヶ所、
右側縁２ヶ所の計７ヶ所の測定をしていただけた。ピン
ポイントの計測が筆者の要望であり、どの程度の精度で
測定できたのか筆者には判断できないが、先の想定を裏
付けるための試行として理解していただきたい。
＜分析結果＞

今井見切塚遺跡、第３文化層出土石器（ナイフ形石器、
写真３）について、表裏面とも器体中央より先端側が被
熱、右側縁については基部側が再加工されたという想定
に基づき、蛍光Ｘ線分析を試みた。

解析図として、SiO2－Al2O3・Fe2O3－TiO2・K2O－CaO・Rb－
Srの４種類（第5図）を図示した。図には、標準試料とし
ての黒曜石原産地の領域が示されているが、Rb－Srを除
いていずれも既成の原産地データには重ならないことが
分かる。以下にはそれぞれの解析値と計測位置について
その関係性をみていこう。

SiO2－Al2O3図では、基部側に相当する位置（３・5・７）
のAl2O3が相対的に減じているように見える。が、その
差は極わずかであり、はたして有意性を見出すべきもの
があるか現状で判断できない。

Fe2O3－TiO2図では、データが既成の原産地データから
大きく外れていることが分かる。分析資料のデータは蓼
科系の領域と近接しているが、Fe2O3が1.2074 ～ 1.5861

れている）。これより先端側が光沢を欠いているが、背
面側ほど顕著ではない。

腹面側先端から1.5cmほどが光沢を欠いているが、観
察が難しい。分析資料は透明性が高く、表面のみ観察す
ることができるように、黒色粘土に埋め込んで観察した。
それでも先端側は光を反射してしまうため、分析資料の
位置を変えて観察したところ、線状痕は器体に直交する
ものこそないが、器軸に斜行するものや背面側同様の太
いキズも多い（写真９・10）。概して、使用痕として残さ
れた線状痕は少ないようである。

裂痕より先端側では斜行する線状痕（写真11）が特徴的
で、これが最大４mm程度の幅で広がる。この斜行する線
状痕は密集しており、ある種の方向性を認めていい状況
である。これに続いて腹面側（右辺「ガジリ」付近）には、
帯状に弧状のキズや器軸を横走する粗いキズがある（写
真12 ～ 14）。また、基部側バルバスカーの稜部には線状
痕が集中しており（写真15 ～ 17）、稜部が擦れていたほ
か、今井見切塚遺跡で「剥落状のキズ」とされたものに近
い幅広のキズがある。腹面側の基部付近はサメ肌状に荒
れており、被熱したことが影響したものと見られる。ま
た、同左辺には基軸に斜行した線状痕が確認されている

（写真19・20）。
＜加工部＞

左辺側加工部でも、ブランティングによる小剥離面が
サメ肌状に荒れ、ブランティング初期の剥離面に多方向
の線状痕が残されていた。そして、背面側中央の剥離面
と左辺側の加工部の接する稜が丸味を帯びていた。これ
に似た状態は背面側左辺の剥離面に接した加工部でも見
て取れた。

右辺側加工部は、網点部（第４図）を境に加工部の光沢
が異なる。先端側・基部側加工部とも概形作出初期の
剥離面には線状痕が比較的良好に残されているが（写真
６）、先端側・基部側加工部ともサメ肌状に荒れている
ことから、被熱したことが影響したのではないか、と考
えている。基本的に、上述した加工部剥離面の光沢差は
加工の前後差と考えているが、光沢差が生じた背景は複
雑で、その詳細については明言できない。

５．蛍光Ｘ線分析
黒曜石原産地の関心は古く鳥居龍蔵の時代からあり、

それがどこで採れ、どのように流通したのか、議論され
てきた。黒曜石原産地推定は戦前の顕微鏡レベルの観察
に代わり、1970年代には熱中性子放射化分析による科学
的な黒曜石原産地の同定が実現した。が、この方法では
考古資料が破壊されてしまうことや時間的制約があり、
依頼する側は限界を感じていた。これに続いた分析法が
蛍光Ｘ線分析である。当初、測定機器が高価で分析機関
も限られていたが、その後、計測機器の精度が向上した
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に、TiO2が0.1936 ～ 0.2445に収まり、蓼科系原産地デー
タとは明らかに重ならない。今回計測した石器の計測位
置と分析データでは７のみやや分布域から外れる傾向が
指摘されるものの、解析値と計測位置には、相関関係が
指摘できない。

K2O－CaO図では、データが既成の蓼科系黒曜石の領域
に近接していることは明らかであるが、No ７のみ大き
く離れている。先端側（２・４・６）と基部側（３・5）の
分析値が近接するようだが、これについてもどの程度の
有意性があるのか判断できない。

Rb－Sr図では、分析資料のデータは蓼科・月山・高原山・
出来島の領域に重なる。基部側の測定箇所（３・5・７）
が領域周辺にあり、被熱の在り方の相違を反映している
可能性があり、注目しておきたい。
＜分析結果の検討＞

分析資料が１点のみであり、比較検討することはでき
ないが、前道下遺跡の黒曜石原産地の分析結果を踏まえ
被熱石器について検討しておこう。

前道下遺跡では、82点を原産地分析した。その内訳は
Ａ地点10点・Ｄ地点8点・Ｅ地点62点・出土地点不明２
点で、被熱石器はＥ地点に集中した。Ｅ地点には礫群27
基があり、これに重なるように石器が出土していること
から、状況的には同地点出土石器は被熱していても何ら
不思議はない。Ｅ地点から出土した62点中の52点が蓼科
系とされ、このうち19点が被熱判定を受けた。被熱石器
19点はRb－Srの相関では蓼科系の領域にあるもので、被
熱１？（TiO2の値の高いグループ）と被熱２？（K2Oが高
いグループ）の二群があるとされた。また、原産地不明
とされたものがＥ地点だけでも６点があり、TiO2とCaO
の値が高いグループ（被熱・不明１）とTiO2とK2Oの値が
高いグループ（被熱・不明２）があるとされた。これにつ
いて分析者は北海道の黒曜石分析の経験を踏まえ、被熱
の度合でK2Oの量比が大きく影響すること、また、成分
差は「樹木種が関係しているのではないか」と指摘した。

今回報告した石器の分析数値と前道下遺跡出土黒曜の
分析値を比べてみると、SiO2－Al2O3 の領域を除けば、Fe

2O3－TiO2 も K2O－CaO も蓼科系・被熱１？に似た領域にあ
ること、また、CaO と TiO2 の値は分析者のいう被熱不明

第４図　蛍光Ｘ線分析測定位置図

第5図　蛍光Ｘ線分析分類図

図－１　関東・中部・東北：Rb－Sr図（標準図）

図－２　関東・中部・東北：SiO2－Al2O3図（標準図）

図－３　関東・中部・東北：Fe2O3－TiO2図（標準図）

図－４　関東・中部・東北：K2O－CaO図（標準図）
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あるように思う。器体中央部より基部側のキズは顕微鏡
レベルで見ると相当量のキズが残されているが（写真5・
７を比較参照）、先端側のキズとは明らかに相違してお
り、キズの付く背景が異なるというべきである。先端側
線状痕が剥離面凹部まで均質に及んでいることからみ
て、やわらなか皮などにより生じたものかもしれない。
今井見切塚遺跡出土のナイフ形石器の基部にキズが少な
いのは、それが柄に装着されていたためとしていいので
はないだろうか。

観察対象石器が柄に装着され、それが被熱したものと
して仮定した場合、蛍光Ｘ線分析ではRb－Srに計測部位
と解析値についての相関性が指摘され、また、K2O－CaO
にもわずかではあるが相関性を認めることができたが、
はたしてこれが柄に装着されたことによるものか、本例
のみから結論づけられない。今後の課題としておきたい。

７．おわりに
先にも述べたとおり、観察対象資料は使い込まれた石

器であり、その経歴は相当に複雑であるように思える。
本来、本稿は今井見切塚以来分析していただいた使用痕
研究者の協力を得て提出されるべきものであったが、諸
般の事情で時間だけが過ぎてしまった。蛍光Ｘ線分析に
ついては千葉県の井上巌氏の協力を得た。被熱と線状痕
の前後関係など詳細については、明らかにできていない
が、これについては稿を改め検討していきたい。本稿は
平成20年度職員研究助成「石器の装着痕」の成果の一部で
ある。

Ⅲの環境＝比較的低温であるということになろう。
『東北日本の黒曜石原産地』（井上2007）には「遺跡出土

黒曜石遺物の風化・被熱について」と題し、電気炉を用
いた被熱実験を報告している。それによると、ただ熱を
加えただけでは蛍光Ｘ線分析の値は影響しないことや、
灰が関連するだろうことが指摘されている。筆者も同感
だが、灰以外にも松脂や水分、そして冷え方も影響して
くる可能性もある。これに関する実験も軽視できないで
あろう。

６．考察
これまで、今井見切塚遺跡出土のナイフ形石器（第Ⅲ

文化層、第12地点）に見られた石器表面のキズについて
肉眼・実体顕微鏡レベルで観察、装着痕としての可能性
を検討した。併せて蛍光Ｘ線分析を行い、その妥当性に
ついて検討してみた。以下、前道下遺跡で示された装着
痕に関する指摘を参照して、観察結果について検討して
みよう。

前道下遺跡では使用痕レベルで石器縁辺やバルバス
カー稜部の「潰れ」や「破砕状の摩耗」、「剥落タイプ」
のキズに装着痕としての可能性が指摘されている。この
うちバルバスカーの稜部の「潰れ」や「破砕状の摩耗」
に似たキズが、対象石器の裏面基部バルバスカーに見ら
れた。対象資料のキズは線状痕としての集中であり、前
道下で指摘されたような「潰れ」や「破砕状の摩耗」と
は質的に異なるものであるが、装着される毎に線状痕が
重なりこれが最終的には「潰れ」や「破砕状の摩耗」に
なるということだろう。また、これと似た稜の「潰れ」
が背面側もあり、これも装着によるものと考えている。
前道下遺跡でいう「剥落タイプ」のキズとは比較できて
いないが、対象石器の裏面側には通常の線状痕より太く
短い弧状のキズが密集しており、これもまた装着痕とし
て認識されるだろうと考えている。

こうした裏面側のキズと同位置の背面側に線状痕の粗
密（写真３）があり、興味深い。「柄に覆われた部分にキ
ズが少ない」という指摘が正しいとすれば、裏面側に残
された線状痕には、ますます装着痕としての可能性が高
まるだろう。同じ意味で、前道下遺跡から出土した被熱
ナイフ（第１図）も器体上半部に被熱部分が偏り、これも
柄に装着されたための現象と捉えることができるかもし
れない。

観察対象石器は単に遺跡内で作り使われ、そして被熱
廃棄されたようなものではなく、相当に移動距離の長い、
それ相応の来歴を持つ石器であることは確実である。器
体中央より先端側が光沢を欠く理由は明らかでないが、
可能性の一つとして被熱によるということは考えていい
ように思える。これに対して、そこに密集する線状痕に
ついてそれが刺突を繰り返して生じたとするのは無理が

註
（１）引用箇所は前道下遺跡の報告書（第Ⅳ章４）で専門家が指摘した事項で

ある。以下、同報文中の指摘を引用した箇所には「」を付した。
（２）井上　2007・2008を参照されたい。
（３）こうした現象がどのような状況で生じるのかは明らかにされておら

ず、これを確かめるべく実験をおこなった。これまでのところ巧く現
象を再現できないでいるが、木灰だけでなく複数の要素が関係する可
能性が高い。

引用文献
岩崎泰一編　2004　『今井三騎堂遺跡』　群馬県埋蔵文化財調査事業団調査

報告書第325集
岩崎泰一編　2007　『今井見切塚遺跡』　群馬県埋蔵文化財調査事業団調査

報告書第382集
岩崎泰一編　2008　『前道下遺跡』　群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告

書第437集　
井上巌　「被熱試験について」『東北日本の原産地黒曜石、関東・中部・東

海・北陸地方編』2007　pp101－106
井上巌　「遺跡出土黒曜石遺物の化学分析に対する被熱の影響について」
『第74回日本考古学協会公演要旨』2008
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キーワード
　対象時代　古墳時代
　対象地域　全国・県内
　研究対象　銀・鹿角併用装鉾

―― 要 旨 ――

　本稿は、金井東裏遺跡より出土した銀及び鹿角製装具が併用されて装着された装飾鉾について、装飾鉾の類例を検討

するとともに、群馬県内出土鉄鉾全体についての流れを整理して、その位置づけを行うものである。

　金井東裏遺跡出土鉾は、断面両鎬形の広鋒形で、袋部断面八角形を呈する鉾である。直弧文を施した鹿角製装具の両

端に銀製装具を装着する極めて珍しい鉾である。

　装飾鉾の類例検討の結果、現在、少なくとも国内で、銀・鹿角の両方を併用して装飾具として使用したものは見つか

らなかった。また、銀製の装具を有する例も数例にとどまることが分かり、銀製装具の類例の中で、金井東裏遺跡例に

あるような斜めに刻みを入れた円環状の装具と、幅広の帯状の銀装具を併用しているものは、やはり類例がないことが

分かった。また、鹿角製装具を持つ鉾は熊本県国越古墳例１例のみである。このようなことから、金井東裏遺跡出土の

鉾が特殊な装具を有する特別な鉾であることが分かった。

　群馬県内の古墳時代出土鉾数は40例を越え、全国的に見ても多数の出土を見る地域といってよい。5世紀前半以降、

鉾の出土が増え、多角形袋部を持つ矛が一斉に出現している可能性が高い。そして、刃部断面三角形の三角穂式鉾も早

い段階で出現するなど、先進的な様相を群馬県は示している。

　その中で、金井東裏遺跡出土例は、銀・鹿角併用装の両鎬広鋒形の八角形袋部の鉾で、半島との関係が想定される２

種類の銀装具と在地の様相を示す直弧紋が刻まれた鹿角装具が１つの鉾に装備されている。このことは朝鮮半島と在地

の技術の融合を示すものと考えて良いだろう。

　このような金井東裏遺跡出土鉾のありかたは、この地でウマ飼育・鉄器生産という当時の最新技術を持っていた金井

東裏遺跡の集団の性格を示しているものと考える。

はじめに

１．古墳時代鉄鉾の研究史

２．金井東裏遺跡出土鉾について

３．銀装・鹿角装鉾の類例

４．群馬県内出土鉾の類例

5．群馬県内出土鉾の編年

まとめ

金井東裏遺跡出土銀・鹿角併用装鉾について

― 装飾鉾及び県内出土鉾との比較 ―

杉 山 秀 宏

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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はじめに
小札甲を着たまま火砕流で被災した人物が発見される

など、古墳時代の火砕流による被災遺跡である金井東裏
遺跡からは、小札甲の１号甲を着た人物の南西5ｍの平
坦面から鋒を北に向けて火砕流に流される形で鉾が単独
で出土した。

この鉾を観察した結果、その袋部端部に銀製の装具と
鹿角製の装具を併用している極めて珍しい鉾であること
が分かった。　　

さて、金井東裏遺跡から出土した様々な遺物には、重
要なもの・特徴的なものが多い。それらの遺物の理解の
ために、継続的に類例を調査し、それら遺物についての
研究、発表をしていくことで、金井東裏遺跡の理解につ
なげるという方針のもと、前回は鹿角装鏃を取り上げた
が、今回はこの銀・鹿角併用装鉾について取り上げる。

以下、古墳時代鉄鉾の研究史をたどり、次に金井東裏
遺跡出土銀・鹿角併用装鉾を説明する。銀・鹿角装具を
持つ鉾について類例を紹介した後、群馬県内の鉾につい
て観察できた範囲で紹介するとともに、編年を組み、銀
や鹿角装具を持つ矛と県内矛との比較の中から、金井東
裏遺跡出土鉾についてその位置づけを行う。

１．古墳時代鉄鉾の研究史
鉄鉾については、長い研究史がある。今回は国内の研

究者の鉄鉾研究を中心に記述し、朝鮮半島出土鉾の研究
に関しては、装飾鉾のものに限定して紹介する。

古谷清は、刀剣鏃以外で、槍に似るが、唯、槍の込み
に当たる部分が、袋穂の製作なるものとして「矛」を定義
し、特に異形の「矛」として、いわゆる戟形のものを取り
上げ、正倉院出土戟との比較をしている（古谷1907）。高
橋健自は、槍は古史に矛・桙・鉾・戈などの字を持って
書かれたが、すべてホコと呼んでおり、身・柄・石突及
び柄が袋穂であることを特徴とし、いわゆる鉾を「槍」と
した。「槍」の関の形態を分類し、刃の断面形を６つに分
類するなど基礎的な「槍」の形態について記すとともに、
使用法などについて盾を左手に持ち、右手に「槍」を持つ
形を提示している（高橋1912）。そして、後藤守一が、古
墳時代の鉾について体系的に取り上げた（後藤1928）。部
位の名称などの基本的なことは、このときのものが基礎
となって現在も継承されている。次に末永雅雄が、使用
法を想定しての大まかな分類を行い、正倉院宝物の鉾・
戟を挙げて、奈良時代から平安時代に移行して儀仗化
していく鉾の姿を記している（末永1941）。 小林行雄は、
長柄の武器のうち、長柄を挿入する身の基部を筒（袋）状
に作るものを「矛」、茎に長い柄をつけるもの槍と区別し
て、「矛」の刃部断面形により４区分し、それぞれの実例
を挙げている（小林1959-1）また、「矛」の導入については
騎馬戦との関わりについて記している（小林1959-2）。 

茂木雅博は小林分類をさらに細分化した編年及び全国
集成を行った（茂木1980）。その後、臼杵勲が鉾身のみで
なく、鉾先全体の各部分を検討対象として総合的な分類・
編年を行い、鉄鉾を5期に区分した（臼杵1985）。　

ここで、朝鮮半島の鉄鉾研究の中で、装飾鉾について
検討した研究をあげる。高久健二・金吉植は鐔付鉄鉾を
その分布から新羅系とした（高久1992）（金1998）。金吉
植は多角形袋式鉄鉾をやはり分布から百済系とする（金
1998）。また、朴天秀は、袋部の端を銀や鍔で装飾した
装飾鉄鉾について、朝鮮半島と日本の例を集成検討し、
それらが、儀仗鉄鉾であり、銀装鉄鉾は、百済・大伽耶・
栄山江流域圏で、有鍔鉄鉾は高句麗・新羅圏で分布する
ことから、それぞれとの関係を示す遺物として捉えた。
特に日本では、銀装飾の鉾が多く、百済・伽耶との活発
な交渉を物語るとしている（朴1999）。このように、半島
の装飾鉾についての各地域の系統について明らかにして
いく動きがこの時期に相次いであった。

この後、高田貫太が、日本出土鉄鉾を朝鮮半島の鉾と
の関連性を考慮した分類方法で区分するとともに、編年
を行い、大きくⅢ期に区分した。鉄鉾が主体部を保護す
る「僻邪」的な性格を持つことを示す特殊な武器であると
同時に朝鮮半島とのつながりを示す威信財としての役割
を持っていたこと、また鉄鉾から見ると、中央と地方
の関係性の中で、６世紀前半以前には、地方が主体性を
持って朝鮮半島との交渉を行った可能性について言及し
た（高田1998）。また、朝鮮半島南部での鉄鉾について整
理し、特に装飾鉾について取り上げ、銀装飾鉾について、
新羅地域でも分布していることを取り上げて、広域的な
政治的意味合いを持つ武器としている（高田2002）。鈴木
一有は、マロ塚古墳出土の装飾に錫が施されている大型
鉾の報告をする中で、錫製装具と半島出土の銀製装具と
の関係について指摘している（鈴木2012）。

斉藤大輔は、中国・朝鮮・倭と通観する中で、中期型
鉾で、長身鎬式と刀身式を、後期型鉾で三角穂式を選び
それぞれの特性について論じ、中期型鉾に半島との関係
を、後期の三角穂式鉾に、倭王権の関与を想定している

（斉藤2014）。高田は、三角穂式について取り上げ、その
系譜について、同時期に顕著な装飾鉾との関連を考慮し
て、日本列島独自の型式というより、朝鮮半島諸地域と
の係りの中で成立した新型式として捉えなおしている

（高田2001）。　　
戟について資料を集成したのが、太田博之である。国

内で出土する戟正倉院宝物例も併せて集成し、句兵とし
て紹介している（太田2001）。

仁木聡は、長柄の武器である鉾と槍の全長について、
古墳時代全体を通して検討し、槍・鉾の歩兵装備・騎馬
装備との関連性を分析するとともに、後期において盛行
する全長２ｍ以下の鉾について、戦闘方法の変化という
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０ ５㎝１:２

０ ２㎝１:１

第１図　金井東裏遺跡出土 銀・鹿角併用装鉾 写真　（１・２ S=1/2、３・４ S=1/1）

１　平面　２　右側面　３　銀・鹿角装部　４　銀・鹿角装部Ｘ線

21

１

２

３

４



３．銀装・鹿角装鉾の類例
　金井東裏遺跡出土鉾は銀と鹿角を併用して装飾した日
本国内でも唯一と考えられる鉾である。ここでは、銀や
鹿角で装飾が施された類例の観察結果を以下記述する。
①　物集女車塚古墳例（京都府向日市）（図２）（山中・秋

山1988）
　物集車塚古墳は、墳丘長48ｍ、後円部径31ｍ、前方部
幅38ｍの２段築成の前方後円墳である。円筒・盾・衣笠
形埴輪を持つ。片袖式の横穴式石室で全長約11ｍをはか
る。初葬の組合せ式家形石棺以外に２ないし３棺の追
葬を推定している。副葬品は装身具（広帯式冠・耳環・
鈴・玉類）、武器（鹿角装捩り環頭大刀・銀装刀・刀子・
鉾・鏃・小刀）馬具（鉄地金銅張ｆ字形鏡板付轡）、須恵
器（TK10（新相）～TK209であるがほとんどがTK10
である。）が出土している。
　この古墳からは、３本の鉄鉾と石突が出土している。
いずれも石棺の周辺を中心とした所から出土するが、鉾
と石突の対応関係は明らかではない。ここでは、銀装具
の対比ということで、銀註３装具を持った鉾（図２－１）

より被葬者個人の標識的な威儀具の面が大きいとしてい
る（仁木2004）。藤井章徳は、今まで注目されてこなかっ
た袋部の構造から固定方法に注目して画期の設定を行い
詳細な編年を行っている（藤井2007）。高田は、藤井の編
年案を一部取り入れた新たなⅢ期区分案を提案している

（高田2014）。
群馬県内出土鉾の研究史を見ると、田口正美が北山

茶臼山西古墳の報告で鉾の県内出土例を集成概観（田口
1988）し、杉山がさらに追加した集成・編年を行ってい
るが、実物資料の観察はしていない（杉山1995）。

以上研究史を見てくると、鉾の体系的な分類編年はほ
ぼ終了し、さらに細かな部位・装具の位置づけや半島と
の関係についての検討が今後さらに必要となることが分
かる。また、県内出土鉾について言えば、実際の資料を
観察しての基礎的な作業がまだ為されておらず、観察作
業から始める必要があることが明らかになった。

以下、まず金井東裏遺跡出土鉾について現状での観察
記録を記し、銀及び鹿角製の装具を持つ鉾、及び県内出
土鉾について調査結果を記述する。なお、鉾の名称・分
類については、臼杵（臼杵1985）と高田（高田1998・2002）
の案を参考にした。

２．金井東裏遺跡出土鉾について
金井東裏遺跡例（群馬県渋川市金井）（図１）（杉山・

桜岡ほか2014）
金井東裏遺跡は、６世紀初頭の火砕流により被災した

遺跡で、鉾は、小札甲を着た古墳人（１号甲・男性）から、
南西5ｍほどの平坦面から火砕流（Ｓ３）に流された形で
出土している。鉾の鋒は、北側に向いており、鉾の下に
は火砕流の一部が入り込んでおり、火砕流により流され
たことが分かる。柄の部分の痕跡らしきやや暗く変色し
た部分が柄の形に沿って延びるような状況が少し見えた
が、明瞭に確認はできなかった。石突確認のため、柄が
あったと思われる延長線上を中心に精査したが、発掘区
の限界もあり、石突を確認することはできなかった。

鉾（図１－１～４）は、鹿角及び銀の装具を併用する断
面両鎬広鋒形である。明瞭な斜め関を有する。袋部は断
面八角形の多角袋部であることがＣTスキャンにより確
認することができた。内面も多角である。全長は33.6㎝
で、21.5㎝の身部長で、3.2㎝幅の幅広の身部を持つ。
袋部は長12.1㎝で、目釘は１ヶ所確認できる。内部には
木質の痕跡が確認できない。

さらに、袋部端部に幅１㎝、厚さ0.2㎜の円環状の銀註１

製の装具（図１－３・４）が装着されている。この円環状
の銀装具の円環部には、斜め方向に刻みが施されていて、
全体で26の刻みがある。この装具は、後に説明する鹿角
装具の上に巻かれているもので、この刻みの断面を観察
すると、あらかじめ鹿角装具の表面に刻みを入れて、そ

の刻みに合わせて上から押し当てることで銀円環部に刻
みを入れているものと想定している。捩り環頭大刀の環
頭部の捩りの形態に近い。銀装具の両端には幅２mmの平
坦部があり、この上端の部位は、鉄製袋部端部の下に納
めて固定する役割を果たしている。下端の部位は、鹿角
装具の上に載っており、ここに小さい鋲を鹿角装具まで
打ち込んでおり、装具を固定するものである。

鹿角註２装具（図１－３・４）は、袋部に近い方は、残
りがある程度良いが、下部はほとんど腐朽してしまい分
からない。下部の銀装具の出土状況から、鹿角装具が、6.5
㎝以上の長さであることは言える。径４㎝の鹿角の基部
の内部を厚さ5㎜ほどになるまで内部の海綿体を刳り抜
いた円筒形を呈し、残存状況から、表面に直弧文をほぼ
全面に施した可能性がある。直弧文の文様構成は残って
いる文様がごく一部なので明らかにできていない。

もう一つの銀装具（図１－３・４）が鹿角の下端部に装
着されていた。1.3㎝の幅広で厚み0.2㎜の銀板を丸めて、
端に３孔開け、小さい鋲で打ち込んで留めたものと思わ
れる。微小な鋲が３個出土している。板状の銀装具は断
面形を見ると稜角を持たず、内部に木柄が入っていたも
のと考えられる。銀装具のさらに下位にも炭化した木材
が一部残っている。柄が装着されていたことは間違いな
い。先述したように、柄の長さや、石突の有無は不明で
ある。木柄は、銀製の装具が稜角を持たないことからす
ると、円形の可能性が高い。

また、鉾身の表面ごく一部で、獣毛が確認された。獣
皮に伴うものと考えられ、獣皮を鉾に被せ、鞘とした可
能性がある。獣皮の種類は判別できていない。
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０ ５㎝１:２０ ２㎝１:１

銀装具

第２図　物集女車塚古墳出土 銀装鉾・鉾・石突 実測図　（１・３～7 S=1/2、２ S=1/1）
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０ ２㎝１:１

０ ５㎝１:２

を中心に取り上げてみる。
　鉄鉾は錆がひどく、現状の形から外形や細部の特徴を
明らかにするのはかなり難しいが、肉眼観察によると鉾
身は全長31.6㎝、刃部長20.6㎝で、刃元幅2.4㎝で断面
菱形の細身で、なだらかな斜め関を持つ。袋柄は、断面
八角形の袋部の可能性が高いと考えたので、図ではその
ように表現した。八角形であろうとした根拠の一つは、
他の２本出土している鉾（図２－３・４）及び３本出土し
ている石突（図２－5～７）がいずれも八角形である可能
性が高いことである。共伴する鉾及びセットになる可能
性のある石突がともに八角形の可能性があれば、銀装鉾
も八角形である可能性が高まる。目釘は２本相対するよ
うに、袋柄端から約１㎝の所にあり、木質が一部遺存し
ており、木柄を有していたものと考えられ、木柄も八角
形の可能性が高い。
　銀装具（図２－２）は、幅９㎜、厚さ0.2㎜のもので、
中央の円環部が高くなっており、そこに斜めの刻み目が
施されている。幅３㎜の上端部は、鉄鉾身内部に装着さ
れ、5～６㎜ほどの円環状の高まりの上面に斜めの刻み
目が全部で25施されている。円環部の内部には木質が入
るものと思われ、おそらくその木質自身に刻み目が施さ
れていて、その刻み目に合わせて上から押圧して円環部
に刻み目を施しているものと考えている。この技法は、
金井東裏遺跡例の鹿角装具が、刻み目の下にあり、同じ
ように刻み目が鹿角自身に施されていて上からの押圧に
より円環部に刻み目を施すと想定しているものと同じで
ある。捩り環頭大刀の環頭の造りと外形状類似する両者
を見ると、銀製装具のあり方は極めて近い形を取るもの
と考えて良いだろう。時期的には、金井東裏遺跡例より
１段階物集女車塚古墳が新しくなり、６世紀中頃である。
②　伝群馬県出土例（天理参考館蔵品）（図３）（朴天秀

1999）
　天理参考館に所蔵されている伝群馬県出土の銀註４装
の多角稜鉾（図３－１）である。断面菱形の鉾で、全長
21.1＋㎝、刃部長10.0＋㎝で、刃元幅1.7＋㎝の細身で、
明瞭な斜め関がある。
　袋部は内外面ともに明瞭な八角形を有しており、刃の
鎬線状に多角袋部の稜線が乗らないもので、鎬軸に沿っ
て鉾を置いたときに袋部が平らな面を形成しているので
安定する。目釘は、袋部端部から１㎝の所に、相対する
方向から打ち込んでいる。袋柄内部には木質も認められ、
木柄があったことが確実に言える。
　銀装具（図３－２）は、長さ4.4㎝で厚さ0.2 ～ 0.3㎜の
薄板を袋柄端部より1.5㎝上の所まで巻いた後、八角稜
の袋部上面に押圧して被せることにより多角形の形に成
形する。さらに、木柄部では段差により３㎜ほど細くな
るので、少し絞り込んだ後、木柄部2.7㎝のところまで
伸ばすものである。木柄部にまかれている装具部はかな

銀装具

第３図　伝群馬県出土 銀装鉾 実測図　（１S=1/2、２ S=1/1）
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り、変形が激しく一部割れているが、やはり角を意識し
ての稜線がいくつか認められるので、木柄も八角形に加
工されており、銀装具もその形態に合わせていることが
想定される。銀装具を固定するにあたり、小孔などが確
認できないことから、鋲留めにより固定したものでは無
いと考えている。銀板の一部を割いて木柄との段差に絞
り込んで押圧して固定し、鍛接したものと現状では考え
る。
　この銀装具の形態は、金井東裏遺跡例の鹿角装具下部
の装具と同じ幅広の銀薄板による装具と近いが、装着方
法などは異なり、金井東裏遺跡例が、銀板に小孔を開け
て鋲留めしているのに対して、鉄袋柄と木柄の段差を利
用しての押圧と鍛接で留めている。
③　 国 越 古 墳 例（ 熊 本 県 宇 城 市 ）（ 図 ４）（ 乙 益 重 隆

1967・1984）
　国越古墳は、墳丘長62.5ｍ、後円部径36.2ｍ、前方部
幅22.5ｍの丘陵頂部削り出しの上に墳丘を築き上げた前
方後円墳である。円筒・人物・盾形埴輪が出土している。
石室は奥行2.85ｍ、幅2.16ｍの横穴式石室で、中央通路
を挟んで左右に二個の屍床を設け、その奥に副床があり、
さらに奥壁に沿って平入りの入口を有する家形石棺を置
く。石棺や石棺奥壁には鍵ノ手文で四色の文様を施して
いる。東屍床より、鏡・耳環・鏃・大刀、西屍床より人
骨２と鏡・耳環・玉類・鉾が、副床には農工具、鏃、銅
椀、馬具、鉾２、鉾石突２が、石棺内には人骨２体、鏡、
鹿角註5装鉾、装身具、鏃、帯金具などを出土している。
　ここでは、鹿角装鉾についての比較を行うために、主
に石棺内より出土した鹿角装鉾について記す。
　鹿角装鉾（図４－１～３）は、現在鹿角装具と鉾は分離
しており、本来どの鉾に装着されたものかはっきりしな
い所がある。
　そこで、昭和41年の報告（乙益1967）に出ている鹿角装
具が装着された状況での写真を基に復元すると、鉾の全
長などからすると、現存している３つの鉾のうちの最も
小型の鉾と組み合わさることを確認した。鉾（図４－１）
は、全長18.2㎝、刃部長11㎝、刃元幅1.5㎝＋で、断面
菱形の細身で、明瞭な斜め関で、袋部が八角形を有する
可能性が高いものである。鹿角装具を装着した復元図（図
４－２）を示す。
　鹿角装具（図４－３）は、最大径3.5㎝、上端径2.7㎝、
下端径（2.2）㎝、高さ現状で2.8㎝の球形状で、上端には
少し立ち上がりが認められる。下端部は破損がひどく
はっきりしない。厚みは最大の所で４mmである。さらに、
球形体部には３ヶ所、下から斜め上に径5mmの穿孔があ
る。鳴鏑などを見ると、音を出すための穿孔は、斜めに
上から下に穿孔するのが普通なので、あるいは、逆になっ
ている可能性も考えたが、出土当時の鉾に装着されてい
る写真などから、本来この穿孔方向であると考えた。

　球形中央部と上端部には、溝で上下を区画した珠文帯
が１周巡っている。この珠文により区画された上下に直
弧文を全面に施している。直弧文の分析は金井東裏遺跡
の本報告で行なうつもりである。
　この他に２本、断面菱形でやや広身の八角形袋部を有
する鉾（図４－４・5）がある。
　この鹿角装具は、金井東裏遺跡例に比べると、球形で
あることなども含めてかなり形態が異なる。時期的に
は、鉄鏃や小型農工具の様相からすると追葬も考慮して、
MT15 ～TK43型式平行となる可能性がある。石棺内
から出土していることなどから初葬に伴う遺物と考えら
れ、金井東裏遺跡例よりほんの少し時期的に新しい。直
弧文があること、いずれも八角形袋部の鉾に伴う装具で
あることなどは同じであるが、鉾身の形態や、装具の形、
装着状況などに違いがあるもので、同じ鹿角装具である
が、異なる系統と考えている。
　以上、銀・鹿角という２つの材から装飾された装飾鉾
について関連する資料について観察できたものについて
記述した。
　金井東裏遺跡例と近いものは、銀装具では、物集女車
塚古墳例である。物集女車塚古墳例と、伝群馬県出土の
銀装具について調査したが、物集女車塚古墳例は、鉾身
の形式は細身で異なるが、袋部端部の銀の装具は全く同
じ形式のものと考えて良いだろう。時期的には少し物集
車塚古墳例のほうが新しいが、同じ系統のものと考えら
れる。もう一つの幅広の銀装具は、伝群馬県出土の銀装
具が同じ幅広の銀板を巻いて装具としているものである
が、袋柄端部と、鹿角装具端部という装具の装着場所が
異なることや、装着方法も金井東裏遺跡例が、銀板端部
に３つの小孔を開けて下の鹿角装具に小さい鋲で留めて
いるのに対して、伝群馬県出土例は、鉾身本体に押着し
て一部割いた箇所を鍛接し、鉾身端部と木柄の接合部の
段差を利用して、固定させているものと考えているので、
装着方法も異なるものである。銀装具は、いずれも朝鮮
半島（特に、百済・大伽耶）に類例が多く、半島からの影
響と考えて良い。ただし、円環部への刻み目は、捩り環
頭大刀の環頭に通じる技法で倭の技法の系列の中で考え
られるもので、半島と倭の要素がミックスされている。
　鹿角装具の類例は、全国で一つ、国越古墳例のみであ
る。国越古墳も時期的にはTK10 ～TK43型式の須恵
器が伴うもので、初葬については鉄鏃の様相などを見る
と６世紀前半～中ごろとして良いものと思われる。時期
的には金井東裏例より少し新しく、形態的にも球形状で、
円筒形を呈する金井東裏遺跡例と異なる。ただし、直弧
文を全面に施すことなど類似する点もあり、同じように
鹿角を利用して装具となすことを意識した作品として重
要である。鹿角装具が、日本独自のものと断定するのは
躊躇するものもあるが、少なくとも数多くの鹿角製品が

25



０ ５㎝１:２

０ ２㎝１:１

特に中期後半から後期前半に国内にあることは事実で、
直弧文の施文とともに、今の所これを在地的な要素と考
えて良いと思われる。
　つまり、金井東裏遺跡例の銀・鹿角併用装鉾は、半島
的なものと在地的なものをミックスして作り上げた武器
で、その幅広な鉾身形態などからしても、外に向かって
見せることを意識しているものと考えられる。

４．群馬県内出土鉾の類例
　県内からは、49本もの数の鉾が出土している。４世紀
後半～７世紀前半まで万遍なく出土している。金井東裏
遺跡出土鉾の位置づけを行うために、県内出土鉾につい
て現状で観察・測図できるものの図と観察結果を以下記
述する。時期が古いものから新しいものへと記述する。
　また、今回観察できなかったり、あるいは観察できた
が、遺存状況が悪く測図できなかったものについても参
考資料として別に簡単に記述した。
①　北山茶臼山西古墳例（富岡市南後箇）（図６－１）
（田口正美　1988）
　北山茶臼山西古墳は、墳丘長28ｍ、後方部幅17.7ｍ、
前方部幅16.2ｍの前方後方墳である。主体部は木棺直葬
で、鏡、鉾、斧、刀子、釶、ガラス小玉が副葬されてい
た。４世紀後半と推定される。
　鉾は、全長22.5＋㎝、刃長13.5㎝、刃元幅2.6＋㎝の

欠損部

第４図　国越古墳出土 鹿角装鉾・鹿角装具・鉾 実測図 
（１.２.４.５ S=1/2、３ S=1/1）

１　鹿角装鉾本体　２　鹿角装具装着復原
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で木柄に打ち付けて装着しているものと考えている。
　もう１本の鉾（図10―5）は、全長47.2㎝、刃部長27.0
㎝、刃元幅4.4㎝の両鎬広鋒形の鉾である。斜め関で、
袋部は断面円形の可能性がある。目釘があり、袋柄内部
に木質が残る。この鉾は実見していない。
③　鶴巻塚古墳例（前橋市朝倉町）（図６－３・４）
（八木1902、大図1938、加部1994）

　鶴巻塚古墳は墳丘長86ｍの前方後円墳で、埋葬施設は
粘土槨を有している。副葬品には、剣菱形杏葉や石製模
造品が共伴する。5世紀後半～６世紀前半と推定される。
　鉄鉾は２本出土している。うち１本は戟形のものであ
る（図６－３）。全長23.7＋㎝、刃長10.3＋㎝、刃元幅1.8
㎝、刃部が珍しい刀身形のものである。上に接合する可
能性がある刃部は、厚みや幅が微妙に異なり、別の刀の
破片である可能性がある。刃部がある反対側に支枝があ
り、枝刃部は基部上部には棟が見えており、枝刃部下部
は上部に比べ細い。先端に行くにつれ刃が両方にある可
能性が高く、現状では両刃と想定する。袋部は、やや不
明瞭であるが断面八角形の厚み２㎜の多角袋部である。
木質が袋部内部に詰まり、袋部の空洞部の先端は不明で
ある。
　もう一本の鉾（図６－４）は、全長28.8㎝、刃部長13.9
㎝、刃部元幅1.2＋㎝の刃部の長い三角穂鉾である。関
は無いものと考える。袋部ははっきりと分かる断面八角
形の多角袋部である。袋部端部から、９㎜の箇所に径２
㎜の目釘孔がある。
刀身形の戟と三角穂式の鉾のセットで副葬された重要な
例である。
④　大胡町5号古墳例（前橋市茂木町）（図７－１）
（松本1981）

　大胡町5号古墳は、直径14.4ｍの円墳で、竪穴式小石
槨が３基並ぶ。1号石槨は鏃、２号石槨は勾玉、３号石
槨からは剣、銅小環が出土し、鉾は、３号石槨東端から
外65㎝の位置から、縦に突き刺した状態で出土した。5
世紀後半～６世紀前半と推定される。
　鉾は、全長21.9㎝、刃部長9.4㎝、刃部元幅1.9㎝の断
面菱形の狭鋒形である。関ははっきりとは分からないが
あるものと推定している。袋部は、緩い断面八角形を持
つ多角袋部である。袋部片側に、主軸線に沿って割れが
入っているもので、あわせか鍛接の痕跡と考えられる。
目釘は確認できていない。
⑤　前二子古墳例（前橋市西大室町）（図７－２～６）

前原1993、右島・前原2015）
　前二子古墳は、墳丘長93.7ｍ、後円部径68.8ｍ、前方
部幅64.8ｍの２段築成の前方後円墳である。円筒・器
財・人物・馬形埴輪などが樹立されている。両袖型の全
長13.75ｍ、玄室長5.15ｍで羨道長が8.60ｍと羨道が狭
長な横穴式石室で、県内では初現の横穴式石室の一つで

鎬を持たない断面両丸形の広鋒形で、明瞭な斜関を有す
る。袋柄部は、刃部に近い部分は、断面楕円形に近く刃
部の厚みにそのまま移行する。袋柄端部に近いほうは、
ほぼ断面円形である。表裏に袋柄部の主軸に直線状の亀
裂が入り、あわせか鍛接の痕跡の可能性がある。また目
釘孔かと思われる径２㎜の孔が現状の袋柄端部から１㎝
のところにある。袋部の空洞部がどこまであるかは、中
に錆の固まりがあるため分からない。
　前期後半の貴重な例で、剣身形の典型的な鉾である。
②　若田大塚古墳例（高崎市若田町）（図６－２）
（田島1981・1999）

　若田大塚古墳は、直径29.5ｍの２段築成の大型円墳で
ある。円筒埴輪を持ち、主体部は自然石乱石積の竪穴式
石室である。副葬品は鉾、横矧板鋲留短甲、鏡、石製模
造品や鏃、大刀が出土したようである。5世紀後半～６
世紀前半と推定される。鉄鉾は２本出土しており、金銅
装具を持つものと両鎬広鋒形のものがある。ここでは、
実際に観察できた金銅装具を持つ鉾を中心に記す。
　金銅装鉾（図６－２）は、全長22.5＋㎝、刃長11.3㎝、
刃元幅1.6㎝の三角穂式の鉾身で、関も明瞭に分かる斜
め関である。重要なのは、袋部の金銅装具で、装具は、
厚み0.1 ～ 0.15㎜で、長10.7㎝の円筒形別造りである。
袋端部の下から見ると、周りが炭化状になった柄と思わ
れる木質の中心に鉄かと想定される棒状のものがあり、
鉾身から延びる茎状のものである可能性がある。註６こ
の鉄棒の周りを包むように円筒状の金銅装の装具を目釘

　　　　　　　　第5図　群馬県内鉾出土古墳・遺跡位置図
①金井東裏遺跡　②北山茶臼山西古墳　③赤堀茶臼山古墳　④十二天古墳　⑤達
磨山古墳　⑥鶴山古墳　⑦長瀞西古墳　⑧若田大塚古墳　⑨蕨手塚古墳　⑩大胡
町5号古墳　⑪鶴巻塚古墳　⑫井出二子山古墳　⑬前二子古墳　⑭久保遺跡　⑮
壇塚古墳　⑯綿貫観音山古墳　⑰金冠塚古墳　⑱下高田衣沢１号古墳　⑲古海松
塚２号古墳　⑳二ツ山１号古墳　㉑観音塚古墳　㉒房子塚古墳　㉓赤堀４号古墳
㉔藤岡288号古墳　㉕神流中４号古墳　㉖美九里中　㉗高崎市岩鼻町　㉘高崎市
綿貫町市ヶ原
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角袋部を持つ可能性が極めて高いものである｡ 刃部に幅
5㎜の断面方形の棒状品が錆着している。
　石突は、全長9.4㎝、幅2.0＋㎝のもの（図７－４）、全
長9.6＋㎝、幅2.9㎝のもの（図７－5）、全長11.7㎝、幅3.5
㎝のもの（図７－６）計３本ある。いずれも断面八角形の
八角袋部の可能性が高いもので、遺存する鉾と対応関係
にあることが言える。いずれも目釘があるが、長9.6＋
㎝の石突（図７－5）には、Ｕ字形の特徴的な目釘がある。
⑥壇塚古墳例（前橋市粕川町月田）（図７－７・8）
（尾崎1950）

　壇塚古墳は直径25ｍの２段築成の円墳である。円筒・
器財・人物埴輪があり、須恵器大甕が墳頂部に配置され
ている。主体部は全長7.4ｍの片袖型乱石積横穴式石室
である。直刀、小刀、鉾、石突、刀子、鏃、耳環、玉類
が出土している。６世紀中頃と推定される。
　鉾（図７－７）は、全長19.2＋㎝、刃長5.6＋㎝、刃元

ある。
　副葬品は、ガラス玉などの装身具、捩り環頭大刀柄頭、
大刀、鉾、石突、鉄鏃、双葉剣菱形杏葉、剣菱形杏葉、
輪鐙、鞍金具、小型農工具、鑿状工具、鉤状鉄製品、須
恵器などが出土している。６世紀前半と推定される。鉄
鉾は２本、石突は３本出土している。
　鉾のうち１本（図７－２）は全長18.8＋㎝、刃部長7.2
＋㎝、刃元幅2.0＋㎝の断面両鎬の広鋒形の鉾で、刃部
はあまり大きくない小型の鉾の可能性が高い。明瞭な斜
め関を有しており、袋部は、明瞭ではないが、断面八角
形の多角袋部である可能性が高い。袋部内部に木質が明
瞭に残る。目釘は残存部から確認できない。
　もう１本（図７－３）は、全長10.0＋㎝、刃部長6,5＋㎝、
刃元幅2.3㎝の断面菱形の狭鋒形の鉾である。刃部上部
や袋部下部が破損しており全体の復元は難しい。残存部
から、明瞭な斜め関があること、袋部は断面八角形の多

１　北山茶臼山西古墳例　２　若田大塚古墳例　３・４　鶴巻塚古墳例

金銅装具

第６図　群馬県内出土鉾実測図　①　（S=1/2）
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０ ５㎝１:２1　大胡町5号古墳例　２～６　前二子古墳例　７・8　壇塚古墳例

第７図　群馬県内出土鉾・石突実測図　②　（S=1/2）
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幅1.5㎝の三角穂式である。極めて刃の短いものである。
　袋部は、明瞭に分かる断面八角形の八角袋部である。
袋部端部から７㎜の箇所に目釘がある。
　この鉾と共伴した石突（図７－8）は、全長12.3㎝、元
幅3.2㎝の断面円形のものである。通常、鉾に多角袋部
があれば、それに共伴する石突も同じ多角形であるのが
普通であるが、このように断面形が異なるものもある。
⑦　久保遺跡例（富岡市曽木）（図8－１）（井上1987）
　久保遺跡は、鏑川を南に臨む径12ｍ、高さ１ｍの円
形基壇の中に、土師器（パン箱100箱以上）・須恵器（約
30）・滑石製模造品（7000以上）・銅製鏡、鉄製剣形品、鉾、
鏃、釶、刀子、鎌、耳環、玉類と多様な祭儀の品が出土
した祭祀遺構である。６世紀中頃と推定される。
　鉾は１本出土した。全長22.5㎝、刃部長14.5㎝、刃部
元幅1.85㎝の、断面菱形の厚みのある狭鋒形で、関は明
瞭でない。関が無い可能性もある。袋部があまり拡がら
ず、刃部からそのまま直線状に移行する形である。袋部
は明瞭な八角袋部である。目釘はある可能性が高い。袋
部内部に木質の痕跡は認められない。
⑧　下高田衣沢１号古墳例（富岡市妙義町下高田）（図8

－３）（津金澤1993）
　下高田衣沢１号古墳は、全長36ｍ前後、後円部径22ｍ
以上、前方部幅20ｍ以上の前方後円墳である。墳丘は削
平を受けており正確な規模は不明である。素環鏡板付轡、
耳環、銅釧、大刀、鉾、鏃が副葬品として出土している。
６世紀後半に比定される。
　鉾は１本出土している。全長が40.1㎝と極めて大きく、
刃部長（16.1＋）㎝、刃元幅（2.8＋）㎝である。断面は
菱形の細身のもので、関ははっきりしない。袋部は、断
面八角形の八角袋部の可能性が高い。目釘・目釘孔・木
質痕跡は認められない。あるいは、木柄を外した状況で
副葬した可能性がある。
⑨　古海松塚２号古墳例（大泉町古海）（図8－２）
（関本2002）

　古海松塚２号古墳は径23ｍの円墳で、円筒・朝顔・
人物埴輪が出土している。主体部は全長7.4ｍ、玄室長
4.9ｍ、玄室幅2.4ｍの両袖式横穴式石室である。副葬品
は、大刀、鉾、鏃、刀子が出土した。６世紀後半に比定
される。
　鉾は、全長14.8＋㎝、刃部長5.2＋㎝、刃元幅1.3㎝の
断面が方形の可能性の高い鉾で、刃先はおそらく突棒状
か鑿状のものと想定する。柄部も袋部も断面形は方形で
ありこの方形がそのまま刃部まで移行して、先端に刃を
形成するものと考える。
⑩　赤堀４号古墳例（伊勢崎市五目牛町）（図8－４～8）
（松村1978）

　赤堀４号古墳は、径22.5ｍの円墳で、台形状の前庭を
持つ。主体部は、割石乱石積の両袖型横穴式石室で、多

数の副葬品が出土した。被葬者は5体で、半島との関係
性が考えられる縦斧（東1982、伊藤2001）、サルポの柄の
可能性があるT字形鉄製品（望月1981）などいずれも半島
との関わりが想定される副葬品が出土している。鉾、石
突、鉾装具以外に、刀・刀子・耳環、鏃、壺鐙などが出
土している。６世紀末～７世紀前半と推定される。
　鉄鉾２本、石突２本、鉄製の鉾装具が１つある。
　鉾（図8－４）は、全長17.1＋㎝、刃部長5.5＋㎝、刃
部元幅1.5㎝の三角穂式である。刃部が極端に短いのが
特徴である。袋部は、断面八角形の多角袋部である可能
性が高い。袋端部より１㎝の箇所に目釘がある。
　もう一本の鉾（図8－5）は、全長20.0㎝、刃部長12.4
㎝、刃部元幅2.5㎝で、刃部断面は、両丸造りで、広鋒
形である。斜め関で袋部へ至る柄部は断面隅丸方形状で
ある。袋部断面は、六角形の可能性が高い多角袋部と考
える。
　石突は２つともに小形で、全長5.8＋㎝、元幅（1.4）
㎝の断面が円形に近いもの（図8－６）が、三角穂式の鉾

（図8－４）とセットになる可能性が高い。全長7.2＋㎝、
元幅（2.2）㎝の断面六角形のもの（図8－７）が、同じ、
断面六角形の袋部を持つ広鋒形の鉾（図8－5）とセット
になるものと考える。
　鉄製の全長1.6㎝、幅2.2㎝の断面六角形を呈する鉾装
具（図8－8）が出土している。断面六角形であることか
ら、広鋒形の鉄鉾（図8－5）と同じ断面形の石突（図8
－７）とセットになるものであろう。
⑪　観音塚古墳例（高崎市八幡町）（図９－１～３）
（尾崎・保坂1963、右島・瀧瀬1992）

　観音塚古墳は墳丘長97ｍ、後円部径74ｍ、前方部幅
91ｍの４段築成（前方部、後円部は３段）の最末期の前方
後円墳である。少数の円筒・器財・人物埴輪を樹立する。
全長15.3ｍ、玄室長7.14ｍ、玄室幅3.42ｍの巨石使用の
東日本最大級の両袖型横穴式石室である。出土遺物は、
鏡、耳環、銅鋺、銅承台付蓋鋺、銀装圭頭大刀、銀装大
刀、鶏冠頭柄頭、圭頭柄頭、刀子、鉾、石突、銀製弭金
具、鉄鏃多数、甲小札多数、杏葉、雲珠、辻金具、木装鐙、
工具類、須恵器など大量の副葬品が出土している。６世
紀末～７世紀初頭と比定される。
　観音塚古墳からは、鉾１本と、石突２本が出土した。
　鉾（図９－１）は、全長23.9＋㎝、刃部長10.4＋㎝、刃
元幅1.25㎝の断面三角形の三角穂式である。緩い斜め関
を有する。袋部は、明瞭な断面九角形の九角袋部である。
目釘は２個確認できる。袋部内部には木質の痕跡が認め
られない。
　石突は、２個大型のものが出土している。全長14.9＋
㎝、幅2.6㎝のもの（図９－２）と、全長14.3㎝、幅2.8㎝
のもの（図９－３）で、目釘が確認でき、いずれも木質も
遺存している。いずれも九角袋部の可能性が高いもの
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０ ５㎝１:２

で、観音塚古墳にもう１本の鉾があればそれも九角袋部
であった可能性が高い。
⑫　美久里中出土例（藤岡市本郷）（図９－４）
（田口一郎1975）

　美久里中学出土例は工事中に出土したものである。非
常に残りが良く、刃部を一部研磨している。全長 22.3㎝、
刃部長 11.6㎝、刃元幅 1.1㎝で、断面三角形の三角穂式
である。緩い斜め関を有する。刃部の研磨で、にえが確
認でき、刃の鍛えが刃下部まで至っていることが分かっ
た貴重な例である。袋部は、明瞭な断面九角形の九角袋
部であるが、内面は他の多角袋部のように外面の多角に
対応して多角であるのが普通であるが、そうではなく円
形である。袋部の鍛造の方法も含めて今後検討すべきで
ある。袋部端部より４㎜の箇所に径３㎜の目釘孔が開い

１　久保遺跡例　２　古海松塚２号古墳例　
３　下高田衣沢１号古墳例　４～8　赤堀４号古墳例

第8図　群馬県内出土鉾・石突・装具実測図　③
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０ ５㎝１:２

ている。ただし、内面には木質の痕跡が無く、あるいは
木柄を外した状況で副葬した可能性もある。６世紀末～
７世紀初頭に比定される。
　以上は、実物を観察できた資料の記述であるが、 以下
記述するのは、実際に見ることが出来ていない資料かあ
るいは実見できたが、遺存状況が悪く測図できなかった
資料で、今回の検討に際して参考にすることが出来る資
料を簡単に時代順に記す。
⑬　赤堀茶臼山古墳例（伊勢崎市赤堀今井町）
（図10－16）（後藤1922）

　赤堀茶臼山古墳は墳丘長45.2ｍの帆立貝式古墳であ
る。円筒・朝顔・器財埴輪が出土している。二つの木炭
槨があり、１号槨からは、鏡、三角板革綴短甲、鏃、斧、
鉾、石突、刀、石製模造品（刀子・勾玉・臼玉）が出土し
ている。5世紀初頭に比定される。
　鉾は、全長29.0㎝、刃部長12.0㎝、刃元幅1.7㎝の断
面菱形の無関で、袋柄は円形の可能性が高く、山形抉り
である。実見していない。
⑭　十二天塚古墳例（藤岡市白石）（図10－２）
（志村1989）

　十二天塚古墳は、長軸36.8ｍ、短軸26.8ｍの長方形墳
で、円筒・朝顔形埴輪がある。表採資料として、剣、鉾、
短甲、鏃、小型斧、石製模造品（杵・剣・有孔円板・刀子）
や水鳥形注口土器などが出土した。5世紀前半に比定さ
れる。
　鉾は、全長（38.1＋）㎝、刃部長（29.0）㎝、刃元幅3.0
㎝で、断面両丸で斜め関を持つ可能性のあるものである。
袋柄は、断面隅丸方形である。実見していない。
⑮　達磨山古墳例（伊勢崎市五目牛町）（図10―8～ 10）
（尾崎1951、1981）

　達磨山古墳は、径35ｍの大型円墳で、円筒埴輪が配置
されている。墳丘頂部に箱式棺状石室（Ａ・Ｂ）２、粘土
槨１がある。5世紀前半から中頃に比定される。
　Ａ号石室は、全長3.9ｍ、幅0.8ｍの大型であるが、深
さが無く、遺物埋納用の石室の可能性もある。Ａ号から
は、剣、大刀、鉾、石突、鎌、斧、鏃が出土している。
　Ｂ号石室からは、鏃、小型斧が出土した。粘土槨から
は大刀、鉾、鏃が出土している。
　鉾は３本遺存している註７。いずれも、断面両鎬造り
の広鋒形のものである。

１～３　観音塚古墳例　４　美久里中例

第９図　群馬県内出土鉾・石突実測図　④
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　全長24.5㎝、刃部長12.9㎝、刃元幅2.0㎝の両鎬造り（両
丸造りの可能性もある。）　斜め関の狭鋒形で、袋部は断
面円形で、山形抉りである（図10―8）。
　全長28.2㎝、刃部長11.0㎝、刃元幅2.0㎝の両鎬造り
で斜め関の狭鋒形で、袋部は断面円形で、山形抉りであ
る（図10―９）。
　全長30.6＋㎝、刃部長13.3＋㎝、刃元幅2.3㎝の両鎬
造りで斜め関の狭鋒形で、袋部は断面円形で、山形抉り
である（図10―10）。
　実見したが、遺存状況悪く、略測を行ったのみである。
⑯　鶴山古墳例（太田市鳥山上町）（図10―３・11・12・

39）（尾崎1951,右島1986 ～ 1991）
　鶴山古墳は、墳丘長95ｍ、後円部径41ｍ、前方部幅
55ｍの前方後円墳で、葺石・埴輪を持たない。
　後円部頂部に箱式棺状の石槨を持ち、槨内から、武器・
武具として、短甲３、冑、剣１、大刀６、農工具として
刀子、鎌、斧及び石製模造品の刀子・鎌・斧、盾の存在
が想定される盾隅金具や盾飾りの貝殻なども出土した。
石槨外、北側の粘土槨状の施設から鉾、鏃が出土してい
る。武器・武具の大量出土を見た古墳として重要である。
5世紀中頃に比定される。
　鉾は４本出土している。基本的に断面両丸～両鎬の広
鋒形・狭鋒形と、尖棒状の鉾の２つに分かれる。
　広鋒形のものが１例、狭鋒形が２例ある。広鋒形は、
全長36.9＋㎝、刃部長18.9＋㎝、刃元幅3.6㎝の両丸造
で斜め関を持つ八角袋部の可能性が高い直基式である

（図10―３）。狭鋒形の１つめは、両鎬造の全長（25.0）㎝、
刃部長11.5㎝、刃元幅1.8㎝の狭鋒の鉾で、斜め関を持ち、
八角袋部の可能性が高く直基式である（図10―11）。２つ
めは、両鎬造りの全長35.0㎝、刃部長17.5㎝、刃元幅2.1
㎝の狭鋒の刃部の長い鉾で、斜め関を持ち、八角袋部の
可能性が高く直基式である（図10―12）。
　断面方形の尖棒状の鉾は、全長37.8㎝、刃部長20.0㎝、
刃元幅1.0㎝である。刃先端の形状は、尖棒状か鑿状の
ものか判断つかないが、尖棒状の可能性が高い。袋部断
面は四角形で直基式である（図10―39）。
　実見したが、遺存状況悪く、略測を行ったのみである。
⑰　長瀞西古墳例（高崎市剣崎町）（図10－17）（後藤

1937、黒田1999）
　長瀞西古墳は、直径30mの大型円墳である。円筒・家
形埴輪が出土する。主体部は、墳頂部・南側テラス部の
２箇所に円礫を使用した竪穴系の石槨を築いている。墳
頂部の石槨は削平されて規模は不明である。
　墳頂部の主体部からは、鏡、装身具、石製模造品（鏡・
斧・鎌・刀子）、三角板革綴式短甲、鉾、石突、鏃が出
土している。5世紀中頃～後半に比定される。
　鉾は、全長35.5㎝、刃部長15.0㎝、刃元幅2.0㎝で、
断面菱形の斜め関を有するもので、袋部の形態は、八角

袋部の可能性がある。袋柄端は山形抉りである。多角袋
部と山形抉りの共伴例は少ないので貴重である。実見し
ていない。
⑱　綿貫観音山古墳例（高崎市綿貫町）（図10―26 ～ 34）
（徳江1999）

　綿貫観音山古墳は、墳丘長97ｍ、後円部径61ｍ、前方
部幅63ｍの２段築成の前方後円墳である。円筒・朝顔・
器材・人物埴輪群が配置されている。内部主体は、全長
12.6ｍ、玄室長8.12ｍ、玄室幅3.95ｍの側壁に角閃石安
山岩使用の削石を組み上げた両袖式の横穴式石室であ
る。副葬品は、鏡、耳環、金銅製鈴付大帯などの装身具
類、頭椎大刀、捩り環頭大刀、三累環頭大刀、大刀、小刀、
刀子、鉾、石突、鏃、弓飾金具、異形冑、小札甲、胸当、
籠手、臑当などの武器・武具類、金銅製心葉形鏡板付轡、
金銅製環状鏡板付轡、鉄製環状鏡板付轡、金銅製心葉形
杏葉、金銅製花弁付鈴付雲珠、金銅製花弁付鈴付辻金具、
金銅製円形板形座金、金銅製歩揺付飾金具、鉄製雲珠な
どの馬具類、鑿・鉇などの工具類、銅製水瓶、須恵器、
吊手金具など大量の遺物が出土している。６世紀中頃～
後半と推定される。
　鉾は９本出土している。石突とともにかなり錆・欠損
が著しく、本来の形状の確認は難しい状況である。全長
は27.9㎝から25.2㎝までに含まれる。身部は断面三角形
の三角穂式である。関は斜め関で、袋部については断面
円形をなすもの３例と、断面八角形が３本、断面九角形
が２本と、不明１本に分かれるようである。袋部端部は
直基式である。全て袋柄内面に木質が遺存している。目
釘は1本のみ確認できた。石突は、5本で、鉾との組み
合わせは不明である。図面を見ると、うち３本は多角で
ある可能性が高い。
　多角袋部の鉾に対して断面多角形の石突という対応関
係があるので、今後鉾とともに検討する中で対応関係を
明らかにできる可能性がある。実見していない。
⑲　房子塚古墳例（玉村町下茂木）（図10－37）（大野

1903、大図1938、橋本1994）
　房子塚古墳は、墳丘長45ｍの前方後円墳で主体部は不
明である。玉類・銅釧・刀・鏃・銀製弓弭・銅鋺が出土
している。６世紀末に比定される。
　鉾は、全長29ｍ、刃部長14㎝で、大型の三角穂造りの
無関の鉾である。袋部は断面九角形で直基である。実見
していない。

５．群馬県内出土鉾の編年（図10）
　以上紹介した、県内出土鉾からみた分類と編年を行う。
鉾は大きく両鎬造（両丸造）の広鋒形と狭鋒形、断面菱形
の狭鋒形、断面三角形の三角穂式、刃先が尖る尖棒式、
断面刀刃の刀身式の６つに区分できる。この６系統ごと
に変遷を述べ、その中で、袋部端部の造りや袋部の断面
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多角形化についても言及する。
　基本形は、両鎬・両丸造りの形式であるが、幅広い広
鋒形のものは、県内では、北山茶臼山西古墳例（図10－１）
が初現で、その後大型化する一群がある。5世紀前半の
十二天古墳例（図10－２）、中頃の鶴山古墳例（図10－３）、
そして６世紀に至る金井東裏遺跡例（図10―４）や若田大
塚古墳例（図10―5）である。すでに、高田により指摘さ
れている（高田2002）が、幅広くして、見せる意識が働い
ている一群である。金井東裏遺跡例がこの中に入ってい
ることは重要である。
　同じ鎬造りや両丸造りであるが、狭鋒の一群がある。
5世紀前半の達磨山古墳例（図10－8～ 10）から中頃の
鶴山古墳例（図10―11・12）、大胡町5号墳（図10―13）へ
と繋がる。
　この形態の鉾と非常に近いが、断面が厚く、菱形を呈
し、関も無いかあるいは目立たない一群がある。5世紀
前半の赤堀茶臼山古墳例（図10―16）から、長瀞西古墳例

（図10―17）、前二子古墳例（図10―15）、久保遺跡例（図
10―21）、下高田衣沢１号墳例（図10―22）へと続く。特
に重要視すべきは、銀装鉾の物集女車塚古墳例（図10―
18）・伝群馬県出土例（図10―19）、鹿角装鉾の国越古墳
例（図10―20）など装飾鉾の一群がいずれもこの一群に入
る可能性が高いことである。同じ装飾鉾でありながら、
金井東裏遺跡例（図10―４）とここで大きく異なる。ただ
し、いずれも三角穂式でないことに装飾鉾の特徴がある。
　三角穂式は、5世紀後半から６世紀前半の若田大塚古
墳例（図10―23）と鶴巻古墳例（図10―24）があり、全国
的にみてもその出現は早い。さらに壇塚古墳例（図10―
25）、続いて観音山古墳で９本もの三角穂式（図10―26
～ 34）を見る。６世紀末～７世紀初頭には、観音塚古墳
例（図10―37）・房子塚古墳例（図10―38）・美久里中例（図
10―36）・赤堀４号墳例（図10―35）などがある。６世紀
～７世紀初頭にかけて三角穂式が盛行する。この形式の
鉾は、別造りの金銅装袋部を持つ若田大塚古墳例（図10
―23）以外は、現在実見している限りでは、すべて多角
袋部であり、時期的に前半のものはすべて八角形である。
６世紀末の最終段階になると赤堀４号古墳例（図10―35）
以外は、九角形となる。九角形袋部は時期を比定する一
つの要素となる可能性が高い。若田大塚古墳例（図10―
23）の金銅装の袋部は、前述したように円筒形の金銅板
で別造りの極めて特殊な例である。さらに、鉾身に木質
が残り、鞘があったことが分かる数少ない例である。こ
れに対し金井東裏遺跡例（図10―４）は、鉾身に獣毛が付
いていることで、獣皮を鉾身に巻いた可能性を示す貴重
な例である。現在出土しているほとんどの鉾身に木製の
鞘の痕跡がないのは、あるいは獣皮を直接鉾身に被せて
いたことを示すのではないかと想定している。獣皮の残
りが悪いので、その痕跡が残ることはあまりないが、よ

く観察すると獣皮が確認できるものが今後出てくる可能
性がある。
　刃先が尖り、そこに至るまでの断面が袋部・身部とも
に断面四角形のものを尖棒式とする。県内には２例ある。
鶴山古墳例（図10―39）と古海松塚２号古墳例（図10―40）
である。珍しい形式の鉾である。
　さらに、刀身式でありながら枝刃も有するいわゆる戟
形の鉾が鶴巻塚古墳例（図10―41）から出土している。戟
は全国でも４例しかなく、非常に珍しいものである。日
本ではあまり使われなかった形式のものである。三角穂
式と共伴するという組み合わせでも珍しい例である。
　袋部端部の造りは、山形抉りが5世紀前半～中頃に、
赤堀茶臼山古墳例（図10―16）・達磨山古墳例（図10―8
～ 10）・長瀞西古墳例（図10―17）にあるが、ほぼ5世紀
代に納まる。初現期と5世紀後半以降の展開期には、直
基が全盛で、特に5世紀後半以降の展開期に関しては多
角形袋部の盛行とも関係があるだろう。
　多角袋部であるが、県内で実見した限りでは、初現期
の北山茶臼山西古墳例（図10―1）・達磨山古墳例（図10―
8～ 10）及び、尖棒式の鉾を除いて、鶴山古墳例（図10
―３・11・12・39）・長瀞西古墳例（図10―17）を契機に、
ほとんどすべてが、八角形で、６世紀末になると九角形
が現れている。このように、錆で観察しづらいが、良く
見ると袋部の断面は円形では無く、多角形の可能性があ
るものが多いのではないかと考える。今後の検討課題に
したい。
　群馬では７世紀半ば以降の鉾の例は無く、古代に通じ
る変遷は不明である。
　鉾の編年以外の墳形・古墳規模と、甲冑・馬具などの
副葬品と鉾との相関関係については機会を改めて検討す
ることにする。

まとめ
　金井東裏遺跡の銀・鹿角併用装鉾は、銀装具を有し、
多角袋部を持つという半島系の技術と、捩り環頭に通じ
る刻み目や、鹿角装に直弧文を施すという在来伝統的な
技術も持ち、半島の先進的なものと伝統的なものを複合
して持つという特徴がある。このことは、先進のウマ飼
育・鉄器生産などの技術を保持した金井東裏遺跡の集団
の性格を示すものとして象徴的である。このすぐ後に、
大和王権創始の可能性のある三角穂式鉾が鶴巻塚古墳
例・若田大塚古墳例・壇塚古墳例など全国的に見ても先
駆けて群馬で出現しており、新たな鉾の動きとそれから
窺える大和王権と地方の関係を示していくことになる。
　今回は、日本以外の朝鮮半島の資料に触れることがで
きなかった。今後はそれらの地域も含めた金井東裏遺跡
出土の銀・鹿角併用装具鉾の検討を行っていきたい。
　本編は、平成 27 年度自主研究の成果の一部である。
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お世話になった人々・機関（敬称略・順不同）
石川雅俊・稲葉佳代子・上野祥史・内山敏行・梅本康広・木崎康弘・木村
龍生・倉地啓仁・小駕雅美・小島純一・小林よし江・坂口圭太郎・坂本泰
斗・清水豊・杉井健・鈴木一有・関本寿雄・高田貫太・高津弘・田野倉武
男・長井正欣・中島直樹・橋本達也・日野宏・福田匡朗・藤坂和延・藤沢
敦・藤森健太郎・藤原郁代・前原豊・丸山真史・右島和夫・水田雅美・山
崎健・横尾好之・横澤真一・横須賀倫達・若狭徹
伊勢崎市教育委員会・大泉町教育委員会・観音塚考古資料館・熊本県立装
飾古墳館・群馬大學教育学部・高崎市教育委員会・玉村町教育委員会・天
理参考館・東京大学総合研究博物館・富岡市教育委員会・藤岡市教育委員
会・文化庁・前橋市教育委員会・向日市教育委員会
註
註１　銀製であることは、下部の装具も含めて、柳田明信氏（奈良県立橿

原考古学研究所）の調査で同定された。
註２　鹿角製の判断は、山崎健氏（独立行政法人 国立文化財機構 奈良文

化財研究所）の鑑定による。
註３　銀製の判断は、肉眼観察によるもので、蛍光X線分析等の自然科学

分析は行っていない。
註４　銀製の判断は、肉眼観察によるもので、蛍光X線分析等の自然科学

分析は行っていない。
註5　鹿角製の判断は、肉眼観察によるもので、専門家の鑑定によるもの

ではない。
註６　Ｘ線での確認はしておらず、あくまで肉眼観察による想定である。
註７　報告されている出土鉾の本数より１本多い。石突は確認できなかっ

た。達磨山古墳出土は間違いないものと思われ、今後は、出土した主
体部との比定を行う必要がある。
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キーワード
　対象時代　古墳時代
　対象地域　渋川市　金井東裏遺跡
　研究対象　掘立柱建物　火砕流衝撃力

―― 要 旨 ――

　本稿は、榛名火山の古墳時代の噴火で発生した火砕流により被災した群馬県渋川市金井東裏遺跡に関する建物の倒壊

のデータを使用して地盤工学に基づく三次元解析を行い、火砕流の衝撃力を推定するものである。これにより今まで、

具体的なイメージが湧かなかった火砕流の衝撃の度合いについて、推定ではあるが数値データが与えられることにより

イメージを持つことが可能となる。

　金井東裏遺跡は、６世紀初頭の榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA）の噴火の際に発生した、数度にわたる火砕流によって

壊滅的な被害を受けている。１号掘立柱建物は初期段階の火砕流（Ｓ３）によって倒壊し、その柱穴は火砕流の流下方向

にゆがみ、地盤変形を生じている。本研究では、この倒壊時の地盤変形をもたらした火砕流（Ｓ３）について、１号掘立

柱建物の柱穴の土層断面、エレベーション等の図面による倒壊のデータと、土質試験等によって得られた地盤の強度等

のデータから、地盤工学に基づく三次元解析を行い、火砕流（Ｓ３）の衝撃力を推定する。

　その結果、柱穴と同規模の変形が生じる際に掘立柱建物に作用する力積は7.3 ～ 14.5kNsであると推測される。この

値は、今回の解析で設定した条件下においては、質量250 ～ 500kgの物体が初速度30ｍ/sで衝突した際の力積に相当す

るものである。ただし、この衝突物の質量、速度が直接火砕流（Ｓ３）のものと等価とはいえないことに注意する必要が

ある。また、掘立柱建物に作用する衝撃力のみに着目しているため、実際の火砕流全体が与えることができる衝撃力は

より大きなものと考えられる。

はじめに

１．榛名火山の噴火と金井東裏遺跡 

２．１号掘立柱建物について　

３．検討の手法

４．旧表土の物性値の推定

5．掘立柱建物に作用した衝撃力の推定

６．火砕流の力学条件についての考察

まとめ

榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr－FA）噴火時の火砕流が
古墳時代建築物に与えた衝撃力の推定

― 金井東裏遺跡１号掘立柱建物倒壊痕跡からの検討 ―

亀 山 ひ ろ み１）・若 井 明 彦２）・杉 山 秀 宏３）

１）群馬大学大学院理工学府博士前期1年　２）群馬大学大学院理工学府　３）（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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２
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はじめに
小札甲を着たままの状態で人物が発見されるなど、古

墳時代に榛名火山で発生した火砕流で被災した金井東裏
遺跡からは、火砕流により倒壊した建物がいくつか発掘
調査された。ただ、それら被災建物の構築材は流されて
しまったか、腐朽してしまっていて、ほとんど遺存して
いない。建物の痕跡から、火砕流の衝撃力は、相当なも
のであったことが推測できるが、具体的にどの程度の力
なのかは分っていない。そこで、本稿では良好なデータ
が残る遺構から、どの程度の衝撃力があったのかを土木
工学の分析に基づき想定する。

倒壊した建物の中で、衝撃力を推定できるデータを採
取できたのが１号掘立柱建物である。ここでは、１号掘
立柱建物の柱の倒壊に伴う、柱穴の変形のデータを使用
して、地盤工学による三次元解析による火砕流の衝撃力
の推定を行う。この火砕流の衝撃力の推定により当時の
火砕流がどの程度のものであったのかを想定数値で示
し、そのことで、その衝撃力について具体的なイメージ
を持つことができるであろう。

まず、榛名山の火山噴火と火砕流の衝撃力を推定する
データを提供する１号掘立柱建物についての説明を杉山
が行い、１号掘立柱建物のデータに基づく衝撃力の三次
元解析を、亀山・若井が行い、最後に三者で今回の分析
で分かったことを記す。
１．榛名火山の噴火と金井東裏遺跡

榛名山二ツ岳火口付近では、古墳時代後期に大規模な
噴火が２回発生した。そのうちの最初の爆発に伴う降下
火山灰と火砕流により、給源北東8.5kmに位置する金井
東裏遺跡は被災している。６世紀初頭に発生した噴火
では、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA）と呼ばれるテフラ

が北東～南東方向に降下し、山麓一帯を数度の火砕流
が襲った。さらに山麓に堆積したテフラが降雨により流
れ出した火山泥流も発生している（早田1989など）。噴火
の季節は、火山灰に覆われた火山灰降下直前の田で、田
植えの最中として初夏と推定されている。（原田・能登
1985）註１）

噴火に伴うテフラは現在、便宜的に15層（Ｓ１～Ｓ15）
に区分されている （早田2006）。最初の噴火はマグマと
水が接触して起こる水蒸気マグマ爆発で、火山灰が球状
の塊や泥雨となって降り注いでいる（Ｓ１）。その後小規
模な火砕流が噴出し、東側山麓に堆積した（Ｓ３）。この
火砕流が甲を着た古墳人などの人々やムラを襲い全滅さ
せたもので、１号掘立柱建物もこの火砕流により倒壊し
たと考えられている（杉山・桜岡他2014）。その後の一連
の水蒸気マグマ爆発につづいて、大規模な火砕流（Ｓ７）
が発生した。この火砕流により、完全にムラは埋め尽く
されてしまった。この火砕流は高速で、東麓一帯のみな
らず、赤城山西麓～子持村南麓に至る広範囲を襲ったも
のである（早田2006）。金井東裏遺跡で確認される火山噴
出物は、おもにＳ１、Ｓ３、Ｓ７と考えられており、衝撃
力を推定するのは、このうちの火砕流（Ｓ３）である註２）。
２．１号掘立柱建物について（第２・３図）

１号掘立柱建物は、調査地９区の中央部、境界で区画
された屋敷地内の３棟（竪穴住居・平地建物・掘立柱建
物）の建物のうちの１棟である。床面から約100個の赤玉
が出土した。焼土の痕跡は無く、火を使用している様子
はうかがえない。遺構の性格は、火どころが無く、多数
の赤玉が床面に安置されている所から、作業場か乾燥場
の可能性を考えている。

建物のデータを上げる。柱間1.6ｍの２間×２間の方
形建物で、柱総数は8本である。平面積は、10.2㎡であ
る（第２図－１）。Ｓ１降下火山灰の上を歩いて１号掘立
柱建物に入る多数の足跡から、入口は南西にあることが
分かった。調査途中の段階で保存の方向で調整が行われ
た結果、調査も一部に留めることになった。そのため、
Ｐ１～Ｐ8まである柱穴の内、火砕流で不明瞭になった
Ｐ４以外に、Ｐ２・６～8の柱穴の調査を途中で中止し、
Ｐ１・３・5の３本のみ完掘した。完掘した柱穴は、深
さ60 ～ 65㎝、下底幅20 ～ 30㎝である。

うち、Ｐ１（第２図－１・３）は、平面でみると、火砕
流（Ｓ３）により、柱が北東方向に倒れて床面に柱の窪み
の痕跡が長60㎝、深さが基部で10㎝ほど残り柱の傾斜
60°である。柱穴内の土層の断面図から、柱が倒れた後
に柱根が腐朽して残った土層から柱の倒壊の様子が分か
る。

Ｐ３（第２図－１・３）は、柱が北東方向に倒れて床面
に柱の窪みの痕跡が長110㎝、深さが基部で5㎝ほど残
り柱の傾斜45°である。柱穴内の土層断面からは、柱根

第１図　榛名山二ツ岳と金井東裏遺跡の位置
Ａ榛名山二ツ岳　１金井東裏遺跡

２中筋遺跡　３黒井峯遺跡　４白井・吹屋遺跡群
（国土地理院　20万分の１地勢図「長野・宇都宮」）
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１号掘立柱建物　土層注記
１　Ｓ３上部層中心層
２　Ｓ３上部層と灰黄褐色土（10YR4/2）まじる。
３　灰黄褐色土（10YR4/2）
４　Ｓ３下部層中心層、一部上層土まじる。
5　Ｓ３下部層と灰黄褐色土（10YR5/2）まじる。
６　Ｓ３下部層と灰黄褐色土（10YR4/2）まじる。しまりやや弱。
７　灰黄褐色土（10YR4/2）ローム土5%、Ｓ３下部層5%含む。しまりやや弱。
8　灰黄褐色土（10YR4/2）ローム土20%含む。しまりやや弱。
９　灰黄褐色土（10YR4/2）ローム土5%含む。炭化粒極少量含む。

が倒壊により、柱穴の壁を崩している状況が窺える。
Ｐ5（第２図－１・２）も、柱が北東方向に倒れて床面

に柱の窪みの痕跡が長50㎝、深さが基部で15㎝ほど残り
柱の傾斜50°である。特に柱が倒壊する際に、倒壊方向
の反対側に柱穴の壁を抉るようにしており、その下から
の圧力で地面上の土も盛り上がっている状況である。

Ｐ１・３・5ともにそれぞれ、火砕流に相対した位置
の違いにより、倒壊状況が異なっている。

次に、衝撃力推定のための家屋の想定復元を行う。ま
ず、柱である。柱材は腐朽してしまい材質は不明であ
る。柱の材は、金井東裏遺跡の5世紀後半の焼失竪穴住
居の炭化材の材質鑑定で分った例では、クリとコナラが
多い。また、同じ Hr-FA 火砕流で被災した中筋遺跡では、
コナラ・クヌギ・クリを主に使用している（大塚 1988・
1993）ので、この建物でもそれらのいずれかを使用した
可能性が高い。柱の太さは、柱腐朽後の土層断面や、柱
穴底径などから、径 10㎝と想定した。また、柱の長さ
は、柱穴底まで柱根が到達していると考えて、地面から
深さ 65㎝とし、地上に出ている部分を 160㎝として全長
は 225㎝と想定している

床も含めた建物構造であるが、赤玉が約100個床面に
置かれていることや、総柱でないことなどから、高床建

物（倉庫）と考えず、平地式の掘立柱建物とした。赤玉が
東に、柱間をまたいで出ているので、あるいは東面には
壁が無い形態である可能性もあるが、分析モデルを単純
化するということから、壁は四周を巡っていると想定し
た。壁材についても情報が無いが、板材で壁を構成した
とは考えられず、中筋遺跡の平地式建物にあるような、
草壁状のものを想定した。

屋根構造及び屋根材についても、一切情報が無い。黒
井峯遺跡のように軽石の堆積状況や雨落溝などにより、
屋根構造が分かる場合があるが、当建物ではそのような
情報を得ることができず、最も単純な、茅葺の切妻造の
屋根（屋根角度45°）を想定した。また、入口が南西にあ
るので、平入りの建物として、東西に棟を持つ形とした。

最終的に想定した住居の形態は、柱径10㎝、地面から
の柱の高さ160㎝で、東西に主軸を持ち、南西に入口を
持つ、茅葺草壁の平入り切妻造掘立柱建物とした。

火砕流は、溝状の衝撃痕跡から、西から東に向けて建
物の妻方向の西面に向かってほぼ直線状に直撃したとい
う想定で、衝撃力の分析を行うことにする。
３.検討の手法

金井東裏遺跡の集落が火砕流に覆われた状況からも、
甚大な被害であることは容易に推定される。火山が身近

２

３

１

第２図　１号掘立柱建物平面図・断面図　（1/80）　 第３図　１号掘立柱建物復元図　（1/80）
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である我が国においてその被害の検討、把握は非常に重
要である。しかし、火砕流自体の持つ危険性もあり、そ
の挙動を把握することは困難である。1992 年の雲仙普
賢岳火砕流の物理計測（谷口他 1996）は数少ない観測事
例の一つであり、破壊力が大きい本体部を避け、サージ
の風圧を計測している。このような観測事例が少ない中
で、火砕流の挙動を推定しているのが現状である。

本研究では、金井東裏遺跡に残されている地盤変形を
もとに、掘立柱建物にどの程度の力が作用したのかとい
う点に着目し、火砕流（Ｓ３）の威力を簡易的に推測する
ことを試みる。火砕流が掘立柱建物に到達した際、一瞬
のうちになぎ倒したと仮定すると、衝撃力として作用し
たとみなすことができる。すなわち、火砕流の威力を「あ
る一定の質量および速度を持つ物体が衝突する際に作用
する力」として簡易的に扱うことが可能となる。この条
件のもと、三次元動的FＥM解析によって、ある一定速
度および質量の物体が、掘立柱建物を模擬したモデルに
衝突した際の、地盤（以降、旧表土と表記する）の挙動を
再現し、火砕流が与える衝撃力について検討する。
４．旧表土の物性値の推定
４－１．旧表土に実施した各種土質試験
解析で用いる物性値を算出するため、旧表土の土質試

験を実施した。旧表土の周辺を掘削し註３）、乱れの少な

い状態で一辺約 30cm 四方のブロック試料（第４図）と 50
㎤の試料（第5図）を採取した。土質試験により得られた
各基本物性値を第１表に示す。

粒度試験により得られた粒径加積曲線を第６図に示
す。細粒分含有率（粒径75μmでの通過質量百分率）が
57%と、細粒分を多く含む高液性限界のシルトである。
４－２．おもりの落下実験（旧表土の動的抵抗力の把握）
旧表土の動的な抵抗力を把握するため、ステンレス鋼

のおもりを自由落下させ、旧表土の沈下量を測定した。
実験に使用したおもりの条件を第７図に示す。

実験結果を第２表に示す。おもりが接地する直前の鉛
直下向きの速度vは、空気抵抗を無視し、力学的エネル
ギー保存則より、次式から簡易的に算出した。

　　　　　　
ここに、g：重力加速度、h：落下高さである。
４－３．旧表土の物性値推定のための逆解析
旧表土の物性値を把握するため土質試験と落下実験を

行ったが、解析する上で未知の物性値が複数存在する。
これらの値を推定するにあたり、実験で得られた物性値
や経験式（Hara　et　al.　1974）を用いて、物性値を４通り
に設定し、落下実験の再現解析（逆解析）を行う。解析結
果と落下実験結果とを比較し、妥当性の高いと思われる

第４図　ブロック試料
第６図　粒径加積曲線

第１表　旧表土の物性値

第２表　落下実験結果値

第７図　おもりの条件第5図　5㎤の採土円筒
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最大密度 ρmax 1.06[g/㎤]

最小密度 ρmin 0.81[g/㎤]

湿潤密度 ρt 1.23[g/㎤]

乾燥密度 ρd 0.87[g/㎤]

土粒子密度 ρs 2.60[g/㎤]

間隙比 e 1.99

液性限界 wL 109.6[%]

塑性限界 wP 63.1[%]

塑性指数 IP 46.5

自然含水比 w 68.9[%]

落下高さ 沈下量 接地直前の速度
[cm] [cm] [ｍ/s]

No.１ 42 0.59 2.9
No.２ 84 0.93 4.1
No.３ 117 1.75 4.8

質量 3048 g
体積 386 ㎤

単位体積重量 77.4 kN/㎥



ものを選出し、本解析で用いる旧表土の物性値とする。
第8図に逆解析に用いる有限要素（二次要素）分割図を

示す。旧表土におもりが接している状態を表し、x軸、y
軸について対称性を利用した。また、衝突後におもりの
運動方向が間もなく反転し、やがて剥離するような力学
条件を表現するため、おもりと旧表土が接触する面には
インターフェイス要素（薄層）を設けた。

解析で使用する物性値を第３表に示す。おもりは弾性
体とし、一般的なステンレス鋼の値を参考とした。逆
解析を行うにあたり、第４表のように４ケースの条件
を設けた。旧表土の構成則はＵWモデル（Wakai・Ugai　
2004）である。

ま た、 お も り に は 各 ケ ー ス と も に 鉛 直 下 向 き に
v=4.8ｍ/sの初速度を与えて解析をする。これは、落下
実験から算出した接地直前の速度であり、このときの地
表面の沈下量は1.75cmであった。今回は実験ケースのう
ちもっとも沈下量の大きいケースに着目した。実験での
沈下量と、解析によって得られた沈下量を比較すること
で、仮定したケース群の妥当性を検討する。

上記の各解析ケースの結果について記述する。第９図
に示す点Ａ～Ｄの４点について、算出された沈下量を第
5表に示す。各ケースの沈下量について、粘着力と土の
強度は比例するため、粘着力が大きいケースでは沈下量
は小さくなる。これらの結果の比較から、実測にもっと

も近い沈下量として、ケース３を本解析で用いる旧表土
の物性値として採用した。
５．掘立柱建物に作用した衝撃力の推定
５－１．解析条件
実験と解析から推定した地盤の物性値を用いて、掘立

柱建物に作用した衝撃力について検討する。前述のよう
に、持続的に通過する火砕流の先端部が掘立柱建物に到
達し、間もなく建物が引き倒されたという仮定に基づい

第8図　落下実験の逆解析に用いる有限要素分割図

第３表　落下実験の逆解析に用いる物性値

第４表　各ケースでの旧表土の材料定数

第5表　各ケースでの地表面沈下量

第９図　地表面沈下量の出力点
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材料 モデル
ヤング率 
E[kN/㎡]

ポアソン比 
ν[-]

粘着力 
c[kN/㎡]

内部摩擦角 
φ[deg]

単位体積重量 
γ[kN/㎥]

Rayleigh減衰
α β

おもり 線形弾性 2.0E+8 0.3 - - 77.4 0.172 0.002

インターフェイス
接触時には線形弾性 
剥離時には剛性ゼロ

旧表土と同値 0.3 - - 1.0E-20 0.172 0.002

ケース モデル
ヤング率 

E[kN/㎡]

ポアソン比 

ν[-]

粘着力 

c[kN/㎡]

内部摩擦角 

φ[deg]

履歴パラメータ 単位体積重量 

γ[kN/㎥]

Rayleigh減衰
bγG0 n α β

１

ＵWモデル

1.8E+4

0.3

13.8

0 2.2 1.6 14.4 0.172 0.002
２ 2.1E+4 16
３ 2.4E+4 18
４ 2.6E+4 20

粘着力 

c[kN/㎡]
各点での沈下量[cm]

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
ケース１ 13.8 2.29 2.44 2.43 2.31
ケース２ 16 1.95 2.08 2.05 1.93
ケース３ 18 1.63 1.74 1.75 1.71
ケース４ 20 1.47 1.57 1.61 1.55



て解析を行う。解析では、この火砕流の作用をある飛翔
物体（以降、衝突物と記す）による衝突に置き換え、その
衝撃力について考察する。

推定されている掘立柱建物の復元図（第３図）をもと
に、第10図のように掘立柱建物に衝撃力が作用する際の
有限要素分割図を作成した。旧表土上に掘立柱建物があ
り、柱は一辺10cmの正四角柱註４）に簡略化し、下端65cm
が地中に埋められている。掘立柱建物の一面に一様の力
が作用するものと仮定し、衝突物には初速30ｍ/s註5）を
与える。屋根の張り出しの部分は計算結果への影響が小
さいものとみなし、簡略化した。また、対称性を利用し、
掘立柱建物の半面のみで有限要素を作成した。

解析に使用する物性値を第６表に示す。衝突物と掘立
柱建物は弾性体とし、旧表土は前述のように採用した物
性値を用いた。柱は立木の状態でのスギ註６）のヤング率

（藤本・田所2008）を参考とした。また、壁・屋根は、材
の形状や強度等を推定することが困難であるため、今回
は厚さ10cmとし、衝突物と接する面での壁の曲げ剛性が、
柱1本のものと等価となるようにヤング率を決定した。

衝突物については、壁・屋根と等しい値のヤング率を
与えた。衝突物は、火砕流の作用を模擬するために設定
したため、その質量とヤング率には決まった値はなく、
それぞれの値を変えると、結果として作用する力積の大
きさが様々に変化する。なお、予備検討の結果、作用し
た力積の大きさが等しければ変形結果はほとんど変わら
ないことが示されているため、今回は作用した力積のみ
に着目することで、衝突物の質量とヤング率は任意の値
を与える。衝突物の単位体積重量は、掘立柱建物一棟に
対する衝突物の質量が250、500、1000kgとなるように与
え、３通りの条件で各解析を行った。作用する力積を大
きく左右する要因が質量であることから、２倍ずつ変化
させた値とした。
５－２．解析結果
第11図に各解析ケースにおける、せん断ひずみ図、残

留変形図（等倍率）、衝撃力の時刻歴を示す。上段から順
に、衝突物の質量が250、500、1000kgの場合の解析結果
を示している。せん断ひずみ図と残留変形図の右向きを
衝突の方向（y軸正の向き）としており、これらは柱が３

列設置された断面を示している。また、衝撃力の時刻歴
は、各時刻における衝突面に作用する衝突方向の力であ
り、今回は計算の簡単化のため並進力にのみ着目してい
ることに留意されたい。ここでは、衝撃力の積分値すな
わち力積が、掘立柱建物に作用した力の合計であると考
える。

残留変形図は、点線が衝突前、実線が衝突終了後を示
している。衝突物に対して前列の柱は抜け上がり、後列
の柱は下方に押し込められる傾向にある。掘立柱建物の
中心について時計回りの力を受けている。衝突方向での
柱穴の断面図（第２図－１・３）にて、Ｐ１とＰ３を比較
すると、衝突面に対して後列であるＰ３の方が、前列と
なるＰ１よりも柱穴の下端が深い位置であることが分か
る。このため、実際に被害を受けた際にも、同様の挙動
を示した可能性が示唆される。一方で、変形図のみでは、
柱の背面の地盤が破壊され、ゆるんで陥没する様子がわ
かりにくいので留意する必要がある。

次に、せん断ひずみ分布をもとに、陥没部分に対応す
る主働破壊領域について検討する。ひずみの大きい範囲
は応力が集中しており、ある値（破壊時せん断応力）ま
で達すると、地盤が塑性化し、破壊及び大きな変形が発
生する可能性が高いと考えられる。

なお、旧表土が破壊するときのせん断ひずみについて
は、以降の手順で判断した。第12図に旧表土の物性値を
用いた繰り返し載荷によるせん断応力-ひずみ履歴曲線

第10図　衝撃力が作用する際の有限要素分割図

第６表　衝撃力推定の解析に用いる材料定数
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材料 モデル ヤング率 
E[kN/㎡]

ポアソン比 
ν[-]

粘着力 
c[kN/㎡]

内部摩擦角 
φ[deg]

単位体積重量 
γ[kN/㎥]

Rayleigh減衰
α β

衝突物 線形弾性 4.5E+5 0.3 - -
ｍ=250のとき　3.37 
ｍ=500のとき　6.7 

ｍ=1000のとき　12.3
0.172 0.002

インターフェイス 接触時には線形弾性 
剥離時には剛性ゼロ 4.5E+5 0.3 - - 1.0E-20 0.172 0.002

柱 線形弾性 7.0E+6 0.3 - - 7 0.172 0.002
屋根・壁 線形弾性 4.5E+5 0.3 - - 2 0.172 0.002

材料 モデル
ヤング率 
E[kN/㎡]

ポアソン比 
ν[-]

粘着力 
c[kN/㎡]

内部摩擦角 
φ[deg]

履歴パラメータ 単位体積重量 
γ[kN/㎥]

Rayleigh減衰
bγG0 n α β

旧表土 ＵWモデル 2.4E+4 0.3 18 - 2.2 1.6 14.4 0.172 0.002
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の例（ＵWモデル）を示す。モール・クーロンの破壊規準
に基づく、旧表土の破壊時せん断応力はτf=c=18.0kN/㎡
である。安全率を考慮し、破壊時せん断応力の95%（第
12図中点線：τ=17.1kN/㎡）程度に達するとき、すなわ
ち旧表土のせん断ひずみが約0.035程度以上に達すると
き塑性化が顕著になると判断し、第11図のせん断ひずみ
の濃淡スケールの黒色閾値を0.035として描画してある。

柱穴の調査では柱の傾斜が分かっているものも一部あ
るが、柱穴自体は、柱に押されただけでなく火砕流が削
り取るなど様々な要因で形成されている可能性があるた
め、柱の変形だけでは評価することが難しい。そこで、
今回は地盤の破壊された範囲に着目し、柱穴と比較し
た。実測されている柱穴の断面図（第２図－１・３）とせ
ん断ひずみ図による破壊した地盤の範囲を比較すると、
衝突物の質量が250 ～ 500kgの場合、すなわち約7.3 ～
14.5kNsの力積が作用したとき、柱穴と同規模の変形が生
じるものと推定される。ただし、今回の解析においては、
火砕流の作用を飛翔物体の衝突という簡易なモデル化に
より表現しているので、上述の質量の数値そのものは物
理的意味を有しておらず、ここでは掘立柱建物に作用し
た力積の値のみに着目すべきことに注意が必要である。

６．火砕流の力学条件についての考察
解析では、ある物体が瞬間で力を与える衝撃力に着目

してきたが、実際には火砕流は流体ととらえられている。
解析で推定された力積に基づき、火砕流のパラメータに
ついて考察する。

一定速度の流体中の物体が、流体から受ける力（流体
抵抗力F）は次式で表される。

第11図　衝突物の質量を変化させた各解析ケースにおける
残留変形図（左列）、せん断ひずみ図（中央列）、衝撃力の時刻歴（右列）

第12図　旧表土の物性値を用いて描いた
ＵWモデルによるせん断応力-ひずみ履歴曲線の例（実線）

（点線：破壊時せん断応力の95%の値）
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注意する必要がある。本検討では、火砕流の一部が掘立
柱建物に及ぼした力積のみに着目したため、火砕流全体
が与えることができる衝撃力はより大きなものであると
考えられる。

また、今回は掘立柱建物の形状を茅葺草壁切妻造と仮
定したが、実際の形状は判明していない。あらゆる可能
性を考慮するためには、今後、異なる形状を想定した分
析を行うことが望まれる。

なお、榛名火山のテフラについては、早田勉博士にご
教示いただいた。ここに記して御礼を申し上げる。

註

ここに、ＣＤ：抵抗係数、ρ：流体の密度、　Ｓ：物体
の代表面積、　V：流体と物体との相対速度である。

ここで、作用する力を流体抵抗力としてとらえたと
き、解析で推定された力積を発揮しうる火砕流の条件
について考える。今回想定した掘立柱建物の形状から、
ＣＤ＝1.12、S=8.1 ㎡ と す る。 火 砕 流 の 密 度 は0.84 ～
2.4kg/㎥との推定値が報告されているため（石川・山田
1995）、中央値である1.62kg/㎥とすると、速度と力の作
用する時間の関係は第13図のように得られる。

実際に到達した火砕流の速度をV=10 ～ 30ｍ/sと仮定
すると、掘立柱建物に14.5kNsの力積を与えるためには
２～ 20s力が作用したこととなる。ただし、これはあく
まで火砕流が作用してから草壁が吹き飛び、柱が折れる
などして掘立柱建物が断面を維持できなくなるまでの時
間であり、火砕流自体の継続時間はさらに長いという可
能性は否定できない。

また、被害痕跡から推定される、倒壊した柱の傾斜は
およそ45 ～ 60°であるが、解析の結果では同様の傾斜
が得られなかった。このような違いがみられることにつ
いて、以下の要因が考えられる。①実際にはある一定時
間をかけて徐々に引き抜かれており、柱の下端が少し抜
かれた状態では最初の状態より、水平に倒される際の水
平剛性が小さくなったこと、②掘立柱建物の中を吹き抜
ける風の風圧によって、鉛直上向きの力が作用していた
こと等の可能性がある。よって、瞬間的な力だけでなく、
静的な力による変形等も検討することによって、より精
度の高い推定の手法を確立することが望ましい。
まとめ

火砕流の被害痕跡に着目し、地盤の強度から火砕流の
衝撃力を推定することを試みた結果、被害状況とおおよ
そ整合のとれる変形傾向が得られた。また、火砕流（Ｓ

３）が掘立柱建物に及ぼした衝撃力は7.3 ～ 14.5kNsとみ
られる。これは解析で設定した条件下においては、質量
250 ～ 500kgの物体が初速度30ｍ/sで衝突した際の力積
に相当するものである。ただし、この衝突物の質量・速
度が直接火砕流（Ｓ３）のものと等価とはいえないことに

註１）季節については、いくつかの見解がある。同じように初夏とする見
解（坂口2013）以外に、秋とする考え（大塚1985）もある。

註２）実際には火砕流から派生した火砕サージ。Hr-FAのテフラについては、
早田勉博士に同定作業を依頼し、その結果を参考に記述した。

註３）１号掘立柱建物周辺は保存が決定し、旧表土土壌分析のための物性
値を把握の土質試験と落下実験の為の資料採取は行えない。そこで、
南側の調査区の地盤がほぼ同じ状況である７区で試料採取を行った。

註４）実際の柱は樹木を切り出し、加工はされておらず、円柱形である可
能性が高い。しかし、柱の断面形状による影響は少ないと考え、簡
略化のため四角柱形として計算した。

註5）雲仙普賢岳火砕流の観測速度が8～ 37ｍ/sとの報告（宇井・隅田
1993・山田1994）を参考とし、今回は30ｍ/sとした。

註６）本文中に記述したように、柱材にはコナラ・カエデ・クリを使用し
た可能性が高い。しかし、強度が計測されているものが、スギのデー
タしかなかったため、今回はスギの強度データを使用した。
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キーワード
　対象時代　飛鳥・奈良・平安時代
　対象地域　東日本
　研究対象　製鉄遺跡

―― 要 旨 ――

　本稿では、主に上野で検出された箱形炉に対して考察を加えた。東日本に７世紀後半から一気に大型の箱形炉が検出

される状況は、律令政権の支配的構造とからめて評価されており、これまでの研究史を振り返ると、東日本の製鉄技術

の源流は近江にあるとの解釈が主流である。しかし、今回の分析では、近江以外の吉備の系譜とみられる製鉄技術の痕

跡や上野独自の炉の構造がみられたことから、東日本への製鉄技術の導入には、鉄鉱石を原料とする近江の製鉄技術が

そのままもたらされたのではなく、砂鉄原料に熟練した吉備の技術者が関与しながら、東日本で新たな製鉄技術の開発

があった可能性があると解釈した。

　一方、箱形炉の技術的な展開については、概ね横置きから縦置きに変遷する炉の設置方向が、両側排滓（炉の小口両

端からの排滓）から片側排滓（炉の小口片側からの排滓）への操業形態の変化を表象していることを提示した。

　さらに、東日本で8世紀前半から展開する竪形炉の系譜については、高炉で焼成した送風管を使用する朝鮮半島の系

譜が認められる一方、前代の箱形炉から引き継がれた構造が確認できることから、東日本の箱形炉の技術者が、朝鮮半

島の炉高の高い製鉄炉を模して開発した製鉄炉である可能性が高いことを示した。

　今回の分析により、７世紀中頃以降に導入された東日本の製鉄技術は、現地の条件に適した生産性の高い技術が求め

られ、常に新たな技術が試行されていたことが明らかになった。

１．はじめに

２．東日本を中心とした箱形炉の研究史

３．竪形炉の系譜に関する研究史

４．問題の所在とその解決方法

5．上野の箱形炉

６．上野の箱形炉の分類と変遷及びその系譜

７．竪形炉に残る箱形炉の技術系譜

8．東日本の箱形炉から竪形炉への製鉄技術の変遷

９．おわりに

東日本の古代製鉄技術の展開

― 箱形炉の導入から竪形炉への変遷 ―

笹 澤 泰 史

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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排滓土坑
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排滓孔
（湯口）

排滓孔

（上位）

（湯口）

（下位）

送風装置
（踏み鞴）

半地下部

流動滓（ノロ）

炉高

幅

６世紀後半の吉備の千引カナクロ谷遺跡の箱形炉であ
る。その平面形状は１辺１ｍ未満の方形を呈するもので
ある。一方、その他の地域では、長軸２ｍ前後の平面形
状長方形の大型の箱形炉が主体である。この形状の箱形
炉の検出は陸奥南部で突出しており、東日本では、東山
道の上野・武蔵・陸奥、北陸道の越前・加賀・能登・越
中・越後、東海道の尾張・伊豆・相模・下総・常陸で検
出されている。

箱形炉の全国的な分類は土佐雅彦と穴澤義功が先鞭を
つけており、炉形分類の基礎となっている。

土佐は、日本全国で発掘された製鉄炉およびその痕跡
を４分類し、炉床部の平面形が100×50㎝程度の長方形
の焼土部や掘り込みとして確認されているものを長方形
箱形炉とした。土佐は「長方形箱形炉が操業ごとに炉を
構築し直した可能性がある」こと、「出現の時期が６世紀
末から７世紀初頭にまで遡る」ことなどを指摘した。土
佐は、長方形箱形炉の分布状況から、「各地の自給をま
かなうのみならず、他地域へむけての鉄素材生産をも
担っていた製鉄炉」であるとし、さらに半地下式竪形炉
の出現により長方形箱形の系譜が途絶える地域があるこ
とから、「長方形箱形炉の技術が各地に拡大したものの、

１．はじめに
古代上野地域における製鉄の初現を示す遺構は、東日

本最古級である７世紀中頃の前橋市三ヶ尻西遺跡の箱形
炉である。上野では、７世紀中頃からⅰ8世紀前半には
箱形炉による製鉄が行われ、その後、8世紀中頃から10
世紀には竪形炉、10世紀からは西浦北型の小型自立炉へ
と変遷しているⅱ[笹澤2007b]。一方、日本列島におけ
る本格的な製鉄の開始時期には諸説あるが、吉備の６世
紀後半の検出されている方形の箱形炉がその初現で、そ
の後、7世紀後半には、列島各地へ大型の箱形炉による
製鉄技術が拡散したという見解が研究者間でほぼ共通し
た認識になっている。

本稿は、東日本の製鉄導入期に設置された箱形炉とそ
の後の竪形炉への展開について検討し、その技術的・歴
史的背景に迫るものである。今回の検討では、近年、本
格的に調査・報告された太田市西野原遺跡・同峯山遺跡
の調査成果を受けて、上野で検出された箱形炉の形態を
再検討し、製鉄導入期の箱形炉の変遷を概観する。次に、
竪形炉と箱形炉の比較検討を行い、東日本の箱形炉から
竪形炉への製鉄技術の変遷をみていきたい。

２．東日本を中心とした箱形炉の研究史
箱形炉の呼称は、光永真一による岡山県キナザコ製鉄

遺跡の報告[光永1980]が初出で、以降、箱形炉という名
称が一般化し、現在に至っている[上栫2006]。これまで
に炉底から炉頂部まで完存した箱形炉の検出例はなく、
その構造は、残存する炉底、地下構造、炉壁片などか
ら推測されている。箱形炉の具体的な送風方法は明らか
ではないが、平面形状は約60 ～１ｍ×１～３ｍ程度の
方形から長方形を呈し、炉体の長軸側の炉壁に複数の送
風孔が設置され、「送風方向と排滓方向の軸線が炉内で
直交する」ことを特徴としているとされている[第１図]。
その系譜については、朝鮮半島や中国大陸などで、日本
列島の箱形炉の祖型に位置づけられるような遺構が検出
されないこともあり、研究者間の意見の一致を見ないⅲ。

1987年には、たたら研究会により、シンポジウム「日
本古代の鉄生産」が開催され、この時点における箱形炉
研究の到達点として、①箱形炉と竪形炉という二つの製
鉄技術により古代の製鉄が成り立っており、それぞれ異
なる背景、異なる目的によって地域的に分布しているこ
と、②日本列島にはまず箱形炉が分布し西日本はそれを
発展させていくが、東日本では箱形炉から竪形炉に急速
に転化していくこと、③箱形炉は６世紀後半には中国地
方に出現しており、６世紀末から７世紀初頭には近畿地
方にも分布し、７世紀後半には東北南部へ広がり、関東
では現在の千葉県・茨城県に限っては７世紀末に箱形炉
が出現したこと等が示された[たたら研究会1987]。

現在までのところ、日本列島で最も古い製鉄遺構は、 第１図　箱形炉と竪形炉の復元図
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技術者の確保や経営主体、労働編成のありかたなどに問
題を抱え長方形箱形炉が十分に根をおろさなかった地域
がある」ことを指摘した[土佐1981]。

穴澤は、古代製鉄炉を長方形箱形炉と半地下式竪形炉
に分類し、長方形箱形炉を大蔵池南型、門田型、野路小
野山型、石太郎C型の４つに細分した。穴澤は「長方形箱
形炉は、北九州から中国地方を中心に畿内・北陸・南関
東まで分布が認められ、古墳時代中期から始まる我が
国の鉄生産の一翼を担う製鉄炉である」とし[穴澤1982、
1984b]、「東日本の箱形炉は、滋賀県大津市野路小野山
遺跡の技術系譜である」とした[穴澤1994]。 

寺島文隆、安田稔は、福島県県浜通り地方で発見され
た武井地区製鉄遺跡群・大坪地区製鉄遺跡群・金沢地区
製鉄遺跡群の７世紀後半から９世紀後半の製鉄炉を３期
に分けて整理した[寺島1989、安田1996]。寺島らによれ
ば、「７世紀後半の箱形炉は長軸を等高線に平行、8世
紀第１から第３四半期は等高線に直交するように設置す
る」という（寺島らは前者を「横置き」、後者を「縦置き」と
した）。それ以後、寺島らの等高線に対する箱形炉の設

置方向を視点にした分類は、多くの研究者に援用される
ようになる（以下、本稿でも箱形炉の設置方向を「横置
き」・「縦置き」と呼称する）。さらに、寺島らは「8世紀
第４四半期から９世紀以降には、他地域には見られない
炉の小口の一方に踏み鞴が付設する箱形炉が登場する」
ことを示したⅳ[第２図]。

一方、能登谷（2005）は、寺島らの変遷案をもとに、陸
奥南部における製鉄炉の変遷をⅠ～Ⅴ期の5段階に分け
て整理した。能登谷は陸奥南部の製鉄技術について「7世
紀後半は、西日本の影響」、「8世紀前半は、関東の影響」
を受けているとした [能登谷2005]。能登谷は前者の系譜
の根拠として、近江の製鉄炉の形態との類似性や吉備の
横口付きの炭窯の検出、後者の根拠として常陸や武蔵の
土器の出土をあげている。

大道和人は、６世紀後半から10世紀頃までの近畿周辺
の播磨・丹後・近江の箱鉄炉を「等高線に対する設置方
向」と「炉の規模」でＡ～Ｄ類に4分類し、その動向を整理
した[大道2002]。大道の分類は、等高線に対する炉の設
置方向と炉の長軸規模（「２ｍ以上」と「１ｍ前後」）の組み
合わせによるもので、横置きで長軸２ｍ以上をＡ類、横
置きで長軸１ｍ前後をＢ類、縦置きで長軸２ｍ以上をＣ
類、縦置きで長軸１ｍ前後をＤ類とした。大道はＡ類を

「畿内地域に多く見られる箱形炉の型式」であるとし、「出
雲・吉備など古墳時代から箱形炉が認められる地域に普
遍的に存在せず、各地域では7世紀後半から8世紀前半
という製鉄技術が広がる時期にのみ分布が認められる」
ことから、「近江の瀬田丘陵地域の製鉄技術が各地へ移
転した」と評価した[大道2007]。Ｂ類については、播磨
と近江の一部に見られ、美作に分布の中心があることか
ら、「Ｂ類は美作の影響がある箱形炉」としている。Ｃ類
については、丹後の一部と近江に分布し、代表的な野路
小野山遺跡、平津池ノ下遺跡で数基が並んで検出されて
いることから、「短期間で複数基の箱形炉を用いた製鉄
操業が行われていた」とし、この型式が、「技術的な変遷
の上で出現したのか短期間操業を目的に出現したのかが
課題である」とした。Ｄ類については丹後の１遺跡のみ
で他に類例がないことから「遺跡内での製鉄炉変遷の一
現象である」とみている。

大道は、その後、炉の設置方向に排滓溝の有無を分類
基準に追加して、近江の製鉄炉を１～３型に再分類した。
すなわち、近江1型（源内峠型）はA類で排滓溝のないもの、
近江２型（木瓜原型）はＡ類で排滓溝のあるもの、近江３
型（野路小野山型）はＣ類の箱形炉である[大道2014][第
３図]。さらに、大道は、東日本各地に広がった箱形炉
の操業について「長続きせず、原料や燃料、また生産す
る鉄質に大きな影響を受けながら短期間のうちに製鉄炉
を導入・改良・開発していく」とした[大道2000]。第２図　陸奥の踏み鞴付き箱形炉

（上図は飯村（2005）をトレース、下図は復元図）
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０ ５ｍ１: 150 ０ 50ｍ１: 1500

０ ５ｍ１: 150

千葉県下の28遺跡の製鉄炉を分類した神野信は、箱形
炉をＡ１～Ａ３類の３つに分類して整理した。神野の分
類は「横置き」（Ａ１類・Ａ２類）と「縦置き」（Ａ３類）の
分類を基本とするが、尾根に設置された「横置き」で排滓
溝を伴うものをＡ２類、伴わないものをＡ１類として、
横置きを細分した。神野はそれぞれの系譜についても言
及し、Ａ１類が７世紀後半の滋賀県大津市源内峠遺跡や
8世紀前半の同木瓜原遺跡などの琵琶湖沿岸地域の製鉄
炉群[大道2001b]、Ａ２類が７世紀の丹後半島の製鉄炉
群[増田1996・1997]、Ａ３類が７世紀前半の北部九州地
方の系譜である可能性があるとした[神野2005][図４]。

上栫武は、中国地方の箱形炉の地下構造の形態をⅠ～
Ⅳ型に大別して検討した。この中で地下構造の長軸比が

２対１に収まるⅠ型が、現在の岡山県に偏在し、長軸規
模が２対１～６体１の細長いⅣ型が、出雲を中心に美作・
備中・安芸・伯耆・出雲・岩見の広い範囲で検出されて
いることを示した。上栫は、「Ⅰ型が、古墳時代後期か
ら終末期を中心に古代まで見られる箱形炉で、奥坂遺跡
群などのように大規模で集中的」とし、「Ⅳ型が、７世紀
後半以降に東北南部から北部九州まで確認されている箱
形炉と同系譜で、中世を中心として古代から近世初頭に
まで見られる」とした[第5図]。上栫は、「７世紀後半以
降に製鉄技術が全国に拡散するものの、それ以降も、鉄
が徴税対象とされているのは中国地方であることから、
中央からの視点では鉄生産の中心は中国地方にあった」
と指摘した[上栫2000]。

近江Ⅰ型

近江Ⅱ型

近江Ⅲ型

源内峠遺跡

木瓜原遺跡
野路小野山遺跡

野路小野山遺跡製鉄炉群

Ａ１類 Ａ２類 Ａ３類

押沼大六天遺跡

鍬田甚兵衛山遺跡 若林１遺跡

第３図　近江の箱形炉[大道2014]

第４図　千葉県下の箱形炉[神野2005]
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０ ５ｍ１: 150

０ ５ｍ１: 150

Ⅰ型 Ⅳ型

千引かなくろ谷遺跡２号炉

今佐屋山遺跡Ⅱ区炉沖田奥遺跡２号炉

吉備地域では、花田勝広が箱形炉を平面形状でＡ～Ｄ
の４つに大別し、それぞれを地下構造と残留滓の状況で
細分した。花田は炉の地下構造の形態から防湿施設有無
を想定してＡ～Ｄを細分類し、「炉の地下構造の差異が
全て生産能力や操業方法の違いとは言えない」としつつ
も、「鉄鉱石・砂鉄の原料差あるいは、製鉄技術者の技
術系譜や集団総括首長の勢力エリアを示すと考えたい」
とした[花田2002]。地下構造と鉄鉱石・砂鉄原料の関係
については、穴澤が「古墳時代後期の地下構造のしっか
りとした鉄鉱石系から、地下構造をやや略す砂鉄系と変
遷する」[穴澤1994]とした一方、光永真一は「（吉備の）
炉の下部構造の退化傾向は、移入した技術（の簡略化）を
示すもの」とした[光永1992、第5図のⅠ型の左図から右
図への変遷]。

真鍋成史は、７世紀後半以降の箱形炉の炉底に残留し
た滓を３分類し、①鉧塊が生成、②流れ銑が生成、③操
業中のトラブルで小鉄塊が生成した痕跡であるとした。
真鍋は、炉底に残留した滓に、中国地方の小型の箱形炉
と同様の操業の痕跡が見られるとし、７世紀後半以降に
各地へ広がった大型の箱形炉は、古墳時代に成立した中
国地方の箱形炉の技術系譜であるとした[真鍋2007]。

筑紫の8世紀後半を主体とする元岡・桑原遺跡群を検
討した菅波正人は、炉床の形態・規模・下部構造からⅠ
～Ⅲ類に分類し、切り合い関係から製鉄炉が縦置きから
横置きに変遷することを示した[菅波2006]。元岡・桑原
遺跡の箱形炉は、初期段階から長軸１ｍ未満の規模のも
ので、幅は40㎝から60㎝へと大きく変遷する。これに対
し村上恭通は、筑紫の元岡・桑原遺跡群の箱形炉は古墳
時代後期の箱形炉とは構造が異なるとし、やや大型の箱
形炉として筑紫に導入された箱形炉が必要最小限に小型
化したと解釈した[村上2007][第６図]。

村上は、これまでの箱形炉研究を総括し、「この時期
から地方で必要となった鉄は、近畿地方 ( 琵琶湖周辺 )
や中国地方で生産された鉄を再分配するのではなく、条
件が揃って可能であれば輸送の必要のない現地生産を促

した」とし、この時に広まった鉄アレイ型の大型の箱形
炉を「国家標準型製鉄炉」と呼称した[村上 2006]。さ
らに、村上は「中国山地で古墳時代後期から見られる箱
形炉が畿内周辺で改良・大型化され、列島各地へ広まっ
た」と考え、中国山地で７世紀後半以降も小型の製鉄炉
が使用され続けている点については、「古墳時代後期か
らの伝統的な鉄生産が継続的に行われていた」とした[村
上 2007][第７図]。

近江の箱形炉の系譜については、村上が古墳時代後期
の中国山地の箱形炉に求める一方、大道は「吉備と近江
の製鉄炉の構造を比較すると技術交流の様相をみてとる

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

第5図　中国地方の小型箱形炉（Ⅰ型）と大型箱形炉（Ⅳ型）[上栫2000]

第６図　筑紫元岡・桑原遺跡群の製鉄炉の変遷[菅波2006]
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ことができない」[大道 2014]とし、中国山地の箱形炉
とは異なる技術系譜を求めているⅴ。

３．竪形炉の系譜に関する研究史
上野では、竪形炉出現以降、箱形炉が見られなくなる

ことが明らかになっており[笹澤2007b]、土佐（1981）ら
が指摘してきしてきた「竪形炉の出現により箱形炉の系
譜が途絶える地域」であるといえる。ここで、関東地方
における古代以前の製鉄炉の変遷をまとめると、第8図
のようになり、上野のような変遷が関東地方に共通した
炉形変遷であることがわかる。前述したとおり、陸奥南
部では、竪形炉の出現以降、竪形炉に見られる踏み鞴（送
風機）が付設する独自の形態の箱形炉が出現しており[寺
島1989、安田1996、能登谷2005、飯村2005]、東日本の
箱形炉の展開には、竪形炉の出現が大きく関わっている
と考えられる。

高橋一夫は、長方形箱形炉が西日本、竪形炉が東日本
で検出されることから、それぞれを「西の炉」・「東の
炉」とした。竪形炉の構造が、箱形炉と大きく異なるこ
とから、高橋は竪形炉を「間接的に箱形炉の影響を受け
ながら、東国独自で発生した炉と考えたい」とした[高

橋 1983]。
村上英之助は、竪形炉の構造を「日本独自のものでは

なく、原始的なシャフト炉に系譜がある」としている。
さらにその源流について、「8世紀の中国の製鉄が原始
的なシャフト炉の段階にあったはずはなく、竪形炉を検
出した陸奥南部の新地町向田Ａ遺跡や下総の花前Ⅱ遺跡
で獣面獣脚鋳型が出土することなどから、（竪形炉の系
譜は）渤海に代表される東北アジアの可能性が考えられ
る」とした[村上英1990]。村上（英）の獣面獣脚の出土に
着眼した指摘は、東日本への製鉄技術の伝播が、韓半島
や西日本ルート以外にもある可能性を示唆した。

山中章は、長岡京の金属器生産をまとめ、遺構として
の炉はないが、出土した遺物や炭窯の検出などから、「（長
岡京内で）箱形炉と竪形炉による製鉄が行われた」とし
た。山中は都城の溶解炉と考える遺構が、竪形炉の本来
の系譜であるとし、桓武朝の東北への軍事的な制圧など
を契機に東日本へ竪形炉と鋳造用溶解炉が導入されたと
論じた[山中1993]。山中の指摘は、東日本での竪形炉の
初現が8世紀前半である点で再検討の必要があるかもし
れないが、都城の溶解炉を竪形炉の系譜とした新たな視
点を示した。

[村上2007]第７図　西日本における古墳時代～古代の製鉄炉の変遷
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１：西野原遺跡・４号炉
２：西野原遺跡・２号炉
３：峯山遺跡・Ⅰ区１号炉
４：峯山遺跡・Ⅱ区２号炉
５：峯山遺跡・Ⅱ区１号炉
６：乙西尾引遺跡・２号炉
７：南原間遺跡・２区１号炉
８：今井三騎堂遺跡・４区２号炉
９：稲荷屋敷遺跡・DTR-２号
10：箱石遺跡・４号炉
11：東台遺跡・４号炉
12：中山遺跡・１号炉
13：西浦北遺跡・Ｋ３

14：松原遺跡・１区２号炉
15：若林Ⅰ遺跡
16：取香和田戸遺跡・７号炉
17：富士見台第２遺跡
18：一鍬田甚兵衛山北遺跡・１号炉
19：山ノ下遺跡・８号炉
20：押沼第一遺跡・16 号炉
22：花前Ⅱ遺跡・73 号炉
22：上郷深田遺跡・11 号炉
23：上郷深田遺跡・16 号炉
24：粟田かなくそ遺跡
25：五万窪遺跡
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第8図　関東地方の製鉄炉の変遷
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穴澤は、「日本列島には箱形炉と竪形炉の大きく２種
類に分かれる製鉄技術があり、いずれの技術も大陸の本
格的な製鉄炉との断絶があり、（日本列島の製鉄技術は）
朝鮮半島南部の精錬鍛冶炉の一種を転用した可能性があ
る」とした[穴澤1994]。さらに竪形炉については「朝鮮半
島の調査例に（竪形炉と）極めて類似したものが確認さ
れ、律令国家により、直接的な技術導入が図られた可能
性が高い」とした[穴澤2003]。大道和人は、これに対して、

「穴澤の意見は、穴澤の精力的な鉄研究の中から導き出
された結論であると考えられ、大いに評価できると考え
られるが、各論を根拠付ける遺跡や遺構・遺物の具体的
事例が示されておらず、第３者が穴澤の論考の検証をす
ることができないのは問題である」とした[大道2006]。

松井和幸は、竪形炉を関東及びその周辺で開発された
可能性が高い製鉄炉であるとし、その根拠に砂鉄原料を
あげた。松井によると、「踏み鞴や土製羽口を装着する
竪形炉の構造は、東日本の高チタン砂鉄を還元するのに
より適した炉形である」という。そして、「列島外に起源
がなければ、西日本に分布する円筒形炉が竪形炉の可能
性がある」とし、現在までのところ、具体的な資料によ
る検証は難しいが、「竪形炉は（竪形炉に前出する）西日
本の円形炉に、踏み鞴の構造が伴って変形した炉形の可
能性がある」と推察した[松井2001]。

大道は、韓国で検出されている三国時代の製鉄炉が「①
踏み鞴の遺構が検出されていない、②自立炉の構造が認
められる、③湾曲した大口径羽口がある」といった竪形
炉と異なる特徴を有する[第９図]ことを根拠に、竪形炉
は三国時代の製鉄炉と直接的な系譜関係を迫ることが
できないとし、その系譜を都城周辺の金属溶解炉に求め
た。大道は、近江の鍛冶屋敷遺跡の溶解炉と竪形炉の構
造を比較し、「（鍛冶屋敷遺跡の溶解炉は）踏み鞴を使用

する送風方法が同じで、直線的な大口径羽口を使用する
点で技術的な類似点があり、竪形炉の源流であると考え
られる」とした[第10図、大道2006]。現在までのところ、
竪形炉の成立期が8世紀前半に対して、検出されている
溶解炉が8世紀中頃であり、「時間的接点に課題がある」

[神野2003]と指摘されたがⅵ、大道は、古代の土器研究
（1997）の「東日本における７世紀から8世紀の土器の年
代観に再検討の余地がある」とした指摘から、東日本の
竪形炉の時期を再検討する必要があるかもしれないとし
た[大道2006]。大道の指摘は、竪形炉と溶解炉の構造の
類似性から説得力があるが、出現時期の問題と祖型とす
る溶解炉の源流を何におくかという点で、検討の余地が
あるかもしれない。

ここまで竪形炉の系譜についての論考をあげてきた
が、竪形炉初現以前にその系譜とみられる構造の遺構が
検出されていないことから、決定的な論が示されたとは
言い難く、その系譜について、研究者間の意見の一致を
見ない。

遺構：

遺物：

第９図　韓国三国時代の製鉄炉（左：沙村製鉄遺跡[孫明助ほか2001],右：石帳里鉄生産遺跡[李榮勲ほか2004]）

第10図　鍛冶屋敷遺跡の金属溶解炉
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４．問題の所在とその解決方法
これまで見てきたとおり、能登谷が陸奥南部の箱形炉

の系譜を近江の他に吉備や関東、神野が房総の箱形炉の
系譜を近江の他に丹後や北部九州などにも求める以外、
東日本の箱形炉の源流は近江にあるという意見が研究者
間のほぼ共通した認識になっている。その重要な根拠の
一つが、大道の「（横置きの大型箱形炉が）畿内地域に多
く見られる型式であり、出雲・吉備など古墳時代から箱
形炉が認められる地域には普遍的に存在せず、各地域で
は７世紀後半から8世紀前半という製鉄技術が広がる時
期にのみ分布が認められる」という指摘である。しかし
ながら、近江では鉄鉱石、東日本では砂鉄を製鉄原料に
使用しており、これまでの研究では使用する原料の違い
から生じる操業技術の差を配慮した技術系譜の議論が十
分であったとは言い難い。鉄鉱石と砂鉄は同じ磁鉄鉱で
はあるが、操業で使用する際の粒径は大きく異なりⅶ、
近江の製鉄技術をそのまま東日本に導入したのでは、操
業を順調に行うことが難しかったと推察される。鉄鉱石
と砂鉄のいずれも製鉄原料として扱っていた吉備でも、
箱形炉の構造と使用原料との関係を言及することが難し
い中で、その関係を紐解くことは困難であるかもしれな
いが、遺構や遺物には操業内容を表象する痕跡が少なか
らず残存している可能性があり、検討する余地がある。

さらに、竪形炉の系譜については諸説あるが、決定的
な論は提示されていない。これまでの論考は、箱形炉と
竪形炉の形態があまりにも異なることから、外来技術の
伝播を前提に、竪形炉と同形態あるいは類似した炉の提
示を試みようとしたものがほとんどであった。しかしな
がら、竪形炉には、前代の箱形炉からの連続する製鉄技
術やそれを表象している構造が出土した遺構や遺物に残
存しており、箱形炉から竪形炉への連続性を在来技術、
変化を外来技術の模倣による在来技術の変化として捉え
れば、新たな論の展開が期待できるかもしれない。これ
まで、上野では箱形炉の資料が少なかったこともあり、
箱形炉と竪形炉の具体的な資料の比較・検討をする機会
はほとんどなかったが、これらを比較することによって、
竪形炉の系譜を再検討する余地がある。

５．上野の箱形炉
（１）概要

上野における製鉄技術導入期の製鉄炉の炉形は箱形炉
で、７世紀後半から8世紀前半代に限られている。現在
までのところ、その数も、前橋市三ヶ尻西遺跡、同松原
田遺跡、太田市西野原遺跡・同峯山遺跡の４遺跡10基の
みで[第11図]、8世紀中頃以降は約50遺跡検出されてい
る竪形炉が主体である。以下に箱形炉を検出した遺跡の
概要を示す。

②前橋市松原田遺跡　松原田遺跡は前述した三ヶ尻西遺
跡北２㎞に位置する。縦置きの箱形炉１基が検出されて
いる。遺跡の西に接する東原遺跡では地下式の登り窯
が、焚き口から放射状に8基並んで検出されている〔小
島1997〕。箱形炉の幅は0.8ｍ、長さ1.6ｍを測る。炉の
両端に設置された排滓土坑は直径３ｍ程の不整円形で、
谷側の排滓土坑には幅約0.5ｍの排滓溝が設置されてい
る。現在までのところ、箱形炉の時期を確定できる資料
は報告されていない[小島1985]。

①前橋市三ヶ尻西遺跡　三ヶ尻西遺跡は赤城南麓に位置
し、横置きの箱形炉が２基検出されているⅷ。地下構造
は、２基とも断面が船底形の浅い形状で、棒状の木炭を
炉床下に敷いている。鍛冶工房を含む 12 軒の竪穴住居
の出土土器から、箱形炉は７世紀中頃に比定され、東日
本最古級である〔穴澤 1994、小島 1997、赤熊 2007〕。

第11図　上野の箱形炉検出遺跡位置図[笹澤2007b]

第12図　三ヶ尻西遺跡の箱形炉[小島1997、今村編2008]
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③太田市西野原遺跡　八王子丘陵西の薮塚扇状地上に位
置する。長軸２ｍ未満の横置きの箱形炉２基と、長軸１
ｍ未満の平面形状ほぼ方形の箱形炉２基が検出されてい
る[第13図]。前者と後者は重複しており、長軸２ｍ未満
の箱形炉の方が古い。箱形炉は、鍛冶工房や竪穴住居群
の出土土器から７世紀後半に比定されている。箱形炉周
辺では、製鉄から鉄器製作一連の工程が行われていたこ
とが明らかになったⅸ[谷藤・笹澤2007]。
　自然化学分析[大澤2010]では、「生成した鉄は製錬滓
との分離が不十分な軟鉄から鋼の割合が高かったのでは
ないか」という考察と同時に、「鉄塊系遺物に下げ脱炭の
可能性を示す組織、椀形鍛冶滓にねずみ鋳鉄が付着する
資料、亜共晶組成白鋳鉄組織局部に残す棒状鉄製品と
いった３点の鋳鉄の存在が本遺跡の鍛冶作業に反映され
ていて決して無視できない」との見解がなされ、箱形炉
での鋳鉄生成及び鍛冶工房での脱炭工程の可能性も示さ
れた。

④太田市峯山遺跡　金山丘陵北端に位置する。３基の箱
形炉が検出されている。長軸規模が不明な横置きの箱形
炉１基と長軸２ｍ未満の縦置きの箱形炉２基が検出され
ている。
　横置きの箱形炉は炉の一部と片側の排滓土坑が削平さ
れ、完全な構造は明らかではないが、上位の溝は炉を巡
るように、下位の溝は谷へ直線状に伸びており、上位が
防湿用、下位が排滓用の溝であると考えられる[第17図 
No.７]。地下構造は、船底形の浅い掘り込みである。排
滓土坑からは後述する残存状況が良好な大型の炉壁片が
出土している[第16図]。
　一方、縦置きの箱形炉２基は重複しており、等高線に
対して下位から上位へ製鉄炉を作り替えていることがわ
かる[第14図]。下位の古い縦置きの箱形炉（No.8）は特

（２）立地
赤城山南麓や八王子丘陵・金山丘陵などでは、現在でも、
森林資源が豊富な地域から箱形炉が検出されており、製
鉄に必要な木炭を確保しやすい地域に箱形炉が設置され
ていることがわかる。さらに、箱形炉が検出されている

殊な形状で、上下両方の排滓土坑に排滓溝が設置されて
いる。上位の排滓土坑は不正円形で巨大、下位は炉の幅
とほとんど変わらない形状である。新しい上位の縦置き
の箱形炉（No.９）は、所謂鉄アレイ形で、上位の排滓土
坑には排滓溝がなく、下位の排滓土坑に排滓溝が設置さ
れている。地下構造は、古い炉が礫を敷いた丁寧な作り、
新しい炉が船底形の浅い掘り込みである。
　出土した鉄塊系遺物の自然化学分析によると、「局部
的には鋳鉄組織が確認されるものの、共析組織（炭素
0.77%レベル）から過共析組織（炭素0.77%をやや超え
る）主体の鋼が複数確認されており、鋼が生成しやすい
炉内環境であった可能性が高い」とのことである[大澤
2010b]。３基とも操業終了時に排滓土坑に流し出された
と見られる流動滓がそのままの状態で出土している。
　峯山遺跡では、箱形炉に伴う鍛冶工房が検出されてお
り、製鉄から鉄器生産の一連の工程が遺跡内で行われて
いたと考えられるⅹ。箱形炉は、鍛冶工房の共伴土器か
ら8世紀前半に比定される。

第14図　峯山遺跡　縦置きの箱形炉の重複

第13図　西野原遺跡の箱形炉群[谷藤他2010]
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周辺の小河川では現在でも容易に砂鉄が採取でき、原料
砂鉄も容易に採取できる環境であったと推測される。
　三ヶ尻西遺跡・西野原遺跡・峯山遺跡などで見られる
ように、製鉄炉とセットで鍛冶工房や竪穴住居が設けら
れており、製鉄から鍛冶まで行う技術者の集落が拠点的
に設置された様相が確認できる[笹澤2007b]ⅺ。
（３）製鉄原料
①砂鉄　前述したとおり、古代上野における製鉄原料は
砂鉄である。鉄鉱石を使用したと考えられる製鉄炉は検
出されていない。日本列島を概観すると、現在までのと
ころ、古代において製鉄原料として鉄鉱石を使用してい
るのは愛知県小牧市狩山戸遺跡以西の地域であり、東日
本は砂鉄を原料としているⅻ。
　上野では現在でも、赤城山麓や榛名山麓を開析する河
川では、多くの砂鉄が採取でき、吾妻川・砂居川、鮎川
などで砂鉄の自然科学分析が行われている[大澤1975、
大澤・鈴木2007]。県内で分析された採取砂鉄は、二酸
化チタンが4.0 ～ 8.99%であり、陸奥南部の太平洋沿岸
地域の22%以上、房総地域の12～18%、武蔵北部の10%
前後と比べると、やや低めの値を示している。冶金学の
分野では、8%を境に高チタン系の砂鉄は銑鉄生産に向
くといった研究成果も示されており[久保ほか2010]、こ
の研究成果を援用すれば、上野を除いて東日本は原料の
面で銑鉄生産に向く地域が多いといえるかもしれない。
陸奥南部、房総地域、武蔵国では、竪形炉に鋳型が伴う
遺跡が多く知られているが、現在までのところ、上野で
は、竪形炉に鋳型の出土が伴う調査例はなく、竪形炉に
銑鉄生産が直接結びつく資料は検出されていない�。
②木炭　これまで、上野で検出された箱形炉に伴う木炭
の樹種同定を行ったのは、西野原遺跡と峯山遺跡で、前
者がクヌギ、クリ、エゴノキ、後者が、ハンノキ、クヌ
ギである。確実に箱形炉に伴う炭窯は検出されていない

が、炭窯は地下式の 窯が主体で、横口付きの炭窯は、
唯一、高崎市下室田中里見遺跡で検出されている。下
里見遺跡周辺では箱形炉の炉底塊が出土している[笹澤
2010a、谷藤・笹澤2010]。
③炉材　峯山遺跡では、箱形炉を構築する際に粘土を取
り出した土坑が検出された。炉材は、所謂ローム土層が
主体である。短く切ったスサを多量に加えており、脆弱
な胎土にスサを混入することで補強して、炉を構築した
と考えられる[笹澤2010a]。肉眼観察では、箱形炉と竪
形炉で、ほとんど炉材に変化がない。上野で検出され
る炉壁の耐火度は、箱形炉、竪形炉とも低く、1,100 ～
1,200℃である�。
（４）鉄滓
　上野の箱形炉の出土鉄滓を全量分類している遺跡で
は、流動滓が約8割から９割を占めている[笹澤2010a、
笹澤・谷藤2010]。遺物として出土している流動滓は両
遺跡合わせて、40トン以上あり、そのほとんどは、滓
質が密で断面は光沢のある灰褐色を呈している。西野原
遺跡・峯山遺跡の整理作業では、国選定保存技術（玉鋼
製造（たたら吹き））保持者である木原明氏（村下）に、た
たら操業の際に排出される滓と、出土した遺物の比較検
討を行っていただいた。木原明村下は、「出土したノロ

（流動滓）を見ると、鉄と滓の分離が良好で、操業が順
調であったことがわかる。」とコメントされている[笹澤
2010a]。

６．上野の箱形炉の分類と変遷及びその系譜
（１）構造の整理

検出された上野の箱形炉の構造を整理すると以下の通
りになる[表１]。
①規模　箱形炉の規模は長軸２ｍ未満のものと、長軸
１ｍ未満のものがある。前者が主体で、後者は西野原遺
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表１　群馬県　箱形炉一覧

遺跡名 所在地 № 長軸規模
設置 

方向

地下 

構造

排滓 

構造
分類 時期 特徴

三ヶ尻西 前橋市
１ ２ｍ未満 横置き タイプ１ タイプ１ Ａ１ ７世紀中 鍛冶工房を含む12軒の竪穴住居と併存。製鉄から製品製作まで一貫し

た工程。出土鉄製品：無茎鏃など。２ ２ｍ未満 横置き タイプ１ タイプ１ Ａ１ ７世紀中

西野原 太田市

３ ２ｍ未満 横置き タイプ１ タイプ１ Ａ１ ７世紀後 長軸２ｍ未満（№３、４）から１ｍ未満（№5、６）へ変遷。鍛冶工房を
含む７世紀後半代の集落あり。製鉄炉の周辺には砂鉄が集中した溝・
小割場・鍛冶工房あり。鍛冶工房からは基部に粘土塊が付着した特徴
的な羽口が出土。製鉄から製品製作まで一貫した工程。出土鉄製品：
鉄鍬先、有茎鏃など。

４ ２ｍ未満 横置き タイプ１ タイプ１ Ａ１ ７世紀後

5 １ｍ未満 横置き タイプ３ タイプ１ Ｂ ７世紀後

６ １ｍ未満 － タイプ３ タイプ１ Ｂ ７世紀後

峯山 太田市

７ － 横置き タイプ３ タイプ２ Ａ２ 8世紀前 №8、９が重複し、。№8が古い。№8の上位の排滓土坑は巨大で排
滓溝を伴う。下位の排滓土坑は溝状。№９は両端に円形の排滓土坑。
下位の排滓土坑のみに排滓溝を設置。8世紀前半の鍛冶工房と併存。
製鉄から製品製作まで一貫した工程。出土鉄製品：ほとんどなし。

8 ２ｍ未満 縦置き タイプ２ タイプ３ Ｃ１ 8世紀前

９ ２ｍ未満 縦置き タイプ３ タイプ４ Ｃ２ 8世紀前

松原田 前橋市 10 ２ｍ未満 縦置き － タイプ４ Ｃ２ 不明 三ヶ尻西遺跡に隣接。砂鉄埋納土坑検出。
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跡で２基（No.5・６）検出されている。西野原遺跡では、
前者と後者が重複しており、前者が古い。
②設置方向　箱形炉の設置方向は、横置きと縦置きとが
ある。７世紀中頃の三ヶ尻西遺跡、７世紀後半の西野原
遺跡は横置き、8世紀前半の峯山遺跡には横置きと縦置
きがあり、時期不明の松原田遺跡は縦置きとなる。横置
きは７世紀中頃から8世紀前半、縦置きは8世紀前半と、
横置きが縦置きに先行している。
③炉床　西野原遺跡・峯山遺跡では、炉床が破壊されて
検出されており、操業後に炉底から生成物を取りだして
いた事がわかる（第15図の地下構造上位の覆土はその痕
跡）。ただし、出銑主体の銑押しのような操業であっても、
最終的に炉底に生成鉄が残存すれば、炉底を破壊して生
成物を取りだすので、炉底の検出状況から、生成された
鉄質を推察することは難しい。
④地下構造　地下構造については、３分類が可能である

[第15図]。
地下構造タイプ１　この構造は、断面が船底形の浅い

掘り込みで長軸方向に長い棒状の木炭を敷くタイプであ
る。上野における製鉄導入期である三ヶ尻西遺跡や西野
原遺跡で共通している点で重要である。現在までのとこ
ろ、棒状の木炭を長軸方向にそのまま敷く構造が、近江
や吉備などの製鉄先進地域にないことから、上野独自の
地下構造の特徴であると捉えることができる。
地下構造タイプ２　この構造は、深い掘り込みで、底

に礫を敷くタイプである。8世紀前半の峯山遺跡でみら

れ、掘り込みは深さ80㎝を測る。底部に礫を敷く構造は、
近江の源内峠遺跡、野路小野山遺跡、平津池ノ下遺跡、
尾張の西山遺跡、狩山戸遺跡、陸奥の向田Ｅ遺跡、伊予
の高橋佐夜ノ谷Ⅱ遺跡など各地で確認できる。
地下構造タイプ３　この構造は、断面が船底形の浅い

掘り込みのタイプである。上野の箱形炉では、７世紀後
半から8世紀前半まで幅広い時期で見られる。地下構造
タイプ１の構造から、木炭を除いた構造であることから、
地下構造タイプの１の簡略形であると捉えることができ
る。峯山遺跡では、地下構造タイプ２と地下構造タイプ
３が重複しており、地下構造タイプ２の方が古い。
⑤排滓構造　排滓構造は、炉の設置方向に関連しており、
炉の設置方向と排滓土坑の組み合わせで、３つに大別で
きる。すなわち、横置きで両端に同規模の不整円形の排
滓土坑、縦置きで上位が大型の不整円形で下位が溝状の
排滓土坑、縦置きで上位がやや大きめの不正円形で下位
がやや小さめの不整円形の排滓土坑の構造である。これ
に排滓溝の有無を加えると、以下の４タイプの排滓構造
に分類できる。　
排滓構造タイプ１　この構造は、横置きで左右対称の

不正円形の排滓土坑があり、排滓溝がないタイプである。
７世紀中頃から後半の上野における製鉄導入期に見られ
る。７世紀後半に比定される[第17図 No.３～６]。
排滓構造タイプ２　この構造は、横置きで左右対称の

不正円形の排滓土坑があり、排滓溝を設置するタイプで
ある。峯山遺跡では、約半分の遺構が壊されており、全

地下構造タイプ１ 地下構造タイプ２ 地下構造タイプ３

第15図　上野の箱形炉の地下構造の分類
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ての構造が明らかにされなかったが、炉の両端に排滓土
坑と排滓溝が設置されていた可能性が高い。8世紀前半
に比定される[第17図 No.７]。
排滓構造タイプ３　この構造は、縦置きで上位が大型

の不整円形、下位が溝状の排滓土坑で、両端の排滓土坑
に排滓溝を設置するタイプである。このような構造は、
8世紀後半を主体とする筑紫の元岡・桑原遺跡群で見ら
れるが（第６図のⅠ類とⅡ類）、炉の規模も異なり、上位
の排滓土坑に排滓溝を設置する構造だけで、系譜の同一
性を主張するのは無理があるかもしれない。すなわち、
このタイプの上位の排滓土坑に設置された排滓溝は、小
口谷側一方への排滓（以下、このような小口下位一方向
への排滓を片側排滓とし、小口両端からの排滓を両側排
滓と記述する）を狙った縦置きの箱形炉を設置したもの
の、上位の排滓土坑でも滓を谷部に排出する必要が生じ
たためにやむなく設置された排滓溝であると理解でき
る。このタイプは、後述する排滓構造タイプ４と重複し
ており、タイプ３が古い。8世紀前半（前）に比定される

[第17図 No.8]。
排滓構造タイプ４　この構造は、縦置きで、上下位に

不整円形の排滓土坑があり、下位の排滓土坑に排滓溝を
設置するタイプである。このタイプは、野路小野山遺跡
に代表される近江など、東日本で典型的に見られる縦置
きの排滓構造である。下位の排滓土坑のみに排滓溝が設
置されていることから、片側排滓を表象していると推察
される。8世紀前半（後）に比定される[第17図 No.９]。
⑥送風構造　峯山遺跡で出土した大型の炉壁片は、炉底
から送風孔までの高さや送風孔間の距離が明らかで、箱
形炉の送風構造を考察する上で重要である[第16図]。具
体的には、峯山遺跡の送風孔の芯々間の間隔は11㎝であ
るが、近江の源内峠遺跡出土炉壁の送風孔の芯々間の距
離は、20 ～ 25㎝程である。送風装置の能力にも左右さ
れるので、一義的な関係とは言えないが、上野の狭い送
風孔の間隔は、炉内の送風量を増し、木炭の燃焼スピー
ドを速くする工夫であると理解できるかもしれない。砂
鉄は鉄鉱石原料に比べ粒径が小さく�、炉底まで届く時
間が短くても溶解・還元され易い。上野で出土する炉
壁の耐火度は1,200℃以下と、近江の約1,450℃に比べて
200℃以上も低くⅹⅵ、短時間の操業時間にしか耐えられ
ないものであったと推定される。

近世たたらに「一土（炉材の粘土）、二風（送風）、三村
下（操業者）」という言葉があるように、製鉄では炉に使
用する土が、順調な操業を行うために最も重要な要素の
一つである。製鉄技術の先進地から東日本へ、送風シス
テム（送風機）と技術者は移植できても、数トンにもなる
土を搬入することは困難で、現地で採取する必要があっ
たことであろう。操業で耐火度の高い炉材の方が有利で
あることは明らかであるが、上野では９世紀後半の竪形

炉でも耐火度の低い炉材が使用され続けているところを
みると、製鉄炉に適した耐火度の高い炉材の発見が困難
であったのかもしれない。

（２）分類　
以上の構造の整理から、上野で検出された箱形炉を、

炉の設置方向と規模で、Ａ～Ｃ類に大別する。すなわち、
Ａ類が横置きで長軸２ｍ未満、Ｂ類が横置きで長軸１ｍ
未満、Ｃ類が縦置きで長軸２ｍ未満である。次に、それ
らを地下構造と排滓構造で細分すると以下の通りになる

[表１、第17図]。
　A１類　横置きで長軸２ｍ未満。地下構造タイプ１、
排滓構造タイプ１。三ヶ尻西遺跡と西野原遺跡で検出さ
れている。特に、近江や吉備などの製鉄技術先進地域に
ない棒状の木炭を長軸方向に敷く地下構造（地下構造タ
イプ１）には両遺跡の緊密な技術系譜が確認できる。7世
紀中頃から後半に比定される。
　A２類　横置きで長軸２ｍ未満。地下構造タイプ３、
排滓構造タイプ２。前述した、砂鉄原料に対応したと推
測される送風構造の痕跡が確認できる大型の炉壁が出土
している[第16図]。8世紀前半に比定される。
　B類　横置きで長軸１ｍ未満。地下構造タイプ３、排
滓構造タイプ１。炉の小口側面に礫を組む。７世紀後半
に比定される。７世紀後半に比定される。Ａ１類に後出
する。
　C１類　縦置きで長軸２ｍ未満。地下構造タイプ２，　
排滓構造タイプ３。地下構造に礫を敷く形態と、縦置き
でありながら上位の排滓土坑にも排滓溝が設置されてい
る点で特徴的である。8世紀前半（前）に比定される。
　C２類　縦置きで長軸２ｍ未満。地下構造タイプ３、
排滓構造タイプ４。8世紀前半（後）に比定される。

第16図　箱形炉の大型炉壁片（峯山遺跡）[笹澤2010a]
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０ ５ｍ１: 150

Ⅰ期 Ⅳ期Ⅲ期Ⅱ期

炉

排滓溝

排滓土抗

（３）変遷
横置きのＡ１類が7世紀中頃から後半と最も古い。三ヶ

尻西遺跡のＡ１類が７世紀中頃、西野原遺跡のＡ１類が
７世紀後半であることから、三ヶ尻西遺跡から西野原遺
跡への連続性がみられる。さらに西野原遺跡ではＡ１類
とＢ類が切り合っており、Ａ１類に次いで小型のＢ類が
出現したことがわかる。

縦置きが横置きに後出しており、縦置きに表象される
片側排滓は、横置きの両側排滓より新しい製鉄技術と捉
えることができる。地下構造と排滓構造が特徴的な縦置
きのＣ１類は、峯山遺跡での遺構の切り合い関係から、
典型的な縦置きの排滓構造を持つＣ２類より古い事がわ
かる。Ｃ１類では上位の排滓土坑にも排滓溝が設置され、
完全な片側排滓の構造ではなく、後出するＣ２類では、
排滓溝の設置が、谷部側の排滓土坑のみになり、片側排
滓の操業形態が確立したと捉えることができる。以上の
ように、横置きから縦置きへの変遷が、両側排滓から片
側排滓への技術変遷を表象していることがわかる。さら

に、この排滓技術の変遷に着目して、上野の箱形炉の変
遷のモデル化を試みると、第18図のようになる。

Ⅰ期　箱形炉両側排滓である。排滓土抗に排滓溝は設
置されない。Ａ１類、Ｂ類。長軸２ｍ未満と１ｍ未満の
タイプがある。７世紀中頃から後半の東日への製鉄導入
期にあたる。
Ⅱ期　箱形炉両側排滓である。排滓溝が設置され、排

滓土抗からの効率的な排滓が意識される。Ａ２類。8世
紀前半。
Ⅲ期　箱形炉片側排滓を狙った縦置きの設置方向であ

Ａ１類

Ｃ１類

Ｃ２類Ｂ類

Ａ２類

No.３

No.４

No.5

No.７

No.６

No.９

※ No.は表１に対応

No.8

第18図　上野の箱形炉の変遷モデル　

第17図　上野の箱形炉の分類
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０ ２ｍ１: 100

焼成した送風管を設置 炉体に直接孔をあけた送風孔

るが、山側の排滓土坑にも排滓溝が設置され、縦置きで
あるが、片側排滓であったとは言い難い。片側排滓の試
行期である。Ｃ１類。8世紀前半（前）。
Ⅳ期　箱形炉片側排滓。谷側の排滓土坑のみに排滓溝

が設置される。片側排滓の操業形態が確立する。Ｃ２類。
8世紀前半（後）。
（４）系譜

現在までのところ、三ヶ尻西遺跡の箱形炉が東日本最
古級の箱形炉であることから、Ａ１類が、東日本初現期
の箱形炉の構造である可能性が高い。Ａ１類には、製鉄
先進地域にはない独自の地下構造が見られることなどか
ら、近江の箱形炉の構造そのものが導入されたのではな
く、上野で新たに開発された構造があると考えられる。

Ｂ類は、現在までの発掘成果によると、その後の東日
本で定着しないようであるので、７世紀後半段階の試行
的な操業であったと理解できる。長軸２ｍ未満のＡ１類
から一気に長軸１ｍ未満のＢ類へ変化している点から見
て、Ｂ類の操業は、長軸１ｍ未満の箱形炉の操業を知る
吉備の製鉄工人の関与があった可能性が高い。現在まで
に検出されている東日本での７世紀後半の箱形炉の展開
を見れば、東日本への新たな製鉄技術の導入は、近江で
操業されていた長軸２ｍ規模の箱形炉に求められていた
ことがわかるが、前述したとおり、近江の製鉄炉は鉄鉱
石原料であり、砂鉄原料を扱う東日本への製鉄技術の導
入には、大型の箱形炉を操業していた近江の技術者だけ
ではなく、砂鉄原料に熟練した吉備の技術者が関与して
いた可能性が高い。すなわち、東日本への製鉄技術の導
入は、列島の製鉄先進地域の技術者の総力を結集して進
められたことが推察される。

前述したとおり、Ｃ１類の地下構造タイプ２は各地に
類例があるが、その後、Ｃ２類では、在地の系譜と見ら
れる地下構造タイプ３が採用されており、縦置きの導入
段階のみに外来の丁寧な作りの地下構造が試行された可
能性がある。

７．竪形炉に残る箱形炉の技術系譜
これまで、箱形炉と竪形炉の形態があまりにも異なる

ことから、竪形炉の系譜は、新たな外来技術の伝播を前
提に議論されてきた。しかし、竪形炉の平面形状や送風
方法を再検討すると、箱形炉と竪形炉の技術系譜が繋が
るとみられる痕跡が、いくつか確認できる。

第１に、竪形炉の平面形状が、隅丸方形で箱形炉に近
いものが多い点である。すなわち、朝鮮半島の三国時代
の製鉄炉は第９図の慶尚南道密陽市沙村製鉄遺跡などの
ように円形を基本としているがⅹⅶ、竪形炉は遺構及び炉
壁片から見ても、４辺の直線を有する隅丸方形が主体で
ある[第8、19図]。

第２に、竪形炉の送風方法に、箱形炉からの技術系譜
と見られる炉壁に直接孔をあける構造がある点である

[第20図]。すなわち、竪形炉には、焼成した送風管を使
用するタイプ（竪形炉送風タイプ１）と、炉体に直接送風
孔をあけて構築するタイプ（竪形炉送風タイプ２）がある
が、タイプ２の構造は、焼成した羽口を用いなくても製
鉄が行えることを知る日本列島在来の箱形炉の製鉄技術
者の関与が想定される[笹澤2015]。

竪形炉は、炉の後背部に送風管（孔）を一本設けた高
炉の構造を有する朝鮮半島の技術系譜上にある一方で、
以上のような箱形炉の系譜を残す在来技術の痕跡が確認
できる。つまり、竪形炉は、朝鮮半島の製鉄技術そのも
のが伝播したのではなく、その構造を模して、日本列島
の箱形炉の工人によって開発された製鉄炉であると推察
することができる。

一方、これまでの竪形炉の送風方法の検出例を見ると
[高崎2012]ⅹⅷ、陸奥南部と下総で検出されている竪形
炉がタイプ１である点と、上野の竪形炉がタイプ２であ
る点が特筆される[表２]。さらに、陸奥では、8世紀前
葉から箱形炉にも焼成した小型の送風管が設置されてい
ることが確認されており[能登谷2005、飯村2005、門脇

第19図　陸奥　柏木遺跡の竪形炉

第20図　竪形炉の送風(左：タイプ１、右：タイプ２)
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Ⅰ期 Ⅲ期Ⅱ期 Ⅵ期Ⅴ期Ⅳ期
（陸奥）

炉 排滓溝排滓土抗 踏み鞴

2015]ⅹⅸ、箱形炉・竪形炉を問わず、焼成した送風管に
よる製鉄技術が定着している。焼成した送風管の分布域
は、高チタン砂鉄の分布域と一致しており[表２]、今後
はその関連も検討する必要があろう。

８．東日本の箱形炉から竪形炉への製鉄技術の変遷
（１）東日本の古代製鉄炉の変遷のモデル案

前項で、排滓技術に着目して上野の箱形炉の変遷をモ
デル化し、上野の横置きから縦置きへの変遷が、両側排
滓から片側排滓への技術変遷を表象していることを示し
た。一方で、陸奥で見られる踏み鞴を設置する箱形炉の
形態は、上位の小口を完全に塞ぎ、下位のみに排滓機能
を持たせる完全な片側排滓の箱形炉の構造と理解できる

[第２図]。陸奥では8世紀後葉以降、この形態の箱形炉
が主体となっており、日本最大規模といわれる陸奥の製
鉄を支えた箱形炉は、完全な片側排滓による操業形態で
あったと理解できる。

以上の、特に排滓技術に着目した竪形炉から陸奥の箱
形炉の変遷を、前述した上野のⅠ～Ⅳ期に加えて東日本
の製鉄炉の変遷のモデル化を試みると、以下のようにな
る[第21図]。
Ⅰ～Ⅳ期　第18図参照。
Ⅴ期　竪形炉（高炉化）片側排滓。山側に送風装置（踏

み鞴）の痕跡がある。谷側のみに排滓土坑が設置される。
完全な片側排滓。8世紀前半から10世紀後半。焼成した
送風管を使用したタイプと直接炉壁に孔を開けて送風孔
を構築するタイプがあり、前者が先行する。
Ⅵ期　箱形炉片側排滓。山側に送風装置（踏み鞴）の痕

跡がある。谷側のみに排滓土坑と排滓溝が設置される。
完全な片側排滓。8世紀後葉に出現。陸奥で出現し、発
達する。

今回のⅠからⅣ期の変遷は、上野の製鉄炉の変遷モデ
ル案であり、今後、東日本各地域を網羅したモデル案を
提示していきたいⅹⅹ。

（２）箱形炉の展開とその技術的・歴史的背景
日本列島における製鉄の開始時期は諸説あるが、確実

な遺構で証明できる時期は６世紀後半、古墳時代後期で
あり、その分布は中国地方、中でも吉備で見られ、丹後
や筑紫にもあるといわれている[村上2007他]。このよう
な日本列島の鉄生産は７世紀中頃から後半になると大
きな画期を迎える。これまで製鉄技術がなかった地域へ
箱形炉による製鉄技術が一気に広がるのである。その歴
史的背景については、律令政権の支配的構造と絡めて積
極的な評価がなされており、現段階では研究者間で共通
した認識に達するまでになっている[上栫2006]。上野で
は、近年、伊勢崎市三軒屋遺跡、新田郡衙遺跡などの古
代官衙跡や東山道駅路に関わる遺構が数多く報告されて
おり、この時期の中央集権国家を目指したインフラ整備
の様相が具体的に明らかになってきた。三軒屋遺跡では、
郡衙建設以前に設置された鍛冶工房が検出され[出浦・
大澤・笹澤2010、出浦・笹澤2013]、こうした官衙建設
のための鉄素材の供給などは、在地に設置された箱形炉
に期待されていたものと推測される[笹澤2015]。前述し
た上栫の指摘にもあるように、鉄が徴税されているのは
中国地方のみで、中央政権の視点では鉄生産は中国地方
にあり、東日本での製鉄は現地消費を基本に成立してい
たと考えられる。しかしながら、近年の発掘成果では、
陸奥南部における製鉄遺跡が列島で突出していることが
明らかになっており[吉田2015]、今後は、光仁朝から桓
武朝の蝦夷政策に加えて、陸奥のインフラ整備や律令国
家の軍備を支えた東国の軍団組織で必要とされた鉄素材
がいかにこの時期に求められていたかを検討すると共に

「租・庸・調の衰退から、9世紀には交易鉄に移行する」
[福田1989・上栫2000]との指摘を踏まえて、突出した陸
奥の鉄の生産量を検討する必要があるかもしれない。

また、筆者は、上野の初現期の箱形炉は、鉄鉱石を原
料とする近江の箱形炉の製鉄技術がそのまま移植された
ものではなく、大型箱形炉による操業技術を有する近江
の製鉄工人と、砂鉄製錬に卓越した製鉄工人が連携して、
上野で開発した箱形炉であると考えた。つまり、東日本
への製鉄技術の導入は、各地の製鉄先進地域の技術者が
集められ、東日本で開発された大型箱形炉により進めら
れたのではないかと推察した。その歴史的背景には、白

第21図　上野と陸奥を基軸とした東日本の製鉄炉変遷モデル
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表２　竪形炉の送風タイプ一覧

地域 送風タイプ 検出数 遺跡名 砂鉄中の
二酸化チタン

陸奥 タイプ１

長瀞、大船迫Ａ、向田Ａ、

鳥打沢Ｂ、山田Ａ、南入

Ａ、割田Ｅ

上野 タイプ２
乙西尾引、南原間、今井

三騎堂
４～９％

12～18％

22％以上

10％前後武蔵
タイプ１
タイプ２

下総 タイプ１ 2
4

4

14

6

山ノ下製鉄、宮後原

大山D区、猿貝北
大山10・11次、東台



村江の大敗前後の国家的危機に伴い急ピッチで進められ
た東日本のインフラ整備があり、この時期から、列島の
鉄生産は「列島内での拠点的な鉄生産」から、「列島総
力をあげた鉄生産」へと切り替わると考えるのである。

さらに、技術的には、上野の横置きから縦置きへの変
遷は、両側排滓から片側排滓への技術変遷を表象してい
る事を示した。そして、その技術変遷を基軸に東日本の
製鉄炉の変遷をモデル化すると、第21図のようになり、
陸奥の小口山側に踏み鞴が付設する大型箱形炉の開発
を、箱形炉の片側排滓技術の完成と位置づけた。片側排
滓は、排滓を効率的に行うには有利であるが、一方で、
小口に設置された湯口には、湯口から棒状の工具で炉内
を突き回すことによって操業中のトラブルを回復させる
機能もあり、湯口から距離の長い大型箱形炉での片側排
滓操業は、両側排滓操業に比べて不利であるともいえる。
それにもかかわらず、陸奥で排滓を優先した完全な片側
排滓による大型箱形炉が完成した背景には、鉄生産拠点
地域として列島から技術の高い製鉄技術者が集結され、
製鉄技術が発達してきた歴史的な背景と共に、順調な排
滓による安定した操業を支える良質な製鉄原料（砂鉄・
炉材）の確保が可能であった地質的環境の優位性があっ
たことが推察できる。
（３）竪形炉への変遷とその技術的・歴史的背景

竪形炉については、７世紀後半から8世紀にかけての
東国への渡来人の移配などの歴史的背景から、一部の研
究者の間では渡来人による朝鮮半島の製鉄技術の伝播が
指摘されてきた。とりわけ武蔵では、8世紀中頃を前後
して多くの新羅人が移配され、新羅郡が置かれる歴史的
な背景から、彼らが竪形炉をもたらしたとする意見も提
示されている[赤熊 2006 など]。確かに、竪形炉は「高
炉で焼成した大口径の送風管を１本使用する」基本構造
から、朝鮮半島の技術系譜上にあると考えられる。しか
し、竪形炉と朝鮮半島の製鉄炉には送風管の形状や半地
下構造などの構造的な違いもあり、直接的な伝播は想定
しにくい状況である。

一方で、竪形炉には、箱形炉からの伝統的な技術の痕
跡が見られ、日本列島の製鉄工人の関与を想定すること
ができる。そこで本稿では竪形炉を日本列島の箱形炉の
技術者が朝鮮半島の製鉄炉の構造を模倣して開発した製
鉄炉と位置づけた。すなわち、その半地下構造は、脆弱
な構築土で朝鮮半島の製鉄炉のような炉高を確保するた
めに、日本列島の製鉄工人が開発した構造であると推察
する。

さらに、竪形炉がほぼ同時期に陸奥から関東一帯まで
の広範囲に広がる点から見れば、8世紀前半の東日本で
朝鮮半島のような安定した銑鉄生産を求めた製鉄技術の
改変があったと考えられるかもしれない。古代製鉄にお
いて、次工程を考慮すれば、求められていた製鉄は、安

定した銑鉄生産であろう。つまり、一度の操業で、多く
の銑を流し続ける操業が、最も生産性が高く、さらには
次工程の鉄器生産にも有利である。仮に、大型の箱形炉
を用いて炉底に大型の鋼塊が生成されてしまえば、当時
の技術や装置では、大型の鋼塊を割るのは非常に困難で、
一方、銑が生成されれば、鍛冶が可能な大きさに割り取
る事は容易で、鍛冶工程で銑の炭素量を調整すれば、利
器に必要な鋼を容易に得ることができる。すなわち、竪
形炉は、箱形炉の製鉄技術者が、安定的な銑鉄生産を行っ
ていた朝鮮半島の製鉄炉の炉形を模倣し、技術の開発に
努めた製鉄炉であると理解できる。

それでは、伝統的な箱形炉の操業を行っていた技術者
が、竪形炉のような全く構造の異なる製鉄炉を試行して
開発するのであろうか。現在、伝統的な操業を行うたた
ら製鉄を知る我々にとって、このような疑問が生じるの
は当然である。しかし、これまで見てきたとおり、古代
の日本列島では伝統的な吉備の小型の箱形炉による製鉄
技術があったのにもかかわらず、近江では大型箱形炉の
出現があり、その大型箱形炉でさえ、数十年の間で、あ
らゆる地下構造、炉の設置方向などが試行され、絶えず、
生産能力の向上を目指した技術革新が行われていること
がわかる。製鉄には、鉄鉱石や砂鉄の採取から、木炭製
造、築炉まで考えると、莫大な労働力が必要であり、操
業技術による鉄の生産量の差異は最も重要視されるとこ
ろであろう。莫大な労働力に対して費用対効果の少ない
製鉄技術は淘汰され、常に新たな製鉄技術が求められて
いたことは想像に難くない。一方、本格的な製鉄技術の
拡散を見ると、朝鮮半島の製鉄の初現が３世紀から5世
紀、西日本が６世紀後半、東日本が７世紀後半と、交流
がある地域間でも、容易に伝播しない技術であることが
わかる。これは、製鉄技術が国の礎となり、国力に直結
する鉄器を無尽蔵に生産させる技術であるため、製鉄技
術が管理されていたからであると考えられよう。すなわ
ち、朝鮮半島の製鉄技術が安定的な銑鉄生産を行う事の
できる技術であったとしても、その技術の核心に迫る炉
の設計や操業技術は容易には日本列島に伝播せず、その
概要のみが伝わり、それを模倣した技術が生じることが
起こりうると考えるのである。

９．おわりに
以上のように、筆者は東日本において、7 世紀中頃の

列島の総力を挙げた砂鉄原料に適した大型箱形炉の開発
と、その後の竪形炉の開発に見られる銑鉄生産を求めた
技術革新があったことを想定したが、東日本の各地で実
際に銑鉄生産が成功していたかについては、検討を要す
ると考えている。特に、今回主に検討した上野は、竪形
炉の時期になっても他地域に比べて古代の鉄鋳造の鋳型
の出土が極端に少なく、現在までの資料では、順調な銑
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鉄生産が行われていたとは言いがたい地域である。今後
は、製鉄実験による研究成果や鍛冶遺跡の遺物を検討し
ながら、各地で生成された鉄質について慎重に検証して
いきたい。

一方、古代における日本列島最大の製鉄遺跡群といわ
れる陸奥の太平洋岸沿岸地域は、先述した高チタン砂鉄
が採取でき、炉材の耐火度も1,300 ～ 1,500℃程度と高
く、銑鉄生産に向く原材料が確保できた地域であったと
考えられそうである。さらに、8世紀後葉以降は、竪形
炉が操業されているにもかかわらず、踏み鞴を付設した
箱形炉が主体となっており、陸奥ではこのタイプの箱形
炉による安定した銑鉄生産が行われていた可能性が高い
と考えられるかもしれない。今後は、さらに、具体的な
資料を検討しながら、より詳細な東日本の製鉄技術の展
開を検証していきたい。
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註
ⅰ 東日本最古といわれる三ヶ尻西遺跡の箱形炉の時期を穴澤（1994）は７
世紀後半、小島（1997）は７世紀後半、赤熊（2007）は７世紀中頃としている。
筆者は笹澤（2007）において７世紀後半としていたが、その後、神谷氏に三ヶ
尻西遺跡は７世紀中頃とした方が適切ではないかとのご指摘をいただき、
以降、７世紀中頃としている。
ⅱ 笹澤（2007）では、西浦北型製鉄炉を研究史に倣い竪形炉としたが、そ
の後の再検討により、小型自立炉とした[笹澤2009]。
ⅲ 朝鮮半島の三国時代以前の製鉄炉は大口径の送風管を用いた内径が１
ｍ未満の円形炉である。近年発掘された韓国全羅北道金堤市金山面隠谷遺
跡などの高麗・朝鮮時代（18世紀）の箱形炉は日本の箱形炉とは構造が異な
り、系譜関係を見いだすのは困難であると指摘されている[村上2011、角
田2014]。
ⅳ その後、踏み鞴付きの箱形炉の初現期は8世紀後葉であるとの研究成
果がまとめられた[能登谷2005、飯村2005]。本稿では8世紀後葉とする。
ⅴ これまで大道は、近江の箱形炉の系譜を韓国忠西北道鎮川郡徳山面石
帳里遺跡Ａ-４号炉に求められる可能性を指摘したが[大道2007]、その後、
Ａ-４号炉は製鉄炉ではないという意見が出され、近江の箱形炉の祖型を
朝鮮半島の事例に求めることは難しいとしている[大道2014]。
ⅵ 神野は竪形の初現を７世紀末としている[神野2003]。
ⅶ 鉄鉱石は操業前に細かく砕いて用いていた痕跡が確認されている[大
道・門脇1999]。
ⅷ 剥ぎ取り模型から推測すると、炉の規模は、長軸約185㎝、幅約60㎝を
測る。
ⅸ ７世紀後半の西野原遺跡では、上野の他時期には見られない基部が薄
く開く特徴的な羽口が出土している。この羽口の基部内面には粘土塊が付
着しており、送風管と羽口がしっかりと固定された痕跡が確認できる。古
墳時代の鍛冶工房の検出は、富岡市上丹生屋敷山遺跡などの数遺跡に限ら
れているが、上丹生屋敷山遺跡では、成分調整の必要のない鉄素材を加工
した作業内容であったことが示されている[大澤2009・笹澤2009b]。一方、
西野原遺跡の鍛冶工房では不純物除去の精練から製品製作の鍛錬鍛冶まで
の工程が推定されており[大澤2010a]、出土した羽口は、製鉄導入期にも
たらされた精錬鍛冶工程の導入段階で使用された送風方法の痕跡である可
能性がある。
ⅹ 8世紀前半の峯山遺跡では、体部の長軸方向に直線的なナデの整形が
ある特徴的な羽口が出土している。このような体部縦方向に縦方向の整形
のある羽口は伊予の佐夜ノ谷遺跡でも検出されている。村上は、佐夜ノ谷
遺跡の羽口について、「奈良の平城京（右京八城一房十四坪）や法隆寺、飛
鳥の川原寺など、律令国家の成立に重要な地域で出土しており、政権との
関係を強く示唆している」としている[村上2006]。本資料は、製鉄導入期
に伴い各地にもたらされた精錬技術と関連している可能性もあり、類例の
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増加を待って検討していきたい。
ⅺ 元総社蒼海遺跡で箱形炉１基、横口式炭窯を検出した高崎市下室田遺
跡周辺で箱形炉の炉底塊が検出されており[笹澤2011]、榛名山南麓や国府
推定地南に隣接する地域でも箱形炉が操業されていたことが明らかになり
つつある。特に国府推定地域周辺での箱形炉の検出は、鉄生産と鉄器消費
地との関連、中央集権国家体制を目指したインフラ整備に伴う森林資源の
伐採と製鉄用木炭原料の関係を考える上で貴重な資料になるかもしれな
い。今後、報告を待って検討したい。
ⅻ 角田（2014）古代箱形炉一覧表を参照
� 久保ほか（2010）の成果を援用すれば上野は出銑しにくい砂鉄の性質と
推定されるかもしれない。
�　西野原遺跡（箱形炉中段の炉壁）1,120℃、同（箱形炉中段下半の炉壁）
1,144℃、峯山遺跡（箱形炉上段の炉壁）1,187℃、同（箱形炉下段の炉壁）
1,185℃、南原間遺跡（竪形炉上段から中段の炉壁）1,154℃。７世紀後半
の西野原遺跡より8世紀前半の峯山遺跡の方が、耐火度が若干高いが、９
世紀後半の南原間遺跡の竪形炉（砂鉄焼結付き、上～中段か）は低い。峯山
遺跡の箱形炉では炉壁の上段と下段で耐火度の差がない。　
�　註ⅶ参照
ⅹⅵ　近江の箱形炉の炉壁の耐火度は、源内峠遺跡の炉壁上段で1,495℃、炉
壁中段で1,440℃である。
ⅹⅶ　沙村製鉄遺跡１～４号炉の石組みは下部構造であるが、この下部構造
の石組みは自立炉の自重を支えるための構造であると解釈され、炉の構造
も平面形状円形の自立炉であると考えた。一方、竪形炉の構造は、半地下
部に掘り込まれた遺構で確認され、平面形状円形のものもあるが、多くは
直線の４辺を有する正～長方形を呈する。
ⅹⅷ　タイプ２の構造が研究者に認識されるようになったのは大山遺跡10・
11次[栗岡2005]以降であるので、さらなる検討が必要である。
ⅹⅸ　門脇（2015）は、高チタン砂鉄への技術対応として、「炉壁を多く溶かし、
造滓量を増やす必要がある。」と論じ、「炉壁に直接穿孔する送風孔では、
送風孔の維持が困難であるために、耐火度の高い羽口を装着して、送風を
維持した。」と推定した。陸奥で焼成した送風管が定着した根拠を原料砂鉄
に求めた門脇の論考は、重要である。
ⅹⅹ　東日本の横置きの箱形炉である下総の取香和田戸遺跡７号炉（第8図
15）、陸奥の大船迫A遺跡29・30号炉などは丹後の遠所遺跡の炉の規模・排
滓構造が共通しており、その系譜関係が注目される。
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キーワード
　対象時代　奈良・平安時代
　対象地域　東日本
　研究対象　墨書・刻書土器、墓葬

―― 要 旨 ――

　全国的にあまり類例は多くはないが、奈良・平安時代の墳墓から出土した骨蔵器や、墳墓から出土した供献型土器に

文字が記されたものが屡々見られる。

　いずれも一、二文字しか記されていないものがほとんどで、集落遺跡から出土する墨書・刻書土器の様相と全く変わ

らないものが多い。しかしながら、そこに記された文字が出土した墳墓周辺ないし近隣の集落遺跡から出土する墨書・

刻書土器の文字と共通していて、被葬者の生前の生活圏が類推できたり、あるいは明らかに死者を意識して記されたと

しか考えにくいような事例があったりと、葬送儀礼や被葬者とあながち無関係とは言い難いような文字が記された事例

が存在することが明らかになってきた。

　小稿では、奈良・平安時代の墳墓遺構から出土した主な墨書・刻書土器47例73点と骨蔵器石櫃に直接文字が刻書され

た1例1点について、資料に即した検討を加え、骨蔵器へ文字を記入する行為は、阿波国造碑のような墓碑、あるいは、

現在までに16例が発見されているわが国古代の墓誌の類例などに見られるような被葬者の顕彰、被葬者名の表示とは全

く別の次元にある、在地社会における呪術・祭祀の原理の中で行われた行為であったことを明らかにした。

はじめに

１．奈良・平安時代の墳墓から出土した墨書・刻書

土器の全般的特徴 

２．供献・副葬された墨書・刻書土器

３．骨蔵器ないしその蓋に直接文字が記入された例

おわりに

奈良・平安時代の墳墓出土の

墨書・刻書土器に関する一試論

高 島 英 之

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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はじめに 
墨書・刻書土器が、数少ない古代文字資料の中におけ

る新出の文字資料として、つとに注目されていることは
周知の通りである。

近年の研究により、それらの多くは村落内での祭祀や
儀礼にあたって用いられたものであることが明確になっ
てきた（平川2000、高島2000、荒井2005、三上2014など）。
土器に文字を記入する行為とは、日常什器とは異なる非
日常の標識を施すことであり、祭祀に用いる土器を日常
什器と区別し、疫神・祟り神・悪霊・鬼等を含んだ意味
においての神・仏に属する器であることを明記するため
のものと言えよう（松村1993a・b）。

奈良・平安時代の集落遺跡出土の墨書・刻書土器は、
とりわけ関東地方からの出土例が非常に多い。これはそ
の地域においてただ単に、発掘調査の件数が抜きん出て
多いからという理由だけではなく、当該期の東国村落の
特質である。

それらは、１文字だけが記されたものがほとんどなの
で、文字の意味は如何様にも解釈できるものが多く、記
された文字そのものの意味を確定することはなかなか難
しい。また、早く8世紀初頭のものもあるが、村落内で
本格的に広まっていくのは９世紀になってからである。
９世紀から10世紀にかけて飛躍的展開を遂げ、早くも10
世紀の内に急速に減少していってしまう。その一方、東
海地方では、中世でもなお土器に墨書することが行われ
続けている様子が判明している。

墨書・刻書土器の使われ方は、それぞれの土器に文字
を記した人びとそれぞれが果たしていた当時の社会的な
役割と密接に関わるのだから、墨書・刻書土器がどのよ
うな使われ方をしたのかと言うことを解き明かすこと
が、当時の社会のしくみやあり方を解明することにつな
がるわけである。つまり、それぞれの墨書・刻書土器の
用途や機能を解明することによって、そうした人的関係
の背後にある律令官司制のシステムや、村落構造を明ら
かにすることが可能であり、さらにはそのような諸関係
の総体としての古代社会像の解明につながっていくので
ある（佐藤2001）。そこに、墨書・刻書土器研究の意義が
存在するのである。

今回は、そのような墨書・刻書土器についての基礎的
な研究の一環として、全国的にあまり類例が多いわけで
はないが、奈良・平安時代の墳墓から出土した骨蔵器や、
墳墓から出土した供献型土器に文字が記された例を取り
上げて検討し、わが国古代の墨書・刻書土器の資料的性
格や用途・機能解明に向けての一助としたい。

奈良・平安時代の墳墓から出土した骨蔵器や、墳墓か
ら出土した供献型土器に文字が記された例は、いずれも
一、二文字しか記されていないものがほとんどで、集落
遺跡から出土する墨書・刻書土器の様相と全く変わらな

いものが多い。中には、記された文字が葬送儀礼や墳墓
という出土遺構と全く関係しないような、墨書・刻書土
器の骨蔵器への単なる転用に過ぎないとしか見られない
事例もないわけではない。

しかしながら、墳墓から出土した墨書・刻書土器に記
された文字が、出土した墳墓周辺ないし近隣の集落遺跡
から出土する墨書・刻書土器の文字と共通していて、被
葬者の生前の生活圏が類推できたり、あるいは明らかに
死者を意識して記されたとしか考えにくいような文字が
記された事例があったりと、そこに記された文字が、葬
送儀礼や被葬者とあながち無関係とは言い難いような事
例が存在することが明らかになってきた。

小稿では、奈良・平安時代の墳墓遺構から出土した主
な墨書・刻書土器47例73点と横穴墓出土の骨蔵器石櫃に
直接文字が刻書された事例１例について（以上第１表）、
資料に即した検討を加え、骨蔵器へ文字を記入する行為
が、在地社会における呪術・祭祀の原理の中で行われた
ことを明らかにし、その背景について考えてみたい。

１．奈良・平安時代の墳墓から出土した墨書・刻書土器
の全般的特徴

奈良・平安時代の墳墓から出土した主な墨書・刻書土
器 47 例 73 点を第１表に示した。内訳は、刻書土器が７
点、うち焼成前刻書が5点、焼成後刻書が２点、墨書土
器が 66 点であった。他に石製骨蔵器（石櫃）に刻書さ
れた例が１例である（第１表－ 47 の静岡県伊豆の国市
北江間横穴群大北支群）。

墳墓から出土した墨書・刻書土器の圧倒的な僅少さに
驚かされる。一遺跡から出土した墨書・刻書の、その遺
跡から出土した奈良・平安時代の土器の総数に占める割
合は、一遺跡から千点を越える墨書・刻書土器が出土し
た遺跡であっても、数パーセントに過ぎないと言われて
きたが（平川2000c）、それでも沖縄地方を除く全国各地
から古代の墨書・刻書土器がおよそ10万点も出土してい
ることを鑑みれば、あまりにも僅少であると言えよう。
墳墓から出土した墨書・刻書土器とは、それほど希な事
象と考えるべきなのであろう。

なお、第１表－１の秋田県秋田市湯ノ沢F遺跡出土の
９世紀後半の土師器杯底部外面に記された文字は、発掘
調査報告書では蝦夷の「夷」と訓まれているが、近年の研
究では「奉」と読むべきことが明らかになっている（平川
2001、小口2002）。また、第１表－４の群馬県藤岡市白
石根岸遺跡２号土壙墓出土の９世紀後半の土師器杯の大
部内外面２箇所に墨書された5点の資料については、発
掘調査報告書に掲載されている釈文に疑義を感じたの
で、実物を実見調査の上、筆者の個人的学説として、筆
者の責任において釈読した釈文をここでは提示した。そ
の他の釈文はすべてそれぞれの調査者、調査機関によっ
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第１表．墳墓から出土した主な古代の墨書・刻書土器
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出土遺跡名 遺跡所在地 遺跡の種類 出土遺構 種別 文字 年代 器種・文字の部位 土器用途

１ 湯ノ沢F遺跡 秋田県秋田市 土壙墓群 ３号土壙墓    焼成前
刻書 奉 ９Ｃ後 土師器杯底部外面 供献副葬

２ 下佐野遺跡 群馬県高崎市 集落・土壙墓
A区-071号土壙墓 墨書 得 ９Ｃ前 須恵器杯体部内外面正位２箇所 供献副葬
A区-313号土壙墓 墨書 田部２点 ９Ｃ前 土師器高台付碗体部内外面正位 供献副葬

３ 熊野堂遺跡 群馬県高崎市 集落・土壙墓 第Ⅱ地区123号土壙墓 墨書 玉万２点 ９Ｃ前 土師器高台付碗体部内外面正位 供献副葬

４ 白石根岸遺跡 群馬県藤岡市 集落・土壙墓 ２号土壙墓
墨書 郷 ９Ｃ後 須恵器高台付碗体部外面正位 供献副葬
墨書 万２点 ９Ｃ後 須恵器高台付碗体部外面正位 供献副葬
墨書 寺２点 ９Ｃ後 須恵器高台付碗体部外面正位 供献副葬

5 栃木県芳賀町
市塙字権現山 栃木県芳賀町 不明 耕作中に偶発的に出土 墨書 万富 ９Ｃ後 須恵器蓋体部外面正位 骨蔵器蓋

６ 栃木県芳賀町
文谷字中峰山 栃木県芳賀町 不明 耕作中に偶発的に出土 焼成前

刻書 下 ９Ｃ後 須恵器蓋体部外面正位 骨蔵器蓋

７ 宇都宮市下桑
町字前畑 栃木県宇都宮市 不明 工事中に偶発的に出土 墨書 木 ９Ｃ後 須恵器蓋体部外面正位 骨蔵器蓋

8 松原遺跡 茨城県水戸市 火葬墓 土坑跡 焼成前
刻書 六 ９Ｃ初 須恵器壺頸部外面正位 骨蔵器

９ 茨城県城里町
那珂西吹上 茨城県城里町 不明 耕作中に偶発的に出土 墨書 日下西家 8Ｃ後

～ 10Ｃ 須恵器蓋体部外面正位 骨蔵器蓋

10 鹿の子遺跡 茨城県石岡市 集落・墓域
火葬墓 墨書 万福 ９Ｃ末 土師器高台付皿体部外面横位 骨蔵器蓋
１号土坑跡（土壙墓） 墨書 大・四 ９Ｃ前 土師器杯体部外面正位 供献副葬

11 鹿の子Ｃ遺跡 茨城県石岡市 国府工房・集落

46号土壙墓 墨書 人 10Ｃ前 土師器碗体部外面正位 供献副葬
墨書 人 10Ｃ前 土師器碗体部外面正位 供献副葬
墨書 人 10Ｃ前 土師器高台付皿体部外面 供献副葬

121号土壙墓 墨書 椀 10Ｃ前 土師器高台付椀体部外面正位 供献副葬
122号土壙墓 墨書 阿古女　２点 10Ｃ前 土師器碗体部外面横位 供献副葬

12 北の谷遺跡 茨城県石岡市 不明 工事中に偶発的に出土 墨書 （人面）馬飼
部麿[  ] ９Ｃ前 土師器甕体部外面正位 骨蔵器

13 茨城県石岡市
高浜 茨城県石岡市 不明 工事中に偶発的に出土 墨書 宕丸 10Ｃ後 土師器壺体部外面正位 骨蔵器

14 茨城県坂東市
矢作 茨城県坂東市 火葬墓 耕作中に偶発的に出土 焼成後

刻書 是道 ９Ｃ 須恵器高坏体部外面正位 骨蔵器蓋

15 石橋北遺跡 茨城県土浦市 集落・墓域 １号火葬墓跡 墨書 横 ９Ｃ中 須恵器蓋体部外面 骨蔵器蓋
16 石橋南遺跡 茨城県土浦市 集落・墓域 １号火葬墓跡 墨書 長 ９Ｃ前 須恵器蓋体部外面 骨蔵器蓋

17 信太入子ノ台
遺跡 茨城県美浦村 集落・墓域 ３号火葬墓 墨書 大伴 8Ｃ後 須恵器蓋体部内面 骨蔵器蓋

18 大日遺跡 茨城県阿見町 墓域 ２号火葬墓 墨書 父 ９Ｃ後 土師器高台付椀底部外面 骨蔵器蓋

19 茨城県行方市
玉造若海 茨城県行方市 不明 耕作中に偶発的に出土 墨書 勝生 ９Ｃ後 灰釉陶器高台碗体部外面正位 骨蔵器蓋

20 下栗野方台遺
跡 茨城県下妻市 集落

１号土壙墓 墨書 戸大 ９Ｃ 
末 土師器杯 供献副葬

田方 10Ｃ前 土師器高台付碗 供献副葬

21 大境遺跡 埼玉県熊谷市 集落・墓域
１号土壙墓 墨書 右・右 10Ｃ初 土師器杯体部外面正位 供献副葬

右２点 10Ｃ初 土師器杯体部外面正位 供献副葬

22
埼玉県富士見
市水子字地蔵
山

埼玉県富士見市 集落 単独出土 墨書 佰子 ９Ｃ中 須恵器皿底部外面 骨蔵器蓋

23 楊櫨木遺跡 埼玉県狭山市 集落 １号土壙墓 墨書 水 ９Ｃ末 須恵器杯体部内面正位 供献副葬

24 叺原遺跡 埼玉県川口市 火葬墓・土壙墓群
２号火葬墓 墨書 小渕福 8Ｃ後 須恵器蓋体部外面横位 骨蔵器蓋
8号火葬墓 墨書 小渕福 8Ｃ後 須恵器蓋体部外面横位 骨蔵器蓋

25 大竹後遺跡 埼玉県川口市 火葬墓 耕作中に偶発的に出土 墨書 万 ９Ｃ初 土師器甕体部内外面正位２箇所 骨蔵器
26 笊田遺跡 千葉県袖ヶ浦市 火葬墓 火葬墓 墨書 千万 ９Ｃ前 須恵器杯底部外面 骨蔵器蓋
27 苗見作遺跡 千葉県木更津市 墓域 １号火葬墓 墨書 母 8Ｃ後 土師器杯底部内面 骨蔵器蓋
28 大畑台遺跡 千葉県木更津市 集落・墓域 土坑跡 墨書 万小丸 ９Ｃ中 土師器壺体部外面正位 骨蔵器
29 武士遺跡 千葉県市原市 墓域 地下式土坑SC07 墨書 （符録）　２点 8Ｃ後 須恵器杯体部外面横位 骨蔵器蓋

30 山見塚遺跡 千葉県市原市 集落 土坑跡 焼成後
刻書 安 8Ｃ後 土師器甕体部外面正位 骨蔵器

31 森台遺跡 千葉県山武市 古墳群・墓域 方形区画墓周溝 墨書 下 8Ｃ後 土師器杯底部内面 供献副葬
32 坂花遺跡 千葉県松戸市 不明 耕作中に偶発的に出土 墨書 国厨 8Ｃ後 土師器高坏脚部倒位 骨蔵器蓋
33 五丹歩遺跡 千葉県千葉市 集落・墓域 南地点002号址 墨書 万 ９Ｃ前 土師器甕体部外面正位 骨蔵器

34
龍角寺ニュー
タウンNo. ３地
点

千葉県栄町 墓域 69号土坑 墨書 立井 ９Ｃ中 須恵器蓋体部内面正位 骨蔵器蓋

35 千葉県佐原市
大倉 千葉県佐原市 不明 耕作中に偶発的に出土 墨書 鷹 ９Ｃ前 須恵器蓋体部外面正位 骨蔵器蓋

36 林小原子台遺
跡 千葉県多古町 墓域 20号跡（火葬墓） 焼成前

刻書 家長 8Ｃ後 土師器甕体部外面正位 骨蔵器上
鉢

37 土持台遺跡 千葉県多古町 墓域

29号跡（方形周溝状墓）
周溝 墨書 市 8Ｃ後 須恵器蓋体部内面正位 供献副葬

29号跡（方形周溝状墓）
周溝 墨書 市 8Ｃ後 須恵器蓋体部内面正位 供献副葬

38 大作遺跡 千葉県佐倉市 墓域 ６号方形周溝状墓周溝 墨書 市 8Ｃ後 土師器杯底部外面 供献副葬

39 大宮戸大新田
第一遺跡 千葉県銚子市 集落・墓域 土壙墓 墨書 老 10Ｃ後 土師器杯体部外面横位 供献副葬
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出土遺跡名 遺跡所在地 遺跡の種類 出土遺構 種別 文字 年代 器種・文字の部位 土器用途

40 西大作遺跡 千葉県我孫子市 集落・墓域 火葬墓 墨書

久須部×

９Ｃ前

土師器甕体部内面倒位 骨蔵器
久須×
久須×
千ヵ×
負郷ヵ×
×意布郷久須
部千依女 土師器甕体部外面横位

久須波良千依
女

41 平山台横穴墓 東京都日野市 横穴墓群 １号横穴墓
墨書 土井 8Ｃ中 須恵器蓋体部外面 供献副葬
墨書 十 8Ｃ中 須恵器杯体部内面正位 供献副葬

42
武蔵国府関連
遺跡高倉・美
好町地区

東京都府中市 集落・墳墓 M33-S11墳墓跡 墨書 孝酒 8Ｃ中 須恵器杯底部外面 供献副葬

43 藪根不動原遺
跡

神奈川県横浜市
都筑区 集落・墓域 H1号土壙墓 墨書 川ヵ

＠
10Ｃ前 須恵器杯体部外面正位 供献副葬
10Ｃ前 須恵器杯体部外面正位 供献副葬

44 北中尾横穴墓
群 神奈川県大磯町 横穴墓群 ３号横穴墓 焼成前

刻書 天 8Ｃ前 須恵器短頸壺体部外面倒位 供献副葬

45 五輪堂遺跡 長野県千曲市 集落・墓域 ２号火葬墓
墨書 月 ９Ｃ後 灰釉陶器碗底部外面 供献副葬
墨書 豊村寺 ９Ｃ後 土師器杯体部内外面横位 供献副葬

46 石上遺跡 長野県松本市 集落・墓域 １号木棺墓 墨書

□得 ９Ｃ後 灰釉陶器長頸壺体部外面正位 供献副葬
得 ９Ｃ後 須恵器杯体部外面倒位 供献副葬
得 ９Ｃ後 須恵器杯体部外面倒位 供献副葬
得 ９Ｃ後 須恵器高台付皿体部外面倒位 供献副葬
得 ９Ｃ後 須恵器高台付皿体部外面倒位 供献副葬

47 北江間横穴墓
群大北支群

静岡県伊豆の国
市 横穴墓群 24号横穴墓 刻書 若舎人 ７Ｃ末 Ⅱ-Ⅰ号石櫃側面正位 骨蔵器

48 柳沢遺跡 静岡県島田市 墳墓 火葬墓 墨書 神殿 8Ｃ初 須恵器杯底部外面 供献副葬



第１図　墳墓から出土した主な墨書・刻書土器の例（１）
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第２図　墳墓から出土した主な墨書・刻書土器の例（２）
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第３図　墳墓から出土した主な墨書・刻書土器の例（３）
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て公表されたものに拠っている。
　あくまでも個人による集成であるため、遺漏や脱漏も
少なくないことと危惧するが、現在までのところ畿内を
含む静岡県以西やあるいは畿内の文化・習俗・文物がス
トレートにもたらされたところがある東北地方の城柵・
官衙遺跡周辺では全く類例が見あたらない。
　火葬墓からの出土の場合、まず、墨書・刻書土器が骨
蔵器そのものであるのか、それに直接伴うもの、例えば
骨蔵器の蓋として使用された土器である場合などと、副
葬品ないしは葬送者に対する供献儀礼の中で使用された
土器とに区別される。
　土葬による土壙墓から出土したものは、いずれも葬送
儀礼に伴う飲食物の供献、あるいは副葬品としての食器
として埋納されたものと考えられる。また、墓前祭祀、
祖先祭祀など、墓そのものの年代より後の時代に被葬者
の子孫が行った祭祀や儀礼等の行為に伴うものである場
合も想定でき、遺物そのものが示す年代が、ストレート
に墓そのものの造立年代を示すとは限らないケースもあ
り得るので、遺物が示す年代観と遺構の年代との関係に
は注意を要する。
　葬送儀礼に伴って供献されたものについては、祭祀や
儀礼の場での使用という墨書・刻書土器本来の用途・機
能と容易に結びつき、集落などで出土する墨書・刻書土
器との共通性が伺えるのはある意味当然と言えよう。
　また、土器の焼成前に文字が刻書されている場合は、
概して土器の使用・消費の側における論理や用途・機能
と、文字の内容とが全く関わらないものである可能性も
存在しており、文字の内容を墳墓や葬送儀礼と関連づけ
る際には、より慎重な史料批判が必要になる。
　集成した墳墓出土墨書・刻書土器70点の類例のうち、
直接、骨蔵器などの埋葬具ではなく、供献、あるいは副
葬品として埋納された墨書・刻書土器の数は41例であり、
集成した資料72点の半数以上を占めた。
骨蔵器に文字が記された例では、蓋に記されたものが
20例（第１表－5・６・７・９・10・15・16・17・18・
19・22・24・26・27・29・32・34・35）であり、骨蔵器
の口を蓋で塞いださらにその上に被せられた土器に文字
が記された例が１例（36）あり、骨蔵器そのものに記され
たものは10例（第１表－8・12・13・14・25・28・30・
33・40・47）に過ぎなかった。文字が記された骨蔵器も、
蓋も、そのほとんどが、既存の土器の転用であった。
　なお、今回は検討の対象とはしないが、古墳を対象と
した祖先祭祀のために供献された平安時代の墨書土器が
古墳の周溝から出土した例が存在するが（宮瀧1993、奈
良県立橿原考古学研究所附属博物館2013）、墳墓に供献、
あるいは副葬された墨書・刻書土器の類例には、明らか
に遙か後の時代に祖先祭祀のために供献、あるいは埋納
されたような事例を見いだすことは出来なかった。

　骨蔵器関連の土器に直接文字が記されている例は、供
献ないしは副葬された墨書・刻書土器の事例よりも若干
少ない。このうち骨蔵器そのものものに文字が記され
た例が、静岡県伊豆の国市北江間横穴墓群大北支群 24
号横穴墓出土の石櫃に直接刻書された例（第１表－ 47）
を含めて 11例（第１表－8・12～14・25・28・30・33・
36・40・47）、骨蔵器の蓋として使用された土器に文字
が記されたものが 20 例で、製品化された蓋（第１表－３・
６・７・９・15・16・17・24・34・35）ばかりに止まら
ず、杯や椀、高台付皿など蓋以外の器種の土器を倒位に
して使用されたものも少なくなかった（第１表－ 10（高
台付皿）・18（高台付碗）・22（皿）・26（杯）・27（杯）・
29（杯）・32（高杯））。
　なお、刻書土器７点（第１表－１・６・8・14・30・
36・44）は、焼成前刻書、焼成後刻書いずれの例におい
ても骨蔵器に記されたものが多く、７点中の４点（第１
表－8・14・36・44）を占めた。
　第１表にまとめた通り、墳墓から出土した墨書・刻書
土器は、ごく一般的な集落遺跡出土の墨書・刻書土器同
様、記されている文字は一文字ないし二文字程度のもの
がほとんどであった。この点は、現在までのところ、畿
内を中心に西日本各地で出土している16例の古代の墓誌
や、２例が確認されている買地券の類例との類似性やそ
れらの影響は皆無であり、墓誌や買地券とは異なる論理
の下に記された文字であると言い切って良いだろう。
　なお、わが国古代の墓誌は、金属製・石製・塼製など
の長方形板状材・直方体材ないし骨蔵器に死者の名前、
生前の地位・官職、系譜・経歴、埋葬地名、追悼文など
を記し、墓に埋納したもの。墓碑が墓外に立てられるの
に対し、墓内に埋納されるところに特徴がある（奈良国
立文化財研究所飛鳥資料館1979、大阪府立近つ飛鳥博物
館2004、村木2005、小笠原2013）。
　墓誌を埋納する風習は中国に由来し、中国では後漢代
から行われていた。魏・晋代に墓前に顕彰碑を立てるこ
とがたびたび法令によって禁止されたことによって、墓
内に埋納する墓誌が盛行するようになったと言われてい
る（村木2005、小笠原2013）。
　わが国では７世紀から8世紀にかけて行われた。現存
するわが国の７～8世紀の墓誌は16例あり、さらに現物
は現在のところ失われているが、記録により存在が確認
できるものが他に２例ある（奈良国立文化財研究所飛鳥
資料館1979、大阪府立近つ飛鳥博物館2004、村木2005、
小笠原2013）。
　現存する古代の墓誌の中で最古の紀年を有するもの
は、大阪府柏原市国分松岳山出土の船首王後墓誌で、戊
辰（668）年の年紀を有する。また、最も新しい年紀を有
するものは大阪府南河内郡太子町春日出土の紀吉継墓誌
で、延暦３（784）年である。
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　形態は長方形板・直方体・有蓋椀型・筒型などが見ら
れ、長方形板型のものと有蓋椀型のものは金属製のもに
限られ、一方、直方体型のものは石製・塼製のものに限
られている。有蓋椀型のものは骨蔵器であり、骨蔵器に
墓誌を記されたものは、現時点で出土しているものでは
いずれも蓋部に記入されている。金属製の骨蔵器は、仏
教の舎利容器の影響によるものである。
　形状・内容ともに、同時代の中国の墓誌に比べて非常
に小型かつ簡素であり、そこにわが国古代の墓誌の特色
がある。同時代の中国の墓誌の文体を完全に踏襲してい
るのは、奈良県香芝市穴虫から出土した威奈真人大村

（707年 慶雲４年没、正五位下少納言）墓誌の例のみであ
るが、墓誌は碑に刻むものである同時代の中国に比して、
わが国にはそのような例は皆無である。
　現存するわが国古代の墓誌は、いずれも貴族・官人地
方豪族・高僧に限られているが、例えば723年（養老７）
没の太安萬侶（従四位下）と729年（神亀６）没の小治田安
萬侶（従四位下）の墓誌のように、同時期の同位階の貴族
の墓誌でも、墓誌の製作技法や記載内容、付属品などに
差異がある。また六位以下の下級官人や地方豪族の墓誌
が形態・文内容ともに必ずしも簡素というわけではない。
わが国古代の墓誌には、官位や身分に伴う序列や差は規
定されていなかったようである。
　日本古代の墓誌の類例では、骨蔵器に直接墓誌が記さ
れたものはなく、現時点で出土しているものはいずれも
骨蔵器の蓋に墓誌が記されている例で、奈良県香芝市
穴虫から出土した威奈真人大村墓誌（慶雲４（707）年没、
正五位下少納言、金銅製）、岡山県矢掛町東三成出土の
下道朝臣圀勝圀依母墓誌（和銅元（708）年没、銅製）、鳥
取県鳥取市国府町出土の伊福吉部徳足比売墓誌（和銅元

（708）年）没、従七位下、銅製）の３例のみである。この
ほか、現存するものは小断片ではあるが、骨蔵器の筒型
の外容器に墓誌が記された奈良県生駒市有里町出土の
僧・行基墓誌（天平21（749）年没、大僧正、金銅製）も、
同系統のものと考えて良いだろう。
　わずかな例とは言え、わが国の墓誌には骨蔵器本体に
文字が記されたのではなく、いずれも蓋の部分に文字が
記されていることは、墨書・刻書土器でも骨蔵器そのも
のに文字が記されたものよりも骨蔵器の蓋に文字が記さ
れたものの方が多いということと共通しており、興味深
い。
　一方、買地券とは、本来は土地の売買証明書であるが、
古代の中国・朝鮮半島では、墓地を購入した証明書とし
て、石や金属を板状に加工し、被葬者の生前の官位官職、
姓氏名、年齢、居住地、墓地の所在地、墓地の購入価格、
範囲などが記入され、墳墓に副葬された。中国では前漢
から近世にかけて広くみられ、元来は、実際の墓地その
ものの土地に関することが記されていたが、次第にそれ

が冥界の架空の土地の権利書になったり、神々を証人や
裁判官に比定するなど、信仰的な要素が強くなってくる。
朝鮮半島では、百済・武寧王（462 ～ 523年、百済第25代
王、在位502 ～ 523年）陵から発見された墓誌が買地券の
体裁を採っている（李 2012）。
　わが国古代における買地券の事例は、現在までのとこ
ろ、福岡県太宰府市の宮ノ本遺跡出土のものと（太宰府
市教育委員会1980）、近世に備中国（現在の岡山県倉敷市）
で出土した塼製の谷田部益足買地券（間壁1980、岸1980）
の２例のみである。
　墓誌では、ごく少数ながら骨蔵器の蓋や外容器に記さ
れた例があるものの、奈良・平安時代の墳墓から出土し
た墨書・刻書土器の例には、多文字のものは１例のみで
あり、先述した通り、大方のものは１文字ないし２文字
程度の文字の記載にとどまっており、これらが墓誌や買
地券の影響を受けたとは全く考えにくい。

２．供献・副葬された墨書・刻書土器
　先述した通り、奈良・平安時代の墳墓出土の墨書・刻
書土器の中で、墳墓に供献ないし副葬されたものは42点

（第１表－１～４・10・11・20・21・23・31・37 ～ 39・
41 ～ 46・48）あり、墳墓から出土した古代の墨書・刻書
土器の半数以上を占めている。刻書は２点（第１表－１・
44）で、他40点は墨書である。
　供献ないし副葬された墨書・刻書土器が出土した墳墓
は、茨城県石岡市鹿の子遺跡出土の９世紀前半の土師器
杯の体部外面に正位で「大」・「四」と墨書されたもの（第
１表－10）、東京都府中市武蔵国府関連遺跡高倉・美好
町地区出土の8世紀中葉の須恵器杯底部外面に「孝酒」と
墨書されたもの（第１表－42、門田2010）、長野県松本市
五輪堂遺跡から出土した９世紀後半の灰釉陶器碗の底部
外面高台内に「月」の一文字が墨書されたものと同じく９
世紀後半の土師器杯の体部外面に横位で「豊村寺」と墨書
されたもの（第１表－45）の３例以外は、現在のところほ
とんどが土葬の土壙墓（第１表－１～４・10・11・20・
21・23・31・39・41・43・46・48）もしくは方形周溝墓
の溝からの出土である（第１表－37・38）。また、１例の
みであるが、神奈川県大磯町北中尾横穴墓群３号横穴墓

（第１表－44）のような、横穴墓出土のものがある。
　墨書・刻書土器が出土した古代の方形周溝墓では主体
部が発見されたものは１基も無かったが、他の類例から
みて火葬墓と考えられる。
　第１表－44の神奈川県大磯町北中尾横穴墓群３号横穴
墓出土の９世紀前葉の須恵器短頸壺の体部外面に倒位で

「天」の文字が焼成前に刻書された例は、墳墓への供献・
副葬という土器の用途と記された文字とが関連しない可
能性が高い。
　なお、東京都府中市武蔵国府関連遺跡高倉・美好町地
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いとのことであるが、この10枚重ねで出土した土師器杯
のうちの７点に体部外面に横位で２号火葬墓から出土し
た墨書土器と同じ「豊村寺」の文字が墨書され、仏教信仰
絡みの宗教行為や儀礼が行われたものと考えられる。
　この10枚重ね土師器杯を使用して行われた宗教的行為
が、埋葬に当たっても行われたのか、あるいは双方から
出土した土器に墨書された文字のみが共通するだけで、
集落で行われた祭祀・儀礼と、墳墓で行われた儀礼とが
全く異なるものであったのかは遺物の出土状況からは判
明し得ない。しかしながら集落内の祭祀的遺構と墳墓か
ら出土した墨書土器に、同じ文字、しかも寺院名とおぼ
しき文言が記されていると言うことは、双方に関わる思
想に何らかの共通点が存在していたと見なければなるま
い。
　墳墓から出土した墨書・刻書土器の中でも、供献・副
葬されたものは、とりわけ一般的に集落の竪穴建物跡な
どから出土する墨書・刻書土器と全く変わらないものが
ほとんどであるが、本例は、墳墓出土の墨書・刻書土器
と集落内出土の墨書・刻書土器とがともに同じ文字が記
されたケースとしても重要な資料である。
　第１表－37の千葉県多古町土持台遺跡の29号跡（方形
周溝墓）から出土した8世紀後葉の２点の須恵器蓋の体
部外面に正位で記された「市」の文字及び、第１表－38の
千葉県佐倉市大作遺跡の６号方形周溝墓から出土した8
世紀後葉の土師器杯底部外面に記された同じく「市」の文
字は、字形から見れば「市」と釈読出来るが、「万」の異体
字である可能性もあり（『新訳華厳経音義私記』）、そうで
あれば集落遺跡等から出土するごく一般的な墨書・刻書
土器に多い文字の一つと言うことになる。
　このほか第１表－48静岡県島田市柳澤遺跡の火葬墓か
ら出土した8世紀初頭の須恵器杯の底部外面に「神殿」と
記された例も、記された文言から見て埋葬に関わる祭祀・
宗教的儀礼との関係を偲ばせる。
　以上、墳墓から出土した供献・副葬された墨書・刻書
土器に記された文字は、集落等から一般的に出土する墨
書・刻書土器と全く変わらないもの圧倒的多数であり、
墳墓に供献・副葬されるという用途・機能自体は、墨書・
刻書土器に記された文言にはほとんど反映されていない
ということが判明した。
　また、それらの器種は、供献・供食という用途に合致
したものばかりであると同時に、また、『日本書紀』崇神
10年条に、三輪山のオオモノヌシノカミが小蛇に姿を変
えて妻のヤマトトトヒメノミコトの箸箱の中に姿を隠し
ていたという伝承や、『常陸国風土記』那賀郡茨城里条に、
神の子の器自体に神が依ますことが文献史料にみえる。
なお、この説話で、依代として供献した器がまず杯であ
り、次いで瓶であったという点も注目に値する。集落遺
跡から出土する祭祀関連墨書土器の９割以上が杯型の土

区で検出されたM33-S11墳墓から出土し8世紀中葉の須
恵器杯底部外面に「孝酒」と墨書された土器は、骨蔵器で
ある土師器長胴甕の内部に落ち、破片になった状態で発
見された（門田2010）。墨書土器の釈文から、埋葬された
死者の霊魂に対して「孝酒」を奉献したものと考え、供献・
副葬の用途に分類したが、元来は骨蔵器の蓋に使用され
ていたものが、土圧によって破壊され骨蔵器内部に落下
した可能性も考えられる。
　墳墓に供献・副葬された墨書・刻書土器で、出土状況
からみて明らかに埋葬時よりも後の時代に供献・副葬さ
れたことが明白なものはなかった。
　記載内容では、第１表－11の茨城県石岡市鹿の子Ｃ遺
跡の122号土壙墓から10世紀前半の土師器碗体部外面に
横位で「阿古女」と記されたもの２点が、明らかに人名で
あり、被葬者もしくは供献した側の人物の名前である可
能性があり、特筆できる。
　また、第１表－45長野県千曲市五輪堂遺跡２号火葬墓
から出土した９世紀後半の土師器杯の体部内外面に横位
で墨書された「豊村寺」の文字は、在地社会における葬送
にあっても仏教信仰との関わりが存在していたことを如
実に示すものとして注目出来る。
　関東地方、とくに千葉県内における古代の集落遺跡で
は、集落内に展開する竪穴建物跡群の中に、しばしば四
面庇の掘立柱建物跡が検出され、その周囲から仏具や仏
教的な信仰に関わるような文言が記された墨書土器が
出土し、村落内における仏堂と考えられているが（須田
1985ほか）、そうした村落内寺院の付近からは「寺」と一
文字記された墨書土器ばかりではなく法号による寺名が
記された墨書土器が出土するケースもまま見受けられ
る。また、全く仏堂や何らかの建物跡の痕跡すら見あた
らないような場所からも往々にして「寺」と記された墨書
土器が出土するケースもある。古代の在地社会の人々の
意識では、例え１宇の仏堂であったとしても法号を有す
る寺院なのであり、さらには仮に仏堂や施設すら無くと
も、何らかの仏教的な信仰に基づく儀礼を行う場所・空
間は、その儀礼が行われている間は「寺」と称されていた
のだと考えられるので（荒木2009）、「豊村寺」と記された
墨書土器の出土は、仏教的な信仰に基づいた宗教的な儀
礼が行われたことの証左となろう。本来的には、火葬と
いう葬法自体が仏教との関連で導入されたと考えられる
ので、火葬墓から仏教的信仰を示す文言が記された墨書
土器が出土することは、ある意味当然なのであるが、そ
のような資料の実例は実際には非常に少ないので、火葬
墓と仏教的信仰との関連を如実に示す物質的な資料とし
て重要な例と言えるのである。
　この火葬墓から北東に約50ｍの位置から内面黒色処理
された土師器杯が10枚重なって出土し、何らかの祭祀に
関わる所為と考えられる。報告書に依れば遺構は伴わな
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正位で「下」と刻書されたものや、第１表－8の茨城県水
戸市松原遺跡火葬墓跡から出土した骨蔵器として使用さ
れた９世紀後葉の須恵器壺頸部に「六」と刻書されたもの
などは、骨蔵器及びその蓋という用途に関わる文字とは
考えにくい。
　一方、土師器では焼成前に刻書された例でも骨蔵器と
いう土器の用途と関連するような文字が記された例があ
る。第１表－36千葉県多古町の林小原子台遺跡20号跡（火
葬墓）から出土した骨蔵器として使用された8世紀後半
の土師器甕の体部外面に、焼成前に「家長」と刻書された
例は、骨蔵器に遺骨が納められた被葬者の人名に関わる
文言、あるいは吉祥文字的な意味での記入であった可能
性が考えられる（門田2013）。
　骨蔵器ないし骨蔵器蓋に墨書・刻書された吉祥文字的
な例としては、第１表－5の栃木県芳賀町市塙字権現山
出土の骨蔵器蓋として使用されていた９世紀後葉の須恵
器蓋の体部外面正位に「万富」と墨書された例、第１表－
10の茨城県石岡市鹿の子遺跡の火葬墓から出土した骨蔵
器の蓋として使用されていた９世紀末の土師器高台付皿
の体部外面に正位で「万福」と墨書された例、第１表－19
の同じく茨城県行方市玉造若海から出土した骨蔵器の蓋
として使用されていた９世紀後葉の灰釉陶器高台付碗の
体部外面に正位で「勝生」と墨書された例、第１表－22の
埼玉県富士見市水子字地蔵山から出土した骨蔵器の蓋と
して使用されていた９世紀中葉の須恵器皿底部外面に

「佰子」と墨書された例、第１表－24の埼玉県川口市叺原
遺跡の２号及び8号火葬墓から出土した8世紀後葉の須
恵器蓋の体部外面に横位で「小渕福」と墨書された例２
点、第１表－25の同じく埼玉県川口市大竹後遺跡の火葬
墓から出土した骨蔵器として使用されていた９世紀初頭
の土師器甕体部内外面２箇所に「万」と墨書された例、第
１表－26の千葉県袖ヶ浦市笊田遺跡の火葬墓から出土し
た骨蔵器の蓋として使用されていた９世紀前葉の須恵器
杯底部外面に「千万」と墨書された例、第１表－33の千葉
県千葉市五丹歩遺跡の南地点002址から出土した骨蔵器
として使用されていた土師器甕の体部外面に正位で「万」
と記された例、第１表－30の千葉県市原市山見塚遺跡の
土坑跡から出土した骨蔵器として使用されていた8世紀
後葉の土師器甕の体部に正位で「安」と土器焼成後に刻書
された例など枚挙に暇がないくらいであり、集落遺跡等
から出土するごく一般的な墨書・刻書土器と共通する特
色である。ただ、第１表－25の同じく埼玉県川口市大竹
後遺跡の火葬墓から出土した骨蔵器として使用されてい
た９世紀初頭の土師器甕体部内外面２箇所に「万」と墨書
された例のように、集落遺跡などから一般的に出土する
墨書・刻書土器には、土師器甕の体部外面に一文字を大
書する例はほとんどないので、この例は、記されている
文字自体は、集落遺跡などから一般的に出土する墨書・

器であり、甕型のものがそれに次ぐという出土状況は、
こうしたほぼ同時代の説話に見える祭祀の具体像と合致
している。特に一般的な墨書土器は、その大多数が杯型
土器であることや、東国の集落遺跡出土の人面墨書土器
には杯型のものが多く見られると言う点も、依代という
機能から説明できる（高島2012b）。東国の集落遺跡出土
の人面墨書土器に杯型のものが多く見られるのは、東国
の集落遺跡に特に顕著な、文字のみ記された墨書土器の
影響によるとも考えられる（高島2012）。
　墳墓に供献・副葬される際に行われた祭祀・宗教的儀
礼等の行為は、集落内で墨書・刻書土器を使用して行わ
れる祭祀・儀礼と同じないし、かなり類似・共通した思想・
信仰の下に行われていた可能性が高いように思われる。

３．骨蔵器ないしその蓋に直接文字が記入された例
　先述したように骨蔵器そのものに墨書・刻書された例
は、供献ないしは副葬された墨書・刻書土器の事例より
も若干少ない。このうち骨蔵器そのものものに文字が記
された例が、静岡県伊豆の国市北江間横穴墓群大北支群
24号横穴墓出土の石櫃に直接刻書された例（第１表－47）
を含めて10例（第１表－8・12 ～ 14・25・28・30・33・
36・40・47）、骨蔵器の蓋として使用された土器に文字
が記されたものが20例で、製品化された蓋（第１表－３・
6・７・９・15・16・17・24・34・35）ばかりに止まら
ず、杯や椀、高台付皿など蓋以外の器種の土器を倒位に
して使用されたものも少なくなかった（第１表－10（高
台付皿）・18（高台付碗）・22（皿）・26（杯）・27（杯）・
29（杯）・32（高杯））ということは前にも述べた通りであ
る。さらに、骨蔵器の口を蓋で塞いださらにその上に被
せられた土器に文字が記された例が１例（第１表－36）あ
る。
　なお、刻書土器７点（第１表－１・６・8・14・30・
36・44）は、焼成前刻書、焼成後刻書いずれの例におい
ても骨蔵器に記されたものが多く、７点中の４点（第１
表－8・14・36・44）を占めた。
　極端に言えば後世の奉献の可能性をも否定できない副
葬・供献された墨書・刻書土器に比して、埋葬と同時期
に記されたと考えられる骨蔵器ないしその蓋と言った埋
葬具そのものに文字が記された例では、葬送という行為
が、記された文字に多少なりとも反映しているのではな
いだろうか。
　先述した通り、焼成前に刻書されたものは、特に須恵
器については土器の生産段階である窯場で記入されたも
のであり、消費地からは離れた場所であることから、消
費段階における土器の用途・機能と、記された文字内容
とが関連しない可能性が一般的には高い。これらのうち、
第１表－６の栃木県芳賀町文谷字中峰山出土の骨蔵器の
蓋として使用された９世紀後葉の須恵器蓋の体部外面に
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「母」と墨書された例、第１表－28の千葉県木更津市の大
畑台遺跡の土坑跡から出土した骨蔵器として使用されて
いた９世紀中葉の土師器壺体部外面に正位で「万小丸」と
墨書された例、第１表－35の同じく千葉県佐原市大倉か
ら出土した骨蔵器の蓋として使用されていた９世紀前葉
の須恵器蓋体部外面に正位で「鷹」と墨書された例、先掲
したが、第１表－36の千葉県多古町林小原子台遺跡20号
跡（火葬墓）から出土した、骨蔵器外蓋として使用された
8世紀後半の土師器甕の体部外面に、焼成前に「家長」と
刻書された例などがある。もっとも、この資料について
は、先述したように、骨蔵器に遺骨が納められた被葬者
の人名に関わる文言とも、また、あるいは吉祥文字的な
意味での記入であった可能性の双方が考えられる（２）。
　第１表－19の茨城県阿見町大日遺跡の２号火葬墓から
出土した骨蔵器の蓋に「父」と墨書された例、第１表－27
の千葉県木更津市苗見作遺跡出土の骨蔵器の蓋に「母」と
墨書された例もまた、特徴的である。
　「父」「母」と言う文言は、当該期の集落遺跡などから
一般的に出土する墨書・刻書土器の例にほとんど無い文
言である。「父」「母」の文字は、古代社会においては、
人名にも使用されることもあったが、この場合において
は人名の一部を記したものとは考えにくく、それらの葬
送を行った人々にとっての父・母の遺骨を納めたもので、
そのための文字の記入と考えるのが妥当であろう。
　第１表－12の茨城県石岡市北の谷遺跡出土の９世紀前
葉の土師器甕の体部外面に正位で人面とともに「馬飼部
麿[  ]」と墨書されたものについては、この土器の再調
査を行い、再釈読の契機を作られた吉澤悟氏が、人面墨
書土器として村落内における祭祀に使用された土器が、
後に、その祭祀を執り行った人物である「馬飼部麿[  ]」
との関わりで、骨蔵器に転用されたもので、記された人
物名が、被葬者そのもの、あるいはその由縁の人物であっ
たことや、かって祭祀行為に使用されたという特異性故
にこそその土器が選ばれて、骨蔵器に転用されたという
見方を示しておられるが（吉澤1999）、卓見と言うべきで
あろう。
　人面を伴う墨書土器が骨蔵器に使用されている例が、
本例以外に、現在までのところ全く見あたらないことや、
人面墨書土器を使用した祭祀・儀礼が、葬送に伴う宗教
的行為・儀礼として行われたこと示すような事例も、現
在までのところ皆無であることも、この資料の特異性を
物語って余りあるように思われる。ただ、第一義的には、
人面と人名の墨書は、村落内における祭祀・儀礼等の行
為に関わるものであることは明白ではあるものの、転用
後に骨蔵器としての利用が予定された時点で、そこに記
されていた人名と被葬者との関連については、現段階に
おいては全く不明であると言わざるを得ない。この点は、
今後の資料の増加を俟って、さらに検討すべき課題であ

刻書土器と何ら変わりはないものの、骨蔵器としての用
途を意識した文字の記入である可能性が高い。
　何せ１文字・２文字の記載なので、如何様にでも解釈
が可能であるいう不確実性が高い部分は否定できないも
のの、吉祥的な内容を有する文字であれば、地名・人名
に用いられることも当然の如く少なくない。多様な解釈
が可能であり、その点、文字内容を特定することが困難
なところに限界を感じる。        
　先掲した、第１表－19の茨城県行方市玉造若海から出
土した骨蔵器の蓋として使用されていた９世紀後葉の灰
釉陶器高台付碗の体部外面に正位で「勝生」と墨書された
例、第１表－22の埼玉県富士見市水子字地蔵山から出土
した骨蔵器の蓋として使用されていた９世紀中葉の須恵
器皿底部外面に「佰子」と墨書された例（１）、第１表－24
の埼玉県川口市叺原遺跡の２号及び8号火葬墓から出土
した8世紀後葉の須恵器蓋の体部外面に横位で「小渕福」
と墨書された例２点などは、単なる吉祥文字として記入
されたと見られるばかりではなく、人名ないしその一部
を構成する文字である可能性も決して低くはない。人名
の一部の文字を省略したり、人名の一部を構成する文字
を記すことによって、その人物そのもののを示すような
例は、古代の私印や焼印等の例にも多く、そのようなこ
とが古代社会においてごく一般的に行われていたことが
明らかになっている（高島2000bほか）。
　墳墓に供献・副葬された土器に記されたものでは、明
らかに人名ないしその一部を記したと考えられる例は非
常に少なかったのに比して、骨蔵器ないし骨蔵器の蓋と
して使用された土器に記された文字には、明らかに人名
や立場を示すような文言が記されている例がある。例え
ば、第１表－９の茨城県城里町那珂西吹上出土の骨蔵器
の蓋として使用されていた須恵器蓋の体部外面に正位で

「日下西家」と墨書されたもの、第１表－12の同じく茨城
県石岡市北の谷遺跡出土の９世紀前葉の土師器甕の体部
外面に正位で人面とともに「馬飼部麿[  ]」と墨書された
もの、第１表－13の同じく茨城県石岡市高浜から出土し
た10世紀後葉の土師器壺体部外面に正位で「宕丸」と墨書
されたもの、第１表－14の同じく茨城県坂東市矢作の火
葬墓から出土した骨蔵器の蓋として使用された10世紀後
葉の須恵器高坏の体部外面に正位で「是道」と焼成後に鋭
利な錐や針のような恐らくは金属製の道具で刻書された
例、第１表－17の同じく茨城県美浦村信太入子ノ台遺跡
３号火葬墓から出土した骨蔵器の蓋として使用された8
世紀後半の須恵器蓋の体部内面に「大伴」と墨書された
例、第１表－19の同じく茨城県阿見町大日遺跡の２号火
葬墓から出土した骨蔵器の蓋として使用された９世紀後
葉の土師器高台付椀底部外面に「父」と墨書された例、第
１表－27の千葉県木更津市苗見作遺跡出土の骨蔵器の蓋
として使用されていた8世紀後葉の土師器杯底部内面に
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れた場所との想定も成立しよう（高島2012c）。厨家は官
衙における経済活動の拠点でもあり、交易や買付けなど、
国府外における活発な活動も十分想定できるのである。
　さらに、国府に上番、あるいは労働徴発された徭丁等
に対して、各出身郡厨家が食料を供給することがあった
か、あるいは徭丁たちが出身郡単位に編成されて、これ
に関わる厨家が「某郡厨」という形で国府内に設置されて
いたことに因る可能性も平川南氏によって提示されてい
る（平川2000a）。
　なお、静岡県内の郡家遺跡である藤枝市御子ヶ谷・秋
合両遺跡や、浜松市伊場遺跡、同市井通遺跡などにおけ
る大溝からの大量の郡名記載土器の出土状況からは、祭
祀・儀礼における郡名記載土器使用の可能性が想定でき
るところである。
　その際に、それら「国厨之饌」・「（某）郡厨之饌」が供さ
れた先は、現実世界の貴顕に止まらず、神仏などに対す
るケースも考えられる。さらに言うなれば、実際には「国
厨之饌」・「（某）郡厨之饌」でなくとも、そのような「高級・
上等な酒食」とも言うべきブランドを騙って国・（某）郡
厨銘記載土器が供えられたケースさえ存在していた可能
性が考えられる（高島2012c）。
　本例を詳細に調査された松尾昌彦氏は、高坏の脚部に
倒位で「国厨」の文字が墨書されていることから、それが
倒位で骨蔵器の蓋として使用されたことに伴う措置であ
り、「国厨」銘高坏の骨蔵器蓋への単なる転用ではなく、
骨蔵器蓋として使用されるに当たってはじめて意図的に

「国厨」の文字が記入され、「国厨」の文字があえて記入さ
れた理由は、被葬者が、生前、下総国府に勤務した官人
であったことによるとの見解を示されておられる（松尾
2002）。まさに卓見と言うべき非常に興味深い見解では
あるが、「国厨」の文字が倒位で記されているからと言っ
て、当初から骨蔵器蓋としての利用を目的して「国厨」の
文字が記入されたとまでは言い切ることは出来ないので
はないか。「国厨」の文字が、国府厨家における食器の保
管管理上の必要から記入されたわけではない以上、そこ
に記された「国厨」の文字が正位か倒位かと言うことは余
り問題ではないように思われる。
　また、供食・供献の場で使用する以上、倒位で記すこ
とはあり得ないという見解も成り立つかもしれないが、
供食・供献のための土器使用の場では底部の墨書を見る
ことが出来ないにもかかわらず、底部に「国厨」と記さ
れたものも多いので、倒位に記されていること自体は、
供食・供献の場での使用を否定するものとは言い難い。
　このように考えると、この資料については、必ずしも

「国厨」の文字が、骨蔵器蓋としての使用に伴うもので
はなく、本来的な国府厨家での使用及び「国厨之饌」で
あることの銘示のために「国厨」と記された土師器高坏
の、骨蔵器蓋への転用と考える余地は残っているように

る。私も吉澤氏に倣って、本例における人面と人名の墨
書と、葬送儀礼や被葬者との関係については、現時点で
は結論を保留したい。
　骨蔵器ないし骨蔵器蓋に文字が記入された事例で、さ
らに注目すべき例としては、第１表－32の千葉県松戸市
坂花遺跡出土の、骨蔵器蓋として使用された8世紀後葉
の土師器高坏の脚部に倒位で「国厨」と墨書されたもの
と、第１表－40の千葉県我孫子市西大作遺跡から出土し
た骨蔵器として使用された９世紀前葉の土師器甕の体部
内面に倒位で「久須部×／久須×／久須×／千ヵ×／負
郷ヵ×／×意布郷久須部千依女」と、体部外面に横位で

「久須波良部千依女」と墨書されたものの２点がある。
　まず、第１表－32の資料であるが、土師器高坏の脚部
に倒位で墨書された「国厨」の文字は、国府の厨家を示す
語で、国府内で行われる儀礼に伴う公的な饗宴に際して
食膳供給を行う施設のことである（平川2000a）。
　儀制令元日国司条にみえるように、元日朝賀の饗宴に
際しては、国司が国府の財政の中から経費を支出して郡
司等に酒食を供することになっており、さらに、郡司告
朔の儀、吉祥悔過法会などの国庁における恒例及び臨時
の行事に際しては様々な饗宴の場が設定されていた。国
厨の職掌の第一は、こうした国府における恒例・臨時の
行事や儀礼に伴う公的な饗宴に際して食膳供給を行うこ
とにあった。また、様々な史料から、国司館、あるいは
国府外における饗宴や、部内巡行・赴任等の国司の公務
旅行に際して、出張先に国府所属の厨家で調整された酒
食である「国厨之饌」が届けられるケースも想定出来る。

「国厨」と記された土器の意味は、平川南氏が指摘してお
られるように、そこに盛られた酒食類が「国厨之饌」であ
ることを表示したものである（平川南2000a）。
　諸官衙における厨家保管の食器は、元来が膨大な数量
にのぼるものと考えられるが、それにもかかわらず、出
土土器全体の中における「厨」の文字が記されたものの
数があまりにも少ないことや、「国厨」・「（某）郡厨」と
記された土器が、それぞれの国府や郡家からかけ離れた
場所から出土することも少なくないことから考えるなら
ば、「厨」という文字が土器に記入されたことの意味を、
従来言われてきたように「厨施設がその食器を保管・管
理する上で食器の所有・所属を明示するために記銘した」
という点（津野 1990・1993、石毛 2002、山中 2002）の
みに集約しきれるものではない。
　また、国厨や各郡厨からは、各官衙内外に酒食が供給
されたわけであるから、「国厨」・「（某）郡厨」記載土器な
どが出土した場所が、それらの官衙内の厨施設の所在地
そのものと即断することは出来ない。国司の国内巡行
に伴って「国厨之饌」「（某）郡厨之饌」が供給され、酒食
が消費された饗宴の場であった可能性もあろうし（平川
2000a）、また、国府・郡家の出先機関や下部組織が置か
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もないが、文字そのものではなく道教・陰陽道等で使用
されるまじない・魔除けの記号である符録であり、この
形態の符録の使用例は古代の呪符木簡等に多く見られる

（３）。骨蔵器及びその蓋に記された文字・記号が、祭祀・
信仰直接に関わるものであることを示す貴重な類例であ
ると言えよう。
　骨蔵器ないし骨蔵器蓋に文字が記入された例では、そ
れらの文字が被葬者かあるいは葬送のための宗教的な儀
礼を執り行った人々の名前や社会的な立場を示す文言が
記されたような事例がまま見受けられ、墳墓に供献・副
葬された墨書・刻書土器に比べて、葬送という目的に即
して記された文字の割合は高い。それは、骨蔵器ないし
その蓋に直接記入されるという特質に依るものと考えら
れる。
　骨蔵器そのものに文字が記入された例よりも、むしろ
骨蔵器の蓋の方に文字が記された例が多いことは、一般
的に、日本古代の墓誌の類例に、骨蔵器の蓋や外容器に
墓誌が記されている例があることの影響であると考えら
れてきたこともあったが、記されている文字の数量や内
容から見れば、墓誌からの影響は全く考えにくい。
　骨蔵器そのものよりも骨蔵器の蓋に文字が記される事
例が多いということは、骨蔵器の蓋という土器の用途に
依るのではないだろうか。
　骨蔵器に蓋をする目的としては、骨蔵器に納められた
遺骨の劣化・滅失を防止するための、言わば、遺骨の保
護のためと考えるのがまず常識的なところであろうが、
それに止まらず、死霊が現世に迷い出ることを封じ込め
たり、あるいは逆に、外部から悪霊や魔物が骨蔵器内
に侵入し、死者の安寧を脅かすことを防止するためにと
言った目的のためと考えられなくはない（長谷川1983 ～
1989、仲山1993、吉澤1998）。
　古代東国における火葬墓には、骨蔵器の口を複数枚の
杯・椀・皿類で蓋をして塞いだり、あるいはそれらの蓋
の更にその上から鉢・甕状の土器を倒位に被せて覆って
いるような事例が数多く存在する事実も、上記のような
思想の存在を伺わせるように思われる。
　骨蔵器に蓋をしたり、何重にも容器を被せて覆うこと
の具体的な理由や意味については、仏典等を含めて、そ
のことに触れている史料が全くないので（笠井2002）、推
測するしかなく、科学的な根拠には乏しいが、上記のよ
うな考え方が成り立つとすれば、破邪・除災という村落
内における墨書・刻書土器使用の目的とある種共通する
目的を有したが故にこそ、村落内における祭祀・儀礼等
の行為を執り行う中で使用されるのと同じような墨書・
刻書土器が骨蔵器蓋に使用されたのだと整合的に解釈す
ることが出来るのである。すなわち、骨蔵器蓋に墨書・
刻書土器を使用した人々にとっては、祭祀・宗教・信仰
的な背景を持つ呪物としての墨書・刻書土器の方が、普

思われる。しかしながら、一方で、松尾氏が言われるよ
うに、骨蔵器蓋としての利用を契機に「国厨」の語が記
入された可能性も、また完全に否定できるわけでもない。
松尾氏が言われるように、骨蔵器蓋としての利用のため
に意図的に「国厨」の文字が記されたとすれば、被葬者
の霊魂に対して「国厨之饌」という「高級・上等」な酒
食を供献するという意味のもとに記入された可能性も考
慮しておくべきであろう。
　では、次に、第１表－40の千葉県我孫子市西大作遺跡
から出土した資料について検討する。
　この骨蔵器として使用された９世紀前葉の土師器甕い
は、体部内面に倒位で「久須部×／久須×／久須×／千ヵ
×／負郷ヵ×／×意布郷久須部千依女」と、体部外面に
横位で「意宇郷久須波良部千依女 久須波良部千依女」と
墨書されている（辻1999ほか）。
　周知の通り、久須波良部氏は、『続日本紀』天平宝字元

（757）年三月乙亥（27日）条に
　勅。自レ今以後、改二藤原部姓一、為二久須波良部一、　
　君子部為二吉美侯部一。
と見えるように、藤原仲麻呂政権下の天平宝字元（757）
年に藤原部氏を改姓して付けられた氏名（ウジナ）であ
り、藤原氏の氏名をはばかって制定された。それ以降は
藤原仲麻呂失脚後も藤原部に戻されることなく使用され
つづけた。９世紀後葉という土器そのものの年代観とも
一致する。
　土師器甕の底部から体部まで、高さ約1/4程度の出土
であり、体部内面に倒位で記された人名の氏名（ウジナ）
は判明するが、名前の方は欠失してしまっており、不明
である。甕底部付近のみの残存であるため、元来、ど
のくらいの量の人骨が納められていたのかも判明しない
が、体部内面に記された人名は複数人に及ぶものと考え
られるにも関わらず、骨蔵器として利用された土師器長
胴甕の大きさから見て、火葬人骨とは言え複数人の人骨
が納められていたとはいささか考えにくい。内面に倒位
で記されていたのは被葬者の人名ではないと考えるのが
妥当であろう。内面に倒位で記された複数の人名は、葬
送に関わった人々、すなわち被葬者の家族親族縁者等の
人名で、外面に斜め方向に記された「意宇郷久須波良部
千依女　久須波良 千依女」は被葬者名である可能性が高
い。墳墓に供献・副葬された墨書・刻書土器の例、骨蔵
器やその蓋に直接墨書。刻書された例、共に被葬者名と
思しき人名が記された事例は非常に少ない中で、被葬者
名が記された可能性がかなり高い骨蔵器として注目出来
よう。
　これらのほか、第１表－29の千葉県市原市武士遺跡で
検出された地下式坑SC07から出土した骨蔵器蓋として使
用された２点の8世紀後葉の須恵器杯の体部に横位で記
された文字は、一見すると「弓」の文字のように見えなく

研究紀要34
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吉祥句的な文字のみならず、被葬者か、あるいは葬送の
ための宗教的な儀礼を執り行った人々の名や社会的な立
場を示すような文言が記された事例がまま見受けられ、
墳墓に供献・副葬された墨書・刻書土器に比べて、葬送
という目的に即して記された文字の割合はより高いとい
うことが判明した。その理由については、文字が記され
たのが骨蔵器ないしその蓋という、埋葬に直接関わる器
物であるという特質に依るものと考えられるのである。

おわりに
　古代の東国では、集落内から瓦塔や瓦堂などが出土し
たり、集落内に仏堂と考えられる施設の跡が検出された
り、仏具やこれを模倣した土器などが出土したり、仏
教関係の文言が記された墨書・刻書土器が出土するな
ど、仏教的信仰の、村落社会への伝播・浸透を如実に示
すような遺物が出土する事例が数多く知られている（須
田 1985・2006、笹生 2005・2014、門田 2007・2008、井
上 2012 など）。さらに、近年では、人面ではなく、明ら
かに仏面・仏画が描かれた墨書土器や刻書紡錘車の出土
例も少なくない。古代東国の村落社会には、明らかに
仏教的な信仰・思想が伝播していたのであった（高島
2006b）。
　それにもかかわらず、仏教的な信仰・思想の影響を強
く受けて伝播してきた火葬墓においては、仏教信仰・思
想の影響を語るような文言が記された墨書・刻書土器の
出土は、ほとんど見られなかった。火葬墓のみならず土
壙墓であっても供献・副葬された墨書・刻書土器に、仏
教信仰・思想を背景とするような文言が記されていた例
は非常に少なかった。このことは、火葬の思想的背景や
伝播の契機としての仏教的信仰・思想、また古代村落へ
の仏教的信仰の浸透の度合いとは別個の問題であり、む
しろ、墨書・刻書土器を使用して執り行われた祭祀・儀
礼等の行為の背景としての、神仏習合的かつ在地におけ
る神祇祭祀・道教・陰陽道などの影響を受けた在地にお
ける祭祀の論理が前面に現れていると見るべきなのだろ
う。
　墳墓に副葬・供献された墨書・刻書土器や骨蔵器蓋に
墨書・刻書土器が使用された事例では、葬送に関わる
人々、それが所謂、血縁・地縁に依るのかどうかは別と
しても（5）、墳墓への埋葬を前に、墓前祭祀や宗教的な
儀礼を行い、その場において、疫神や悪霊・邪神を含ん
だ意味における神仏や死者への供応・供献、神仏あるい
は死者と現世の人々との、言わば人神供食的な儀礼等が
行われ、そこで使用された墨書・刻書土器を骨蔵器の蓋
として被せて墓中に埋葬したり、あるいは副葬したりと
言った可能性が考えられよう。骨蔵器蓋として使用され
た土器に、本来的に蓋として制作された土器のみならず、
高坏を含めた杯・椀類の土器が多いということは、その

通の土器を骨蔵器の蓋に使用するよりも、死者の魂を封
じたり、あるいは死後の安寧を願ったりする上で、より
有効であると感じられたからなのであろう。
　ただし、骨蔵器及びその蓋として使用された墨書・刻
書土器の類例が、墨書・刻書土器全体の類例に比して余
りにも僅少であり、わが国古代の火葬墓における大多数
の骨蔵器及び蓋に文字が記されていないという事実から
みれば、この思想は、広く受け入れられたわけではなかっ
たと言わざるを得ない。
　さらには、骨蔵器に収骨し、埋葬する前段階におい
て、葬送した人々が墓前祭祀や宗教的な儀礼を行い、そ
の場において使用された墨書・刻書土器を骨蔵器の蓋と
して被せ、墓中に埋葬した可能性も考えられる。骨蔵器
蓋として使用された土器に、本来的に蓋として制作され
た土器のみならず、高坏を含めた杯・椀が多いというこ
とは、そのことを端的に物語っているように思われるの
である。
　周知の通り、火葬は、仏教信仰の影響によるものと考
えられている（４）。『続日本紀』によると、日本における
火葬の嚆矢は、天武天皇の帰依を受けた法相宗の僧であ
る道昭（舒明天皇元（629）年～ -文武天皇４（700）年）の事
例であり、天皇で最初に火葬されたのは、大宝２（702）
年に崩じた持統天皇で、奈良時代以降には、上層階級の
人々の間に急速に広まっていった。ただ、遺体を骨と灰
になるまで焼き尽くす火葬では、強い火力が必要なた
め燃料代がかかる上に、高度に専門的な技術が求めら
れるため、非常に費用がかかる葬送方式であり、近代
に至るまでは、一般民衆にまではなかなか普及しなかっ
たと言われている（小林1986、勝田2003、渡邊2001a・b、
2004）。
　古代東国においても火葬の背景には仏教的な信仰、思
想があり、実際に火葬された人々は、一般庶民とは考え
にくく、地方官衙における官人層、郡領などの在地首長
層、官度の僧尼などであったと考えられ、彼らこそが古
代の在地社会に仏教信仰を伝播、浸透させた階層の人々
であると考えられる。しかしながら、火葬に伴う骨蔵器
やその蓋などに記された文字には、仏教信仰に関わる文
言や仏教的な思想の存在を想起させるような文言は皆無
であった。だからと言って、これらの火葬の背景に仏教
的な信仰・思想の影響が皆無であるとは考えにくい。ま
た、当時、火葬されたのが上記のような階層の人々であっ
たとすると、彼らは文字を、言わば自由に扱うことが出
来る能力を有した人々であり、そうした階層の人々が関
わっている割には、骨蔵器やその蓋に文字が記入される
事例は余りにも少ないというところにも疑問が残る。
　このように、解決できなかった問題はいくつもあるも
のの、これまで見てきたとおり、骨蔵器及びその蓋や墳
墓に供献・副葬された土器に文字が記入された例には、
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は、「イへ」ではなく「ヤケ」と訓むべきであろう（吉田孝 1983 「イヘとヤ

ケ」『律令国家と古代の社会』（吉田孝）岩波書店 pp71 ～ 122 初出1976）。

　　律令制で、行政上、社会組織の最も下位の単位とされたのは戸であり、

戸は。普通２～３の小家族を含む20 ～ 30人程度の大家族で形成されて

いる。小家族それぞれの長に相当する人物は、もちろん実質的には存在

したであろうが、彼らのことは「家長」ではなく、おそらく「家主」と呼ば

れていたであろう。

（３）　例えば、静岡県浜松市伊場遺跡出土39号木簡「百怪呪符」など（浜松

市教育委員会 『伊場遺跡総括編（文字資料・時代別総括）』2008 p32）。

（４）　ただし、６世紀後半から出現する古墳の様式の一つであるかまど塚

や横穴式木芯粘土室と呼ばれるスタイルのものの中には、火葬が行なわ

れた痕跡があるものが認められている。

　　また、2014（平成26）年２月、長崎県大村市の竹松遺跡において、弥生

時代後期（２世紀ごろ）の箱式石棺墓211基、甕棺墓４基、土坑墓７基の

計32基の墓が検出されたが、墓地に接して焼けた人骨片が散布された場

所が発見された。これが火葬だとすれば、わが国においては、仏教伝来

の遙か以前から火葬が存在することになるが、現在までのところ、それ

らは極めて例外的な特異な事例と言えるのではないだろうか。

（5）　高崎市山名町の金井沢碑（神亀３（726）年）にみられるような「知識」

を結った仏教を紐帯として氏族結合である可能性も存在しよう。
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ことを端的に物語っているように思われるのである。
　墳墓から出土する墨書・刻書土器に見られる文字内容
やそれが記された部位や方向などすべての特徴におい
て、集落遺跡からごく一般的に出土する墨書・刻書土器
と共通する部分が多く、墳墓から出土する墨書・刻書土
器特有の特徴があまり顕著ではないということからは、
前述したように、それら双方における墨書・刻書土器の
基本的な思想的背景が共通しているゆえと見ることが出
来る。
　また、文字の記入内容から見て、墳墓に供献・副葬さ
れた墨書・刻書土器、骨蔵器及びその蓋に文字が記され
た墨書・刻書土器は、同時代の貴族・官人階級の人々や
高僧の墳墓に納められた墓誌や買地券の実例とはかけ離
れており、それらの影響を受けて成立したものとは考え
にくく、村落内における墨書・刻書土器を用いた祭祀・
儀礼の延長線上に捉えるべきものであることも明らかに
出来たことである。
　古代の葬送において、墨書・刻書土器という道具（祭具）
は、決して広く使用されたものではなかった。
　古代における葬送については、宮都に居住した皇親・
貴族・上級官人層など上層階級の人々のものについてさ
え、史料が非常に乏しく、明らかにされていない部分が
多い。ましてや在地社会においては、さらに不明な点が
多く、出土資料を集成してみても、率直に言って隔靴掻
痒の感が否めないところであったと言うのが偽らざると
ころである。上記のような結論が得られたことを明示し、
未解決の課題については、今後の資料の増加を俟って、
さらに検討を加えていきたいと考える。
　なお、小稿を纏めるに当たっては吉澤悟氏（奈良国立
博物館学芸部列品室長）より数々の有益なご教示を賜っ
た。明記して深甚なる感謝の誠を捧げるものである。
　また、小稿は、公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事
業団平成27年度職員自主研究指定研究活動の成果の一部
である。

註

（１）　「某子」という人名は、９世紀であれば女性名であり、しかも貴族階

級などに限られるわけで、東国村落には存在しないと考えられる。しか

しながら、９世紀段階とはいえ、当時、東国で火葬されたのは、地方官

人や在地首長クラス、官度の僧尼程度に限られたものと考えられ、「某

子」という女性名も、全くあり得なくはないと考える（角田文衞 2006 『日

本の女性名―歴史的展望－』:国書刊行会）。

（２）　古代においては、家の長を意味する「家長」の語は無かったものと考

えられるので、家の長という社会的な地位・立場を意味した言葉ではな

く、人名「ヤカナガ」か、あるいは家の弥栄を願う吉祥句的な文言かと考

えられる。なお、「家」の文字は、奈良時代には「ヤケ」と訓まれる。この

資料は8世紀後葉の年代観が与えられているので、記された「家」の文字
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キーワード
　対象時代　平安時代
　対象地域　北東北
　研究対象　十和田aテフラ　八郎太郎　火山灰考古学

―― 要 旨 ――

　平安時代に十和田火山から噴出した十和田aテフラは、毛馬内火砕流堆積物やラハールが秋田県米代川沿いに大規模

な土砂災害をもたらした。その降下火山灰は東北地方南部まで分布し、各地の古代遺跡で発見される。この噴火は十和

田火山噴火エピソードＡと呼ばれ、日本列島における有史以降で最大規模の噴火である。

　江戸時代に米代川沿いのラハールから埋没家屋が発見され、これらは記録に残された。最近になって発見された埋没

家屋は、胡桃館遺跡や道目木遺跡で発掘調査が行われた。

　この地域に残された八郎太郎の伝説は、この土砂災害が地域に語りつがれた災害伝承ではないかと考えられた。

　秋田県と周辺地域に広がる八郎太郎の伝説は、十和田aテフラの噴出源や土砂災害が起きた河川の狭窄部が主な舞台

であり、伝説の一部は噴火に伴う各地の災害を語り継いだ可能性が高い。伝説が残された地域の水系には、十和田aテ

フラ起源のラハールが存在したことが想定される。

　十和田aテフラの噴火と北東北の広域にわたる土砂災害について、八郎太郎の伝説を通して検討し、新たな噴火と災

害像を構築した。

はじめに

１．十和田aテフラの噴火と年代　

２．シラス洪水と八郎太郎の伝説

３．十和田aテフラとラハール

４．八郎太郎の伝説と湖水形成譚

5．八郎太郎の伝説と伝播

６．伝説の背景

７．十和田aテフラの噴火と災害

おわりに

八郎太郎伝説からみた十和田aテフラの噴火とその災害

矢 口 裕 之
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はじめに
　平安時代の十和田火山の噴火は、大湯火砕堆積物- １

（大湯第1軽石）、大湯火砕堆積物- ２（大湯第２火山灰）、
大湯火砕堆積物- ３（大湯第３軽石）が噴出し、大規模な
爆発を伴って大湯火砕堆積物- ４、大湯火砕堆積物-Ｓ
と毛馬内火砕流堆積物が噴出した。毛馬内火砕流堆積物
から上昇した火山灰は南南西方向に降下し、これらは十
和田aテフラと総称される。降下火山灰は東北地方南部
まで分布しており、各地の遺跡から発見されている。
　毛馬内火砕流と火砕流から発生したラハールは秋田県
米代川沿いに及び、流域の花輪（鹿角）盆地から大館盆地
にかけて土砂災害をもたらした。
　この噴火は十和田火山の噴火エピソードＡと呼ばれ、
日本列島における過去2000年間の中でも大規模な噴火で
ある（町田1995,早川・小山1998）。
　米代川流域では、江戸時代と現代にラハールから埋没
家屋が発見された。江戸時代の発見は古文書に記録が残
され、現代の発見例は北秋田市の胡桃館遺跡や大館市の
道目木遺跡などで発掘調査が行われた。このような平安
時代の埋没家屋に関連して、近年ではこの地域に残され
た八郎太郎の伝説は、平安時代の十和田火山の噴火災害
が後世に伝えられたと紹介する書籍や広報物、Webのコ
ンテンツなども多い。
　筆者は十和田aテフラと毛馬内火砕流、シラス洪水と
呼ばれる毛馬内火砕流のラハールについて現地で野外調
査を行い（第１図）、米代川流域と秋田県周辺地域に伝え
られた八郎太郎や白髭水の伝説が十和田aテフラの噴火
に伴う災害伝承である可能性について検討した。また八
郎太郎の伝説で湖水の形成に関係した地域について過去
に災害が起きた可能性を検討した。なお、使用した写真

は全て筆者が調査中に撮影したものであり、空中写真は
ドローンや航空機から撮影した。

１.　十和田ａテフラの噴火と年代
　十和田火山は青森県と秋田県の県境に位置する活火山
である。後期更新世の5.5万年前以降に大規模な噴火で
十和田カルデラが形成され、1.5万年前には十和田八戸
火砕流堆積物が噴出した（Hayakawa1985）。
　十和田火山の後カルデラ期は、噴火エピソードL～Ａ
と二の倉スコリアの噴出があり、十和田aテフラの噴火
は最新の噴火エピソードＡにあたる。これは古文書の記
録に残されたイベントに比定され、噴火の年代は西暦
915年と考えられた（町田ほか1981）。
　十和田aテフラは降下軽石と火山灰及び火砕流堆積物
と降下火山灰から構成されるが、毛馬内火砕流と降下火
山灰は同時期の噴出物と考えられた（大池1972）。その後、
降下火山灰は東北地方の各地に分布することが明らかと
なった（山田・井上1990）。
　十和田aテフラの噴出源である火口は、噴火の最後に
御倉山溶岩ドームが火口を埋めて形成されたと考えられ
た（大池1976,Hayakawa1985）。また、十和田aテフラの
噴出火口は、十和田湖の中湖火口とも考えられた（町田
他1981,町田1995）。
　最近の研究で御倉山溶岩ドームは、噴火エピソード
Ｄ´で形成されたことが明らかとなり、十和田aテフラ
は中湖火口から噴出したと考えることが妥当であると考
えられた（工藤2010）。また、噴出源周辺の噴出物層序を
再検討した最新の研究では、十和田火山平安噴火（噴火
エピソードＡ）の噴出物はプリニー式噴火とマグマ水蒸
気噴火による６ユニットからなり、その噴火は中湖火口

第１図　毛馬内火砕流・ラハールの分布と調査地点　地形面区分は内藤（1963,1966,1970,1977）を参考にした。
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でマグマ噴火とマグマ水蒸気噴火のサイクルを２度繰り
返し、火砕流を噴出して終息したと考えられた（広井他
2015）。
　十和田aテフラの噴火によりもたらされた米代川流域
のラハールは、上流の大湯川流域で大湯軽石や軽石流堆
積物から転化したシラス洪水と考えられた（平山・市川
1966、町田1996）。またラハールは、毛馬内火砕流の二
次堆積物ではなく、湖水を起源とする水分量が多い低温
の火砕流堆積物との見解も提示された（町田1995）。
　十和田aテフラに関わる文献リストは2002年までのも
のが集成されている（小口2002）。考古資料や文献史料か
ら十和田aテフラの年代を論じたのは陸奥国分寺の発掘
調査が最初である。七重塔基壇周辺に敷きつめられた厚
さ９～ 18cmの白土は十和田aテフラに対比され、テフ
ラの年代はこれを挟む上下の文化層によって推定され

た。基壇を覆う焼土層は『日本紀略』の承平４（934）年の
火災に比定された。また基壇下位の整地層に含まれる宝
相花文や連珠文の軒瓦は貞観12（870）年以降の製造年代
としたこと。このとこから、白土の年代は10世紀前半と
推定した（白鳥1980）。
　胡桃館遺跡から出土した木材は、毛馬内火砕流のラ
ハールで埋没した家屋の一部であり、部材の年輪年代は
複数時に渡って公開された。机板（スギ）の最外年輪形成
年は902年（奈良国立文化財研究所1990）、スギ材は672
～ 900年の年輪形成年を示した（大河内2008）。このこと
からラハールの年代は10世紀初頭以降と考えられた。道
目木遺跡からは1棟の埋没家屋が検出され（赤石1999）、
家屋の部材（スギ）からは912年の伐採年が推定された（赤
石他2000）。
　十和田aテフラの噴火年代は、これらの考古資料や文
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１）。湖を渡った火砕流には、直径３cm大の灰色軽石が
多く含まれ、基質は細粒火山灰からなる。毛馬内火砕流
は、峠を越えて青森県側の浅瀬石川水系に達したものと
考えられる。

献史料、年輪年代から延喜15（915）年に「出羽国に二寸の
降灰があり桑が枯れた」との記述がある『扶桑略記』の噴
火記録に比定するのが有力で（町田他1981,町田1995,早
川・小山1998）、この年代は十和田aの噴火年代としてほ
ぼ定説化している。

２.　シラス洪水と八郎太郎の伝説
　八郎太郎の伝説は、秋田県を中心に北東北の各地に伝
えられた物語で、話し言葉を媒体にする点で文字を媒体
として伝わる文学とは異なり、伝承文学と呼ばれる文芸
である。八郎太郎の話は、別名「三湖伝説」とも称され
る壮大な物語群から構成される。
　八郎太郎の伝説と十和田火山の噴火によるシラス洪水
には何らかの関連があるのではと考えられた（平山・市
川1966）。これは物語に登場する八郎太郎と南祖坊が争
う場面が火山噴火を思わせることや八郎が八郎潟へと移
動する際に河川を堰き止める話（以下、湖水形成譚と呼
ぶ）がシラス洪水に重複することが理由である。八郎太
郎の伝説とシラス洪水は地質学的な解釈によって結びつ
けられた。
　平山らの考えはその後、積極的に評価され、八郎太郎
の伝説は災害を受けた当時の人々が驚きの目で自然の猛
威を観察し、言い伝えたためだとされた（町田1995,町田
1996）。また、文献史学から地震と十和田火山の火山活
動を結びつけた論考もなされた（伊藤1996）。
　最近になって八郎太郎伝説と埋没家屋について詳細な
検討が行われた（荒谷2009）。荒谷は近世以降に米代川流
域から発見された埋没家屋と平山らの論考を詳しく検討
し、近世以降の八郎太郎の伝説について文献史学の立場
から整理と検討を行った。また八郎太郎の伝説は国文学
や宗教学の立場からは「宗教上の出来事」を物語風に作り
上げたと解釈されることを明らかにした。
　なお、八郎太郎の伝説に関する文献は多岐にわたるの
で、県別に主要なものを挙げる（川合1970,戸川1975,小
舘1976,小形1976,森山1976,木崎1976）。

３.　十和田ａテフラとラハール
　秋田県花輪盆地から能代平野に至る米代川の流域は、
1960 ～ 70年代に段丘地形の研究が精力的に行われた地
域である（内藤1963,藤原1966,内藤1966,白井1966,平山・
市川1966,内藤1970,内藤1977）。現地での地形や露頭の
観察から毛馬内火砕流に伴うラハールが形成した地形や
遺跡と伝説が生まれた場所を検討した。

（１）十和田カルデラ周辺
地点１：十和田湖滝ノ沢峠の毛馬内火砕流
　十和田湖の中湖火口の北西対岸にあたる滝ノ沢峠は、
カルデラ壁に相当し、国道454号沿いに厚さ７ｍの毛馬
内火砕流が露出している（早川（1993）の14地点）（写真

地点２：鹿角市十和田大湯白沢（大湯川）の大湯火砕堆積
物- １とラハール
　十和田カルデラ南縁から流れる大湯川沿いの白沢では
黒色土の上に厚さ10cm軽石と紫灰色火山灰が成層し、上
位には厚さ40cmのラハールが露出している（写真２）。地
表面を覆うラハールは直径10cm大の亜円礫が多く含まれ
る。

（２）花輪盆地
地点３：鹿角市大河原（大湯川）の毛馬内火砕流
　大湯川右岸の大河原で堆積面を形成する厚さ２ｍの毛
馬内火砕流が露出している（写真３）。火砕流には、直径
２cm大の軽石が多く含まれる。
　花輪盆地北部の大湯川沿いは、十和田カルデラに近く
十和田八戸火砕流堆積物やそのラハールが形成した高位
段丘と低位段丘を構成する毛馬内面が見られる。地点３
付近の毛馬内面は、毛馬内火砕流が形成している。
　毛馬内火砕流のラハールは花輪盆地内で火砕流堆積物
からラハールに変化するものと考えられるが、この付近

写真１　滝ノ沢峠の毛馬内火砕流

写真２　鹿角市十和田大湯白沢の大湯軽石
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が火砕流堆積物の末端部と考えられる。花輪盆地のラ
ハールは、米代川に小坂川や大湯川が合流する末広付近
を頂点にして掌状に分布し、盆地の低位面である毛馬内
面を形成している。
　米代川はこの付近で県境の水系が北・東・南から合流

し、流量を増して山地の河川狭窄部を通過している。こ
のことから、毛馬内火砕流の堆積により大湯川は急激な
土砂の供給を受け、土石流河川となって末広付近で急激
な河床の上昇をもたらした可能性が高い。
　花輪盆地は盆地の出口にあたる米代川狭窄部の閉塞に
よって氾濫原が形成され、一帯を滞水させてラハールが
堆積したものと考えられる。

（３）花輪～大館盆地、米代川の十二所狭窄部
　花輪盆地から大館盆地に至る米代川は、山地内の渓谷
を蛇行している。この地域は高位段丘が認められず、現
河床に近い低位面の毛馬内面が両岸に分布する。
　河川の狭窄部に毛馬内面が形成されたのは、米代川が
最近まで山地を削って形成した浸食面を急激にラハール
が覆ったためであろう。これはラハールによって下流側
の大館盆地の河床勾配が上昇し、この地域の米代川の土
砂運搬量に対して堆積量が卓越したためかもしれない。
地点４：大館市道目木遺跡
　大館盆地に近い米代川左岸に位置する道目木遺跡で
は、平成11（1999）年に圃場整備の工事でラハールから埋
没家屋１棟が発見された（赤石1999）。検出された建物は
平地式建物で、地面にスギを製材した床板材を敷いてい
る（高橋2006）。建物からは土器や木製品が出土した（板
橋2000）。
　道目木遺跡が立地する毛馬内面は、標高75ｍの米代川
沿いの低位面からなる。周辺には標高80ｍ前後の中位段
丘が段丘崖を伴って接し、南側から山地の北縁を開析し
た小河川が谷を形成している（写真４）。このことから道
目木遺跡の集落は、水田可耕地と想定される米代川沿い
の低地の縁に存在し、背景に畠作地が想定される台地と
接し、水田経営に必要な小河川の水系沿いを選択して営

まれたものと想定される。
（４）大館盆地

　大館盆地の中央を流れる米代川には、大森川や長木川
が合流し、十和田八戸火砕流堆積物やそのラハールから
なる高位段丘が分布する。米代川の左岸には広い範囲に
毛馬内火砕流のラハールが堆積し、毛馬内面を形成して
いる。毛馬内面の各所からは江戸時代に埋没家屋の検出
が相次ぎ、記録に残された。
　十和田火山の噴火から1100年が経過した今（2015）年
は、秋田県埋蔵文化財センターの確認調査により大館市
でラハールに埋没した竪穴建物が検出された。新聞等で
報道されたことで大きな関心を呼び、11月に行われた現
地説明会には、雨天の中で大勢の市民が訪れた（写真5）。
地点5：大館市片貝家ノ下遺跡

　遺跡は、米代川から２kmほど離れた引欠川と犀川に挟
まれた毛馬内面に位置する。調査では平安時代の竪穴建
物12棟が検出され、そのうち３棟がラハールより埋没
した竪穴建物である（秋田県埋蔵文化財センター 2015）。
Ｓ13竪穴建物は、ラハール中に屋根が残された状態で埋
没しており、屋根材が変化したと考えられる暗灰色シル
トが「ハの字」状に断面で観察される。屋根の上位には、
細粒の黄褐色軽石質火山灰からなる降下火砕物が認めら

写真３　鹿角市大河原の毛馬内火砕流

写真４　道目木遺跡

写真5　片貝家ノ下遺跡の現地説明会
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引欠川沿いに比高差のある段丘崖が認められる。れ、建物が十和田aテフラ降下後にラハールによって埋
没したことが明らかである。遺構は３ヘクタールに及ぶ
事業地から遺跡の確認調査で発見されたもので、今後の
発掘調査の行方が注目される。
　片貝道ノ下遺跡は調査途中であり、集落の全貌は明ら
かでないが、さらに低い場所で引欠川が形成した谷が検
出されたという。遺跡は周辺に中位段丘が接し、段丘上
は縄文時代の狩猟地や平安時代の集落遺跡である片貝遺
跡が立地する。
　このような遺跡の立地条件は、前述の道目木遺跡と共
通しており、背後に高台をひかえて、河川が形成した低
地の水田可耕地の近くに集落が形成されたものと想定さ
れる。
　これらの集落の在り様は、この地域における古代の農
耕開発の途上にある開拓集落の姿を現しているものと想
定される。
地点６：大館市岩瀬赤岩神社のラハール
　米城川右岸の岩瀬では川沿いに毛馬内面を形成する厚
さ２ｍのラハールが露出している（写真６）。ラハールは
成層し、直径２～１cm大の軽石が多く含まれる。周辺か
らは江戸時代に埋没家屋６棟が発見されたという（高橋
2006）。

地点７：大館市大披
　米代川沿いの埋没家屋は現在まで９遺跡から発見され
ている（田口1987,高橋2006）が、大館市引欠川沿いの大
披（写真７）では、安永４（1775）年に家屋４棟が発見され、
家具や農具が出土した。周辺を踏査すると畑の表土にラ
ハール起源の灰色軽石が多く散布しており、地形面が軽
石を多く含む堆積物で形成されたことを示唆する。また
大被付近の毛馬内面は、引欠川の浸食により数ｍの比高
差をもつ段丘崖が形成されている。江戸時代に発見され
た家屋は段丘崖の何れかから掘り出されたものであろ
う。
　大披集落に近い場所から慶応年間に埋没家屋が検出さ
れ、曲げ物などの遺物が出土したという。向田崖付近は

（5）鷹巣盆地
　鷹巣盆地の南寄りを流れる米代川には、南から小猿部
川や阿仁川が合流し、阿仁川右岸の大野台には４面の段
丘面が分布する。
　米代川の両岸に広がる毛馬内面の微高地にはラハール
が堆積しているが、中央部の広範囲は開析を受けて谷底
となっている（写真8）。

　米代川は鷹ノ巣盆地の西側で再び山地の狭窄部を通過
する。二ツ井町の七座山北方は渓谷となっており阿仁川
と合流した米代川は幅300ｍほどの河道となり、粕毛川
の合流部から再び川沿いの低位面を形成しながら日本海
側の能代平野に至っている。
　大館～鷹巣盆地周辺に堆積したラハールは、花輪盆地
の末広と同様に七座山付近の河川狭窄部の閉塞により盆
地内の広範囲に分布している可能性が高い。
地点8：北秋田市小勝田（小ヶ田）
　文化14（1817）年に埋没家屋３棟が発見されたといい、
有名な菅江真澄の埋没家屋図が残されている。小勝田付
近の毛馬内面は、小猿部川が形成した谷底平野を埋める
ように低位面が広がり、河川沿いには開析された崖地形
が存在する。現在では植生に覆われ、詳細な地形観察が

写真６　北秋田市岩瀬　赤岩神社のラハール

写真７　大館市大披の毛馬内面

写真8　上空から鷹巣盆地を望む
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年の『出羽秋田七座山天神宮縁起』や天明8（1788）年の
菅江真澄による『いわてのやま』などがあげられる（荒谷
2009）。
　また寛政年間（1789 ～ 1800）の『封内郷村誌』にも記述
があるという（坂本1996）。荒谷も坂本も八郎太郎伝説の
起源は『三国伝記』にあるとし、16世紀前半、天文年間の

『津軽郡中名字』にも記述があるので、これらは15世紀前
半に近江の善勝寺の僧玄棟による『三国伝記』に遡るとさ
れた（佐々木1990）。
　文字で伝えられた八郎太郎の伝説に対して民話として
各地に伝えられた伝承文学は、話の内容や表現も多岐に
わたる。最近になって編集された伝説は、現代的に話が
解釈されている可能性もあるので資料の扱いには注意が
必要である。

（２）八郎太郎の伝説
　本文では多岐にわたる八郎太郎の伝説から湖水形成譚
に関して詳しく伝えているものを抜粋し、概要を紹介す
る。ここで引用したのは秋田県大潟村総務企画課（2008）
が作成した「八郎太郎伝説」をもとに再構成したものであ
る。

　十和田湖に近い鹿角市草木で生まれた八郎太郎は、山
の仕事で仲間と十和田の山奥に行きました。八郎太郎が
炊事の際に仲間の分まで焼いたイワナを食べてしまうと
のどが渇き、沢の水を飲みほした。すると八郎太郎は龍
に変わってしまったのです。仲間と別れた八郎太郎は山
の中に逃げ込んで沢を堰き止め十和田湖をつくり、その
主となったのです。
　あるとき南部の出身で熊野の修業僧であった南祖坊
は、十和田湖を訪れ、ここがお告げにあった永住の地と
悟りました。こうして龍になった八郎太郎と南祖坊は十
和田湖を争って壮絶な戦いとなりました。
　八郎太郎は八つの頭をもつ龍にかわり、南祖坊と戦い
ました。静かな湖は急に荒れ狂い、雷鳴が響き、山々が
鳴動しました。戦いは七日七晩続きましたが、最後は南
祖坊の力が勝りました。八郎太郎は力尽き、十和田湖を
血で赤くに染め、湖を去ったのです。
　勝者の南祖坊は、十和田湖へ沈み、湖の新たな主とな
りました。湖を追われた八郎太郎は故郷の鹿角に戻りま
した。米代川の雄神と雌神の間を堰き止めて湖をつくり、
ここに安住したいと思いました。
　八郎太郎は毛馬内の茂谷山に縄をかけて背負い川を堰
き止めようとしました。
　鹿角の神様達は大湯のお宮に集まり八郎太郎を追い出
すための相談をしました。そして鍛冶屋に金槌などをつ
くらせ、八郎太郎がせき止めた場所を壊しました。
　鹿角の神様達に妨害された八郎太郎は、さらに米代川
沿いに下って行きました。

困難である（写真９）。

地点９：北秋田市胡桃館遺跡
　胡桃館遺跡は、昭和36（1961）年に鷹巣中学校に隣接す
る野球グラウンドの整備で土器が出土し、昭和38（1963）
年に建物の一部が発見された。昭和42 ～ 44年度（1967-
70）に行われた発掘調査ではラハールから４棟の建物と
柵が発見され、土器や木製品、墨書土器や墨書された扉
板が出土した（秋田県教育委員会1968,1969,1970.北秋田
市教育委員会2008）。
　遺跡は市街地の北西部にあり、現状も市立鷹巣中学校
に隣接するグラウンドで、現地には秋田県指定文化財と
なった出土物や家屋の部材が保存されている（写真10）。

４.　八郎太郎の伝説と湖水形成譚
（１）文字に残された八郎太郎
　秋田県を中心に青森県や岩手県に伝わる八郎太郎の伝
説は、様々な物語の型式を有するが、一般には秋田県米
代川を舞台にした話に代表されている。これは八郎が十
和田湖から八郎潟へ移り、やがて田沢湖に至ったとする
三大湖沼の物語が後世になって誕生したからであろう。
　主人公の八郎太郎や南祖坊が登場する記録は、古いも
のでも江戸時代中期に遡り、享保16（1731）年の『津軽一
統志』や延享元（1744）年の『柞山峯之嵐』、明和３（1766）

写真９　上空から小勝田を望む

写真10　胡桃館遺跡
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人舞下って言うとおり、南祖坊は湖底に飛び込めば朽の
大木生えていた所を己が住家と定めた。」（あらすじ）

　また、鹿角市史では八郎太郎と南祖坊の争いが実に詳
細に記述されており、興味深い。

　「南祖坊は津々浦々をめぐり歩き、十和田湖へ来た時、
洞窟の中に鉄のわらじを見つけた。ここがお告げの場所
かと、岩頭で経を読み始めると、湖底からさっさと立ち
去れとの大音声が響いた。神のお告げで自分が湖の主に
なると告げると、八つの頭と十六本の角を持つ巨大な龍
があらわれ、火をふく舌を捲きあげて飛びかかってきた。
　南祖坊が静かに経文を読むと、その一字一字が剣と
なって八郎太郎の蛇体につき刺さった。そして経を衣の
襟にさすと南祖坊も九頭の龍となって戦う。八郎太郎は
着ていたケラの毛一本ずつを小さい龍にしてかみつかせ
る。激しい闘いは七日七晩におよんだが、ついに八郎太
郎が真っ赤な血を流しながら御倉半島をはい上がり、逃
げ去った。五色岩、千丈幕、赤根岩が赤いのはその血の
跡である。南祖坊は最も深い中の湖にひそみ、湖の主と
なった。（『草木の八郎太郎』要約）」（鹿角市1996）。

　鹿角市史の出典は『草木の八郎太郎』の要約とされて
いるが、解説で十和田山の噴火や軽石流、川に沿って流
れたシラス洪水の有様が伝説となった可能性を触れてお
り、逆に噴火を念頭に置いて編集され、一部の表現が誇
張されている可能性は捨てきれない。
　しかし、八郎太郎の伝説に描写された舞台は、伝えら
れ方や表現が様々であるが、湖水形成譚に登場する場所
の特定は明らかである。これは伝説の舞台背景を指し示
す指標なのではないだろうか。
　八郎太郎が血を流した場所は、御倉半島周辺の五色岩
などである（写真11）。南祖坊は勝者として青龍権現にな
り十和田神社に祀られるが、神格化の象徴である入水地
は占場（写真12）と伝承されている（小舘1976）。
　そしてこれらの場所は明らかに十和田火山中湖火口の
西と東岸に位置しており、広大な十和田湖の中で伝説の
風景が中湖に限定されることは明白である（写真13）。
花輪盆地
　十和田湖を追われた八郎太郎は、花輪盆地北部で湖水
形成譚展開する。ここでも盆地周辺の地名が記されてお
り、容易に伝説の場所が特定できる。前出の鹿角市史に
は以下の続きがある。

　鹿角を追われた八郎太郎は、きみまち坂付近で蛇行し
ている米代川を堰き止めて湖にしようと思いました。七
座山の神様達は相談し、天神様が八郎太郎と大きな石の
投げくらべをすることになりました。八郎太郎が投げた
石は米代川に落ちました。天神様は、大きな石を軽々と
投げ、それは米代川を越えていきました。八郎太郎が驚
いていると天神様は、川を堰き止めた堤防を、たくさん
の白ネズミによって穴を開けさせました。八郎太郎は、
ここでも神様達に邪魔をされ、さらに下流へと行きまし
た。
　八郎太郎は天瀬川で老夫婦から一夜の宿の世話を受け
ました。八郎太郎はお礼として、明日の朝、鶏が鳴くと
同時に大地が裂け、この地が大きな湖になると秘密を打
ち明けます。老夫婦は八郎太郎の好意を受け、鶏が鳴く
前に逃げることにしました。
　翌朝、鶏が鳴くと大地は大きな湖となったのです。し
かし、お婆は裁縫道具を家に取りに戻っていました。八
郎太郎はお婆を助けようとして、お婆を対岸の芦崎に飛
ばしてしまいました。
　老夫婦は助かりましたが、川を挟んで離ればなれにな
り、お爺は天瀬川の南の夫殿権現に、お婆は芦崎の姥御
前神社になりました。そして、この地域では鶏をタブー
とし、鶏を飼うことを禁じられました。こうして、現在
の場所に八郎潟が誕生し、八郎太郎はここを永住の地と
したのです。

（３）伝説の風景を読み解く
十和田湖
　八郎太郎と南祖坊が十和田湖の覇権を巡って争う場面
は、原典である『三国伝記』で「食合事七日七夜ナリ。動
揺スル事雷轟如、力耀電光ニ似タリ。遂ニ八頭ノ龍食イ
負テ、曳大海ニ入ントス。」とある（荒谷2009）。
　この場面は火山噴火を表現したものと解釈され、八郎
太郎の伝説とシラス洪水を結びつけた原点である（平山・
市川1966）。しかし天変地異を表す表現に雷鳴や電光な
どを用いることは多くの伝説や民話に共通するので、こ
れをもって噴火の状況と断定することは憚られる。
　「秋田の昔話・伝説・世間話　口承文芸検索システム」
に収録された『伝説乃鹿角』は、鹿角郡教育会が1931年に
発行し、宮川村大日堂由来記に書かれたものが掲載され
たもので以下に抜粋する。

　「八頭の龍蛇かけ来たりて曰く「ここは我が凄居なり。
とくとく立ち去らぬにおいては、唯一口の餌食ぞ。」怒号
終わるや否や荒れたる湖上に16の角をさらけ、八つの頭
を持つ大蛇現れ、南祖坊に飛びかかろうとした。南祖坊
は動ずる色なく、法華経八巻を誦え大蛇めがけて投げ、
互いにしのぎを削りて合い戦う。八龍もたまりかね大血
を引いて御倉山から何処ともなく逃げた。天より童子一
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　「さて敗れた八郎太郎が生れ故郷へ帰り、高い山へ登っ
てあたりを眺めると、西の方で米代川、小坂川、大湯川
の三つの川が合流する、男神、女神のせまい谷あいが目
についた。そしてあの谷間を埋めて三つの川の水をため
れば、大きな湖もできると考え､ 毛馬内の茂谷山を運ぼ
うとブドウのツルを集めて長い綱をない始めた。
　鹿角の四十二人の神々はこれを知って驚き、大湯の下
の方に集まって評定した。集宮の地名はこのことによる。
そして八郎太郎へ石の礫をぶつけることに決め、石を切

り出すために花輪福士の日向屋敷にいた十二人の鍛冶に
カナヅチ、ツルハシ､ タガネなどを沢山作らせ、牛につ
けて集宮まで運ばせた。あまり重たいので血を吐いて死
ぬ牛がおり、そこは血牛 － 乳牛と呼ばれている。これ
に気づいた八郎太郎は、あきらめて茂谷山の中腹にかけ
た綱をほどいたが、その跡は今でも残って見える。」（鹿
角市1996）

　伝説の場面に登場する男神と女神の谷は、米代川の末
広の狭窄部（写真14）に比定される。谷の北にある茂谷山

（茂谷山から石を）を運んで盆地の出口を堰き止める計画
は、現代のダム建設にも通ずるものがあるだろう。
　伝説の中身は漠然とした絵空事を展開するものだが、
部分的に狭い範囲を示した地名や象徴的な地形を示唆し
て、何かを伝えていることにどのような意味があるのだ
ろうか。
　物語の冒頭で語られる八郎太郎の生誕地は鹿角の草木
とされる。この場所は大湯に近い山麓の小集落で、十和
田や鹿角を一望する高台である。これこそはこの伝説の
舞台を見渡した大きな風景の視座を示唆するものかもし
れない。

　大湯の集宮は鹿角の神様が集まった場所とされ、現在
も大湯川沿いの小丘にお宮がある。ここは毛馬内火砕流
が堆積した低位面に浮き出た孤立丘である（写真15）。大
湯川沿いに達した毛馬内火砕流は、わずかな標高差で集
宮を埋めきれなかった。火山島のハワイではこのような
場所をキプカと呼び、溶岩に取り残されたオアシスのよ
うな意味がある。
　これらの知見は現代の自然科学的な視点から導き出さ
れたものだが、伝説に埋めこまれた位置情報は現代の科
学的観察のポイントに十分に符合する。こうしたことか
ら伝説の中に埋め込まれたメッセージは、過去の自然現
象を伝えるために残されたキーワードではないかと類推
させる。

写真11　御倉山と五色岩

写真12　十和田湖の占場

写真13　瞰湖台から中湖火口を望む

写真14　上空から末広を望む

93



　しかし、巨石も神社などの痕跡は、ほとんどが八郎太
郎の伝説に導かれ、後世になってから比定され、誕生し
たものであろう。それらは十和田湖の占場や南祖坊の縁

七座山
　花輪盆地を追われて米代川を下った八郎太郎は、比内
地方に湖水を形成しようとして、ここでも地元の神に追
われる。

　「秋田の昔話・伝説・世間話　口承文芸検索システム」
に収録された『二ツ井町史』から引用した物語は、以下が
要約である（二ッ井町町史編さん委員会1977）。

　「比内は一大湖となり八郎太郎の安住の所となった。
八座の神様は太郎を他に移したいと相談したがまとまら
ず、七座の神様に任せることにした。
　天神様が八郎太郎に力比べを持ちかけ、八郎の投げた
石より大きな石を投げ、八郎はびっくりした。
　すると天神様は男鹿半島の方にひろびろした所がある
のでお前の住家にすればと言い、米代川の浅い水で進む
ことができない八郎のため、神々に話し、湖水を作って
いる白ネズミに山に穴をあけるよう命じた。ネズミは水
を通し、八郎太郎は波に乗って濁流を下った。」

　大館や鷹巣盆地でも湖水形成譚が継続し、伝説の舞台
は七座山のきみまち阪に移動する。この付近で阿仁川が
合流した米代川は、大平山地や白神山地を刻んで蛇行し
ながら大きな谷を形成する。この山間を通過した米代川
は上流の内陸盆地から下流の能代平野からなる海岸平野
に至って日本海に達している。
　花輪盆地から流れたラハールは、大館盆地や鷹巣盆地
で氾濫し、広範囲を滞水させた。急激に埋め立てられた
集落の一部が埋没家屋として保存された。こうした洪水
の元になる土砂ダムが推定される場所は、七座山の麓に
ある米代川の狭窄部にほかならない。
　この地には米代川の右岸に七座神社が鎮座し、七座神
社は別名が天神七座神社や七座山天満宮と呼ばれること
から物語の天神様に比定される。また川の中には八郎太
郎の投げたと伝わる巨石も存在しており（写真16）、両岸
に伝説の痕跡が残されている。

起を持つ十和田神社、花輪盆地の集宮や草木も同じこと
だと思われる。
　それではこれらの伝説地はまったく荒唐無稽なものな
のだろうか。逆説的に考えれば、それぞれの場所が人々
によって古代から言い伝えられた場所であるから、後世
になって痕跡が生まれ、保存されたのではないだろうか。
やはり火のないところに煙は立たないのである。やはり
これらの場所は、伝説の指し示すところに他ならないの
ではないかと思われる。
　このように米代川流域に伝わる八郎太郎の伝説に見ら
れる湖沼形成譚は、十和田湖の中湖火口を起点に毛馬内
火砕流の末端である大湯川を介して、ラハールが堆積面
を形成した花輪盆地や鷹巣盆地の河川狭窄部に話の主要
ポイントが存在する。そして伝説が示した地名や地形の
キーワードは、過去に起こった何かを伝えるための伝承
である可能性が極めて高い。
　そしてこれらの伝説の舞台が十和田火山平安噴火の災
害地域に重複していることは、紛れもない事実と考えて
よいだろう。

５.　八郎太郎の伝説と伝播
（１）各地の湖水形成譚
　八郎太郎の伝説は、米代川流域や八郎潟、田沢湖を舞
台にして多くの物語が残されているが、隣接する青森県
や岩手県の一部にも八郎太郎の伝説が伝えられている。
　特に地元の神々に妨害されて湖水形成を断念する話
は、米代川のそれと類似したり、重複したりしている。
このような湖水形成譚は青森県岩木川の相馬、平川の大
鰐、浅瀬石川の黒石、南部地方の五戸川の倉石、馬渕川、
新井田川の島守、岩手県紫波町の北上川犬吠森などで認
められ、各地に八郎太郎が河川を堰き止める場所が存在
する（小舘1976）。

写真15　集宮神社
写真16　八郎太郎の投げた石と七座山
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の渓谷を通過し、盆地内で蛇行しながら段丘面を形成す
る。いわばこの周囲は、山地と台地の境界に位置する河
川流域に属している。

（２）浅瀬石川の黒石
　青森県黒石市に伝わる八郎の伝説は、八郎の出身地が
黒石となっている。
　現在の黒石温泉周辺の浅瀬石川を堰き止めようとした
八郎は、中野不動に咎められ上流の一ノ渡村で再挑戦す
る。ここでも十和田様に叱られたので十和田湖に逃げ込
む（坂本1996）。これ以降の話は南祖坊との争いから八郎
潟へと発展し、米代川流域の物語を共有している。
　同じ黒石でも八郎の展開が異なる話もある。十和田湖
での南祖坊との争いから逃れた八郎は、浅瀬石川に合流
する中野川を堰き止めようとするが、中野不動に追い払
われる。再度にわたり八甲田山の合子沢川上流のコツメ
でも挑戦するが、ここでも八甲田の神様に怒られて追い
出されてしまう（森山1976）。
　また、八郎は平川流域の大鰐、古懸、碇ヶ関に湖水を
つくろうとしたが、古懸の不動に妨害され、大鰐の大日
様に導かれて八郎潟へと辿り着く（森山1976）。この展開
では、話に南祖坊や十和田湖が登場しない。
　黒石温泉には、八郎の堰き止めの舞台となった場所が
伝わる。中野不動の周辺には八郎が笊（エビ）で土を盛ろ
うとした跡の小山が、蛾虫の一エビと呼ばれている（写
真17）。この場所は八甲田山を上流域とする中野川と浅
瀬石川の合流点に相当し、中野不動が鎮座する。また浅
瀬石川上流の一ノ渡には、蛾虫坂から運んだ土がこぼれ
た小山があり、川には八郎石があったとも伝えられる。

（３）岩木川の西目屋
　岩木川の上流にある青森県西目屋村に伝わる八郎の伝
説は、八郎の出身地が西目屋村になっている。目屋の谷
川を堰き止めようとした八郎は、岩木山の神に追われ
る。再び大鰐で平川を堰き止めようとした八郎は、阿闍
羅権現に叱られて十和田湖に逃げ込んだ（森山1976）。こ
れ以降は南祖坊との争いから八郎潟へと移動する展開と
なる。
　西目屋村西部の見返り坂は岩木川が渓谷を刻み、河床
には八郎岩が残されている（写真18）。岩木川は白神山地

（４）新井田川の十日市・島守
　青森県八戸周辺や新井田川の島守盆地には八郎や八ノ
太郎の伝説が残されており、八郎の出身地は八戸の十日
市や島守とされている。
　島守の八ノ太郎は是川を堰き止めようとして夜に土を
運ぶが、島森の神様が相談して虚空蔵様が真似た鶏の声
に頓挫する。八ノ太郎は十日市に逃げたが犬に吠えられ、
さらに鳥屋部岳に逃げた（森山1976）。
　八ノ太郎が八戸の蟹沢川を堰き止めようとして、土
を運んでモリを作った。明神様の別当の飼い犬が八ノ
太郎を吠えて追い払った。モリは犬森と呼ばれた（森山
1976）。
　島守で生まれた八郎太郎は、鉞で掘った土をモッコ
で運び、巻に山を盛って新井田川を堰き止めようとし
た。島守四十七社の神様は島守という森に集まって相談
し、八郎太郎を十和田湖に追い出した（南郷村中央公民
館1982）。
　これらの伝説に残された地名はそれぞれ現存し、新井
田川と蟹沢川が合流する地点が十日市である。十日市を
流れる蟹沢川右岸には犬森が望める（写真19）。　
　島守盆地を流れる新井田川は、南郷村巻から新井田川
渓谷を通過し、丘陵を穿入蛇行している（写真20）。
　島守の巻は、新井田川が盆地を通過して渓谷に入る河
川狭窄部にあたり、それは米代川流域の花輪盆地末広と
同じ地形的な環境にある。

（5）相坂川（奥入瀬川）の十和田市大和田
　十和田市大和田の沼は、八ノ太郎が休んで腰を下ろし
た場所が沼になったという。相坂川の水を飲んだ時につ
いた手形や歩いた足跡が才ノ神や東山に残された（森山
1976）。
　十和田市大和田の沼は、現地の踏査で特定できなかっ
た。しかし、相坂川左岸に鎮座する大和田神社の南側

写真17　黒石温泉の蛾虫の一エビ

写真18　岩木川の八郎岩
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のかもしれない。

６.　伝説の背景
（１）伝説の背景にあるもの
　昔話とよばれる地域に伝えられた伝説は、様々な民衆
の想いが言葉を介して人づてに伝わり、今日に至ったも
のと思われる。これには地域に伝わる地名の由来や地域
に起きた特異な出来事を伝えたものがあるだろう。
　八郎太郎の伝説は、話が伝わり残された範囲が極めて
広く、物語の内容も多岐にわたり様々な展開が存在する。
　このことは、それぞれの地域に伝えられた伝説が主人
公を介して結合し、逆に伝播した伝説が、それぞれの地
域で生まれた話と結びついて展開しながら残された可能
性を窺うことができる。
　こうしてみると15世紀前半に成立したといわれる『三
国伝記』や14世紀後半の『神道集』などには、法華経の功
徳によって大蛇や龍を調伏する説話が見られ、これらが
八郎太郎伝説の共通の基盤を構成しているものと考えら
れる。
　しかし、今回検討した八郎太郎の伝説は、南祖坊との
争いや湖水形成譚に地名や地形が登場する場面が多々あ
り、漠然とした表現で物語が展開することが多い伝説の
中にあって極めて特徴的なものではないかと考えられ
る。
　また堰き止めに関わる伝説の場所には、河川沿いの小
丘が登場し、八郎太郎の盛土と伝わるものは「ダイダラ
ボッチ」伝説との共通性が認められる。さらに、八郎太
郎が八郎潟に至る天瀬川の場面で登場する老夫婦は、「足
名椎」と「手名椎」であり、芦崎の姥御前神社の周囲に
は娘の「櫛名田比売」を祀った神社も鎮座する。このこ
とは、八郎潟に至って八郎太郎は、八龍として八岐大蛇
の民間信仰に習合していることになる。
　このように八郎太郎の伝説の背景には、詳細な場所を
伝えるエピソードと巨人信仰や日本神話の姿が複合して
いるように見受けられる。こうした複雑な背景を有する
物語の中から地域の伝承だけを抽出し、共通する意味を
想像すると、そこにはどのような伝説の「失われた輪」
が見えるのだろうか。これは今後の研究で大きな意味の

「八郎」に関わる伝説を見通す鍵となるものと考えられ
る。

（２）平川や浅瀬石川のラハール
　近年、青森県津軽地方で埋蔵文化財の発掘調査から十
和田aテフラ起源のラハールが検出されている。
　これらは浅瀬石川扇状地の前川遺跡（笹森他2009）や岩
木川が形成した津軽平野に位置する五所川原市の十三盛
遺跡（鈴木・佐藤2013）である。
　前川遺跡では平安時代の水田を覆う層厚20 ～ 50cmの
十和田a起源のラハール（柴2009）が検出された。また、

は、相坂川の段丘が河川によって浸食されて東西270 ～
340ｍ、南北340ｍの馬蹄形の凹地を形成している。この
特異な谷が八ノ太郎の伝説の沼ではないだろうか。

（６）白髭水と猿賀神
　青森県津軽地方に伝わる白髭水伝説は、八郎太郎の伝
説と直接の関係はなく、いわば花輪（鹿角）と津軽を舞台
とした洪水伝説の一つとして関連するかもしれない。
　蝦夷を攻めた上毛野田道は陸奥で戦死し、その墓を暴
いた蝦夷は大蛇と化した田道の霊に襲われた。田道の霊
は大湯に近い鹿角の猿賀野に祀られたが、欽明28（567）
年に津軽や南部地方に白髭水と呼ばれる大洪水がおきて
田道の霊は津軽に流れ着いた。
　それは現在の平川市尾上の権現平で、白馬に乗り春の
流木を舟として大石の上に神が現れたという。これを近
くに祀ったものが猿賀神社である（川合1970,坂本1996）。
　猿賀神社が鎮座する平川市尾上は、浅瀬石川と平川に
挟まれた扇状地に位置し、両河川の氾濫源とは距離があ
る。また、秋田県鹿角と両水系の間には山地があり、山
を越えてくる洪水は常識的には考えにくい。しかし、火
山噴火で生じたシラスを白髭水や白髪水と表現すること
があり、十和田湖の20 ～ 30kmの範囲にある水系での事
例であることから、火山災害を別の視点で表した伝説な

写真19　上空から十日市と犬森を望む

写真20　上空から島守盆地巻の渓谷を望む
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発生した可能性があるだろうか。第２図に湖水形成譚を
生んだ地域と十和田aテフラの分布や十和田カルデラの
火砕流の分布を示す。
　十和田火山から遠く離れた津軽平野の十三盛遺跡に達
したラハールには十和田aテフラ以外に微量なテフラが
含まれ、ラハール以前の堆積物には十和田火山の複数
のテフラ起源とされる火山ガラスが認められた（小野他
2013）。前川遺跡でも同様にラハール以前の堆積物から
は十和田八戸テフラ起源の火山ガラスや八甲田カルデラ
起源の火山ガラスも認められた（柴2009）。
　このようなテフラの再堆積は、十和田火山の周辺で平
安時代の噴火以前から周辺の山地、丘陵や火砕流台地か
ら恒常的にテフラが運搬・供給されていたことを示唆す
る。
　そして平安時代の大規模噴火は、毛馬内火砕流や降下
火山灰によって火山麓の植生破壊を進行させ、周辺の水
系にラハールを生み出すトリガーとなった可能性があ
る。各地で生じたラハールは、過去の十和田カルデラか
ら噴出した火砕流が斜面崩壊や土石流の発生により生み
出した二次的なテフラではないだろうか。
　こうして十和田aテフラが降下した地域では、渓谷や
河川の狭窄部や合流部で氾濫が多発し、米代川の八郎太
郎の伝説が伝播した各地で、さらに新たな伝説を生みだ
したものと想定される。

７.十和田ａテフラの噴火と災害
　八郎太郎の伝説から解釈した知見と最近の火山地質学
の成果は、どのような噴火と災害の姿を読み解くことが
できるのだろうか。以下は、伝説を軸に再構築した十和
田火山の噴火エピソードＡである。
　平安時代の延喜15（915）年夏に十和田火山で噴火が開
始された。『扶桑略記』に７月5日（ユリウス暦の8月18
日。以下同じ）に平安京では朝日に輝きがなく月のよう
だと記されたので、この日までに噴火のクライマックス
による降灰が近畿地方にまで達していた。
　南祖坊と八郎太郎の戦いは７日７夜とされたが、物語
の表現から噴火の経過を推定することは憚られる。仮に
噴火を示すものが７日だと仮定しても、それは１日では
なく、また１ケ月にわたらないイメージとしたい。
　噴火が起こった火口は、争いの場面から中湖火口に比
定される。最初に噴出した大湯軽石は、プリニー式噴火
によってもたらされ、火口から北西20kmに層厚10cm程度
が降下した。
　大湯軽石や大湯火山灰の噴火は、マグマに湖水が積極
的に関与した噴火と考えられた（広井他2015）。おそらく
最初の噴火は中湖にかつて存在した五色岩火山と御倉山
溶岩ドームの端に形成された火口で生じたのだろう。
　噴火のクライマックスは７月5日（8月18日）以前で毛

十三盛遺跡では層厚60cmのラハールが検出され、十和田
aテフラの噴火後にラハールが低湿地に流入したことで
低地が埋まり、微高地が形成された（小野他2012）。
　毛馬内火砕流は、火口から十和田湖を越えてカルデラ
縁での堆積が認められることから平川や浅瀬石川の上流
に達した可能性は極めて高い。しかし、これらの水系の
上流部は十和田八戸テフラなどのカルデラから噴出した
火砕流が急斜面や渓谷を形成しており、毛馬内火砕流の
堆積面は認められない。毛馬内火砕流は急峻な地形のた
め、ほとんどが浸食によって下流域に運搬されたと考え
られる。
　十和田湖の北西に位置する青森県の津軽地方は、浅瀬
石川上流や浅瀬石川と中野川の合流点、平川水系の大鰐
盆地などで八郎太郎の伝説による湖沼形成譚が残され
た。これらの地域には河川の狭窄部に類似する地形が存
在するが、上流からのラハールによって河床が上昇し、
米代川流域のように大規模な滞水域を形成した可能性は
低い。氾濫の証拠となる地形面やラハールは未発見であ
るが、限定的に浅瀬石川の合流部などでラハールによる
氾濫が起こった可能性を否定しない。
　また浅瀬石川扇状地の前川遺跡でラハールが水田を埋
めている事実は、上流部の浅瀬石川をラハールが流れ
下ったことを示す決定的な証拠である。
　このように米代川流域以外に津軽地方の河川で八郎太
郎の伝説と十和田aテフラ起源のラハールが重複して存
在することが認められる。

（３）ラハールを生み出した地形
　考古学的手法を用いて火山災害を研究した丸山は、十
和田aテフラの噴火に伴う平安時代の青森県及び岩手・
秋田両県北部の集落遺跡を集成し、災害に伴う平安時代
集落の推移を分析した（丸山2011）。これによれば、岩手
県馬淵川中流域や青森県奥入瀬川流域で噴火後に集落が
急減し、青森平野も減少に転じたことが明らかで、これ
らの周辺では逆に集落遺跡が急増する。このことは火山
災害により集落の移動を伴った人々の避難行動であると
した（丸山2015）。
　古代社会において当時の生活基盤をなす水田や畠な
ど、生産域が壊滅的な被害を受けることは、集落を維持
する原動力を失うことになるだろう。
　丸山の研究から米代川や浅瀬石川以外の地域でも噴火
による災害が生じていたことは明らかで、十和田火山の
周辺にある主要な大河川でラハールによる土砂災害が起
きた可能性は極めて高いことが読み取れる。
　しかし、毛馬内火砕流が及んだ地域は、火口から約
20kmの範囲と考えられ、毛馬内火砕流のラハールが岩木
川上流の西目屋や青森県南部地方、岩手県北上川などに
直接の影響を及ぼすとは考えにくい。
　それでは、どのような要因によって各地で土砂災害が
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馬内火砕流と十和田aテフラの主体をなす細粒火山灰が
爆発的な噴火によって噴出したと考えられる。この噴火
で五色岩火山の山体の一部は破壊され、水深300ｍを越
える現在の中湖火口が形成された。また御倉山溶岩ドー
ムの中湖側の崩落壁は、この時に形成されたのだろう。
　毛馬内火砕流の基質には軽石に混じって黒曜石片が多
く含まれる。これは大規模噴火でマグマと湖水が接触し、
マグマの急冷相が大量に生産されたためかもしれない。
　噴火が終息すると再び十和田湖は静寂が戻りつつあっ
た。湖に到達した人々は新たな中湖火口の景色を目撃し
たかもしれない。そして火口壁にはかつて五色岩火山を
構成していた溶岩が大きな崖となって現れた。
　鮮やかな真赤色の溶岩は、マグマの鉄分が高温酸化し

たものだが、人々の心には争いに敗れた八郎太郎の流血
を彷彿させるものがあったに違いない。
　噴火は終息したが花輪盆地に達した毛馬内火砕流は大
湯川や米代川を氾濫させ、盆地の出口にあたる末広を埋
め立てた。こうして河川の狭窄部を塞がれて、盆地の広
範囲で河川が氾濫した。
　低地を水田にして微高地に集落を営んだ人々は、大湯
川からもたらされる白砂と水没していく集落を眺めて
は、茫然と立ち尽くす他はなかった。これが十和田湖か
ら追われた八郎太郎の姿である。大湯川を埋めた火砕流
に取り残された集宮の小山は、シラスに出現した聖なる
場所である。人々は特別に護られた場所として感じたの
ではないか。

第２図　八郎太郎の伝説地と十和田火山のテフラ　テフラの分布はHayakawa（1985）、町田・新井（2003）による。

研究紀要34

98



　やがて米代川は、狭窄部の土砂ダムを決壊させ、下流
に洪水となって押し寄せた。七座山の麓の渓谷には、阿
仁川からの流れも合流する。この場所でも再び土砂ダム
を形成して、上流の盆地を滞水させたのだろう。やがて
ラハールは日本海側の能代平野まで到達するが、その頃
には米代川を下る八郎太郎の噂が、北東北の各地に伝え
られたことだろう。
　『扶桑略記』の７月13日（8月26日）には出羽の国で灰が
２寸積もり、桑の葉が枯れてしまったとの報告が北陸道
を経由して平安京にも伝えられた。
　前川遺跡でラハールに埋まった水田から、畦畔や田面
に残る足跡、丈が60 ～ 70cmの根元から倒れたイネが検
出されており、埋没した季節は出穂期の8月上旬と推定
された。
　915年8月に起きた噴火は、秋季の降水によって各地
で同時多発的にラハールを発生させ、噴火後の数年から
数十年は周辺地域の斜面が崩落し、大量の土砂が供給さ
れて、洪水が多発する環境が継続したものと思われる。
　低地を開発し経営した水田や畠を失い、集落を捨てて
移動した人々は、別の場所で新たな集落を形成した。
　米代川を埋めた白砂は、水流で洗われた火山灰だから、
やがて河原にはたくさんの砂鉄が濃集する。米代川を望
む高台に移転した人々によって、鉄づくりの集落が営ま
れるのに、さほど年月は掛らなかった。
　このように十和田火山の周辺地域にもたらされた大規

模な土砂災害は、各地で八郎太郎の伝説を共有する素地
を生み出し、米代川流域を祖形とした八郎太郎の伝説が
各地の被災体験とともに共有されて、伝承が生みだされ
たのではないだろうか。

おわりに
　筆者は1993年３月にフィリピンのピナトゥボ火山を
調査した。火口から25kmほどのサンマルセリーノ[San　
Marcelino]の下流では、白砂が眩い火砕流の末端と河川
を埋め尽くしたラハールの荒涼とした風景が広がってい
た（写真21）。
　1991年６月15日に噴火のクライマックスを迎えたピナ
トゥボ火山は、火山灰を高度34kmまで噴き上げ、火砕流
は山頂の火口から16kmを流れくだった。この噴火で直径
2.5kmのカルデラが山頂に形成され、噴火後には台風に
よって大量のラハールが発生した。この噴火は20世紀に
おける世界最大の噴火となり、噴出したマグマの規模は
10km3にも及んだ。
　一方、平安時代の十和田aテフラの噴火は6.5km3とさ
れ、大湯川を火砕流が流れくだった。20年前にフィリピ
ンで見たシラスは、今から1100年前に大湯川で見られた
風景に良く似た景色だったのかもしれない。
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キーワード
　対象時代　古代
　対象地域　全国
　研究対象　竃形土製品

―― 要 旨 ――

　竃形土製品については、『考古学研究』に稲田孝司の論文が発表された以後、各地で出土した竃形土製品について地域

での集成や検討がなされ、発表されている。今回は、こうした論考を紹介することによって各地域での竃形土製品の理

解ができることから発表順に掲載した。

　次に今まで各論考で行われた分類を参考にしながら、全体の形態による分類を行った。今回の分類では特に焚口から

掛口の間の形態に注目し、大分類として今まで一般的にみられる裁頭円錐形と土師器甕のような頸部を有する形態で分

類、これに庇の形態、掛口の形態などを考慮して大分類として２形態、中分類として３形態、小分類として21形態を提

示するとともに成整形についても検討を行った。成整形では、竃形土製品については基本的に導入当初の整形であるハ

ケ目による整形を踏襲しているが、一部地域ではヘラナデやナデ、須恵器技法である叩き締めが行われていることが提

示できた。

　また、分類からは、基本の裁頭円錐形を呈し、付け庇形態がほぼ全国的に展開するが、一部の地域では地域色ともい

える形態が出現している。曲げ庇形態は畿内を中心に斎宮や太宰府などの官衙と東海西部に分布がみられる。有頸形態

は、山陰地方から北陸地方に展開し、一部関東地方へも導入されていることを提示した。

　出土遺跡や遺構では、文献資料からも指摘されているように祭祀遺跡や遺構からの出土が多くみられる。本稿でも古

墳時代の土器集積、奈良・平安時代の河道や溝、神社・寺院などの宗教施設などでの祭祀行為を伴う遺構からの出土例

を取り上げた。こうした出土例をみると継承されている祭祀もみられるが、古墳時代と飛鳥時代以降の律令期では変化

がみられることと西国と東国では竃形土製品についての捉え方が異なることを提示した。特に東国では、造り付け竃内

からの出土例がみられることから、竃神信仰の普及・浸透による影響による考え、都城や畿内では竃形代による祭祀で

あるのに対して東国では竃形土製品自体が竃神の依代となっていることを提示した。

はじめに

１．研究史

２．形態の分類

３．分類から見えたこと

４．出土遺跡・遺構から

おわりに

竃形土製品　再考

神 谷 佳 明

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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はじめに
　筆者は、平成27年度発掘情報館最新情報展Ⅰ期の展示

「置きかまどと古代人」にて、20数年ぶりに「竃形土製品」
注１に取り組むことになった。本格的に取り組むのは拙
稿「東国出土の竃形土器についての検討」注２以来のこと
である。この間にも古代上野からは、十三宝塚遺跡、善
慶寺早道場遺跡、富岡小舟遺跡、東前沖遺跡、大道東遺
跡、本郷畑内遺跡、推定上野府域などから竃形土製品が
出土している。その中で、大道東遺跡では出土遺物整理
業務の一部を担った関係から出土した竃形土製品につい
て「大道東遺跡出土の竃形土製品について」と題して若干
の考察を行ったが、東日本を概観しただけの状態で見落
としていた点も多くあると思われたが、時間的制約もあ
り不十分な状態での考察であった。
　そして今回、展示についての一般向け解説を含めた講
演を行うにあたり、再度広域に集成と竃形土製品の使用
用途について資料の確認を行った。この結果、竃形土製
品については文献資料より祭祀で使用されていたことが
指摘されることから、「出土＝祭祀」との結びつけを行う
ことが多くみられる。しかし、文献からの結論を重視す
るあまり、遺構の性格を十二分に検討していない場面も
みうけられた。こうしたことから、出土した竃形土製品
の出土遺構の再検討を行うことにした。
　また、竃形土製品については庇の状態による分類の他
に、焚口と掛口の間の形態から分類できることが知られ
ているが、この要素だけでの分類では不十分な要素もみ
られることから、新たな分類を提示し、そこから見えて
生きた竃形土製品と地域性についても若干の検討を行う
こととした。

１　研究史
　竃形土製品については、その出土例が増加するととも
に特異な遺物の一つであることから各地で集成や考察が
なされている。今回、こうした集成や考察を可能な限り
紹介し、今後の研究の展開での参考にしていただければ
と思い入手できたものを紹介する。当初、竃形土製品の
研究は、古墳に副葬されていたミニチュアの製品が中
心であった。こうした研究としては、島田貞彦注３、小
林行雄注４、水野正好注5、近野正幸注６による論考がある。
大型の実用品についての研究はやや遅れて行われてい
る。各論考では、地域でのあり方を重視して先駆者の研
究を展開しているものも多くみられるが、原則的には発
表順に記載したが、同一地域にわたって扱った論考につ
いてはまとめて取り扱っている。なお、敬称は省略させ
ていただいた。
　1978年には、稲田孝司によって発表された「忌の竃と
王権」注７は、竃形土製品の実用についての検討と竃形土
製品についての古代専制君主のひとかたならぬ関心を具

体化することを課題として取り組んでいる。この論考は
以後の竃形土製品の研究に与えた影響は大きく、小林行
雄や水野正好らの論考とともに竃形土製品についてのバ
イブル的なものになっている。
　まずは、竃形土製品について付け庇と曲げ庇による２
形態に分類し、その変遷と地方色についての提示、さら
に実用については文献資料を取り上げながら、竃形土製
品の持つ祭祀的要素を明らかにしている。さらに王権と
民衆での竃形土製品に対する扱いの違いについても言及
している。
　1986年には、群馬県前橋市荒砥北原遺跡注8から出土
した竃形土製品は掛口を２口もつ特殊な形態であること
から鹿沼敏子は復元を行うとともに、周辺地域での集成
を行い、水野・稲田の論考をもとに律令国家の影響下で
導入された祭祀具の可能性を示している。また、集落で
の竃形土製品を使用した祭祀は普遍的なものではないと
の見方をしている。
　1988に筆者注９は、関東甲越地方から出土した竃形土
製品の集成を行い、その性格につて検討を行った。集成
を行った地域では、竪穴建物、特に造り付け竃内部から
竃形土製品が出土していることに注目し、竃神信仰での
竃神に対する扱いからカマドに竃形土製品を祭ったので
はないかと想定した。
　水口由紀子は、1987年に『貝塚』注10にて、以前に分析
した多摩丘陵北部の集落で竃形土製品が出土しているこ
とに注目し、平安時代９世紀から11世紀に南武蔵から出
土した竃形土製品について稲田（1978）や金子注11の研究
と対比しながら、南武蔵出土の竃形土製品の性格が異な
る可能性について問題提議している。
　その後、1990年には、『物質文化』注12で竃形土製品を
出土した多摩丘陵の集落遺跡を分析し、多摩ニュータウ
ンNo.146遺跡、No.144遺跡の集落が土器生産に関する集
落であるとし、同様に多くの竃形土製品を出土した土器
生産に関する遺跡とされる千葉県袖ケ浦市永吉台遺跡や
千葉県小見川町妙見堂遺跡の分析も行い、土器生産集団
と竃形土製品の関連に注目した。
　また、従来の造り付け竃から炉に火処が変化する過程
の時期に位置することと土器生産集団は、土器生産を
行っていく中で、生活の場が居住地と生産地を往来する
ことから、竃形土製品を祭祀的要素としてだけでなく日
常の火処としても使用したことを想定している。また、
永吉台遺跡では造り付け竃内に竃形土製品が埋め込まれ
ていることに注目し、検討の必要性を説いている。
　1990年には、中村信義注13によって兵庫県内から出土
した竃形土製品について集成と分析を行い、出土は官衙
や豪族の居宅に関する遺構からで、その遺構から土馬、
斉串、人形などの祭祀にかかわる遺物が多く出土してい
ることから、祭祀に関する遺物と想定し、中央の影響の
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強かったのではないかとしている。
　1992年には、近澤豊明注14によって竃形土製品につい
てその形態での部位の定義と分類を行い、造り付け竃と
の比較、形式分類と変遷、各地から出土したものの傾向
と出土状況について分析を行っている。形態分類では、
稲田の分類に、掛口の下部が「く」の字を呈しる形態を追
加し３形態とし、各部位による差異での分類を行い、変
遷を提示している。部位の定義した形態分類については
その後の研究の基礎となっている。
　岡野秀典は、1992年に甲斐型土器の研究集会で集成注

15、変遷を提示した後、その後、「甲斐国の竃形土器」注16

と題して新たに出土した竃形土製品の追加集成、観察を
行い、共伴する遺物などを「甲斐編年」に対応させ変遷を
提示している。また、竃形土製品の祭祀性についても研
究成果をもとに検討を行い、祭祀での具体的な使用法ま
でには至らないが、祭祀で使用された可能性が強いとし
ている。
　1995に は、 湯 原 勝 美注17に よ っ て 拙 稿（1988）・ 水 口

（1990）が関東地方の竃形土製品についての考察を発表し
た以降も出土例が増加しており、これらの集成を行うと
ともに、その中で房総から東北南部を中心から出土した
竃形土製品についての観察を行い、形態的特徴を抽出し、
地域差を明確にしている。
　1996年には、上村安生注18によって古代伊勢・伊賀の
煮沸具を扱う中で、竃形土製品についても斎宮出土のも
のを対象に変遷を提示するとともに斎宮以外から出土し
たものと比較し、違いがあることを提示している。
　1997年には黒沢秀雄注19によって茨城県内から出土し
た竃形土製品についての集成を行い、出土遺構をもとに
変遷を提示している。その中で茨城県つくば市中台遺跡
と真壁町八幡前遺跡から出土した竃形土製品には古墳時
代６世紀に比定できるものが存在するとしている。関東
地方では、古墳時代の竃形土製品の出土例がなく、その
導入には渡来人が係っていたと想定している。
　1997年には森泰通注20によって発掘調査、整理作業を
担当している愛知県豊田市江古山遺跡は報告書刊行まで
時間を必要とすることから、三河では例がないほど出土
量が多い竃形土製品についての提示と出土の背景につい
て検討している。江古山遺跡では丘陵上に5世紀代に古
墳が築造され、６世紀末頃から古墳を避けるように集落
が8世紀代まで営まれる。竃形土製品は、７世紀後半か
ら8世紀前半にかけて10遺跡30例ほどが出土しており、
使用状況や破片での出土から祖霊崇拝などの祭祀に使用
されたと想定している。なお、報告書注21は2013年に刊
行され、森はその中で、遺跡における竃形土製品の位置
づけを行っている。
　森（1997）が江古山遺跡の竃形土製品を発表した三河考
古10号には、岡安雅彦注22によって三河での竃形土製品

の集成が、検討が発表されている。それによると三河で
は12遺跡から20例以上が出土しているとされ、これらに
ついての形態的分析と変遷について提示している。それ
によると三河では曲げ庇が多く、付け庇は１例であると
している。竃形土製品は７世紀前半に出現し、９世紀代
までみられ、その整形はハケからナデへと変化し、時期
が下ると把手や凸帯は形骸化するとされている。
　1999年には、四柳嘉章注23によって石川県羽咋郡富来
町高田遺跡では古墳時代5世紀後半から６世紀前半にか
けての祭祀跡が調査され、竃形土製品も７点出土してい
る。竃形土製品は、稲田が分類を提示した中にみられな
いことから新たに有庇竃－付け庇Ⅱ類、無庇－Ⅱ類を提
示し、詳細な観察を行い、竃形土製品を祭祀具として取
り入れた背景は、以前より存在する石囲炉などへの信仰
が基になっていると指摘している。
　1999年には、椿徹注24によって山口県豊浦郡豊浦町高
野遺跡から5世紀後半から６世紀にかけての竪穴建物な
どから６例の竃形土製品が出土していることから、長
門・周防である山口県から出土した竃形土製品の集成を
行い、高野遺跡以外では４例がみられるとしている。こ
の４例のうち２例は６世紀代で残り１例は8世紀代、も
う１例は古代であるが時期不詳としている。奈良時代の
例は周防国府跡からで他の出土例は集落である。集落か
らは竪穴建物が６例と多い。使用状況としては内面にス
スの付着が少なく、掛口の磨滅が顕著に観察できないこ
とから、日常の火処としてではなく祭祀などにおける「ハ
レ」のときに使用されたと想定されている。
　2000年には、鈴木一有注25によって遠江の竃形土製品
についての集成と三河との比較が行われた。それによる
と遠江では以前により掛口を２口のタイプを中心に14例
が知られており、出土は大規模な祭祀空間とされている。
静岡県浜松市笠井若林遺跡から出土した竃形土製品は１
口タイプの裁頭円錐形で、隣接する三河出土と形態や整
形で共通点はあるが、細部での違いは顕著であるとされ
ている。
　2001年には、千葉孝弥注26によって宮城県多賀城市多
賀城跡城外の方格地割りに位置づけられる多賀城市市川
橋遺跡からは多賀城関連の遺跡の中でも竃形土製品が多
く出土していることから、市川橋遺跡から出土した出土
した竃形土製品を集成するとともに器形の特徴、成整形、
年代について検討するとともに宮城県内から出土した竃
形土製品の出土遺跡の性格から官衙に関する祭祀に使用
されたと想定している。
　2002年には、鳥羽英継注27によって長野県更埴市屋代
遺跡から出土した竃形土製品を契機とし、竃形土製品を
概観、屋代遺跡出土の竃形土器についての詳細な観察、
長野県内から出土した竃形土製品の分析を行い、屋代遺
跡出土の竃形土製品の使用目的を通じて遺跡の性格につ

103



　2010年に筆者注32は、群馬県太田市大道東遺跡の推定
東山道側溝から出土した竃形土製品は、その形態が北陸
地方の影響を受けていることを指摘した。使用目的につ
いては、出土時期が７世紀末から8世紀初頭に想定でき、
当時の東北の状況から、交通にかかわる祭祀の可能性が
強いとした。
　2012年に横浜市歴史博物館では、古代を中心としてカ
マドに対する信仰の様相を展示、解説注33する中で竃形
土製品についても出土状態などから、その神聖性を示唆
している。竃形土製品については、関東地方を中心にそ
の信仰性を提示するにとどまるが、古代の火処の中での
位置づけや信仰を考える上では示唆に富む展示である。
　2013年、森注34は以前、江古山遺跡の整理作業を進め
る中で三河では例が少ない竃形土製品を多く出土したこ
とから、『三河考古10号』注18に考察を行った。今回、整
理作業を完了し、報告書注19を刊行する中で前回提示し
た江古山遺跡での墓域と集落の関係や使用状態、出土状
況からより、出土した竃形土製品は古墳を構築した集団
の子孫による祖霊崇拝の祭祀に使用したものであるとし
ている。
　2014年には、古川一明注35によって東北地方では、出
土例の少ない羽釜形土器、竃形土製品、三脚土器につい
て東北地方でどのような変遷と性格について論じてい
る。竃形土製品については、分類、比較、分類、使用方
法、東国での出土例を見ながら、東北地方出土の竃形土
器についての系譜についての検討を行い、非日常的な儀
式用具と理解している。その中でも最近増加している仏
教関係遺跡からの出土から寺院や壇越などでの使用を想
定している。
　2015年には、飯田陽一注36は群馬県高崎市吉井町本郷
畑内遺跡から出土した竃形土製品について土器集中地点
という県内で初出の出土状況であることから検討を行っ
ている。群馬県内の竃形土製品は寺院や豪族居宅などの
区画溝や推定東山道側溝などと竪穴建物からに大別でき
るとしている。そのうち、区画溝や側溝などは祭祀での
使用を窺わせるもの、竪穴建物からの出土については、
小片が多く視覚的に祭祀との結びつきは低いとし、造り
付け竃に据えた竃での祭祀を想定している。これらの状
況から本郷畑内遺跡での竃形土製品の出土は竪穴建物の
例に近いとしている。
　この他に竃形土製品については、全国を対象として埋
蔵文化財研究会による造り付け竃、古代の土器研究会に
よる煮沸具について行ったシンポジウムでも取り上げら
れている。竃形土製品はすべての地域で取り上げられて
はいないが、その資料集注37・38・39には一部の地域のものが、
取り上げられている。また、造り付け竃とともに半島か
ら導入されていることから造り付け竃の論考の中で取り
上げられているものもある。

いての究明を行っている。その性格について、稲田（1987）
が提示した別火の火処としての性格が強いとしている。
　2003年には、岩橋孝則注28によって山陰地方に分布す
る土製支脚の集成・形式分類、分布の状況や盛衰と位置
づけを主目的にしているが、竃形土製品や造りつけ竃に
ついても集成・分布について検討している。竈形土製品
については、この時点での形態差の分布域を提示すると
ともに地方での使用方法では都城的な祭祀が直接導入さ
れたことには疑問を呈している。
　2003年には、渡邉淳子注29によって香川県善通寺市四
国学院大学構内遺跡の７世紀後半の溝１（SD01）から大量
の土器とともに竃形土製品が出土していることから、こ
れをうけて、讃岐内から出土した竃形土製品についての
集成を行い13遺跡から123例の出土がみられるとしてい
る。出土した竃形土製品は６世紀後半から10世紀代にか
けてで、最盛期は７世紀から8世紀にかけてであり、形
態的には掛口が内傾し、付庇が大部分であるが、あまり
形態変化をせず中世にいたることと個々の竃形土製品に
よって個体差がみられるとしている。出土遺構は集落内
の竪穴建物や溝・土坑であるとしている。また、坂出市
櫃石島の大浦浜遺跡では岡山県笠岡市大飛島の大飛島遺
跡と同様にミニチュアの竃形土製品を使用した祭祀が行
われた遺跡が存在するとしている。
　2005年には、加藤裕一注30によって山陰地方、鳥取県・
島根県から出土した竃形土製品について集成が行れ、山
陰地方での竃形土製品の出現は須恵器陶邑編年TK208、
TK23併行期に求めることができるとし、10世紀代に消
滅していくとしている。さらに出土遺構や山陰地方での
火処のあり方の検討から非日常的な使用を想定してい
る。さらに形態的に３分類を行っている。この分類は四
柳の分類とは異なるもので、「Ａ類：掛口の立ち上がり
が内傾または直立する」、いわゆる裁頭円錐形、「Ｂ類：
掛口が外方に屈曲し、くの字を呈する」、石川県高田遺
跡などから出土した形態、「Ｃ類：掛口が外販しながら
立ち上がり、如意状を呈する」、米子市砥石山遺跡など
山陰地方でみられる形態に分類している。この分類をも
とに形態的な変化による竃形土製品の変遷を提示し、各
地域での各形態の消長を論じている。
　2009年には、藤田道子注31によって大阪府四條綴市蔀
屋北遺跡から出土した竃形土製品は図化しただけで100
点を超えていることから、これらを掛口や庇の形状と外
面の整形により分類している。ここでは掛口を４形態、
庇を３形態、整形を３種類に分類し、それぞれの組み合
わせによる結果、掛口がＡ形態とした屈曲してやや幅の
広い平坦面をつくる形態には平行叩きによる整形が施さ
れ、Ｄ形態とした内湾して上内方にのびる啓太はハケ目
による整形が施されており、複数の系統があることを提
示している。
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２　形態の分類
　分類については、稲田（1978）による付庇形態と曲庇形
態による分類が、その後も研究を行っていく中で基礎と
なっている。稲田の分類では、竃形土製品そのもの分類
も注視しているが、竃形土製品に組み合わされる釜形土
器にも注目し、付け庇形態には胴部より口縁部系が広い
形態の古墳時代以来の甕、曲げ庇には羽釜形の釜が組
み合せられるが原則としている。その後、竃形土製品に
ついて論考を行っている近澤（1992）、四柳（1999）、加藤

（2005）、古川（2014）等は、それぞれ稲田の分類を発展、
展開させている。
　今回、分類を行うに当たって竃形土製品の分布を概観
すると全体の形態、近澤が提示した掛口の状態を一次的
な分類基準とする方が適切とみられる。この時点の分類
を大分類とし、焚口と掛口の間に頸部を持たない裁頭円
錐形状を「無頸」、山陰地方や北陸地方で多く見ること
ができる焚口と掛口の間に「くの字状」などの頸部をつ
くる形態を「有頸」とした。　
　次に稲田が指摘している庇の形態に注目すると曲げ庇
形態は畿内を除くとその分布が限定される傾向が窺え
る。こうしたことから無頸形態では、中分類として付け
庇形態、曲げ庇形態に分類した。有頸形態では、この分
類はみられないのでこの段階は一分類とした。なお、付
け庇形態、有頸形態では、庇が貼付された有庇とされて
いない庇がない形態が存在するが、これは、竃形土製品
の新しい段階で発生するとみられ、竃形土製品が変化す
る中で簡略化によるものと考えるが、一部には8世紀初
頭に位置づけられるものが確認されるため、必ずしも簡
略化だけではない可能性もある。　
　今回、形態については、以下のような分類が可能と考
えられる。
無頸－付け庇形態　
　この形態は、焚口上部が砲弾状または弧状を呈し、基
部に比べ掛口の径が小さくなる。体部は、張りを持つな
ど丸みを有する形態と円柱状の形態が存在する形態を
Ａ、円錐形の上部を裁断したように基部径に比べ掛口径
が小さくなる裁頭円錐形を呈する形態をＢ、基部径と掛
口径の違いがほとんど見られない円柱状を呈する形態を
Ｃに分類できる。なお、前記のようにこの形態では、全
体の形態を重視したため一部で無庇のものも含む。
　Ａ形態とした個体は、焚口上部の形態によって３形態
に分類できる。基部径が大きく、円柱状に焚口上部まで
立ち上がり、ドーム状の天井部ともいえる部位を有し、
その中央に掛口を有する形態をa、焚口の上部が砲弾状
または弧状に丸々形態を呈する。このうち、大きく内側
に内湾する形態をｂ、a形態に近いが、掛口上部の内湾
状態が大きくなくわずかに内側に傾く形態をｃとした。
　Ａa形態には、径50㎝ほどの大きな円柱状の体部を呈

し、焚口上部がドーム状を呈し、その中央に基部の径の
半分ほどの掛口を持つ。この形態には、大阪府堺市伏尾
遺跡谷地（第１図－１）、鳥取県東伯郡泊村園第６遺跡柵
SA01から出土したものが該当するが、全体がわかる個体
は伏尾遺跡から出土した１例だけしか存在しないため不
明確な点もある。年代は、それぞれ伏尾遺跡が5世紀、
園第６遺跡が陶邑編年MT15の６世紀前半代に想定され
ている。こうした年代観からＡaは竃形土製品が導入さ
れた当初から存在していた形態とみられる。
　Ａｂ形態には、山形県三軒屋物見台遺跡大溝ＳＤ15（第
１図－２）、石川県羽咋市寺家遺跡ＳＢT25竪穴建物、
鳥取県倉吉市夏谷遺跡27号竪穴住居、香川県下川津遺跡
溝ＳＤⅢ25、茨城県つくば市中台遺跡D区第４Ｂ号竪穴
住居、真壁町八幡前遺跡２号竪穴遺構、大阪府茨木市溝
昨遺跡埋没河川、阪南市亀川遺跡落ち込み、福岡県北九
州市長野A遺跡から出土の竃形土製品が該当する。三軒
屋物見台遺跡から出土した竃形土製品は比較的残存状態
が良好で、基部からやや体部に張りを持ちながら立ち上
がり、焚口上部から掛口にかけて内湾する形態である。
しかし、この竃形土製品は庇が焚口上位の際にだけ貼付
されたものが残存しているため、一見曲げ庇形態にも見
えるが、体部からの折り曲げがみられず、体部から庇の
貼付痕が観察できることから付け庇形態とした。また、
整形はハケ目ではなくヘラナデとナデを主体としてい
る。下川津遺跡から出土したものは上半が残存、寺家遺
跡と夏谷遺跡から出土したものは残存状態があまり良い
ものではないが、この形態に分類できる。なお、三軒屋
物見台は６世紀、寺家遺跡は７世紀前半、夏谷遺跡は共
伴する須恵器が陶邑編年のTK23に比定されることから
5世紀後半、下川津遺跡は７世紀後半、溝昨遺跡や亀川
遺跡は６世紀、長野A遺跡は古墳時代後期に想定される。
　Ａｃ形態には、Ａｂのように大きく内湾していないが、
焚口から掛口の間が比較的高く、焚口付近から掛口にか
けてはやや内傾している形態である。この形態には、大
阪府大阪市難波宮下層、群馬県甘楽町善慶寺早道場遺跡
19号竪穴住居から出土した個体が該当する。なお、善慶
寺早道場遺跡のものは庇が貼付されていない無庇形態で
ある。この他に、全体の形態はＡｃ形態とほぼ同様であ
るが、掛口付近で直立からやや外反する形態に大阪府松
原市大和今池遺跡土坑ＳK123から出土したものがある。
これらの竃形土製品は、出土した遺構の年代から難波京
下層が７世紀、善慶寺早道場遺跡が8世紀第1四半期に
想定される。
　Ｂ形態とした稲田（1978）が提示した裁頭円錐形を呈す
る形態である。この形態は、全国各地からの出土例を見
ることができる。その中でも器高が基部径より高いもの
をaとし、器高が基部径よりきわめて低い形態をｂとし
た。aは、体部が直線的な形態、焚口上部が直立する形態、
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ら出土した１例だけしか存在しないため不明確な点もあ
る。また、出土地域も上野に限定しており、この地域限
定で生産された可能性が高いが、古代上野では無頸Ｂa
や有頸形態も出土していることから地域でのあり方が問
われる形態である。これらの竃形土製品は、出土遺構に
共伴する土器の年代観から概ね8世紀代に想定される。
　Ｂｄ形態は、基部が高杯脚部や長頸壺高台のような形
状を呈し、掛口が一定の幅で平坦面をつくるか、端部が
平坦である形態である。この形態には、一般的な裁頭円
錐形と同様に体部が比較的直線的な形態と体部中ほどに
張りをもつ形態がある。直線的な形態には、千葉県袖ケ
浦市永吉台遺跡西寺原地区１号竪穴住居、36号竪穴住居、
57号竪穴住居から出土したものが該当する。体部に張り
をもつ形態には、千葉県佐倉市内田端山越18ＨＡ5号竪
穴住居、市原市坊作遺跡231号竪穴住居（第１図－７）、
袖ケ浦市永吉台遺跡西寺原地区１号竪穴住居、36号竪穴
住居から出土したものが該当する。なお、永吉台遺跡か
ら出土した竃形土製品は、掛口が肥厚せず平坦面を作る
だけものもみられ、内田端山越遺跡や坊作遺跡のものと
は細部で異なる。また、内田端山越遺跡から出土したも
のは、酸化焔焼成ではあるが、外面に平行叩き痕、内面
にアテ具痕が残るなど整形は須恵器の技法によるもので
ある。この形態は、現在のところ上総と下総の房総地域
で出土しているだけである。これらの竃形土製品は、出
土遺構に共伴する土器の年代観から概ね９世紀～ 10世
紀代に想定される。
　Ｂe形態は、前記のように掛口を複数有する形態であ
る。ここでみられる掛口は、体部と同様に筒状を呈して
いる。この形態には、群馬県前橋市荒砥北原遺跡コの字
状区画の区画溝（第１図－8）、前橋市下東西・清水上遺
跡56・58号竪穴住居が該当する。なお、下東西・清水上
遺跡から出土したものは掛口のごく一部片である。これ
らの竃形土製品は、出土遺構に共伴する土器の年代観か
ら概ね8世紀代に想定される。
　Ｃとしたものは、円筒形を呈する形態で、裁頭円錐形
が基部径と掛口径に差がみられるのに対して基部径と掛
口径がほぼ同径か、ほとんど差異のない円筒状の形態を
対するものである。なお、ここでの円筒状は、正面から
の形状を重視しており、側面はやや基部径が大きい裁頭
円錐形に近い形態も含む。この形態もＢの裁頭円錐形と
同様に器高と基部径の比率によってaとｂ、掛口を複数
有するｃに分類した。なお、Ｃ形態は、a～ｃとも出土
遺構の年代幅が広く古墳時代後期から９世紀にかけてで
ある。
　Ｃa形態は、掛口径より器高が高い形態である。この
形態には、鳥取県鳥取市高住牛輪谷遺跡Ａ１区９～ 13・
37層、山梨県御坂町二之宮遺跡268号竪穴住居（第２図－
１）、神奈川県平塚市四宮下郷遺跡群２区７号竪穴住居、

庇の形態、焚口、基部、掛口などの形態に違いがみられ
るが、この段階では同一の分類で扱うこととした。なお、
aとｂは平面形態が基本的に円形を呈しているが、これ
に対して、平面形態が長方形を呈する形態をｃ、この他
に基部端部が高杯などの脚部端部のような形態で、掛口
が平坦面をつくる形態をｄ、掛口を複数有する形態をe
とした。
　Ｂa形態は、平城京（左京九条三坊東堀河第１図－３）
をはじめ各地でみることができる裁頭円錐形状の竃形土
製品であるが、これらの中も基部から掛口まで直線的な
形態、焚口上部付近からやや直立する形態、体部下半に
張りをもつ形態などがみられる。しかし、これらの形態
では、明確な基準を設定することが難しく、どちらの形
態とも捉えることができる個体が存在するため細分を行
わないで一括で取り扱うこととした。なお、明確に分類
が可能な個体としては、焚口上部から掛口が直立気味に
立ち上がる個体として神奈川県平塚市四之宮下郷遺跡群
４区３号竪穴住居（第１図－４）から出土したものが該当
する。
　Ｂｂ形態は、基本的にはaと同様であるが、基部径や
掛口径に比較して極端に器高の低い形態を呈する。この
形態には、富岡市小舟遺跡29号溝、長野県諏訪市千鹿頭
社遺跡5区50号竪穴住居、塩尻市下境沢遺跡20号竪穴住
居、難波宮下層、香川県善通寺市四国学院大学構内遺跡
溝１（第１図－5）から出土したものが該当する。それぞ
れの規模は、富岡小舟遺跡のものが、基部径35.5㎝、掛
口径が推定26㎝、器高21.6㎝、四国学院大学構内遺跡は、
残存状態が悪いため推定地であるが、基部径48㎝、掛口
径26㎝、器高24㎝とＢaに比べると３分の２程度の器高
しかない。このため、この竃形土製品に掛ける甕や釜の
形態も口径か胴部径が相当大きなもので、器高の低いも
のを掛けないと機能しない。これらの竈形土製品の年代
は、富岡小舟遺跡は共伴する土器の年代が７世紀から９
世紀前半、千鹿頭社遺跡は8世紀代、下滝沢遺跡は10世
紀代前半～中頃、難波京下層が７世紀代、四国学院大学
構内遺跡は７世紀から8世紀に想定される。これらの竃
形土製品については、口径や胴部径がかなり大きく、器
高の低い甕や釜の存在が確認されておらず、使用状態の
想定が難しい竃形土製品である。
　Ｂｃ形態は、正面観はＢaと同様に直線的な裁頭円錐
形を呈するが、焚口を正面として四方に角を有し、各辺
が若干脹らむがほぼ長方形を呈する形態である。この形
態は群馬県境町十三宝塚遺跡寺域北東溝（第１図－６）、
高崎市下佐野遺跡４区43号住居跡、本郷畑内遺跡２号遺
物集中などが該当する。この他にも小片のため断定で
きないが、可能性のある個体に下東西・清水上遺跡167
号住居11、鳥羽遺跡Ｊ12号住居跡６などが該当するとみ
られる。この形態も全体がわかる個体が十三宝塚遺跡か
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藤井寺市船橋遺跡、東大阪市鬼塚遺跡、長岡京跡など畿
内に多くみられる他に、福岡県太宰府跡宮ノ本土壙出土、
小郡市干潟遺跡、滋賀県長浜市大塚遺跡溝ＳＤ0006、三
重県斎宮跡、愛知県豊田市江古山遺跡不明遺構ＳＸ03（第
２図- ７）、豊田市梅坪遺跡建物ＳＢ607，ＳＢ741、豊
田市塚越遺跡包含層、静岡県浜松市笠松若林遺跡溝ＳＤ
03、長野県更埴市屋代遺跡群１号竪穴住居などから出土
したものが該当する。このうち太宰府跡と笠松若林遺跡
から出土した個体には、体部の基部付近が外反する個体
がみられる。江古山遺跡ＳＸ03から出土した個体は焚口
上部の庇は曲げ庇形態であるが、焚口の両側には基部か
ら掛口まで凸帯が貼付されている。なお、梅坪遺跡ＳＢ
741や塚越遺跡から出土した個体は上半部しか残存して
いないが、江古山遺跡のものと同様な凸帯がみられる。
こうした凸帯は、先の江古山遺跡で複数や岡崎市矢作川
河床遺跡渡Ａ地点などでも見ることができるが、同じ曲
げ庇形態の竃形土製品を出土する遠江ではみられないこ
とから、凸帯を貼付する形態は三河特有な形態とみられ
る。また、滋賀県草津市横土井遺跡ＳＸ01では焚口上部
に曲げ庇が作られている他に、焚口周囲に付け庇が貼付
された特異な形態が出土している。
　Ａｂ形態は、掛口が内湾または一定の幅をもつ平坦面
をつくる形態である。個体数が少ないため細分は行って
いない。この形態には、三重県度合郡御薗村高向Ａ遺跡
竪穴住居ＳＢ101、静岡県浜松市井通遺跡溝ＳＤ3004下
層（第２図－8）、宮城県多賀城市市川橋遺跡溝ＳＤ287
や整地層から出土したものが該当する。高向Ａは、掛口
に平坦面をもつ形態、井通遺跡は内湾する形態である。
井通遺跡から出土した個体は、残存状態があまり良くな
いが把手の痕跡がみられない。また、市川橋遺跡から出
土した個体は、庇から掛口にかけての破片のため、全体
は不明である。
　Ａｃ形態は、無頸－付け庇Ａｃに類似した形態で、焚
口から掛口の間が比較的高く、焚口付近から掛口にかけ
てはやや内傾している形態である。この形態には、山
口県豊浦町高野遺跡竪穴建物ＳＢ06002（遺物NO.2029・
2030）、ＳＢ06003（2055（第２図－９）・2056）から出土し
た４例が該当する。2030はやや残存状態が良くないため
不明な点もあるが、残りの３例は比較的良好な状態であ
る。それぞれ、形態に焚口から掛口までの高さの比率な
どに差がみられる。これらの竃形土製品は、出土遺構の
年代から６世紀前半から中葉に想定される。
有頸形態　
　有頸形態については、稲田（1978）は「鳥取県・島根県
地方の竃形土器には、・・・（途中省略）・・・体部上端
をかるく外反させて甕の口縁部に似た釜孔をつくるのも
この地方の著しい特徴」として竃形土製品の地方色とし
て取り上げている。今日、その出土例をみると鳥取県や

４区44号竪穴住居、福島県いわき市荒田目条里遺跡表土
Ⅰ・Ⅱから出土ものが該当する。高住牛輪谷遺跡からは、
２例（209・210）が出土しているが、209（第２図－２）は
左側面に付属の掛口が造られている特殊な形態である。
　Ｃｂ形態は、付け庇Ｂｂとした形態と同様に掛口径と
器高の差異がほとんどないか、同じ形態である。この形
態には、兵庫径姫路市白鷺中学校プール遺跡出土や山梨
市七日市遺跡４号住居、韮崎市宮ノ前第２遺跡２号竪穴
住居、石和町狐原遺跡７号竪穴住居、韮崎市宮ノ前遺跡
338号竪穴住居（第２図－３）などが該当する。この他、
全体の形状が不鮮明であるが、多摩ニュータウン遺跡群
206遺跡出土のものも該当するとみられる。
　Ｃｃ形態は、正面から見た形態は円柱状であるが、掛
口を複数つくるため平面形態は横に長い楕円形状にな
る。また、掛口面はＢeとは異なり、平坦面に複数の掛
口を開けた状態である。なお、掛口には２口と３口がみ
られる。この形態には、２口のもとして静岡県浜松市西
畑屋遺跡西区土器集積10（第２図－４）、東区河川内Ｃ14
区ＳＸ101（第２図－5）、下滝遺跡Ｃ・ＳK21、Ｅ７Ｓ
Ｘ16、３口のものとして大阪府讃良郡条里遺跡第11 ～
２層、259土坑（第２図－６）から出土したものが該当す
る。なお、西畑屋遺跡から出土した個体は、庇が焚口端
部に作られており、付け庇か曲げ庇化は明確ではない。
また、西区土器集積10から出土した１例は焚口が正面中
央ではなく、右側に寄ったものである。讃良郡条里遺跡
第11 ～２層から出土したものは、図上では庇がない形
態とみられる。なお、讃良郡条里遺跡では、Ｂa形態の
竃形土製品の出土もみられる。
無頸－曲げ庇形態　
　この形態は、無頸形態の付け庇形態Ｂと同様に基部径
が大きく掛口径が小さい裁頭円錐形状を呈し、庇や内部、
把手について稲田は、「焚口を切開した後に切り口を折
り曲げて作られているから、体部とはひとつながりにな
る。釜孔の内側に粘土を厚く貼りつけ、また焚口の両側
近くの内側と奥壁内側に支柱帯を貼りつける特徴もみと
められる。持ち上げの際に手をかける施設についていえ
ば・・・曲げ庇系には例外なく下方向きの角状把手がつ
く。」と指摘している。
　曲げ庇でも掛口の状態で２形態に分類ができる。体部
から掛口が直線的な形態をＡa、掛口が内湾または平坦
面を作る形態をＡｂとした。
　Ａa形態は、前記のように基部から掛口までほぼ直線
的であるが、一部には把手付近でわずかに内傾する個体
もみられる。また、掛口端部は肥厚させ、平坦面を作る
個体がほとんどであるが、その形態には複数の形態が確
認できる。この状態は、個体差なのか年代的な変化、地
域的変化なのかについては明確にできなかった。この形
態には、稲田が指摘しているように大阪府難波宮下層や
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島根県に限定されず、東日本でも出土例を見ることがで
きる。こうした状況から大分類の分類とした。さらに中
分類として頸部がくの字状、またはコの字状を呈し、基
部径と径部径に大きな差がみられ、球胴形態の甕上半の
ように体部が大きく膨らむＡ形態。Ａ形態と同様にくの
字状形態を呈するが、Ａ形態のように基部径と頸部径に
大きな差をもたず、体部が長胴甕上半のようなＢ形態。
体部は裁頭円錐形にやや張りをもたせた状態であるが、
焚口や庇の上部にわずかな頸部をもつＣ形態に分類でき
る。この分類のうち、Ａ形態とＢ形態は四柳が提示した
分類の「有庇竃－付け庇Ⅱ類」、「無庇竃－Ⅰ類・Ⅱ類」、
Ｃ形態については、加藤が提示した分類の「Ｃ類」に相当
すると考える。また、本来の竃形土製品とは異なるが、
関東南部でみられる甕の下半を取り除き、口縁部から胴
部上半を竃形土製品と同様に焚口をもうけて転用した個
体をＤ形態とした。
　Ａ形態は、四柳（1999）が高田遺跡の出土資料で頸部の形
状が「くの字状」を呈する形態をＡ類、「コの字状」を呈す
る形態をＢ類と提示している。ここではＢに該当するも
のが少ないが、四柳分類のＡ類をＡa、Ｂ類をＡｂとした。
　Ａa形態は、前記のように高田遺跡祭祀遺構出土350

（第３図－１）、鳥取県米子市研石山遺跡5区ＳＢ07、島
根県出雲市三田谷Ⅰ遺跡竪穴建物ＳI16号、青木遺跡神
社遺構（Ｈ91）、江津市半田浜西遺跡東側土器溜り、群馬
県太田市大道東遺跡推定東山道側溝から出土した竃形土
製品が該当する。高田遺跡や研石山遺跡、三田谷Ⅰ遺跡
では5世紀後半から６世紀にかけて、半田浜西遺跡が６
世紀後半の年代観が想定されている。これに対して大道
東遺跡では７世紀末から8世紀初頭、青木遺跡は神社遺
構の存続時期が8世紀中葉から９世紀初頭に想定されて
おり、竃形土製品もこの年代観が想定されている。また、
前３例の頸部は「くの字」の状態が明確であるのに対して
後２例はやや退化した様子が見られる。これは、年代が
下ることによる形態の退化とみられる。なお、平塚市六
ノ域遺跡70号竪穴住居からも類似した個体が出土してい
る。この個体は、掛口口縁部が角状に肥厚するものであ
るが、掛口の一部しか残存していないため今回は参考に
とどめる。
　Ａｂ形態は、高田遺跡祭祀遺構351（第３図－２）、352
や島根県益田市久城西Ⅰ遺跡東区加工段１・加工段７か
ら出土したものが該当する。この形態は、現状ではこの
３例だけである。高田遺跡はＡa形態と同様な６世紀代、
久城西Ⅰ遺跡でも同様な年代観が想定されている。なお、
久城西Ⅰ遺跡から出土したものうち、加工段１から出土
したものは庇が貼付されたり、設けられていない。加工
段７から出土したものも焚口上部がわずかに外側に引き
出されているが、曲げ庇のような明確なものではない。
　Ｂ形態は、四柳（1999）が高田遺跡の出土資料でＣ類と

した形態である。四柳は、「Ａ・Ｂ類にくらべて体部の
張がと口縁部の屈曲がやや弱い（くの字状口辺部の外反
が弱い）。体部中央を逆Ｕ字状にくりぬいて焚口として
いる。庇はない。」とした形態で、土師器の煮沸用甕の口
縁部と同様な形状した形態をaとした。これに対して、
頸部の屈曲が大きく甕の口縁部とも言える部分が水平に
近い状態で開く掛口をもつ形態をｂとした。
　Ｂa形態は、京都府綾部市青野南遺跡ＳK8209、高田
遺跡（遺物NO.353（第３図－４））、新潟県真野町旗射崎遺
跡（第３図－5）（報告書によると出土状況は農道下の表
土を除去した時に検出したもので、遺構については明確
ではないが一部に竪穴住居の床面のような硬化面を確認
しているとされている。）、前橋市東前沖遺跡23号竪穴住
居が該当する。青野南遺跡は７世紀前半、高田遺跡は６
世紀代、旗射崎遺跡は、共伴する須恵器から奈良時代末
～平安時代初期、東前沖遺跡は、共伴する土器から７世
紀代４四半期の年代が与えられている。
　Ｂｂ形態は、新潟県真野町若宮遺跡、新潟市的場遺跡

（第３図－６）、兵庫県八鹿町朝倉遺跡が該当する。若宮
遺跡と的場遺跡から出土したものは、頸部から上部の開
きが大きく、庇が貼付されていないが、朝倉遺跡から出
土した個体は、体部が逆裁頭砲弾形を呈し、頸部から上
部の開きがやや弱い、そして焚口の周囲に庇が貼付され
ている。このように若宮遺跡・的場遺跡と朝倉遺跡とで
は、形態に違いがみられるため本来なら、細分をするべ
きであるが、ともに２例と１例しか確認できないため、
今回は細分までには至らなかった。また、若宮遺跡や的
場遺跡から出土したものには、庇の貼付や設けられた痕
跡はみられない。
　Ｃ形態は体部が裁頭円錐形や円柱状に近いが、掛口下
にわずかに外反する頸部を有する。加藤はこれを「掛口
が外反しながら立ち上がり、如意状を呈する。」としてい
る。この形態は、古代山陰道に分布する形態で、他の地
域ではみられない形態である。なお、この形態は、個々
の個体で若干の相違はみられるが、大きな違いがみられ
ないことから単一の形態とした。代表的なものは、鳥取
県淀江町福岡谷ノ上遺跡ＳI05、鳥取市今在家下井ノ上
遺跡溝ＳＤ40遺構外、米子市研石山１区ＳＳ04（古墳後
期～末）、島根県安来市石田遺跡１－３土器溜り、石田
Ⅲ遺跡Ⅰ－Ｓ区ＳＲ01（出雲４期）、高広遺跡ＳＸ－01下
層、松江市福富Ⅰ４Ａ区建物ＳＢ05、出雲市中野清水遺
跡祭祀遺構、京都府福知山市石本遺跡土坑10（第３図－
７）などから出土しているものがある。
　こうしてみるとＣ形態は、丹波でもみられるが、その
中心は岩橋（2003）や加藤（2005）が提示しているように出
雲と伯耆にかけてであるとみられる。
　Ｄ形態は、前記のように甕を転用したもので、焚口の
部分を丁寧に打ち欠いて作成している。この形態は、千
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葉県我孫子市日秀西遺跡009号竪穴住居（第３図－8）、
柏市大井東山遺跡045号竪穴住居、神奈川県横浜市権田
原遺跡ＢＨ41号竪穴住居（第３図－９）から出土したもの
が該当する。それぞれの年代は、甕の形態から日秀西遺
跡が６世紀後半、大井東山遺跡が古墳時代後期、権田原
遺跡は７世紀前半代に想定される。なお、権田原遺跡で
は転用竃形土製品が竃の脇に据えられた状態で出土して
おり、その脇からはこの転用竃形土製品の口径とほぼ同
じ胴部をもつ甕が出土しており、セット関係が窺えると
のことである。また、日秀西遺跡009号竪穴住居からは
図示されていないが、竃形土製品の破片が出土している
とのことである。
　こうした有頸－Ｄ形態の出土は、Ｄ形態が出土した地
域にも有頸－Ａ～Ｃ形態が導入されており、この形状を
もとに土師器甕を加工したことが窺える。
成整形について　
　竃形土製品は、幅の広い粘土紐を巻き上げて裁頭円錐
形なり甕の上半状に成形し、外面はハケ目状やヘラ状工
具、内面は同様な工具かナデによって内外面から輪積痕
を消し整えている。この際、当然内面は外面に比べて簡
略な整形で済ませてしまうものが存在する。持ち手とし
ての把手はハケ目が施されているものがみられることか
ら成形の段階で貼付されている。また、その後、逆Ｕ字
状なり長方形状に焚口を切開し、付け庇形態では焚口の
周囲に庇を貼付、曲げ庇形態では焚口上部をやや外側に
反らせるとともに粘土紐を貼付して庇を形つくる。さら
に背面に煙り出し用の孔を開ける。なお、煙孔の穿孔は
最終段階ではなく、成形の段階で行われたとみられる。
　ここで注目したいのは、成形では粘土紐をどちらから
巻き上げるかである。多くは、基部に平坦面を作ってい
たり、幅広い状態であることから基部側から粘土紐を巻
き上げて成形しているが、相模の竃形土製品には掛口側
が平坦で一部には木葉痕が残る個体がみられることか
ら、掛口を下にして粘土紐を巻き上げ成形していること
がわかる。上総や下総など房総地域でみられる無頸－付
け庇Ｂｄ形態は基部の形状が須恵器高杯などの脚部と同
形態であることから、これも掛口側を下にして作成した
ことがわかる。また、無頸－曲げ庇形態にも基部下位が
外反する形態がありこれも掛口側からの作成が窺える
が、現状では明確にできていない。
　整形は、竃形土製品が造り付け竃とともに朝鮮半島よ
り導入された5世紀代の土師器甕整形と同様にハケ目に
よるものが一般的であるが、年代が下るとともに関東地
方では甕胴部整形がハケ目からヘラ削りに変化するよう
に竃形土製品にも同様な変化がみられるものが出現す
る。その代表的な地域に上野があるが、この整形につ
いては広く導入されておらず、古墳時代以降の伝統的
な整形技法を維持する竃形土製品が圧倒的な割合を示し

ており、外観にも竃形土製品のあるべき姿を求めるなど
特殊性が窺える。なお、上野以外で竃形土製品にハケ目
以外の整形方法を導入しているのは、出羽の三軒屋物見
台遺跡、信濃の屋代遺跡群１号竪穴住居、武蔵の埼玉県
上里町中堀遺跡遺構外、八潮市八條遺跡４号竪穴住居、
東京都多摩ニュータウン遺跡群No.818遺跡H2竪穴住居、
No.206遺跡Ｈ６竪穴住居、上総の永吉台遺跡、伯耆の鳥
取県名和町名和中畝遺跡竪穴住居４、米子市石州府第４
遺跡遺構外をはじめ山陰地方の一部など一部でヘラ削
り、ヘラナデによって整形された竃形土製品がみられる
が、現状では、一部地域で例外的に作成されたものとの
理解できる。上野をはじめとする関東地方から出土した
ヘラ削りやヘラナデによる竃形土製品は、8世紀代以降
の遺構から出土している。上野以外では、９世紀以降の
遺構からの出土が多い。なお、三軒屋物見台は６世紀、
名和中畝遺跡は共伴する須恵器からTK217併行期７世
紀前半代に比定されている。これらヘラ削りやヘラナデ
による整形の竃形土製品は、無頸－付け庇形態に分類さ
れるものである。また、石本遺跡出土NO.199は、大部分
がヘラナデであるが基部にハケ目が残ることからハケ目
整形後にヘラナデが行われたとみられる。なお、同遺跡
からはハケ目整形がそのまま残る個体も出土している。
　以上、成整形の状態を概観したが、成形では基部から
と掛口から粘土紐を巻き上げての２通りの方法がみられ
る。整形は石本遺跡出土NO.200にみられるハケ目後ヘラナ
デ整形もみられるが、基本的には、ハケ目によるものと
ヘラ削り・ヘラナデによる２通りの方法であるが、ハケ
目による整形が主流で、煮沸具がヘラ削り整形を取り入
れた地域でもハケ目を取り入れていることから、竃形土
製品では外見も伝統的要素が重視されていたとみられる。
　竃形土製品は、多くの地域で初期の整形を継承して外
面をハケ目による整形を施しているが、そうした中で、
大阪府四條綴市蔀屋北遺跡、千葉県佐倉市内田端山越遺
跡（第４図）、宮城県多賀城市市川橋遺跡ＳＤ277、287、
整地層から出土の一部には須恵器の技法である平行叩き
やアテ具痕がみられる。蔀屋北遺跡では大量の竃形土製
品が出土し、藤田（2009）によると整形もハケ目、ナデ、
平行叩きが存在するとのことであり、数値化した中では
ハケ目と平行叩きが同数とここでは希少な整形でないと
みられる。こうした状況は、前記の伝統的要素を重視す
る点とは異なる。房総地域では、須恵器の技法による竃
形土製品は、内田端山越遺跡以外ではみられないため不
確定要素が強いが、この地域では須恵器と土師器が同一
工人によって製作され、焼成の違いで分類されることが
知られていることから、須恵器工人によって製作された
可能性が強い。蔀屋北遺跡や市川橋遺跡から出土した竃
形土製品の一部に須恵器の技法が用いられた要因につい
ては今後の課題としたい。
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第１図　竃形土製品の分類（１）
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第２図　竃形土製品の分類（２）
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３　分類から見えたこと
各分類を見ると無頸－付け庇Ｂａ形態のように広範
囲、幅広い年代から出土している形態もあるが、出土す
る年代や分布が限定される形態も存在する。それぞれの
形態について概観すると以下のとおりである。
無頸－付け庇形態　Ａａ・ｂ・ｃをみると出土数が少な
いこともあり、確実性に乏しいが、Ａａ形態は竃形土製
品が導入された初期段階のもので６世紀代までしか存在
しない形態である。なお、分布については伏尾遺跡と園
第６遺跡の２点しか出土例がみられないため言及できな
いが、西日本の狭い範囲で使用された可能性は高い。
Ａｂ形態も５世紀後半代には出現しており、古墳時代
７世紀まで作成・使用されていた可能性が高い。なお、
分布は山陰、四国、畿内、北陸、関東、東北と広範囲か
ら出土しており、竃形土製品の普及を考えるうえで重要
な形態である。
Ａｃ形態は、Ａｂ形態に続く形態とみられるが、これ
も出土例があまり多くないが、難波宮下層や大和川今池
遺跡など畿内に集中している。難波京下層では全体がわ
からないが数点の出土が見られる。このＡｃ形態は、６

第４図　須恵器技法による竃形土製品
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では６世紀中葉から、東伯耆や因幡では5世紀代から無
頸－付け庇形態が出土し、有頸形態の出土が少ないとさ
れている。北陸では竃形土製品の出土例自体も少ないが、
佐渡では有頸－Ｂ形態が主体をなしている。この有頸は、
山陰・北陸以外では上野の大道東遺跡でＡa形態、東前
沖遺跡でＢa形態が出土している他に相模国府域の六ノ
域遺跡からも掛口が外側に肥厚するため掛口下が頸部状
を呈する個体が出土しているだけである。

また、土師器甕を転用したＤ形態の存在は、成整形の
項で記したように竃形土製品が従来の形態や外観に固執
している点がみられることから、他のものを転用すると
したなら円筒状の形態を呈する円筒埴輪や形象埴輪など
の基部を用いるほうがより近い形態のものが得られると
想定されるが、敢えて土師器甕を転用したことは、前記
のように相模や武蔵、下総など関東の東海道諸国にも有
頸形態の竃形土製品が存在した可能性がみられる。
分類からみえた地方色　
　分類ではわずかな出土例しかないものも対象としてい
るため、今後の出土例が増えることによって変化する可
能性はあるが、現状では以下のことが言える。

大分類では、山陰の石見と出雲、北陸の越後では、無
頸形態がみられず、有頸形態だけであることが特徴的で
ある。中分類では、付け庇形態が大分類であげた地域を
除く全国で展開するのに対して曲げ庇形態と有頸形態は
広範囲ではあるが、地域が限定されることがわかった。
これに対して小分類の形態では全国に展開する無頸－付
け庇Ｂa、広域に展開する無頸－曲げ庇Ａa、有頸－Ａ、
有頸－Ｃ形態に対して地方色ともいえる形態が存在して
いることである。この地方色も複数の国域を単位とする
ものや一つの国域を単位とするものが存在する。複数の
国にまたがって出土例がみられるものには、付け庇形態
のＢｄ、Ｃa、Ｃｃ、曲げ庇形態のＡｂ形態である。こ
れに対して単一の国域だけでの出土は、付け庇Ｂｃ，Ｂ
ｄ、Ｃｃ形態の２口の掛口を有する個体があげられる。

こうしてみると地方色の強い形態は、東海の三河、遠
江と関東地方にみられることがわかる。また、この地域
では、付け庇－Ｂaで細分までには至らなかった焚口上
部が直立気味に立ち上がる形態も相模に限定されてい
る。

こうした様相は、古代の土器と同様に畿内やその周辺
では本来の形態に忠実に作成されてる。これに対して畿
内から離れた地域では基本的な形態は模倣されるが、細
部では独自の形態のものが作成されるようになったとみ
られる。こうしたことは、形態だけでなく、成整形にお
いても成形で掛口側から作成されたり、整形がハケ目で
はなくヘラナデで行われたり、須恵器の技法が取り入れ
られたりすることにみられる。

世紀後半から７世紀に比定されるものが大半で、善慶寺
早道場遺跡も8世紀第１四半期であることから、ほぼこ
の時期に集中して使用されて形態とみられる。また、各
地にこのＡｃ形態に分類できる可能性がある個体がみら
れるが残存状態が不良のため確定できておらず、今後の
出土例を待ちたい。

無頸－付け庇Ｂ形態では、a形態が存続期間も長く、
分布域ももっとも広範な形態である。a形態として取り
上げたなかにも四之宮下郷遺跡で出土した個体のように
地域色を見出せるものが存在している。これは、東国で
の畿内系土器の様相と同様で、導入当初は、導入された
竃形土製品を忠実に模倣しているが、年代が下がるとと
もにその地域独特の製品が作成されていくようになると
みられる。

Ｂｂは、分類の項で記したようにこれに使用する甕や
鍋が想定できない形態である。こうしたことは、竃形土
製品そのものが簡略化し、実用性を求めないものへと変
化した可能性が窺える。しかし、これらの竃形土製品が
出土した遺構を見ると比較的律令期の初期8世紀代の遺
構が含まれていることから言及は避けたい。

Ｂｃ形態は、分布が上野に限られる形態である。なぜ、
このような形態が出現するのかやや疑問な点があるが、
古代初期における上野の重要性から規制が緩和された結
果と想定される。

Ｂｄ形態も分布が限定される形態である。分類の項で
記したように上総・下総の二国に限定される。

Ｃa形態とＣｂ形態も一部離れた地域での出土も確認
されるが、分布の中心は相模と甲斐が中心である。また、
Ｃｃ形態とした掛口を複数設けた形態も遠江にあたる西
畑屋遺跡、下滝遺跡と３口のものとして摂津にあたる讃
良郡条里遺跡のものでは、やや形態が異なることからそ
れぞれ地域独特な形態と見ることができる。
無頸―曲げ庇形態　この形態は、分布が比較的偏ってお
り、畿内、太宰府、斎宮、多賀城を中心とした地域と長
門、三河及び遠江にまとまった分布をみることができる。
太宰府や多賀城では、付け庇形態と曲げ庇形態が併存し
ているが、斎宮では曲げ庇形態だけである。また、三河
は、岡安（1997）の集成では庇の状態がわかるものとして
は13例があげられているが、そのうち11例は曲げ庇形態
とされている。
有頸形態　この形態は、分類の項で記したように日本海
側の山陰から北陸に集中し、一部上野などでも分布をみ
ることができる。そして、山陰や北陸では、初期の形態
とみられる無頸－付け庇Ａa形態が園第６遺跡や同じく
無頸－付け庇Ａｂ形態が寺家遺跡から出土しているが、
客体的な存在である。山陰地方の竃形土製品についてま
とめた加藤（2005）によると無頸形態は石見や出雲では出
土例がみらないとのことである。これに対して伯耆西部
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４　出土遺跡・遺構から
本来なら竈形土製品の出土遺跡、遺構、出土状態につ

いて列挙しなければならないが、今回本稿を起こすにあ
たり、研究史で取り上げたように竈形土製品についての
考察が掲載されている報告書や研究史が多く存在してい
た。その結果、一遺跡で遺物の中で竃形土製品が占める
比率は低いが、全国の出土例も膨大な数であった。その
ため、ここでは頁数の制約もあるので一覧については別
の機会に提示したい。

竈形土製品を出土した遺跡では、難波京や平城京など
の都城や大宰府、斎宮などの中央官衙、中央に直結する
官衙ではまとまった数の出土がみられる。また、地方官
衙でも多賀城やその周辺では多賀城跡３点、多賀城廃寺
１点、高崎遺跡１点、市川橋遺跡26点、山王遺跡３点の
計33点、相模国府及び国府域では湘南新道関連遺跡だけ
でもから150点が出土し、国府域全体では300 ～ 400点の
数に及ぶとみられる。しかし、こうした事例は、佐渡国
府遺跡で実態は明確ではないが、真野町若宮遺跡、旗射
崎遺跡、下国府遺跡など数遺跡から数点の出土例がみら
れるだけである。この他の国府や国府域では、上野府に
ついて国府域とみられる範囲をみても元総社蒼海遺跡群
と鳥羽遺跡からの２点、郡家や城柵官衙でも宮城県伊治
城で２点などの出土例をみることができないように、ほ
とんどの国府や郡家など地方官衙でもまとまった出土を
みることができない。逆に官衙以外でもまとまった数の
竈形土製品を出土する遺跡がある。この代表的なものに
大阪府四條綴市蔀屋北遺跡100点以上、寝屋川市讃良郡
条里遺跡群14点以上（報告書Ⅶ・Ⅸの計による）、愛知県
豊田市江古山遺跡では30点以上、梅坪遺跡28点、千石遺
跡21点、岡崎市矢作川河床遺跡20点、山梨県御坂町二之
宮遺跡12点以上、山梨市日下部遺跡8点、袖ヶ浦市永台
遺跡では西寺原地区12点、遠寺原地区5点の計17点、鳥
取県東伯町八橋第8・９遺跡11点、西伯町福成早里遺跡
5点、島根県八雲村前田遺跡29点、出雲市中野清水遺跡
8点、石川県富来町高田遺跡７点とまとまって出土して
いる遺跡が数少ないがある。しかし、このような竈形土
製品がまとまって出土した遺跡のほうが少なく、単独ま
たは２～３点しか出土していない遺跡のほうが圧倒的で
ある。また、多くの竈形土製品を出土している遺跡でも
集落遺跡では一遺構から出土する個体は多くなく１個体
から２～３個体にとどまり、遺構の時期差を考えると同
時期に存在したとみられる竈形土製品はわずかであった
と想定される。しかし、長期にわたって継続する集落で
も竈形土製品を全く出土しない遺構が存在しており、こ
の竈形土製品の出土例の違いには何らかの背景が存在し
たと考えざるを得ない。

竈形土製品を出土した遺跡からその性格を概観すると
蔀北遺跡や讃良郡条里遺跡群のように造り付け竃に取り

付けるＵ字形付属具などの出土から渡来系集団の居住地
と想定され、竃形土製品もこの集団が持ち込んだとされ
る集落以外では、神社や寺院など宗教施設や祭祀行為が
行われた遺跡に関する遺跡が明確に位置付けられる。

神社遺跡としては島根県青木遺跡や新潟県真野町下国
府遺跡がある。

青木遺跡注40は、8世紀から９世紀前半にかけての社
殿と想定される３棟の２間×２間の総柱建物などを区画
施設が検出され、この施設や周囲より神像や絵馬、木製
形代や火鑽臼等の祭祀具が出土し、神社遺構と判断され
ている。竃形土製品は、社殿を囲む石積の区画内から出
土しており、その多くは破片での出土とされる。

下国府遺跡注41は、９世紀代と考えられる溝で区画さ
れた内部に３間×２間の同一規模の掘立柱建物が並列し
て検出されている。こうした配置をもつ遺跡としては千
葉県千葉市荻生道遺跡があり、このような施設の事例と
しては、大阪市住吉神社第三本宮と第四本宮が並列に配
置されていることから神社遺跡と想定されている。竃形
土製品については報告書に出土の記載がある。

寺院遺跡としては十三宝塚遺跡や多賀城廃寺から出土
例がみられる。十三宝塚遺跡は、台形状に回廊が廻り、
内部に基壇を設けられている。多賀城廃寺は、多賀城の
南東に位置する金堂、講堂、塔、回廊などを有する大規
模な伽藍配置がみられる。

祭祀関連では、土器集積、河道や溝などがみられ、土
器集積では、石川県高田遺跡や島根県中野清水遺跡注43、
河道や溝では前田遺跡、愛知県矢作川河床遺跡、静岡県
浜松市西畑屋遺跡、井通遺跡、群馬県富岡小舟遺跡、前
橋市二之宮洗橋遺跡、山形県物見台遺跡などをあげるこ
とができる。

高田遺跡注42は、能登半島の西部、海岸から１㎞ほど
内陸に入った独立丘に立地する遺跡である。竃形土製品
は石製子持勾玉、アホウドリ骨製垂飾、鹿角製簓子、手
捏ね土器等の祭祀具と鉄鏃、刀子と古墳時代5世紀後半
から６世紀にかけての土師器・須恵器が集積された祭祀
遺構から出土している。

中野清水遺跡注43は、斐伊川の左岸、斐川平野の沖積地
に立地する土器集積を中心とする祭祀遺跡である。祭祀
行為は６世紀後半から９世紀にかけて行われている。祭
祀は、６世紀後半から７世紀前半の在地型、７世紀後半
から8世紀前半の在地型祭祀に律令祭祀が加わり始めた
段階である、在地の小共同体の祭神が律令国家の神祈制
度の中に組み込まれた段階、8世紀以降の在地的祭祀の
要素が薄くなり、より律令祭祀の色彩が強くなる時期に
分類されている。竃形土製品は、在地型、在地型に律令
祭祀が加わりはじめた段階の祭祀に伴うとされている。

前田遺跡注44は、意宇川支流の旧河道で水辺の祭祀が
行われた遺跡とされている。祭祀具とみられる出土遺物
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には、瑠璃製や水晶製をはじめ泥岩製勾玉、木製頭椎大
刀柄、木製農具、紡織具、木製琴、火鑽臼等の器材、木
製槽、手捏ね土器、６世紀代の大量の土師器・須恵器や
建築部材と竃形土製品が出土している。そして竃形土製
品は発火具の火鑽臼とともに穀物加工の杵、製塩土器、
甑、甕などと祭祀の場で食物を加熱調理に使用されたと
されている。

矢作川河床遺跡は、旧河道の遺跡であるが、墨書土器、
鳥形・刀形木製品などともに竃形土製品が出土している。

明確な遺構としては捉えられていないようであるが、
出土した墨書土器や木製品から祭祀に使用されたものが
流されたか河道に堆積したとみられる。なお、竃形土製
品の中には内面に煤や炭化物が付着したものがあり、前
田遺跡で提示されたような祭祀の場での調理が窺える。

西畑屋遺跡注45は、古墳時代後期から奈良時代にかけ
て河道で大量の土製品や土器や鉄製刀子などを使用した
祭祀が行われた遺跡である。祭祀具とみられる出土遺物
は、100点を超す土製馬形、土製人形、支脚、皮袋形土
製品、内面底部に突起を有する特殊な鉢状土器、手捏ね
土器をはじめ大量の土師器・須恵器の供膳具・貯蔵具・
煮沸具と無頸－付け庇形態Ｃｃの掛口を２孔有する竃形
土製品が出土している。竃形土製品や煮沸具には使用さ
れた痕跡がみられものと全く使用された痕跡がみられな
いものが存在することから、前田遺跡と同様に祭祀の場
での調理も想定されるが、直接祭祀具として使用された
ものも存在するとしている。この祭祀については、伊場
遺跡との比較研究から郡家周辺または一般集落でとりお
こなわれた祭祀と位置付けている。

井通遺跡注46は、浜松市細江町、浜名湖北西部に位置
する。この遺跡では弥生時代～中世にいたる集落ととも
に奈良時代には、遠江引佐郡家関連施設が造営され、湾
岸機能を有する「郡津」、宿泊供給施設の「館」として展開
している。竃形土製品は奈良時代から平安時代初期の大
量の供膳具や甕や陶硯、墨書土器、土馬、陶馬を出土す
る溝ＳＤ3004から出土している。溝ＳＤ3004は、大溝に
接する区画溝で土馬・陶馬などの祭祀具の出土から、区
画ごとに異なった祭祀を行ったと捉え、場所は区画の境
となる区画溝で執り行ったと理解される。港湾施設とし
て物資・人が集散機能を考えると、穢、罪、疫病が招入
しやすい環境にあると考えられ、人面墨書土器や土馬、
陶馬による祭祀行為によって、施設内への穢れなどを取
り除く祭祀が行われたといる。

富岡小舟遺跡注47は、古墳時代後期から平安時代にか
けての集落と河道とみられる大溝が検出されている。竃
形土製品が出土した29号溝からは8世紀から９世紀代を
中心とした須恵器の杯蓋・身、椀、高盤、長頸壺、短頸
壺、横瓶、甕などと土師器杯、甕、手捏ね土器、土錘な
どが出土し、供膳具には「野田」、「子野」、「万」など墨書

されたものもみられた。報告書では、大量の供膳具や竃
形土製品、墨書の存在から祭祀や儀礼行為に伴う供膳具
がこの大溝に投じられたとしている。

二之宮洗橋遺跡注48は、６世紀から8世紀にかけての
集落と窪地や河道が検出され、窪地や河道から７世紀か
ら９世紀にかけての供膳具や貯蔵具、煮沸具、円面硯、
竃形土製品の破片が出土している。そのうち、土師器や
須恵器の杯には「芳郷」・「郷」、「厨」、「舟」、「大」、「中」、

「得万」などが墨書したものがみられた。報告書では、遺
跡の性格について言及していないが、東国での墨書土器
の性格や河道に大量の土器を投じた遺跡などを比較する
と祭祀に関わる行為が行われたことが窺える。

物見台遺跡注49は、山形県東部の山形盆地内の微高地
に立地する。調査では、６世紀代の竪穴住居と河道（報
告書では大溝ＳＤ15）が検出されている。河道は100年間
ほどの間に数回の洪水に起きているとさる。この河道か
らは６世紀代の大量の土師器・須恵器の供膳具・貯蔵具・
煮沸具とともに手捏ね土器、土製玉、管玉、石製紡錘車、
石製模造品、砥石、磨石、凹石と無頸－付け庇形態Ａｂ
の竃形土製品が出土している。竃形土製品は、内外面と
も弱いヘラナデによるとされている。

河川や溝からの竃形土製品の出土については、平城京
や長岡京など都城や畿内では、ミニチュアの竃形土製品
を使用した祭祀を多く見ることができる。

平城京で運河機能を果たしていた東堀河の左京八条三
坊九坪や左京八条三坊坪境小路側溝ＳＤ1155や京の南で
下ツ道が河川を渡河する橋脚が設置された地点の稗田遺
跡などをあげることができる。平城京では、こうした河
川や側溝に大量の土器とともに人形や土馬、ミニチュア
の竃形土製品、人面墨書土器が出土しており、祓いなど
の祭祀が行われたとされている。

こうした状況は、古墳時代と律令時代では河道や溝に
竃形土製品を投じる祭祀のあり方が変化していると考え
られる。その背景は、金子裕之（1985）注50が指摘してい
る「模型カマドは平城京の13カ所から出土し、そこでは
土馬や人面土器など、祓い関係の遺物と伴うことをみる
と、竃神を和めるための捧げ物とするよりも、逆に破損
して、竃神の動きを封じ込めようとしたものではないだ
ろうか。竃そのものはすでに古墳時代に伝来しているの
だが、祓いの目的で模造カマドをつくることは8世紀に
みられることだから、この頃改めて祓いの概念が伝わっ
た解釈するのか、あるいは前代の古墳副葬の習俗が姿を
変えて甦ったと解するのかいずれかであろう。」と指摘し
ているが、道教の伝来が7世紀代とされていることをふ
まえると前者の「あらためて祓いの概念が伝わった」と考
えたい。

竃形土製品については、宗教関係遺跡や祭祀関連遺跡、
官衙関連だけでなく集落遺跡からも出土しているが、集
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落遺跡では、竪穴住居、土器集積、加工段、性格不明遺
構、遺構外など多岐にわたる遺構から出土し、その状態
や状況は千差万別である。こうした中で数多く出土例が
みられる竪穴住居を中心に検討を行う。

集落遺跡、特に竪穴住居から出土した竃形土製品につ
いては、稲田（1978）が示した別火の信仰による用具との
指摘があるが、実際の使用はどのような状態であったの
か解明されてない。こうしたなかで、使用されていた状
態や置かれていた状態がわかる出土例が数少ないがみる
ことができる。

出土例としては、福島県いわき市小茶円遺跡、茨城県
那珂町森戸遺跡、湘南新道関連遺跡六の域遺跡、江古山
遺跡、名和中畝遺跡、島根県益田市久城西Ⅰ遺跡などを
あげることができる。

小茶円遺跡では、遺構外のK58グリッドとから基部が
正位にと置かれた状態で出土し、上部も破片で出土して
いる。出土位置は下位に竪穴住居が存在するが埋没後で
当時の生活面とみられる層位の浅い窪みに竃形土製品を
据えたとみられる。また、Ｊ16グリッドからは上半部だ
けの出土であるが、出土位置からは焼土が確認されてお
り、報告書では使用状態を示すとされている。

森戸遺跡注51では、10世紀中葉に比定される造り付け
竃が構築されている29号竪穴住居から出土した竈形土製
品が据え置かれた状態で出土していた。竈形土製品は、
竪穴住居北東部の床面に基部が床面に接しており、正位
で置かれた状態であった。このため、後世の耕作によっ
て上半部が欠損した状態であるとされている。

湘南新道関連遺跡六ノ域遺跡（第5図）注52では、10世
紀末から11世紀前半に比定される（２・３区）ＮＨ27号竪
穴住居から正位で据えられていた竈形土製品が出土して
いる。竈形土製品は床面とみられる位置に据え置かれた
状態で、上半部は森戸遺跡戸と同様に欠損した状態で
あった。また、竈形土製品の内側には使用状態を示すよ
うに焼土塊が確認されている。しかし、この遺構につい
て調査担当者は、遺構の記載の項で「遺物集中の範囲に
は暗褐色土の広がりがみられたが、プランの見え方や壁
の立ち上がりは決して明瞭では無い。遺構としての規模
も小さく、本来は『遺物集中』・『カマド（状）遺構』として
報告すべきかもしれないが、置きカマドの出土状況とそ
の内側の焼土塊の存在から使用時の状況を留めていると
判断し、差しあたり『住居』として報告する。」と記述し、
竪穴住居以外の遺構の可能性を示唆している。

江古山遺跡では、７世紀末葉の性格不明遺構ＳＸ03か
ら竃形土製品が原位置を示している。この遺構は７世紀
中葉の造り付け竃が構築されている竪穴住居ＳＢ04と重
複しており、底面は平坦であるが、形状は不整形を呈す
るものである。竃形土製品は、竪穴住居ＳＢ04との重複
する際の底面から潰れた状態で出土している。なお、竃

形土製品の周囲からは大型の皿、煮沸用の甕が出土して
おり、この遺構で使用されていたと想定されている。ま
た、編集者は、遺跡が６世紀代の古墳群と7世紀から8
世紀代の集落が隣接して確認されていることから「本遺
跡の竃形土製品は、古墳を前にした祖霊崇拝の祭祀など
に用いられた可能性がある。竃形土製品の破片が強い被
熱痕跡を残していないことからも、これが墓前において
冥界の食物を調理し、後に古墳周堀などに廃棄した状況
を物語っているのではないだろうか。」としている。

古墳に対する祖霊崇拝の祭祀については、否定的な議
論も存在するが、ミニチュアの竃形土製品がもつ「黄泉
戸喫」の性格や今日では古墳の前庭部での墓前祭祀が行
われていたことが論じられていること、江古山遺跡では
竃形土製品が古墳周堀などからも出土していることから
祖霊崇拝の祭祀とは無関係ではないと考えられる。

名和中畝遺跡（第６図）注53では、古墳時代終末期、陶
邑須恵器編年TK217形式に平行する時期に比定される
竪穴住居４から出土した竈形土製品が原位置を示してい
る。この竪穴住居は、床面のほぼ中央に地床炉が設けら
れている。竈形土製品は北東角に近い床面に潰れた状態
で出土している。竈形土製品の下からは焼土が確認され
ており、内部には煤が付着しており、さらに焼土とその
周囲にかけてはわずかな窪みが認められることから、竈
形土製品をしっかり据えるためとしている。

使用状態からは、竪穴住居内での使用が認められるが、
竈形土製品を出土した竪穴住居の内部で炉などの火処を
除く焼土が確認できたものは名和中畝遺跡以外ではみる
ことができない。こうした事例から竈形土製品は原則的
に屋外で使用され、屋内で保管されていた可能性が高い
ことを示しているとみられる。

久城西Ⅰ遺跡（第７図）注54は古墳時代前期から後期に
かけての遺構が重複する複合遺跡である。遺構は、竪穴
住居、溝、急斜面に造成された加工段などが検出されて
いるが、竃形土製品が出土している遺構は、後期の加工
段である。使用状態がわかる遺構は、加工段１である。
この加工段は斜面を造成して平坦面を造り、斜面側の周
囲に溝を設けている。竃形土製品は、斜面に近い床面か
ら出土し、多くの破片が出土しているが、風化が激しい
ため接合するには至っていないようである。また、出土
位置に隣接する地点では焼土も確認され、この遺構での
使用が窺える。また、同様な加工段７でも竃形土製品が
出土しているが、加工段７では、焼土からやや離れた溝
からの出土である。なお、竃形土製品が激しい風化をし
た状態であるが、この加工段には上屋が存在していな
かった可能性が高いとしている。

こうした使用状態の事例をみると湘南新道関連遺跡Ｎ
Ｈ27号竪穴住居や名和中畝遺跡竪穴住居４など竪穴住居
内部での使用例も確認されているが、湘南新道関連遺跡
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第５図　湘南新道関連・六ノ域遺跡

第６図　名和中畝遺跡

第７図　久城西Ⅰ遺跡
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ＮＨ27号竪穴住居については遺構そのものが竪穴住居出
るかについて疑問視されており、屋外で使用した後、一
緒に使用した土器とともにそのまま置かれた可能性が窺
える。

次に各遺構種にみることにする。竪穴住居内部から竃
形土製品を出土している遺構は、畿内を除く各地でみる
ことができる。その中で竃形土製品の残存率が比較的良
好で床面上から出土したものは、先の森戸遺跡の例にみ
られるように竪穴住居の床面からであるが、焼土痕など
内部で使用した痕跡が認められない事例が多く、竃形土
製品がどのようなに使用されたかが課題である。また、
森戸遺跡では竪穴住居の壁際ではなくやや壁から離れた
位置からの出土で、こうした例は、群馬県甘楽町善慶寺
早道場遺跡19号竪穴住居、市原市坊作遺跡231号竪穴住
居、佐倉市内田端山越遺跡18ＨＡ5号竪穴住居なども同
様である。なお、善慶寺早道場遺跡19号竪穴住居は当初
3.8×4.7ｍ四方の床面を有していたが、その西側3.0ｍ
四方だけに縮小しており、縮小した部分は礫を積み上げ
ている。竃形土製品は、改築される前の造り付け竃の前
から出土しており、竪穴住居を縮小する際に埋め戻され
たとされている。

このように集落からの竃形土製品の出土状況をみると
竪穴住居屋内での使用は、ごく稀で使用自体は屋外で行
われ、保管は竪穴住居内部におかれていたとみられる。
その保管も日常の供膳具などとは異なった様相がみられ
る。竪穴住居の床面から竃形土製品が出土する状態は、
稲田（1978）が示しているように別火の信仰と結びついた
用具であったり、狩野敏次注 56 が「貧窮問答歌」につい
て従来の解釈と異なる解釈を示しているような祭祀具で
あったとしても竪穴住居の中央ではなくとも壁から離れ
た位置に置かれていることは、一般的に解釈すれば保管
された状態とは言い難く竪穴住居からの出土状況は現在
のわれわれにとって理解しがたいものがある。

そうした中で竪穴住居の造り付け竃からの出土例は、
当時の竃神信仰とのかかわる事例として理解できる。造
り付け竃らの出土例としては、愛知県江古山遺跡竪穴住
居ＳＢ05カマド１、山梨県山梨市日下部遺跡９号竪穴住
居、一宮町北堀遺跡16号竪穴住居、八代町下長崎遺跡5
号竪穴住居、神奈川県平塚市真土六ノ遺跡、六ノ域遺跡、
四之宮高林寺、四之宮下郷遺跡、新明久保遺跡、千葉県
袖ケ浦市永吉台遺跡、群馬県高崎市下佐野遺跡４区43号
竪穴住居、北原遺跡64号竪穴住居、雨壺遺跡25号竪穴住
居などである。この中でも平塚市域の遺跡では新明久保
遺跡で11点の竃形土製品が出土し、そのうち竪穴住居は
６棟６点で造り付け竃からは３点、中原上宿遺跡では２
棟２点、四之宮下郷遺跡では5棟３点、高林寺遺跡では
４棟２点をはじめ六ノ域遺跡、諏訪前遺跡などの竪穴住
居造り付け竃から竃形土製品が出土している。また、永

吉台遺跡では11遺構から17点の竃形土製品が出土し、そ
のうち竪穴住居は10棟18点で造り付け竃からは６点に及
んでいる。

造り付け竃から出土した竈形土製品では、日下部遺跡
９号竪穴住居のように全体が復元できる個体は稀で、大
部分は小破片である。竈形土製品が造り付け竃の構築材
として使用された可能性も示唆されるが、造り付け竃の
構築材に使用されている土器をみると焚口に使用されて
いるものは甕の完形品が多く、天井部でも比較的大きな
破片が使われている。造り付け竃から出土している竈形
土製品は小破片が多くみられることや造り付け竃の底面
や掘り方などからの出土もみられるので構築材としての
用途の可能性は低いことからも竃神信仰注57との関係が
想定される。

なお、竪穴住居から出土する竃形土製品は九州地方を
はじめとし西国でも出土例がみられるが、竪穴住居の造
り付け竃からの出土例は、三河、甲斐、相模、上総、上
野など東国の一部である。

集落遺跡では、竪穴住居以外に加工段や不明遺構、土
器集積といった遺構がみられる。

性格不明遺跡としては、島根県安来市高広遺跡、江古
山遺跡があげられる。高広遺跡では、Ⅱ区ＳＸ01から竃
形土製品が出土しており、焚口の一部を欠損しているだ
けで比較的良好な残存状態としている。この遺構は、8.8
×5.6ｍの不定形の範囲を掘り窪め、古墳時代後期の大
量の供膳具、貯蔵具、煮沸具をはじめ支脚、玉類などが
出土しており、土器集積に近い状態である。

土器集積についは、研究史の項で取りあげた本郷畑内
遺跡があげられる。この他に、使用例で取りあげた湘南
新道関連遺跡ＮＨ27号竪穴住居も該当するとみられる。
しかし、両遺構では性格が異なり、本郷畑内遺跡の土器
集積では、竃形土製品が使用された痕跡はみられず、供
膳具などとともに使用後に集積されたとみられるのに対
して、湘南新道関連遺跡ＮＨ27号竪穴住居では竃形土製
品が使用されたままの状態で残されていた。しかし、両
遺跡とも９世紀以降の遺構であり、祭祀の形態も松尾

（2010）らによって指摘されているように変化しているこ
とを考慮すると祭祀遺構の可能性も考慮する必要がある
のではないだろうか。

遺跡での竃形土製品の様相を概観すると祭祀遺跡の項
でみられるように古墳時代と律令期以降ではその背景が
変化していることがわかった。古墳時代には、ミニチュ
アの竃形土製品が古墳などに副葬されるように黄泉の調
理具や外来の調理具といった背景が強かったのが、道教
の伝来とともに竃神の依代的なものへと変化したとみら
れる。律令期にも稲田（1987）や狩野（2004）が示した祭祀
具や別火の信仰の対象具としての機能や用途はあり続け
るが、東国へ竈神信仰が伝わる中で、竈形土製品が祭祀
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においてもその性格が異なる。このことは、古墳時代に
は、竃形土製品が祭祀具としての要素が強いが、律令期
以降には祓いなどの祭祀で形代や竃神信仰での依代とし
ての性格が強くなったとみられ、その対象も相模や上総
などでの国府周辺では広く庶民に広がっている。

こうした現象は、律令制による統治が進み中央集権化
がなされていくとともに大陸からもたらされた文物の普
及や浸透によって古代社会が変化していくことが一つの
要因としているとみられる。

おわりに
竃形土製品についは、多くの研究者によって論考や考

察が行われているが、その対象地域が県内やその周辺地
域に限定されることが多く全国を対象としたものが少な
いことから、地域間の特色や用途の違いなどについて語
られることが少なかった。今回、あらためて考える機会
を得て、いろいろ見ていくうちに形態や出土遺跡・遺構
などで東国と畿内・西国の竃形土製品について前述のよ
うに同様なこともみられたが、異なることもみることが
できた。西国の状況については資料の集成も一部にとど
まり、十分な検討ができていないため把握していないこ
とが多くあると思われる。そのため記載したことが正し
いか迷うところがある。祭祀については浅学のため十分
な検討までには至らず、先学の成果を引用した点が多い
が、竃形土製品を使用した西国と東国でのあり方につい
て多少ではあるが提示できたと思う。

研究紀要のため頁数に制約がある関係で本来掲載しな
ければいけない出土についての一覧表や祭祀遺構での竃
形土製品の出土状況図が提示できなかった。そのため、
本文だけでは読み取ることができない状態も存在する点
はご容赦願いたい。　

また、やや雑駁なものになってしまったが、竃形土製
品についての現状把握は行えたと考える。今後、各方面
の方々からご批判やご教示をいただければと思います。
謝辞　今回、竃形土製品について再検討するあたり、新
潟県の資料を提供していただいた新潟県教育委員会山本
肇氏とこの機会を与えていただいた当時事業団の諸氏に
は感謝の意を表します。

注

に使用される器財であることや本来はミニチュア竈が依
形であることから変化して竈形土製品自体が竈神の依代
として信仰の対象とされるようになったと考えられる。
その結果、竃神の依代としての見方が東国での造り付け
竃内に竃形土製品を埋め込むことにつながったと考えら
れる。

これは、水野正好（1985）注58が「竈形代もまた大祓を飾
る大事な文物であります。一般の住居が造り付け竃をも
つのに対してまして漢人系氏族の中には『韓竈』と呼ばれ
る移動できるカマドが盛行していました。奈良時代、こ
うした竈のミニチュアが作られ『竈形代』となっていま
す。竈神が年二度、天帝に家族のその間の功罪を報告す
るために上帝し、大過の場合には寿命３年、小過は寿命
３日も縮めると中国では考えられていましたので、そう
した上帝を防ぎ寿命を全うするために竈神を竈形代とし
て作り出し、庚申三尸同様に徹夜して寝むらず、種々の
供献をなして一夜を過ごすといった観衆が我が国にも浸
透しはじめたと見てよいのであります。奈良時代から庚
申信仰が盛んになりましたが、竈形代自体も相似た慣習
でありますし、中国の『抱朴子』には、竈神上帝、三尸上
帝が並記されていることもあり、こうした中国の慣行が
容易に我国に導入されたのであると考えます。」と指摘し
ていることが、東国では、庶民の間で竈形代を河川に流
して祓うのではなく竈神の上帝を防ぐ手段として竈神の
依代とした竈形土製品を造り付け竃に埋め込んでしまう
行為に及んだと想定される。

以上、遺跡や遺構での竃形土製品の出土状況を検討し
たが、時代や地域によって異なる事例をみることができ
た。特に集落や竪穴住居での竃形土製品の出土状況をみ
ると西国ではみられない竃形土製品を造り付け竃へ埋め
込む行為がみられなど異なる状態がみられた。東国では
東へ向かうほど古墳時代に位置づけられる竃形土製品の
出土はわずかで、造り付け竃の普及とは異なり、竃形土
製品を使用する行為が普及していない。東国への竃形土
製品の普及は、道教による竃神信仰が伝来されたとみら
れる７世紀後半以降に竃神信仰が庶民の間にも普及した
結果といえる。竃神に対する信仰は、水野（1985）が指摘
しているように人間の長寿、生への強い願望によるもの
と考えられ、この願望には貴賤による差はないことから
広く竃神信仰が普及した結果ともいえる。東国における
竃神信仰は、竃形土製品だけでなく支脚や墨書土器など
の使用例、竪穴住居廃棄時の造り付け竃の破壊行為など
多岐に及ぶことが指摘されているが、造り付け竃への竃
形土製品の埋納は、竪穴住居に生活する人々の竃神に対
する信仰への身近な行為の一つであったとみられる。

竃形土製品を出土遺跡や遺構からみると結果的には、
祭祀行為の中で使用されていたことになる。そして古墳
時代と律令期、飛鳥時代以降では、都城だけでなく地方

注１　竃形土製品の名称については、先（1988）に執筆した段階では「竃形土
器」を使用したが、その使用法をみると「器」には違和感があるので「土製品」
とした方が適切と判断し、大道東遺跡での報道資料、考察ではこの用語を
使用している。なお、2015年に群馬県埋蔵文化財調査センター発掘情報館
最新情報展では、一般向けの展示であることから「置きカマド」を用いた。
注２　財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団編集1988「財団法人群馬県埋
蔵文化財調査事業団創立十周年記念論集」に寄稿
注３　島田貞彦1928「本邦古墳発見の竃形土器」『歴史と地理』22巻5号山
川出版社
注４　小林行雄1949「黄泉戸喫」『考古学集刊』第２冊東京考古学会
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注5　水野正好1982「竃形－日本古代竃神の周辺」『古代研究』24元興寺文
化財研究所ｐ1－13
注６　近野正幸1990「古墳出土の炊飯形土器について―黄泉戸喫小考（１）
―」『神奈川考古』26神奈川考古同人会ｐ99－119
注７　稲田孝司1987「忌の竃と王権」『考古学研究』97、第25巻１号　考古
学研究会ｐ52－69
注8　鹿沼敏子1986「荒砥北原遺跡出土の竃形土器について」『荒砥北原遺
跡・今井神社古墳群・荒砥青柳遺跡』財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業
団調査報告書第52集　財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団ｐ120－122
注９　拙稿1988「東国出土の竃形土器についての検討」『十周年記念論集　
群馬の考古学』財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団ｐ411－426
注10　水口由紀子1987「〔研究ノート〕土製竃」『貝塚』39物質文化研究会ｐ
1
注11　金子裕之1985「平城京と祭場」『国立歴史民俗博物館研究報告』第７
集　国立歴史民俗博物館ｐ219－290
注12　水口由紀子1990「南関東における竃形土器を持つ集落遺跡の性格」

『物質文化』54物質文化研究会ｐ44－58
注13　中村信義1990「竃形土器考」『播磨考古学論考―今里幾次先生古稀記
念―』今里幾次先生古稀記念論文集刊行会ｐ465－479
注14　近澤豊明1992「竃形土製品について」『長岡京古代論叢Ⅱ』中山修一
先生喜寿記念事業会編集　三星出版発行ｐ439－453
注15　岡野秀典1992「置きカマド」『甲斐型土器研究グループ第１回研究集
会資料　甲斐型土器―その編年と年代―』山梨県考古学協会ｐ24－25
注16　岡野秀典1994「甲斐国の竃形土器」『山梨考古学論集Ⅲ―山梨県考古
学協会一五周年記念論集―』山梨県考古学協会ｐ265－286
注17　湯原勝美1995「集落内出土の竃形土器―東北南部から房総地方出土
例を中心として―」『研究紀要』創刊号　山武考古学研究所ｐ113－133
注18　上村安生1996「伊勢・伊賀における古代土師器煮沸具の様相」『鍋と
甕　そのデザイン―第4回東海考古学フォーラム1996―』考古学フォーラム
編集部　東海考古学フォーラム尾張大会実行委員会ｐ229－255
注19　黒沢秀雄1997「古墳時代の置きカマドについて」『研究ノート』６号
　財団法人茨城県教育財団ｐ119－136
注20　森泰通1997「移動式カマドについての覚え掻き―豊田市江古山遺跡
出土例をもとに―」『三河考古』第10号三河考古学談話会ｐ22－31
注21　豊田市教育委員会2013「江古山遺跡調査報告書」
注22　岡安雅彦1997「三河地方出土の竃形土器」『三河考古』第10号三河考
古学談話会ｐ193－206
注23　四柳嘉章1999「第4章（研究編）8．高田遺跡祭祀遺構の性格（１）竃形
土器について」『高田遺跡―能登における古墳時代祭祀遺構等の調査―』石
川県富来町教育委員会ｐ224－226
注24　椿徹1999「古墳時代の竃形土器について―豊浦町高野遺跡の出土例
を中心として―」『高野遺跡（北地区）』財団法人山口県教育財団、山口県埋
蔵文化財センター調査報告第９集
注25　鈴木一有2000「台３章総括　移動式竃」『笠井若林遺跡4次』（財）浜
松市文化協会
注26　千葉孝弥2001「Ⅵ考察２出土遺物の分析（３）竃形土器」『市川橋遺跡』
多賀城市文化財調査報告書第60集、多賀城市教育委員会
注27　鳥羽英継2002「第2節屋代遺跡群出土の竃形土器について」『長野県
更埴市屋代遺跡群　附松田館』更埴市教育委員会ｐ112－125
注28　岩橋孝典2003「山陰地域の古墳時代後期～奈良時代の炊飯具につい
て―土製支脚・移動式竈を中心として―」『古代文化研究』No.11島根県古
代文化センターｐ55－81（竃形土製品についてはｐ69－73）
注29　渡邉淳子2003「第６章付章第２節讃岐における古代移動式竃につい
て」『四国学院大学構内遺跡発掘調査報告書』善通寺市埋蔵文化財発掘調査
団・善通寺市教育委員会
注30　加藤裕一2005「第5章　まとめ　２．移動式竃について」『名和中畝
遺跡』鳥取県教育財団調査報告書103　財団法人鳥取県教育財団ｐ55－60
注31　藤田道子2009「第１章　古墳時代出土の土器と遺構の検討　⑥移動
式カマド」『蔀屋北遺跡Ⅰ―総括・分析編―』大阪府埋蔵部文化財報告2009
－３　大阪府教育委員会ｐ12－14
注32　拙稿2010「Ⅴ総括　３大道東遺跡出土の竃形土製品」『大道東遺跡』
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第506集　財団法人群馬
県埋蔵文化財調査事業団

注33　柳沼千枝2012「祭具としての韓カマド」『企画展　火の神生命の神―
古代のカマド信仰をさぐる―』横浜市歴史博物館
注34　森泰通2013「第４章総括　４．古墳時代中期～後期　ｂ.移動式カマ
ド」『江古山遺跡』豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第55集、豊田市教育委
員会
注35　古川一明2014「古代東北地方における特殊な形態の煮沸用土器につ
いて」『東北歴史博物館研究紀要』15　東北歴史博物館
注36　飯田陽一2015「第Ⅳ章総括２特筆される遺物②カマド形土器」『本郷
畑内遺跡』公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第594集　
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
注37　埋蔵文化財研究会1992「第32回埋蔵文化財研究集会　古墳時代の竃
を考える」
注38　古代の土器研究会1996「古代の土器研究会第4回シンポジウム古代の
土器研究―律令的土器様式の西・東４　煮沸具―」
注39　古代の土器研究会1996「古代の土器4煮沸具（近畿編）」
注40　島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2006「青木遺跡Ⅱ（弥生～平
安時代編）」
注41　真野町教育委員会1977「下国府遺跡発掘調査報告書」、財団法人千葉
市教育振興財団埋蔵文化財調査センター 2004「千葉市昭和の森遺跡群Ⅰ　
荻生道遺跡」、井上尚明2000「考古学から見た古代の神社―もう一つの律令
祭祀―」『埼玉県立博物館紀要』25号埼玉県立博物館ｐ1－18
注42　四柳嘉章1999「第４章（研究編）8．高田遺跡祭祀遺構の性格」『高田
遺跡―能登における古墳時代祭祀遺構等の調査―』石川県富来町教育委員
会ｐ224－234
注43　島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2004「大津町北遺跡　中野清
水遺跡」、松尾充晶2010「古代山陰、出雲の祭祀遺跡」『出雲国の形成と国
府成立の研究―古代山陰地域の土器様相と領域性―』島根県古代文化セン
ターｐ277－287
注44　島根県八雲村教育委員会2001「前田遺跡（第Ⅱ調査区）」八雲村文化財
調査報告19、笹生衛2013「古代祭祀の形成と系譜―古墳時代から律令時代
への祭具の変遷（上）―」『古代文化』VOL.65ｐ54 ～ 55
注45　財団法人浜松市文化協会1999「西畑屋遺跡1999　静岡県浜松市有玉
南町　西畑屋遺跡　発掘調査報告書」、鈴木一有2013「古代祭祀の形成と系
譜―古墳時代から律令時代への祭具の変遷（上）―」『古代文化』VOL.65Ｐ
81
注46　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所2007「井通遺跡　井伊谷川流
域の遺跡Ⅱ」静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第174集
注47　富岡市教育委員会2008「富岡小舟遺跡」富岡市埋蔵文化財発掘調査報
告書第28集
注48　財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団1994「二之宮洗橋遺跡」財団法
人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第166集
注49　山形県教育委員会「三軒屋物見第遺跡（２）」山形県埋蔵文化財調査報
告書第107集
注50　金子裕之1985「平城京と祭場」『国立歴史民俗博物館研究報告』第７
集国立歴史民俗博物館ｐ267
注51　財団法人茨城県教育財団1990「北郷Ｃ遺跡　森戸遺跡」茨城県教育財
団文化財調査報告第55集
注52　財団法人かながわ考古学財団2007「湘南新道関連遺跡Ⅰ　大会原遺
跡　六ノ域遺跡」かながわ考古学財団調査報告208ｐ330－335
注53　財団法人鳥取県教育財団2005「名和中畝遺跡」鳥取県教育財団調査報
告書103　財団法人鳥取県教育財団
注55　島根県教育庁埋蔵文化財調査センター「久城東遺跡・若葉台遺跡・
久城西Ⅰ遺跡・久城Ⅱ遺跡・原浜遺跡」
注56　狩野敏次2004年「第1章カマドの歴史　『貧窮問答歌』のカマド」『か
まど』ものと人間の文化史117法制大学出版局ｐ45－49
注57　荒井秀規2006「竃神と墨書土器」『古代の信仰と社会』国士舘大学考
古学界編ｐ217－248
注58　水野正好1985「招福・除災―その考古学―」『国立歴史民俗博物館研
究報告』第７集国立歴史民俗博物館P303
※竃形土製品掲載の報告書については紙面の大部分を都合上割愛した。今
後、別の機会に提示したい。

研究紀要34
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キーワード
　対象時代　中世・近世・近代
　対象地域　日本・群馬県・長野原町横壁
　研究対象　両墓制・中世人骨・近世人骨 

―― 要 旨 ――

　横壁中村遺跡は、群馬県長野原町に所在する。同遺跡は、八ッ場ダム建設工事に伴い財団法人群馬県埋蔵文化財調査

事業団[現・公益財団群馬県埋蔵文化財調査事業団]による発掘調査が、平成8年度～同18年度と長期にわたり実施され

た。主な遺構は、縄文時代中期後半～後期後半の集落遺跡・平安時代の住居・中世の館や土坑墓・江戸時代の畑や土坑

墓等が検出されている。 

　民俗学の分野で長年論じられている「両墓制」という習俗が、この地域に存在する事が知られている。現代の墓制は、

遺体を埋葬する埋葬墓地と石塔を立てる石塔墓地とが同じ場所である単墓制である。一方、両墓制とは、埋葬墓地の他

に石塔墓地があり、民俗学では前者を「埋め墓」・後者を「詣り墓」という用語を用いている。この両墓制の起源について

は様々な論考があるが、中世末・近世・近代という３つに絞られている。なお、横壁地区においては、近代の成立と伝

承されている。 

　横壁中村遺跡においては、42基の中近世土坑墓から42体が出土している。埋葬墓地として使用されていたならば、土

坑墓は一部に集中して多くの重なりがみられるはずである。しかし、本遺跡における中近世土坑墓は、一部に集中する

傾向があるものの、ほとんどは散布的である。一部の集中部分は、中世は屋敷墓に、近世は観音堂に伴う墓域であると

推定される。これについて楢崎は、横壁地区の両墓制の成立は、中世末や近世ではなく、恐らく近代に成立したものと

推定したが、藤巻・能登は近世の両墓制の有無に結論を出していない。 

はじめに

１．両墓制

２．群馬県内の中近世墓

３．八ッ場地区における中近世墓

４．横壁中村遺跡における中近世墓

まとめ

群馬県長野原町横壁中村遺跡の中近世墓と

同地区における両墓制の研究

藤 巻 幸 男１）・ 楢 崎 修 一 郎２）・ 能 登 　 健３）

１）（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団　２）厚生労働省　３）群馬大学 
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はじめに 
横壁中村遺跡は、群馬県吾妻郡長野原町に所在し、吾

妻川の右岸に位置する。八ッ場ダム建設工事に伴い、（財）
群馬県埋蔵文化財調査事業団 [ 現・公益財団法人：以下
群馬埋文 ] による発掘調査が、平成8年度～同 18 年度と
長期にわたり実施された。主な遺構として、縄文時代中
期後半～後期後半の集落遺跡・平安時代の住居・中世の
館や土坑墓・江戸時代の畑や土坑墓等が検出されている。

この内、中近世人骨は、42 基から 42 体が出土しており、
群馬県内でも有数の土坑墓群である。これらの出土人骨
は、本報告者の内、楢崎修一郎が報告しているが、報告
書は 2 冊にわたっている（楢崎 2010・2014）。 

一方、この横壁地区は、民俗学で有名な「両墓制」と
いう葬制が分布する地域である。両墓制については、次
項で説明するが、その成立時期について、中世・近世・
近代と様々な説がある。 

本稿は、長年横壁中村遺跡の発掘調査担当者として発
掘を実施してきた藤巻幸男・出土人骨を報告してきた楢
崎修一郎・両墓制の理論を研究してきた能登 健との3名
が、横壁中村遺跡における両墓制の成立時期を検証した
ものである。 

１．両墓制 
（１）両墓制 
「両墓制」は、『日本民俗大辞典』（福田他 2000）やその

大辞典から葬送部分だけを抜粋した『民俗小事典・死と
葬送』（新谷・関沢 2005）によると以下のように説明さ
れている。 
＊「両墓制」とは、死体を埋葬する墓地とは別の場所に塔
を建てる墓地を設ける墓制のこと。一人の死者に対し 
て埋葬墓地と石塔墓地の二つが設けられるところから両 
墓制と呼ばれている。 

この両墓制に対して、現代の殆どの墓は、死体を埋葬
した場所に石塔を建てて墓地とする、つまり、両墓制で
言う埋葬墓地と石塔墓地が一致する単墓制である。この
単墓制の中での違いは、かつては土葬が主であったのが
火葬した人骨を埋葬する方法に代わったぐらいであろう。 

（２）両墓制の研究史 
両墓制の研究史は、新谷尚紀の『両墓制と他界観』に詳

細にまとめられている（新谷 1991）ので、ここでは概略
を見ることにする。 

最初に両墓制についてまとまった論考を行ったのは、
日本民俗学の父とも呼ばれる柳田国男[1875 － 1962]
が『人類学雑誌』に発表した「葬制の沿革について」で
ある（柳田 1929）。この論文で柳田は、「葬地」と「祭地」
という用語を用いている。これらは、本稿で論じる「埋
葬墓地」と「石塔墓地」にあたる。 

「両墓制」という用語を初めて使用したのは、柳田国男
の影響を受けた、大間知篤三[1900－1970]である（大間
知 1936）。 

その後、まとまった研究が、最上孝敬[1899－1983]
により、『詣り墓』（最上 1956）や『増補版詣り墓』（最上 
1980）として発表されている。この本で最上は、「埋め墓」
と「詣り墓」という用語を用い、一方を本のタイトルに用
いた。これらは、本稿で論じる「埋葬墓地」と「石塔墓地」
にあたる。この本の出版以後、民俗学分野では、「埋め墓」
と「詣り墓」という用語を使用する傾向にある。以下の第
１表に、用語の比較をまとめた。 

（３）全国における両墓制の分布 
全国における両墓制の分布は、『日本民俗大辞典』（福

田他 2000）やその大辞典から葬送部分だけを抜粋した
『民俗小事典・死と葬送』（新谷・関沢 2005）によると以
下のように説明されている。 
＊近畿地方一帯に濃密な分布がみられ、中国・四国地方
の一部、中部・関東地方の一部にもみられるが、九州・
東北地方ではほとんどみられない。 

第１図　全国における両墓制の分布（最上 1980を改変）
[最上（1956）を改変して最上（1980）に掲載された図を元にし

ている。分布を見ると、近畿圏に集中している。]
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第１表　両墓制用語の比較
民俗学大辞典 柳田国男 最上孝敬

（2000） （1929） （1956）

埋葬墓地 葬地 埋め墓

石塔墓地 祭地 詣り墓



（４）群馬県における両墓制の分布 
群馬県における両墓制は、狩野喜与松が北群馬郡子持

村上白井（現・渋川市）の報告を行った事で存在が知られ
る事になる。ちなみに、都丸十九一がまとめた当時、群
馬県内において、子持村以外に、片品村・吾妻郡長野原
町・甘楽郡南牧村・邑楽郡板倉町の４箇所が知られてい
た（都丸 1972）。 

狩野は、1950年に２編の論文により、子持村における
両墓制の報告を行っている（狩野 1950ab）。その後、都
丸による長野原町横壁（都丸 1951）・群馬県教育委員会
による邑楽郡板倉町（群馬県教育委員会 1962）・池田秀
夫による長野原町（池田 1988）と事例が続く。 

両墓制について精力的に研究を行った池田秀夫による
と、群馬県における両墓制は、吾妻郡六合村・中之条町・
吾妻町・長野原町・嬬恋村・片品村・渋川市金井・子持村・
甘楽郡南牧村・邑楽郡板倉町・邑楽郡明和村等60 ヶ所
に及ぶという（池田 1975・1979・1988ab）。 

以下の第２図に、両墓制が認められる市町村を示した。
但し、近年は市町村合併によりわかりにくいため、合併
前の地図を使用して作成した。また、第３図には、ドッ
トで分布を示した。 

第２図及び第３図を見ると、群馬県における両墓制
の分布は山間部が多く平地が少ない傾向にある。むし
ろ、平地の板倉地区が特異的であるように見える。この
理由として、池田は興味深い事例を紹介している（池田 
1975・1979）。 
＊「以前利根川と渡良瀬川にかこまれ、その中に谷田川
が流れ、板倉沼や内沼をもついわゆる陸の孤島のような
この水郷地域は、しばしば水害に見舞われた。そのため

に自然に発生した、いわば水害用予備墓地ともいうべき
ものであろう。海老瀬地区中新田では、高い位置にある
お寺に、一戸一坪あての仮の墓地があり、洪水のおさま
らないうちに死者の出た場合、ひとまずここに葬るので
ある。（中略）この埋墓は洪水となると水底に沈む。それ
でも洪水期中に死者があると、一応寺の墓地に埋葬し、
水がひいて田圃が乾くと死体を掘り出し、あらためてこ
の田圃の畦道の埋墓に改葬するという次第である。」 

つまり、板倉地区は洪水地域であるため、洪水期には
埋墓をお寺に持ち、洪水がひくと、本来の埋墓に再埋葬
するという意味である。これは、群馬県内の他の地域に
みられる本来の両墓制とは異なるため、除外してもよい
のかもしれない。そうすれば、群馬県内の両墓制は、山
間部のみという分布になり、すっきりとまとまる。但し、
埼玉県や栃木県の影響を受けている可能性もある。 

（5）群馬県長野原町における両墓制の分布 
群馬県長野原町における両墓制のまとめは、池田秀夫

による論考がある（池田 1988b）。池田によると、長野原
町では、川原湯・川原畑・林・横壁・長野原・貝瀬・大
津・羽根尾・応桑と９地域にも及ぶことがわかる。以下
の第４図に、長野原町の両墓制の分布を示した。 
・川原湯：上方に共同墓地・石塔は下方または石塔の脇。 
・川原畑：共同墓地には塔婆を、石塔は三ツ堂の横前。 
・林：薬師堂の西に共同墓地。石塔は隣接している。 
・長野原：石塔は埋葬した脇に建てる。 
・貝瀬：石塔は埋めた所の横または後ろに建てる。 
・大津：埋める所の後ろか脇に石塔を建てる。 
・羽根尾：墓地の端に石塔を建てる。 
・応桑：墓地の埋葬した前に石塔を建てる。 

第２図　群馬県における両墓制の分布
[東毛の板倉地域を除くと、山間部に集中している。]

第３図　群馬県における両墓制の分布
（池田　1975 ・1982を改変）
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長野原町における両墓制の分布を見ると、応桑を除く
8地域は、いずれも吾妻川沿いに分布していることがわ
かる。但し、なぜ、吾妻川からはずれた応桑に存在して
いるのかは不明である。吾妻川沿い以外にも両墓制は存
在しているが、民俗調査が及んでいない可能性もある。 

（６）長野原町横壁における両墓制 
横壁地域の両墓制を調べた池田秀夫や都丸十九一に

よると、以下のような記載がある（都丸 1951､ 池田 
1988b）。
＊47戸のうち41戸が両墓制を維持している。昔はナマの
死体を畑の隅の荒地に埋めオキイシを上に置いた。中村・
東地区と小倉の一部の人が宮ツ原の約一反歩の共同墓地
に埋葬し、土盛の上にツカイシという川原石を一つおき、
墓標を立てる[註：埋葬墓地]。そして必ずどれが誰の墓
と覚えている。明治９年の地租改正のとき中村と小倉に
各一ヶ所の二ヶ所にこの共同墓地を造ったのだという。
そして5～ 10戸のマケ毎にツカという墓地があり、ヒ
キハカという[註：石塔墓地]。 

この文章から、両墓制が明治９年という近代に成立し
ていることが判明する。しかしながら、それ以前につい
ては明確な資料がないために不明である。 

横壁中村遺跡の発掘調査事務所近辺には、石塔墓地（詣
り墓）が存在しており、少し離れた場所には、埋葬墓地

（埋め墓）が存在していた。 

横壁中村遺跡における、中近世墓を再検証することに
より、横壁地区の両墓制の起源がはたして中世にさかの
ぼるのか、あるいは近世にさかのぼるのか、また近代に
成立したのかを遺跡から探ってみたい。 

第４図　群馬県長野原町における両墓制の分布
[分布は、吾妻川沿いに集中してる]

第5図　横壁地区の両墓制（都丸　1951 を改変）

写真１　横壁中村遺跡近辺の石塔墓地
（平成 27 年藤巻撮影）

写真２　横壁中村遺跡近辺の埋葬墓地
（平成 27 年藤巻撮影）　
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２．群馬県内の中近世墓 
（１）生品西浦遺跡[近世] 
群馬県において、これまで、明らかに両墓制と認め

られる発掘調査事例はない。そのため、民俗事例から、
「埋葬墓地」がどのようなものか探ってみたい（都丸 
1951）。 
＊昔はナマの死体をキャに埋（註：い）けた、キャとは畑
のすみの荒地のような所で、キャの中どこに埋けるとい
うようなことは決っていなかったから、どこに埋けても
よかった。しかし埋けた場所には必ずオキ石を置いて覚
えていた。おじいさんの墓、ひいじいさんの墓と今でも
わかる。 

この記載から推論すると、現在の墓のように区画毎に
整然としたものではなく、次から次へと埋葬する様子が
うかがえる。すると、考古学的には、土坑墓が多数重複
した可能性が高い。 

このようなケースとして、群馬県利根郡川場村生品字
西浦の生品西浦遺跡があげられる。この生品西浦遺跡は、
群馬埋文による発掘調査が、平成 13（2001）年７月～平
成 15（2003）年９月まで行われ、2005 年に報告書が刊行
されている（群馬埋文 2005）。 

近世人骨の報告は、本報告者の１人の楢崎修一郎が報
告している（楢崎 2005）。近世土坑墓16基から、16体が
出土している。土坑墓は、切りあいが激しく、重複も多
く認められる。 

近世人骨は16基から16体が出土しており、男性8体・
女性６体・性別不明２体という内訳である。また、死亡
年齢は、老齢４体・約50歳代１体・約40歳代２体・約30
歳代３体・成人４体・不明２体（未成年１体を含む）とい
う内訳である。 

第６図　生品西浦遺跡近世土坑墓平面図　（群馬埋文　2005を改変）[上が北]

写真３ 生品西浦遺跡近世墓全景[東→]（群馬埋文 2005より引用） 写真４ 生品西浦遺跡近世墓接[南→]（群馬埋文 2005 より引用）
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（２）羅漢町遺跡[近世] 
羅漢町遺跡は、群馬県高崎市羅漢町に所在する。群

馬埋文による発掘調査が、2009（平成21）年11月に行わ
れ、2011（平成23）年に報告書が刊行されている（群馬埋
文 2011）。この近世墓群は、慶長３（1598）年に築城さ
れた高崎城とほぼ同時期に創建された法輪寺の墓域と
推定され、17世紀～ 19世紀に比定されている（群馬埋文 
2011）。 

出土人骨の報告は、本報告者の内の1人の楢崎修一郎
により行われている（楢崎 2011・2012）。27基の木棺墓

から28体が、１基の土坑から１体が、遺構外から２体と
蔵骨器から２体の、合計33体が出土している。

これらの木棺墓は、狭い範囲ながら多く重複している。
しかしながら、この状況は東京の江戸時代寺院墓域から
検出される土坑墓群と同様な状態である。町中にある限
られた土地で繰り返し埋葬が行われた結果である。この
状態は、両墓制と似ているが、寺院での埋葬墓地と石塔
墓地とが分かれている事例であろう。 

第７図　羅漢町遺跡　A区１面平面図（左）とA区２面平面図（右）（群馬埋文　2011より引用）
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第8図　羅漢町遺跡　A区３面平面図（左）とA区４面平面図（右）（群馬埋文　2011より引用）
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（３）元総社蒼海遺跡群（5）[中世] 
元総社蒼海遺跡群（5）は、群馬県前橋市元総社町に所

在する。前橋市埋蔵文化財発掘調査団による発掘調査が、
平成17（2005）年９月～12月にかけて実施され、発掘調査
報告書が平成18（2006）年に刊行されている（前橋市埋蔵
文化財発掘調査団 2006）。この中世墓群は、14世紀～15
世紀に比定されている。 

出土人骨は、本報告者の内の１人の楢崎修一郎により
報告されている（楢崎 2006ab）。遺構編では土坑墓58体・
火葬跡２体に加え、遺構外編では土坑墓12体が加わり、
合計72体が出土している。 

この遺跡でも、長年墓域として使用されたためか、多
くの土坑墓が重複している。 

第９図　元総社蒼海遺跡群（5）　平面図（前橋市埋蔵文化財発掘調査団　2006を改変）
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３．八ッ場地区における中近世墓 
八ッ場地区における中近世の出土人骨事例の内、ある

程度まとまった数が出土している遺跡は、以下のように、
上郷岡原遺跡・上ノ平Ⅰ遺跡・林中原Ⅰ遺跡・横壁中村
遺跡の４遺跡である。いずれも、群馬埋文により発掘調
査が実施されている。 

（１）上郷岡原遺跡  
上郷岡原遺跡は、群馬県吾妻郡吾妻町三島（現・東吾

妻町）に所在し、吾妻川の右岸に位置する。群馬埋文に
よる発掘調査が、平成13（2001）年から平成19（2007）年
にかけて６次に分けて調査が行われており、報告書も
３冊に分けて報告されている（群馬埋文 2007・2008b・
2009）。 

出土人骨の報告は、本報告者の１人の楢崎修一郎が、
３編に分けて報告している（楢崎 2007・2008c・2009a）。
中世人骨14体・近世人骨６体の、合計20体が出土してい
る。 

[中世人骨] 
中世人骨は14基が検出されており、この内、１基の火

葬跡を除く13基は土坑墓である。13基の土坑墓の埋葬形
態は、未成年で歯しか出土しておらず確認できなかった
４体を除く8体は、いずれも横臥（側臥）屈葬である。第
11図のように、これら14基共に、墓域の形成はなく、散
布的である。
[近世人骨]  
近世人骨は６基が検出されている。但し、地権者の意

向でこの内5基は現場での人類学的観察にとどめ、出土
人骨は取り上げられていない。埋葬形態は、5基が座葬
で1基が横臥（側臥）屈葬であった。また、取り上げるこ
とができなかった5基は近接しており、屋敷墓あるいは
家族墓であった可能性が高いと推定される。 

第10図　八ッ場地区における４遺跡の位置（上が北）

第11図 上郷岡原遺跡Ⅲ区中世墓坑分布図（群馬埋文 2007を改変） 第12図 上郷岡原遺跡近世墓平面図（群馬埋文 2009を改変）

写真5　上郷岡原近世墓全景　（群馬埋文　2009より引用）
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（２）上ノ平Ⅰ遺跡 
上ノ平Ⅰ遺跡は、群馬県吾妻郡長野原町川原畑に所

在し、吾妻川の左岸に位置する。群馬埋文による発掘
調査が、平成18（2006）年に実施されている（群馬埋文 
2008c）。  

出土人骨の報告は、本報告者の１人の楢崎修一郎が
行っている（楢崎 2008de）。中世人骨１体・近世人骨16
体の、合計17体が出土している。 
[中世人骨] 
中世人骨は１基が検出されており、埋葬形態は横臥（側

臥）屈葬である。 
[近世人骨] 
近世人骨は16基が検出されており、不明２体を除く14

体の埋葬形態は、伸展葬が１体・仰臥屈葬が２体・横臥
（側臥）屈葬が２体・座葬が９体である。 

中世人骨１基を除く16基は、墓域を形成しており近接
している。 

（３）林中原Ⅰ遺跡 
林中原Ⅰ遺跡は、群馬県吾妻郡長野原町林に所在し、 

吾妻川の左岸に位置する。群馬埋文による発掘調査が、
平成16（2003）年から平成21（2009）年にかけて断続的に実
施されている（群馬埋文 2014a）。

出土人骨の報告は、本報告者の１人の楢崎修一郎が
行っている（楢崎 2014a）。中世人骨４体・近世人骨３体
の、合計７体が出土している。 
[中世人骨] 
中世人骨は４基が検出されているが、人骨の残存状態

が悪いものや子供が２体含まれているため、正確な埋葬
形態は不明である。 
[近世人骨]  
近世人骨は３基が検出されているが、残存状態が悪い

ため正確な埋葬形態は不明であるが、２体が屈葬・１体
が改葬と推定されている。 

第13図　上ノ平Ⅰ遺跡近世土坑墓平面図　（群馬埋文　2008を改変）　[上が北]

写真６ 上ノ平Ⅰ遺跡近世墓写真１（群馬埋文 2008c より引用） 写真７ 上ノ平Ⅰ遺跡近世墓写真２（群馬埋文 2008c より引用）
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４．横壁中村遺跡における中近世墓 
横壁中村遺跡においては、これまで、縄文時代の焼人

骨や焼獣骨も検出されているが、ここでは対象とする時
代が異なるためにふれないこととする。本報告者の一人
である楢崎修一郎が、２回に分けて中近世人骨を報告し
ている（楢崎 2010a・2014b）。また、獣骨についても報
告している（楢崎 2008ab・2010b）が、ここではふれない
こととする。 

２回に分けて報告された中近世人骨の概要は、以下の
通りであり、第２表にまとめを、第14図と第15図に出土
位置を記した平面図を示した。総数で42基から42体が検
出されている。３枚にわけて撮影された、写真8・９・
10を参照されたい。 

なお、この横壁中村遺跡における中近世墓の内、特に
中世墓には、墓坑の上に多くの石を置く葬法が認められ
る。理由としては、ヤマイヌやイノシシ等の動物に遺体
を掘り返されないためという。 
（１）区ごとの出土状況 
区毎の出土状況は、10区から14基・19区から１基・20

区から21基・29区から２基・30区から３基が検出されて
いる。 但し、１基は不明である。
（２）時代ごとの出土状況 
[中世] 
中世人骨は、総数で37基が出土している。区ごとの出

土状況は、10区から12基・19区から１基・20区から19基・
29区から２基・30区から１基である。但し、１基は不明。 
[近世] 
近世人骨は、総数で４基が出土している。区ごとの内

訳は、10区から2基・20区から２基である。 
（３）埋葬形態 
埋葬形態が不明である２基を除く、総数41基の埋葬形

態は、伸展葬が３基・屈葬が35基・座葬が２基である。
圧倒的に屈葬が多い。なお、群馬県全体では、中世は屈
葬が多く、座葬は近世の江戸時代から認められる場合が
多い。但し、近世でもすべてが座葬というわけではなく、
屈葬も認められる。 
（４）副葬品 
副葬品は、銭貨を伴うものが21基・無いものが17基で

あり、その他内耳土器や染付小碗等が認められる。 
（5）個体数 
墓坑42基すべてが、被葬者は１個体である。

（６）性別 
性別不明である４基を除く37基の被葬者の性別は、男

性が17体・女性が21体とほぼ同数である。 
（７）死亡年齢 
41基の被葬者の死亡年齢は、未成年が11体・20歳代が

２体・30歳代が16体・40歳代が６体・老齢が２体・成人
が5体である。 

写真8　典型的な墓坑：10区600号土坑
（群馬埋文 2014b より引用）

写真９　典型的な墓坑：10区600号土坑
（群馬埋文 2014b より引用）

写真10　典型的な墓坑：10区600号土坑
（群馬埋文 2014b より引用）
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第２表　横壁中村遺跡出土人骨まとめ表

No 区名
土坑No

時期
土坑規模（cm）

頭位 埋葬形態 副葬品
被葬者

番号 長 短 深 個体数 性別 死亡年齢

１

10区

144号
中世

106 60 30 北 屈葬 － １個体 ♀ 11 ～ 12歳

２ 147号 135 65 35 北 － 銭貨 １個体 ♂ 10歳

３ 242号 近世 190 100 80 北西 伸展葬 － １個体 ♀ 30 ～ 40歳

４ 243号

中世

100 60 40 北 屈葬 － １個体 ♀ 成人

5 420号 155 130 20 北 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 30歳代

６ 432号 120 80 60 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 成人

７ 541号 100 52 10 北 屈葬 － １個体 ♂ ７歳

8 597号 110 70 13 北 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 20歳代

９ 598号 108 76 30 北 屈葬？ － １個体 ？ 未成年

10 600号 近世 134 72 40 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 30 ～ 40歳

11 606号

中世

（120） 66 24 北 屈葬 － １個体 ♂ 40歳代

12 607号 140 80 60 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 40歳代

13 611号 92 71 46 北 屈葬 － １個体 ♀ 30歳代

14 636号 80 36 18 北 屈葬 － １個体 ♀ 12歳

15 観音堂 不明 － － － － － － １個体 ♀ 30歳代

16 19区 293号

中世

径108 ～ 122 28 南西 屈葬 － １個体 ♀ 30歳代

17

20区

1号 140 76 53 南西 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 30歳代

18 4号 133 112 12 西 伸展葬 内耳土器 １個体 ？ ９ヶ月～１歳

19 5号 162 91 55 北西 伸展葬？ 銭貨 １個体 ？ ７歳～９歳

20 8号 136 84 38 北西 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 20歳代

21 9号 210 138 62 北西 屈葬 － １個体 ♂ 15 ～ 16歳

22 11号 118 107 26 北 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 老齢

23 13号 133 113 51 西 屈葬 － １個体 ♀ 30歳代

24 14号 113 60 23 北 屈葬 － １個体 ♂ 40歳代

25 15号 156 111 14 東 屈葬 － １個体 ？ 成人

26 16号 112 87 33 北 屈葬 － １個体 ♀ 成人

27 18号 133 116 44 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 成人

28 19号 102 66 37 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 30歳代

29 20号 113 100 32 北 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 30歳代

30 21号 116 60 63 北 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 40歳代

31 22号 147 113 63 北 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 30歳代

32 668号 144 95 40 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ ６～７歳

33 672号 96 72 10 北 屈葬？ － １個体 ♂ ３歳

34 675号 136 100 10 南 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 30 ～ 40歳

35 676号 111 69 63 北 屈葬？ － １個体 ♂ ２歳

36 678号
近世

130 95 128 － 座葬 染付小碗 １個体 ♂ 老齢

37 681号 137 103 131 － 座葬 釘 １個体 ♀ 30 ～ 40歳

38
29区

1号

中世

106 90 48 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 30歳代

39 17号配石 206 153 49 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 30歳代

40

30区

１号 118 68 48 北 屈葬 銭貨 １個体 ♀ 40歳代

41 ２号 104 60 20 北 屈葬 銭貨 １個体 ♂ 30歳代

42 ３号 114 66 18 北 屈葬 － １個体 ♂ 40歳代



第14 図　横壁中村遺跡出土人骨分布図
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第15図　横壁中村遺跡　土坑墓集中部平面図　[上が北]（群馬埋文　2014bを改変）

写真11　観音堂跡と９・10号掘立柱建物跡　[東から撮影]（群馬埋文　2014bより引用）
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写真12　観音堂全景　[北東から撮影]（群馬埋文　2014bより引用）

写真13　観音堂全景　[東から撮影]（群馬埋文　2014bより引用）
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写真14 10区242号土坑（南から）　[近世墓]
（群馬埋文　2014bより引用）

写真16 20区678号・681号土坑（西から）　[近世墓]
（群馬埋文　2014bより引用）

第18図 20区678号・681号土坑　[近世墓]
（群馬埋文　2014bを改変）

第17図 10区600号土坑平断面図　[近世墓]
（群馬埋文　2014bを改変）

写真15 10区600号土坑（西から）　[近世墓]
（群馬埋文　2014bより引用）

第16図 10区242号土坑平断面図　[近世墓]
（群馬埋文　2014bを改変）
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写真17 10区597号墓坑（東から）　[中世墓]
（群馬埋文　2014bより引用）

第19図 10区597号墓坑平断面図　[中世墓]
（群馬埋文　2014bを改変）

第20図 20区11号墓平面図　[中世墓]
（群馬埋文　2010を改変）

写真18 20区11号墓坑（東から）　[中世墓]
（群馬埋文　2010より引用）

写真19 30区３号墓坑（南西から）　[中世墓]
（群馬埋文　2010より引用）

第21図 30区３号墓平面図　[中世墓]
（群馬埋文　2010を改変）
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写真20　遺跡内の石塔墓地（南から）（群馬埋文　2014bより引用）

写真21　遺跡内の石塔墓地（北から）（群馬埋文　2014bより引用）

写真22　遺跡内の石塔墓地（東から）（群馬埋文　2014bより引用）
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（8）土坑墓の分布 
土坑墓の分布を第14図と第15図に示した。19区・20区・

29区・30区では、散布的である。このような配置は池田
（1988b）が記載しているように、「昔はナマの死体 を畑
の隅の荒地に埋めオキイシを上に置いた。」という描写と
一致する。 

一方、第14図にみられるように、20区南部と10区北部
では、集中しているようにみえる。しかしながら、重複
はほとんど認められない。これらの土坑墓の時代は、中
世が多く近世は少ない。この横壁中村遺跡では、中世に
属す掘立柱建物が多く検出されており、中世には 屋敷
墓としての機能をはたしていたのかもしれない。 

また、石垣に囲まれた中央部の９号及び10号掘立柱 
建物は、地元の字名にも残っている「観音堂」だと推定さ
れている。この観音堂は、貞亨元年（1684）年の江戸時代
前期に建立され、大正11（1922）年に何らかの理由で廃絶
され、「勢至堂」へ移設されたという（山口 2014）。近世
の土坑墓は、この「観音堂」に伴うものかもしれない。 

まとめ　
このように横壁中村遺跡の両墓制を考古学及び人類学　

から検証すると、重複の多い土坑墓群は認められず散布　
的であり、一部集中傾向にある土坑墓群は、中世は屋敷
に伴う屋敷墓の可能性が高く、近世は観音堂に伴うもの
であったと推定される。したがって、横壁中村遺跡にお
いては、両墓制の起源は、少なくとも中世や近世ではな　
く、民俗学の成果のように、明治時代という近代に始ま　
ったものだと推定される。　

屋敷墓とは、『日本民俗大辞典』（福田他　2000）や　
その大辞典から葬送部分だけを抜粋した『民俗小事典・　
死と葬送』（新谷・関沢　2005）によると以下のように　
説明されている。少し長いが引用する。　
＊屋敷内に設けられた墓。狭義には屋敷内の一画に遺体
を埋葬し石塔を建てる形態を指すが、遺体は屋敷内に埋
葬するが石塔は屋敷外の別の場所に建てる場合や、逆に
遺体は埋葬せず石塔のみを屋敷内に建てる場合も広い意
味ではこのなかに含まれる。屋敷内に遺体を埋葬し石塔
を建てる慣習は、東北地方から南九州までほぼ全国的に
分布し、京都府綾部市於与岐町には、遺体は屋敷内に埋
葬し石塔のみを同族ごとの墓などに建てる両墓制の形態
がみられる。1884（明治17）年の墓地埋葬取締規則によっ
て、屋敷内や耕地などに設けられていた墓の多くは、新
たに設けられた共同墓地に移されたが、共同墓地が設置
されてからも屋敷内の墓を旧墓地などと称して残してい
る例は多い。天竜川上流地域では、共同墓地の設置によ
り新たに石塔のみを屋敷内に建てる形態を生じたところ
もあり、さらに埋葬地の土を屋敷墓に移す例もみられ
る。この地域では、火葬の普及に伴って近年納骨式の石

塔を屋敷内に建てる例もあらわれてきており、屋敷墓の
慣習の根強さをうかがわせる。民俗学における葬墓制の
研究では、人の居住する屋敷内に遺体を埋葬することは
死穢を忌む観念と抵触すると考えられたことから、屋敷
墓の意味やその成立過程をめぐってさまざまな見解が示
されている。屋敷神のなかに開発先祖の墓、あるいは古
墓と伝えられるものが多くあることは早くから注目され
てきたが、こうした伝承は死穢を忌む観念が衰えたのち
にあらわれたものとされ、屋敷内には遺体は埋葬せず祖
霊の祭地のみを設けるのが本来の形であると解釈されて
きた。これに対して、古代・中世の屋敷墓に関する史料
や発掘例などからみて、屋敷内に遺体を埋葬する慣習は
古くから存在したとする見方も中世史研究者から提出さ
れており、屋敷内に死者を葬るのは死者霊がその霊威力
をもって屋敷を守護するとの観念に基づくという解釈が
示されている。（後略）　

残念ながら、横壁中村遺跡内に存在した石塔墓地は、
諸般の事情で発掘調査は行われておらず、かつ、埋葬墓
地もどのような形態なのかは発掘調査が行われていない
ために不明である。　

しかしながら、モデルケースとして使用した、生品西
浦遺跡のように、土坑の重複が著しい状況は認められず、
現地での伝承で「両墓制は明治になってから」という事実
を重要視すると、1884（明治17）年の墓地埋葬取締規則の
影響があったものと推定される。したがって、少なくと
も横壁中村遺跡においては、両墓制の起源は、中世や近
世ではなく、近代であると推定される。　

ただし、横壁中村遺跡の広大な発掘区以外の山裾等に
まだ確認できていない埋葬墓地がある可能性も否定でき
ない。

両墓制の考古学的な追究は能登・藤巻・楢崎の共同研
究・共同討議で進められてきたが、現時点では意見の統
一が図られていない。ここでは楢崎の考察に対して統一
されていない部分について能登・藤巻の見解を別に述べ
ておく。

横壁中村遺跡では中世・近世の墓が発掘されている
が、このうち見解の相違が埋まっていない部分について
能登・藤巻の見解を述べる。

中世墓では一つの地形単元に墓域が設定されている
が、その在り方は散在的である。個別の墓の詳細な年代
観は得られていないが、最終段階では板碑や五輪塔が供
養塔としてわずかに設置されている。このような広域に
設定された中世の墓域は群馬県内では初見である。今ま
でに群馬県内で発掘されている中世墓をパターン分類す
ると、元総社蒼海遺跡群5に見られる一系的な屋敷墓を
思わせるもの、富田遺跡群に見られる同族の集団墓地的
な様相を示すものの２パターンが認識される。いずれも
武士層であろう。これに対して横壁中村遺跡の墓域は農
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引用文献［五十音順］

民層とも思える墓地の様相を呈しており、合わせて３パ
ターンを認識することができる。今後、分布地域の特性
と合わせて、改めて論述したい。なお、両墓制について
は、墓石の普及を持って発生したものとの観点から中世
の両墓制は論及しにくいものと考えており、この点では
楢崎との意見の一致を見ている。

近世墓についてはやや複雑である。三者ともに民俗学
者都丸十九一氏の「横壁の両墓制とマケ」（都丸　1951）
の先行論文をベースにした分析を進めてきた。この論文
中で都丸は「明治九年の地租改正の時、村に二箇所の共
同墓地を作った」と記述していることに注目し、楢崎は
横壁中村地区の両墓制は明治期に発生したものであると
結論した。しかし、能登・藤巻は、現在見られる両墓制
の様相は確かに明治期以降のものと考えられるが、それ
に先行した両墓制の墓制を否定できないでいる。考古学
的にも横壁中村遺跡の近世墓のみでは結論を導き出せな
い。あらためて調査範囲を吾妻郡域に広げて、発掘資料
の再分析とともに墓石の悉皆調査と聞き込み調査などの
民俗調査を実施している。とりあえず、吾妻郡域におけ
る両墓制の発生時期の確定については保留し、再調査の
終了を期して別稿を用意したい。
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キーワード
　対象時代　江戸時代・天明三年
　対象地域　東吾妻町・中之条町
　研究対象　天明三年浅間災害・天明泥流

―― 要 旨 ――

　天明三年浅間災害は、1,500名に及ぶ犠牲者を出した歴史災害である。筆者のうち関・中島・㔟藤の３人は発掘調査

を通じてこの災害に関わり、小菅はこれまで天明泥流に対して水理学的な検討から、流下の解析を試みている。検出さ

れた遺跡や砂防分野の事項に限るのみではなく、史料や供養塔などの存在をはじめ、語り伝えられてきた多くの教訓や

幾種類もの語り継ぐべき項目があることを感じつつ、この災害に関して領域外からも出来事を語り継いでいこうという

考えを一にしている。

　本稿は、天明泥流の痕跡を確認し語り継いでいくべき今日的な課題として、現地に残されている到達範囲とそれに関

わる伝承や踏査による地点情報を集約していこうとするものであり、群馬県内を貫く利根川と支流の吾妻川を襲った天

明泥流被害に関しての基礎資料として、天明泥流堆積物の分布を都市計画図レベルの精度を目標にたどっていく作業の

とりまとめである。これまでに、玉村町・伊勢崎市域については、関・中島（2005）、関・㔟藤・中島（2013）、前橋市・

高崎市・吉岡町域については、関・中島・㔟藤（2014）、加えて、渋川市域については、関・小菅・中島・㔟藤（2015）で

取り組んできた。本稿は、吾妻川流域の東吾妻町と中之条町域における概ね25km範囲の継続的な取り組みである。過去

の災害を正確に伝え、地域の歴史の一断面をたどれる資料として、ささやかながらではあるが、広域的に取り組んでい

こうと考えるものである。

　社会変化の中で、伝統や伝承が途絶えようとしている今日、地域史的な視点を忘れずに作業に取り組みたいと考えて

いる。時間の制約や検討の不備については、改めて諸氏にご協力を願い、叩き台とするべく今後も作業を継続させたい。

また同時に、さらなる展開を目途として取り組みたい。

１．はじめに

２．方法と用いた絵図史料等

３．東吾妻町・中之条町の立地と環境

４．発掘調査事例一覧

5．踏査確認地点

６．天明泥流到達範囲図

７．まとめと課題

東吾妻町・中之条町域における天明泥流到達範囲

― 天明三年浅間災害に関する地域史的研究 ―

関　俊明１）・小菅尉多２）・中島直樹３）・㔟藤　力４）

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団１）・砂防学会会員２）・玉村町教育委員会３）・伊勢崎市役所４）
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１．はじめに
本稿で扱う天明三年（1783）浅間災害は、新暦8月5日（以

下、新暦は算用数字を使用）の浅間山噴火で発生した吾妻川
を流下した天明泥流による被害である。岩屑なだれに次い
で発生した天明泥流で被災した吾妻川流域の東吾妻町と中
之条町域における概ね25kmの範囲で泥流到達範囲の確定を
目指す微地形踏査の継続であり、土砂流失、道路や鉄道の
敷設などについても地形との関わりとして検討材料とした。

吾妻川中～下流域のこの範囲は、天明泥流が被害をもた
らしながら流下した沿岸のうちでも、発掘調査事例の比較
的少ない地域である。しかしながら、これまでの伝承や災
害地形が色濃く残されているため、天明泥流の到達範囲を
現地形から読み取ることはある程度まで可能である。

2015年４月29日及び5月９日に吾妻川右岸、７月29日
及び９月16日に左岸側の現地踏査をおこなった。限られ
た時間のなかでの取り組みであり悉皆調査にいたらな
かったのはこれまでと同様であるが、現地踏査を通して
集約した情報として、関係する伝承や被害にかかわる事
項を地点情報として盛り込み原稿の集約をおこなった。

２．方法と用いた絵図史料等
天明泥流の到達範囲の検討に依拠した事項は、前稿

（関・小菅・中島・㔟藤2015）と同様である。今回用いた
絵図及び参照できる主な先行文献等は次の通りである。
①「三島村泥押し絵図」（郷原区所蔵）（群馬県立歴史博物
館1995）
②「三島村天明三年泥入図」（岩島村誌編集委員会1971）

③「浅間焼け吾妻川沿い岩井村泥押し被害図」（群馬県
立文書館寄託伊能家文書）
④「浅間焼け吾妻川沿い岩井村畑泥押し図」（群馬県立
文書館寄託伊能家文書）
⑤「浅間山焼崩泥入流失仕候処之絵図〔植栗村地内吾妻川
之瀬絵図〕」群馬県立文書館所蔵　（中之条町歴史と民俗
の博物館「ミュゼ」2013）
⑥「岩下村天明三年泥入図」（岩島村誌編集委員会1971）
⑦「浅間荒当時の大村略図」（岩島村誌編集委員会1971）
⑧「矢倉村天明三年浅間山噴火荒地絵図」（渡忠男丸氏所蔵）
⑨「矢倉村天明三年泥入図」（岩島村誌編集委員会1971）

⑩「郷原村絵図」（郷原区所蔵、文化七年）（群馬県立歴史
博物館1995）
⑪「郷原村天明三年泥入図」（岩島村誌編集委員会1971）
⑫天明三「浅間山焼出候節の控帳」（渡軍平氏所蔵・古文
書目録）（岩島村誌編集委員会1971）
⑬天明三「荒地御案内控帳」（渡軍平氏所蔵・古文書目録）

（岩島村誌編集委員会1971）
⑭「控　天明三年七月浅間押荒地を示す絵図」（原町誌編
纂委員会1983）
⑮「中之条町浅間荒被害絵図」（群馬県立歴史博物館
1995、中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」2013）

また、歴史地理学の立場から、被害絵図の解析により
絵図資料を掲載した検討についても該当範囲を扱う先行
研究（大浦2008）として参考にした。

被害人数や「泥入り」の統計を見ておくことも、踏査時
に参考とすることができた。当該地域についての火石泥
入り被害一覧（古澤1997）を表１に示す。

また、吾妻川中～下流域を流れ下る天明泥流の姿を史
料でみると、三島村大武山義珍法印の「浅間焼出し大変記」

（岩島村誌編集委員会1971）によれば、8月5日（旧暦七月
八日）の噴火の姿と流下の様子を次のように記している。

八日は朝より間もなく鳴る事也。皆草木迄も大風吹
来る如くゆれ、神仏の石塔ゆり崩し、人々心持悪く念
仏諸仏神に祈誓する処に四ツ半時分信州木曾御嶽戸隠
山の辺より光り物浅間カ岳へ飛入しと見えし。夫より
山鳴動き押出し、上州我妻川通り鎌原村を初として大
前より川に附押通り候事第一番の水先に黒鬼と見えて
大地を動し、家のかこい森の木其外何百年ともなく年
をへたる老木皆押しくじき、砂をとばし、つなみ土を
吐立煙を立、震動雷電し、第二の泥火百丈余り高く打
上、青竜くれなゐの舌を巻、両眼日月の如し。一時計
り闇の夜にして火石の光り雷ちのひびき、天地は只崩
るる如く、火焔のほのおは空をつきぬく計なり。

雷鳴とともに土砂移動である「岩屑なだれ」の発生を「山
鳴動き」と表現する。そして、「第一番の水先」といい、
よもや土砂が流れ込んで吾妻川の水をオーバーフローさ
せるかのように状況を記し、「つなみ土を吐立煙を立」て
るという。そして、第２の流れは中国の四神の一つで河
川に棲むとされる「東方青龍」を例えに、「泥」と「火」が一
気に山の如く押し寄せ、その中にいくつかの史料の中で
も記述される「火石」という高温の本質岩片が含まれ水煙
をあげながら流れ下る様を表現している。

さらに、原町在住の富沢久兵衛が著した「浅間山津波
記」の記載によれば、この流れは、本稿で扱う流下範囲
を次のように流れ下ったといっている。

横谷村一軒も不残押払、死人九人馬十八疋見えず。
松尾村下村流失。三島村上郷より根古屋宮ノ下四戸迄
に五十七軒流家、死人十三人馬八疋。岩下矢倉南かは

第１図　「三島村天明三年泥入図」（岩島村誌編集委員会1971『岩島村誌』
より引用
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ている場所も多い。そのため、天明三年（1783）以降の度
重なる水害で地形の変遷を経ていることも特に配慮が必
要である。明治43年（1910）や昭和10年（1935）の大水害の
他にも、例えば明治44年（1911）の当時の岩島村根古屋の
水害は、数日来の雨が8月４日根古屋川の沿道約200mを
流失させ、10数軒の家屋を洗い流し、犠牲者を出し薬師
堂も濁流により奪い去られたと記録されている（吾妻教
育会1936）。

流れ、北かはは火石にて焼失。厚田十九軒流れ、但し
四戸川上りえ巻寄迄流れる。郷原は家は無難。川戸村
九軒流失。八日の四ツ六七分時原町え流れ来る。

天明泥流は、このように、一部「火石」を含み水煙を
上げながら、様々な形容がなされる凄まじい勢いで吾妻
川両岸を襲いながら流下していったのである。

また、当該地域は、吾妻川に向けて急峻な地形を呈し

３．東吾妻町・中之条町の立地と環境
東吾妻町・中之条町は県北西部の吾妻郡内にあり、東

吾妻町に北接して中之条町が存在する。中之条町は新
潟県と長野県に接する。標高は、中之条町で310ｍ～
1,598ｍを測る。

北部には三国山系がそびえ、南側には盆地・河岸段丘
など多様な地形を形成している。嬬恋村と長野県境にあ
る鳥居峠に源流がある吾妻川は、両町を東西方向に延長
76㎞を流れ、渋川市阿久津付近で利根川に合流する。

東吾妻町は平成18年（2006）に吾妻町と東村の新設合併
により町域が広がり面積254km²、人口1.5万人、0.55万
世帯（平成22年）の現在の東吾妻町となった。

中之条町は平成22年（2010）に六合村が中之条町に編入
されたことにより町域が広がり面積439km²（森林80%以

上）、人口1.7万人、0.69万世帯（平成26年）の現在の中之
条町となった。

主な遺跡として、縄文時代ではハート型土偶を出土し
た郷原遺跡、弥生時代では再葬墓が見つかった鷹の巣岩
陰遺跡、古墳時代では四戸古墳群、奈良・平安時代では
銅印や奈良三彩が出土した天神遺跡、中世では真田氏の
足掛かりとして重要な役割を果たした岩櫃城、近世では
天明泥流下から麻畑などが見つかった上郷岡原遺跡の発
掘調査事例などの天明三年浅間災害遺跡の調査事例が蓄
積されている。

また、東吾妻町岩島地区は古くより麻の産地として知
られる。中之条町六合赤岩の山村・養蚕集落は重要伝統
的構造物群保存地区に指定されている。

４．発掘調査事例一覧
　東吾妻町と中之条町域においては、９遺跡で天明泥流
の堆積が確認されている。なお、前畑遺跡（H005）では、

天明泥流の堆積は報告されていないが、今回の踏査では
到達範囲に含めている。
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第１表　火石泥入り被害　　古澤（1997）をもとに作成、支配地は村毎とした。

三嶋 厚田 川戸 金井 岩井 植栗 小泉 泉沢 新巻 奥田 五丁田 箱嶋
岡崎

新田
松谷 岩下 矢倉 郷原 原町

西中

之条
中之条 伊勢町 平 青山 市城

「浅間山焼に付見聞覚書」

等の記録・古文書による

被 害

家屋
8 16 10 6 31 36 15 24 2 17 20

死者 19 6 9 1 1 2 4 9 1

第２表　天明泥流が確認された事例（泥流厚○は、数値不詳）

番号 遺 跡 名 所 在 地 概 要 泥流厚
（㎝） 備 考

H001 上郷西遺跡 東吾妻町三島 畑・道・溝 40 ～ 140 （財）群埋文2008『上郷西遺跡』

H002 上郷岡原遺跡 東吾妻町三島
水田・畑・建物跡・掘立柱
建物跡・道など

0 ～ 400
（財）群埋文2007『上郷岡原遺跡（１）』
（財）群埋文2008『上郷岡原遺跡（２）』
（財）群埋文2009『上郷岡原遺跡（３）』

H003 細谷Ｂ遺跡 東吾妻町三島 畑 180 （財）群埋文2009『細谷Ｂ遺跡』
H004 唐堀遺跡 東吾妻町三島 約400 吾妻町教育委員会1983『唐堀遺跡』
H005 岩島４号墳 東吾妻町矢倉 約50 吾妻町教育委員会2002『岩島4号墳』

H006 新井遺跡 東吾妻町厚田
畑・石垣・ヤックラ・道・
復旧溝

○ （公財）群埋文2015『年報』34

H007 厚田中村遺跡 東吾妻町厚田 水田 ○
（公財）群埋文2014『年報』33
（公財）群埋文2015『年報』34

N001 石ノ塔古墳 中之条町小川 ○ 中之条町教育委員会2003『中之条町の文化財』
N002 長岡Ⅰ遺跡 中之条町中之条町 ○ 中之条町教育委員会1996『長岡Ⅰ遺跡』



５．踏査確認地点
（１）吾妻川右岸側
H-A猿橋

天明泥流により流失した猿橋は、長さ12間、横１丈余
の吾妻川に架けられた刎橋で、三島・松谷両村の自普請
橋であったといい、延享四年（1747）四月の「上州吾妻郡
三島村横谷村信州往還刎橋御普請出来形帳」（岩島村誌
編集委員会1971）などにその工事や規模の詳細が記され
ている。近年、右岸側の県道建設に先立ち整備された「渓
谷パーキング」の上流に在った橋で、現在の「鹿飛橋（写
真１）」の前身となる橋だったと考えられる。「三島村天
明三年泥入図」（岩島村誌編集委員会1971）では、「サル
ハシ」と記されている。

H-B十二沢パーキング付近（上郷西遺跡）
県道整備に先立って建設された「十二沢パーキング」脇

の道路（松谷横谷線）は、平成19年（2007）上郷西遺跡とし
て発掘調査された（写真２、天明遺構面標高505ｍ）。天
明泥流下から、畑・道などが見つかっている。道は、現
在の吾妻渓谷遊歩道の前身で、当時の主要な道筋だった
と推定される。天明泥流の到達域は付近で標高510mの少
し上位で確認でき、東へ続く遊歩道際の杉林内に堆積物
や到達際の段差地形が残されている。

H-C上郷岡原遺跡
八ッ場ダム建設に関連して、平成14年（2002）～平成17

年（2005）に発掘調査された。全面を天明泥流が覆い、広
範な耕作地の景観が調査されている。北面に迫り出し、
現在より10ｍ程下位に位置していた同遺跡は、JRのトン
ネル掘削残土で埋め戻され、現在、道の駅や公園となっ
ている。

H-Dケイホツバ
「ケイホツ」とは、「開発」を起源とする呼名と思われ

るが、周辺は近年の圃場整備により姿を変えてしまって
いる。耕作地単位で天明泥流の土砂を人力で吾妻川へ排

写真１　現在の鹿飛橋（2006年撮影）　この前身の橋が猿橋である。

写真３　ケイホツバ（2011年、圃場整備の工事中）　天明泥流堆積物が確
認できる。

写真２　上郷西遺跡（北から撮影、2007年）　遺跡は天明泥流堆積物に覆
われている。
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第３表　天明泥流が確認されなかった事例
番号 遺 跡 名 所 在 地 備 考

（H001）上郷Ａ遺跡 東吾妻町三島 （財）群埋文2004『久々戸遺跡（２）・中棚Ⅱ遺跡（２）・西ノ上遺跡・上郷Ａ遺跡』　（財）群埋文2009『上郷Ａ遺跡（２）』
（H002）上郷遺跡 東吾妻町三島 東吾妻町教育委員会2011『上郷遺跡』
（H003）上郷Ｂ遺跡 東吾妻町三島 （財）群埋文2008『上郷Ｂ遺跡・廣石Ａ遺跡・二反沢遺跡』
（H004）松谷松下遺跡 東吾妻町松谷 東吾妻町教育委員会2014『松谷松下遺跡』
（H005）前畑遺跡 東吾妻町岩下 吾妻町教育委員会1998『前畑遺跡』
（H006）四戸遺跡 東吾妻町三島 （公財）群埋文2014『年報』33
（H007）郷原遺跡 東吾妻町郷原 吾妻町教育委員会1998『郷原遺跡』
（H008）小泉天神遺跡 東吾妻町小泉 吾妻町教育委員会2004『町内遺跡Ⅱ小泉天神遺跡』
（N001）長岡Ⅱ遺跡 中之条町中之条町 中之条町教育委員会1996『長岡Ⅱ遺跡』
（N002）市城塔本遺跡 中之条町市城 （公財）群埋文2015『市城塔本遺跡』



土し、元の耕作面を確保した先人の困難克服の痕跡で、
周囲よりも一段低くなっている耕作地を指している。当
地の他にも数カ所で知られている。

H-E細谷の地蔵堂
「泥流は、地蔵堂を除けて流れた」との伝承が地元に残

されていて、「天明の浅間爆発の際、村民はこの地蔵堂
内に避難した」（岩島村誌編集委員会1971）と伝えられて
いる。このように、現在微高地となっている地蔵堂のあ
る高台と集落を区画するように到達範囲が確認できる。

H-F根古屋の念仏講
『岩島村誌』によれば、同誌が編纂された当時の記載で、

根古屋の念仏講を紹介している。10人ほどの念仏講が農
繁期を除く各月16日に夜回り番で宿を決めて集まり、「天
明三年七月」と記された十三仏像（掛け軸）をかかげて拝
み、直径２ｍほどの輪を百遍廻しながら、念仏や般若心
経、和讃を唱え、仏の冥福を祈り祈願する行事としてい
る。浅間山噴火当時、西国巡礼に出かけていた水出きぬ
氏の先祖にあたる水出与右衛門八代目代蔵が、噴火で多
くの犠牲者が出たことを播磨の国で聞き、急いで戻り犠
牲者供養の念仏をしたのが始まりで、その際に、十三仏
像の掛軸と1200の珠玉でできた大数珠を持って帰り、念
仏講を催したという。また、この時、高野山から持ち帰っ
たという胴回り170cm余の菩提樹が根古屋の大日如来堂
の前の同家墓地に植えられているという。しかしながら、
代蔵という人物は、文久年間頃の人ともいい、伝え誤り
の見方も記されている（岩島村誌編集委員会1971）。

　
H-G町民スポーツ広場（唐堀遺跡）
「年金積立金還元融資吾妻町町民スポーツ広場」の建設

に伴い、昭和55年（1980）７～8月発掘調査が行われ、天
明泥流の堆積が記録されている。

H-H温川での逆流と新井遺跡
吾妻渓谷から10km下った郷原対岸付近、吾妻川右岸に注ぐ

温川（四戸川）では、「浅間記」（萩原1986）で「四戸川を上り巻寄
まで流れる」、「天明浅嶽砂降記」（萩原1989）で「ぬる川と云え
るは、五十町程泥さかのぼりしといえり」と、泥流の逆流が
記録されている。ただし、「マキヨセ」は吾妻川より直線で１
km入った場所で、蛇行する温川に沿えば２kmほどはさかのぼっ
たことになる。「五十町」（約5.5km）は誇張表現かもしれない。

上信自動車道建設に伴い発掘調査が進められている新
井遺跡（平成26年度）で天明泥流下で畑や石垣などが見つ
かっていて、礫を充填した土坑と元の耕作土を掘り返した
と考えられる復旧土坑が確認されている（群埋文2015）。被
災後の「上掘」の後、生産性の乏しい泥流に対して行われた
行為は「二番開発」といわれ、富沢久兵衛は、天明五年（1785）
～同八年（1788）春まで工事を行ったといい、「浅間山焼崩
泥入畑開発帳」（吾妻教育会1936）として残されている。

H-I竣工記念碑と厚田中村遺跡

田中地区土地改良総合整備事業の完成により建てられ
た記念碑は、「対岸に岩櫃山南面に榛名山を位置する当
地区は天明三年浅間山の大噴火による泥流によって荒廃
したが先祖の苦労により再び耕地化され…」と刻んでい
る（写真5）。平成27年春には、上信自動車建設工事に伴
い、移設されている。周辺で平成25・26年度に調査され
た厚田中村遺跡は、上信自動車道の厚田インターチェン
ジの建設が行われる場所で、天明泥流の下位から榛名山
水系の伏流水の湧水する地点に営まれていた水田跡が見
つかっている（群埋文2014・2015）。

H-J万年橋
厚田と郷原間に架かる長須橋は両岸とも水面より高く

岩壁を利用しているため、簡単には流失しなかった。その
ため「万年橋」と呼ばれていた。「浅間より武州迄も河向う
に不通用に成る。中瀬渡し船七月十四日より通る。長野原
に十五日よりかち橋掛る八月になり漸く郷原に假橋掛る。」

（吾妻教育会1936）というように、交通の要となる公儀橋の
復旧は急がれた。「郷原に假橋」にあたるのがこの万年橋と

写真４　細谷の地蔵堂　地元の伝承では天明泥流の被害をまぬがれたと
いう。

写真5　田中地区土地改良総合整備事業竣工記念碑（東吾妻町厚田）
　天明泥流が堆積し田畑は荒廃した。
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大浦（大浦2008）は、現在の左岸JR中之条駅周辺の被害
域を地域文献等の情報を集約し現地比定していて、壬申
絵図に描かれる諏訪社・吾良社・不動を被害絵図と比定
している（後述の左岸側N-C地点を参照）。

H-N流動岩（浅間石）
中村によれば、「看板に「雷

らい

神
じん

岩
いわ

」とある。北西方に雷
神岩の絵入りの案内板があり、この説明文から、この付
近の「 流

ゆする

動
ぎ

岩
いわ

」一帯には、天明泥流の大小の岩塊があっ
たが、河川整備などで消失したと読み取れる。」と記して
いる（中村1998）。踏査では、案内看板は朽ち放置されて
いた。また、現存する流動岩自体も雑木や雑草によって
目視し難くなっている。

H-O佐藤家
東吾妻町五町田にある佐藤家では、被災時に移築され、

現在築300年ともいわれる茅葺き屋根の民家を保ってい
る。当家を守ってきた歌人の故佐藤正子氏は、「天明の
世の移築とふ茅屋（ぼうおく）に今を住み継ぐいろり焚き
つつ」の句を残している。

H-P箱島田圃の浅間石
中村の報告に、打ち欠かれ移動させられた浅間石は、

残された芯にあたる部分で２ｍ程の浅間石であったが、
さらに平成になって行われた圃場整備事業により片付け
られてしまった。「東村役場の職員の話では「子供の頃は、

考えられる。この橋は、三国街道渋川の杢の関所が増水で
通行できない場合には、大名行列が20kmも上流のこの橋を
渡ったという公儀橋でもあった（原町誌編纂委員会1983）。
その架け替え工事は、公費をもって東部吾妻郡35カ村で行
う公儀橋であった。万年橋といっても、橋梁の耐久性には
限界があり、寛永三年（1626）から天明四年（1784）までのお
よそ160年間に17回の架け替えの記録は残されている。

H-K立石の岩（吾妻七つ石）
立
たつ

石
いし

の岩は、「吾妻七つ石」の一つに取り上げられてい
る（原町誌編纂委員会1983）。享保五年（1720）に原町金剛
院円聖法印が著した「再編吾妻記」には、「吾妻七つ石」に
ついて書かれていて、それぞれに和歌が添えられている

（脇屋1998）という。そのうちの「立石」には、「白浪も浮
名も誰か立石の居ても立ちても物思ふかな」と添えられ
ている。川戸神社由緒に関係深い「立石の岩」は、富沢久
兵衛が「原町立石の事」として次のように記している（原
町誌編纂委員会1983）。

立石ノ岩ト申テ河原ノ中程ニ高サ四丈余リ地元
二十間廻リ之大岩石在リ往昔ハ川流レ川戸村ノきわ
ヲ水流レル、大岩ノ廻リニ原町ノ立岩河原名所とて
古畑林等有之、然所ニ川戸村ヨリ原町ト論争ニ成リ
善導寺金剛院其外ノ者立会取扱ニ済ス、此訳ハ下ノ
ときわのふち出ばなヨリ大岩エ引キ平

ひら

井
い

戸
ど

川ばたノ
大石エ引キ河原半分ヅツニテ川戸原町さかいを定
ル、大昔、岩櫃城主吾妻太郎行森落城之時、立石岩
之上ニテ自御首ヲかき切リ河戸ノ岸エ投玉フ、是則
首之宮大明神ト奉鎮ルなり、右大岩、四十二年前寛
保二壬戌八月朔日関東大満水前代未聞ト申候所其節
ニさえ無難ノ立石、此度浅間荒ニテ押払、何国エ参
候哉不相知候、尤是ヲ記も無益なれども、名所ニハ
有之候得共、立石トいふ事末世ニ至テ知ル間敷ト思
ヒ委細記置

といい、天明泥流で消えてしまった地元名所の顛末を書き
残している。天明の災禍により消えゆく地元伝承を語り継
ごうとした先人の記述をこの史料で知ることができる。

H-L田辺橋の露頭
『群馬県吾妻郡誌追録』には、「田辺橋を川戸村へ渡りま

すと昨年切り開いた新道の崖に一米以上の厚さに堆積し
て居る美しい断面を見せて居り、附近に泥流の浮かして来
て置きざりにした巨大な熔岩塊があります。此の附近一帯
を「荒れ場」と申して居ります。」（吾妻教育会1936）と記され
ている。現在、田辺橋周辺にこの浅間石を確認することが
できないが、80年程前の描写を確認する。現在の「たんべ
はし」は、昭和36年（1963）12月に竣工されたものである。

H-M伊勢宮～お茶不動 第２図　東吾妻町（吾妻川流域）の浅間石位置　中村（1998）より引用。
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H-U松谷神社
　「荒

こう

神
じん

様
さま

」と地元で呼ばれ、養蚕の神様として近隣にも
知られている。現在の場所へ移ったのは享保年間といい、
天明泥流で社殿は跡形もなくなったという。世話人一同
は、吾妻一帯に寄進誓願を行い、天明七年（1787）には社
殿を再建したとされる（写真７）。明治40年（1907）の神社
合併令の施行により、22社が合祀となった。再建に向け
ての寄附帳（岩島村誌編集委員会1971）は次のように記し
ている。

　去る卯年浅間山大変の節御宮立砂石押掛け流失
仕、遠近御参詣方御望通り、先仮に勧請仕、当春迄
漸く砂石取除候処、御社跡敷台、石壇の義不動、そ
の侭御座候。此度神殿造立相始め年月を重ね候ても
御宮御宮殿仕度念願に御座候得共、大変に候。願主
氏子自力相不叶、罷出候処、益々…。

もっと大きな岩塊で、その上で遊んだ」とのことである。
岩塊の底面は、地表面に重なっており、多少動かされた
可能性がある」と記されている（中村1998）。

他にも残された浅間石については、中村により、東吾
妻町の吾妻川流域で本稿該当範囲に、次の地点5ヵ所、
計７石（第２図：川戸上之宮、厚田田中（２）、矢倉本村

（２）、岩下行沢、岩下天神）が記されている（中村1998）。

（２）吾妻川左岸側
H-Q吾妻渓谷出口
　吾妻渓谷を抜けた泥流は、この付近では、右左岸で約
510 ～ 520ｍの高さに堆積物が残されていることが確認
できる。日本一短いトンネルで知られた樽沢隧道付近で
は、ちょうど旧JR吾妻線の少し上位とみてよいだろう。

H-R松谷の供養塔
　僧円心が松谷に建立したとされる「浅間荒れの受難者
供養塔」の存在が、地元を扱った郷土誌（脇屋1998）に記述
されているが、現在その所在は不明である。これまでの
天明三年浅間災害関連の供養碑研究の一覧表では知られ
ていない。松谷上地区の十王堂や円心和尚の墓や庵跡周
辺でそれを今回の踏査で確認することはできなかった。

H-S雁ケ沢橋
　松尾・横谷両村境にあった雁

がん

ケ沢橋は、享保六年（1721）
架け替えられたものであった。高間の御林で伐り出され
た木材で、岩下・矢倉・郷原・三島・横谷・河原畑の６
ケ村の人足、掛替入用費は林・長野原・坪井・勘場木・
立石・羽根尾・古森を加えた13ケ村で普請された史料が
残されている（岩島村誌編集委員会1971）。天明泥流で流
失するが、天明七年（1787）からの掛替は松尾・横谷両村
の自普請橋となったという。

H-T大割目周辺の地点情報
　平成17年（2005）９月の松谷の大割目周辺におけるパイパ
ス工事に伴う代替え地造成工事ではJR吾妻線山際寄り北側

（写真６の中央付近）まで天明泥流堆積物が確認できた。

H-V松谷松下遺跡周辺
　松谷松下遺跡周辺の地形は、国道145号、JR吾妻線の
付け替え等により大きく改変している。旧吾妻線線路敷
き内にも天明泥流堆積物と思われる土砂はみられず、黄
色ローム層が通りすがりに観察され（写真8）、付近の到
達域は、国道付近までと考えてよいだろう。

写真６　大割目周辺（2005年9月）　造成工事中には天明泥流堆積物が確
認できた。

写真７　松谷神社　天明泥流により被災した後、再建された。

写真8　周辺工事の露頭（2015年9月）　ここでは天明泥流堆積物は
確認できない。
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H-Z矢倉鳥頭神社の神代杉と延命寺標石
　矢倉字宮の脇に鎮座する鳥頭神社は、口碑によれば
創立は建久年間といい、氏子域は、郷原・矢倉・岩下
で、明治40年（1907）には境内に諸社11社を合併したとい
う（神社庁吾妻支部1989）。境内にある神代杉（一名「親子
杉」）は、太古日本武尊東征の際に手植えをしたものとも
いい、その姿を天下に誇っていたが、天明泥流に際した
襲火で、数日間にわたり凄まじい勢いで燃え続けたとい
う。時の竜徳寺住職の円心和尚の手により、４ｍ余の高
所で伐り倒され、焼枯した神代杉の内部にその後植え付
けられた杉が堂々とした姿を誇り、「親子杉」の別名をも
つようになったという。平成8年（1996）３月国道拡幅工
事により、この神木は伐り倒されることになるが（写真
11）、神代杉は、すぐ脇の別の杉に付け替えられ、同じ
状態でその姿を保っている。
　また、明治43年（1910）、「関東大水害」とよばれる関東
地方を襲った大水害が発生した年に、「浅間山延命寺」と
刻まれた門石（石標）が吾妻川の25km下流、東吾妻町矢倉
地内の吾妻川河床で発見され、一時矢倉の鳥頭神社に保
存された。その後、昭和18年（1943）に鎌原区に戻され、
現在は観音堂の境内に据えられている（写真12）。「竜徳
寺は、上原益太郎氏宅の裏手にあったと伝えられている」

（岩島村誌編集委員会1971）とか、「竜徳寺には、延命寺
の石門が流着し近年までおかれていた。円心没後、文化
三年二月に無住寺となり、寺子屋となり、明治初年学校
として生まれ変わる」（小池1989）あるいは、「新四国東（あ
ずま）八十八か所八十六番で戦国のころ応永寺の末寺と
して創建され、天明三年に泥流被害で流失。その後、再
建され、明治初年に本寺に合併され廃寺になるが、その
跡地は定かではない。墓地は、無縫塔16基や庚申供養塔
などがあり、JR矢倉駅の入り口にある」（内山2001）とい

H-X応永寺
　東吾妻町岩下「新四国東（あずま）八十八か所」85番応
永寺の絢爛な山門は、天明三年（1783）三月落慶といわ
れ、天明泥流の流下を高台から見下ろしていたことにな
る（内山2001）。

H-Y大村地区の埋没遺物と周辺情報
　富沢瀬市報告（岩島村誌編集委員会1971）は、大村地区
用水池底から発見された遺物を紹介している。この地区
の家屋等を5尺下に埋めつくした、と伝えられている。
昭和38年（1963）に用水工事で出土した農具や什器が掲載
されている。岩島中学校（平成26年度末廃校）周辺の被害
である。
　また、岩下郵便局前国道南での県文化財保護課の試掘

（平成17年（2005）11月）では、表土下40cmで、40cmの厚さ
の天明泥流堆積物が下位に僅かのA軽石とともに確認で
きた（写真10）。しかし、麻の里会館建設に伴う、前畑遺
跡（昭和62年（1987）吾妻教委）の調査では、確認されてい
ない。

H-W松谷の国道拡幅擁壁工事断面
　東吾妻町松谷の日野宅前の国道145号脇歩道拡幅に伴
う擁壁の付け替え工事の際の観察では、天明泥流堆積物
は確認されず、ローム層が確認できた（写真９）。地形か
ら見た周辺の到達範囲は、国道付近と考えてよいだろう。
なお、この日野家宅の母屋解体で確認された棟札は、「天
明三年」と記されていて、天明泥流直前に建てられたも
のと推定される。

写真９　松谷の国道脇工事の断面（2008年8月）　掘削断面には天明
泥流堆積物は確認できない。

写真10　東吾妻町岩島周辺の被害（『岩島村誌』より転載）と試掘断面　左
図の被害図の範囲内では右の写真のように地表面下に天明泥流堆積物が
確認できる。
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H-AB新井の庚申供養塔と馬頭観音
　宝暦十二年（1762）を刻む庚申供養塔と朱が施された馬
頭観音は、善導寺山門から200ｍ西の新井地内で、昭和
40年（1965）頃、道路部分の工事残土から見つかったもの
である。この作業の様子を見ていた地元住民が農耕機を
使って運び戻し、近くの道脇に建立されたものが、この
2基の石塔である。顔料が塗られた馬頭観音は現在でも、
朱色が明瞭な状態である（写真14）。

うような情報もある。付近では、近年給食センターが建
設されたが、工事に伴う発掘調査などの情報はない。

H-AA新井バイパス周辺及び高橋家の伝承
　付近には、国道145号バイパスの北側の南面斜面地に
は分譲された宅地やアパートが並んでいる。この工事の
際には周辺にあった２ｍほどの大きさの浅間石も処分さ
れたという。
　また、県道南に隣接する高橋家宅では、昭和28 ～ 29
年（1953 ～ 54）頃、水力発電所の建設に伴って、地下水
が涸れた。そのため新たに井戸を掘ったところ、「３ｍ
掘ったら、囲炉裏に掘り当たった。囲炉裏や火鉢、茶碗
などが出てきた」と伝えられている。３ｍ下に当時の民
家が眠っている可能性が指摘できる。したがって、天明
泥流の到達域もこの付近では、JRや道路敷設工事に伴う
削平なども考えられるが、概ね県道付近までと考えてよ
いだろう（写真13）。

H-AC善導寺門前供養碑と「泥町」の伝承
　東吾妻町原町にある浄土宗善導寺の門前には5度に及
ぶ天明三年犠牲者の供養碑が残されている。６回忌、23
回忌、33回忌、50回忌、150回忌というように5回にわたっ
て手厚く回忌供養されてきた供養碑である。山門付近は、
現在「泥

どろ

町
ちょう

」ともよばれ、天明泥流がそこまで到達したこ
とがうかがわれ、地表数10㎝下には天明泥流堆積物が確
認できる（写真15）。また、この山門付近では、流れ着い
た遺体の弔いもおこなわれたという言い伝えがあり、先
人の美挙に対する供養と重なるのかもしれない。

写真11　移動後の神代杉　平成8年工事に伴い山側へ数ｍ移動した。

写真12　「延命寺」の標石　現在は鎌原観音堂境内に据えられている。

写真13　新井周辺の到達範囲2006年４月撮影　天明泥流の到達範囲は写
真上の県道付近までと考えられる（写真合成）。

写真14　新井地内の庚申供養塔と馬頭観音　昭和40年頃、道路工事中に
見つかり再建された。
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H-AD宗安寺跡
　新

しん

四
し

国
こく

東
あずま

八十八か所四番宗安寺は善導寺の末寺で寛
永年代に善導寺の隠居寺として創開された（吾妻教育会
1936、原町誌編纂委員会1983）。文化年間（1804-1818）
頃に復興したとされるが、幕末には無住大破する。現
在、その跡地の小さな社には、薬師とも知れぬ仏像が置
かれる。周囲には25基ほどの墓標が残されている（内山
2001）。現在の「さくらゆうえんち」がその場所で、石垣
の大部分は、泥流中の浅間石が利用されている。

H-AE吾妻奉行所
　御殿奉行所に於いて吾妻一郡真田領の支配がなされ

（原町誌編纂委員会1983）、御殿並びに郡奉行役所は元和
の新築以来約50年の寛文年間の頃、修繕改修を必要とす
るようになった時に、領主沼田城の真田伊賀守信直は経
済不如意であったので御殿並びに役所の建物を顕徳寺に
施入し、寛文三年（1663）上之町矢島権兵衛方に役所を移
しこれを原町御陣屋と称した。その後17、8年を経て天
和元年（1681）十一月伊賀守没落でこの陣屋も廃絶したと
いう（原町誌編纂委員会1983）。この地が天明の被害に遭
遇した際に、細川22万両の「御手伝」では、郷原村から平
村までの12カ村へ支払われた普請金は「御金原町五郎兵
衛所に御置き遊ばされ、村々へ普請金御割付け・・・」

（原町誌編纂委員会1983）といい、総額5千両が原町矢島

五郎兵衛屋敷に「御置き」された。天明浅間災害直後には、
「泥押被害情況視察や罹災民救済事務や救済工事復旧工
事監督や幕府吏員の宿泊滞在等頻繁を極め幕府の救恤金
金庫の一時設置や、願届用務受命報告用務のための村々
役人の出入等で御本陣五郎兵衛方は随時多忙であった」
という（原町誌編纂委員会1983）。いわば、御普請時の吾
妻郡工事事務所本部の会計の任を司っていた人物矢島五
郎兵衛でもある。御殿入口角より西へ間口40間３寸清左
衛門屋敷・その西隣間口35間４尺3寸矢島権平衛屋敷・
その西隣間口30間5尺７寸矢島五郎兵衛屋敷（貞享三年
御水帳）と記される（原町誌編纂委員会1983）。

H-AF顕徳寺の多宝塔
　天明六年（1786）の有縁無縁萬霊のために建立した多宝
塔形の大塔婆（写真17）は、もとは字下之町の吾妻川のほ
とりにあったといい、浅間押しの際の死者に対する供養
のために建立されたものと伝え、現在顕徳寺に建てられ
ている（吾妻教育会1936）。

H-AG河原地蔵尊
　総合グラウンド西の崖際にある河原地蔵尊（写真18）
は、山口六兵衛や新井忠右衛門らが発起人となって被
害の翌天明四年（1784）に建立されたという。平成16年

（2004）の中越地震を機に、背丈を低くし、改めて開眼供
養を行い、東屋を建てた由が案内板に記されている。

写真15　善導寺門前供養塔　下水道敷設工事では、僅か数10cmの深さで
天明泥流堆積物が確認できた（平成20年（2008）10月）。

写真16　宗安寺跡地　この場所は天明泥流の到達範囲内である。

写真17　顕徳寺の多宝塔　現在の場所は天明泥流の到達範囲外である。

写真18　河原地蔵尊　災害の翌年に建立されたという。

研究紀要34
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H-AH山田川橋～棚下
　天明泥流は、山田川の落合に突き当たり、公儀橋の山
田川橋をそっくり漂わせて、棚下（写真19）まで持ち上
げてしまったという（原町誌編纂委員会1983）。「六月掛
け替えた山田川橋は泥流により上流のたな下まで三丁

（330ｍ）ほど押し戻された」（萩原1986）といい、山田川
橋は、一端「たな下」まで流され、また下流へと呑み込ま
れていったのだという。当時の橋は、現在よりも「一町
半乃至二町程上流」にあり、天明三年には、「十六間半」
の刎橋（原町誌編纂委員会1983）だった。

N-A石の塔古墳
　昭和38年（1963）、耕作者がゴボウ穴を掘ろうとした際
に竪穴式石室を発見、その後、群馬大学の尾崎研究室に
より発掘調査が行われた。出土した直刀は、中之条町歴
史と民俗の博物館「ミュゼ」に展示されている。築年代
は5世紀末とされるこの古墳（中之条町歴史民俗資料館
2003、中之条町教育委員会2003）は、天明泥流に覆われ
ていて規模は確認されていない。

N-B石の塔の浅間石
　平成18年（2006）町指定史跡の石の塔の浅間石は、清見
寺の南西400ｍ、JR吾妻線をはさんで吾妻川寄りに所在

する。現在の大きさは、東西4.5ｍ、南北5ｍ、高さ3.5ｍ
で、北側は、庭石として削り取られている。

N-C伊勢宮～お茶不動
　山田川合流点～ JR中之条駅南の付近の被害を記した
絵図は複数残されている。この周辺の被害域を絵図等の
情報集約で現地比定し、「攻撃面側の中之条町では標高
350ｍを超すが、滑走斜面側の岩井村では340ｍに達して
いない」（大浦2008）として、到達高度差17ｍほどの想定

（第３図）がなされている。しかし、今回の踏査では、右
岸側で堆積物や地形から345ｍ付近までの到達を想定し
た。また、左岸側で伊勢宮（標高360ｍ）下の国道145号の
標高は350ｍを計り、JR吾妻線の標高が345ｍ付近で、こ
の急崖斜面を超えたかどうかが到達範囲と推定するに
留まった。第３図の示す「355ｍ」までの到達は、現形や
堆積物の分布から確認できなかった。今回の踏査では、

「左岸側で345ｍのJR線路と350ｍの国道の間、右岸側で
345ｍ付近までの到達範囲、到達域の不揃いがあっても
攻撃斜面側で数ｍの高低差があった」とする程度の確認
とした。また別に、河床勾配の急な上流長野原町域で６
ｍ程度の高低差を確認した例もある。この点からすれば、
今回踏査をおこなった付近での「到達高度差17ｍの想定」
は、流下特性とするとやや過大な想定かもしれないと考
えられる。もっとも、被災後にJR吾妻線や国道145号な
どの開削による地形の改変がなされたことを考慮した上
での議論となるだろう（第６図右岸側H-M地点）。

写真19　棚下　山田川対岸から望む。この地点まで天明泥流は逆流した
という。

写真20　石の塔の浅間石　吾妻川左岸段丘上の畑の中に位置する。 第３図　中之条～岩井横断及び泥流範囲復原図　大浦（2008）を引用。
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吾妻川河道内の泥流のピーク水位が大きかったことがう
かがえる。翌天明四年（1784）、名久田川付近を通過した
松代藩士が残した見聞記「上州草津道法　夢中三湯遊覧」

（萩原1985）に、
（七月二十一日）此辺去七月八日浅間大荒之節

十八町此上沢逆流に泥水火石押上セ、高サ三丈余も
泥の跡暦（歴）然たり。其外大石大木押行、木の折
口錫杖のことくにひしけあり。大石とも五六十日も
雨ふり候へハ中より火焼出て候よし。

と書き留められており、この一年後の災害地の状況は付
近の状況を記載したものである。

N-G西浦遺跡
　青山松見橋左岸の工事露頭（西浦遺跡）では、平成22年

（2010）5月の県文化財保護課試掘（工事立会い）により天
明泥流堆積物が確認されている。現在の国道部分まで到
達している事が確認できる。

　また、「お茶不動」と呼ばれる堂宇や諏訪社と五良社の
寺社の随伴樹が絵図に記され、泥流到達範囲が一部及ぶ
程度とし、附近の到達域を大浦は標高330ｍ手前として
いる。残念ながら、このお茶不動は近年の圃場整備で移
動するなどしており、到達域のランドマークとすること
ができないが、周辺の旧地形で推定域を読み取ることが
でき、妥当な推定と考えられる。

N-D伊勢町での見聞－「段波」
　作者不明ながら中之条町伊勢町近隣の人物が書き残し
た「天明浅間山焼見聞覚書」（萩原1986）によると伊勢町
下の吾妻川では、「波の高さは、15メートルとも、30メー
トルともはっきり見定めたことのできた人はいない。一
番の流れ、二番の流れ、三番の流れと３度押し流れてき
たのであった」とあり、複数の段状の形をした進行性の
波（『地形学辞典』：二宮書店1988）である「段波」として流
れ下ったことが記録され、この付近で目撃された流れの
特徴としてとらえておきたい。

N-E林昌寺門前供養塔
　中之条町伊勢町の林昌寺門前には、災害後100年の供
養碑が200回忌供養塔とともに残されている。県令楫取
素彦が撰文した「災民修法碑」は、明治15年（1882）３月「余
任を本県に辱（かたじけな）くするを以て其事を書すを請
く。」（萩原1995）と結んでいる。200回忌供養塔は、県知
事清水一郎揮毫による「災変受難供養碑」と題される供養
塔である。

N-F松見橋～名久田川の逆流（吾妻神社）
　中之条町の名久田川でも、「名久田川の上流へ遡り、
和利宮（吾妻神社）森の下まで火石や大木が流れ着いてい
た」（萩原1986）と記録されているので、1.5km以上も上
流の吾妻神社付近まで火石などが逆流したことになる。

N-H青山の浅間石
　中之条町の青山や市城にも複数の浅間石があったが姿
を消しつつある。青山の浅間石は、東西3.2ｍ、南北7.8ｍ、
高さ3.0ｍを計り、頂部には所有者によって建てられた

「天明浅間大爆発二百周年記念」と刻んだ記念碑がある。
平成6年（1994）町指定史跡（中之条町教育委員会2003）。

写真22　松見橋　ここで名久田川が吾妻川左岸に合流する。

写真23　松見橋左岸側工事　１ｍ程度の天明泥流堆積物が確認できた
（2009年3月）。写真21　林昌寺門前供養塔　山門の手前に向かい合いに建てられている。
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７．まとめと課題
　東吾妻町と中之条町域における吾妻川流域は概ね25km
の範囲である。吾妻川に沿った段丘上には集落が形成さ
れていて、それを繋ぐ国道145・353号や昭和17年（1942）
にはじまるJR吾妻線などの幹線の建設工事が、天明泥流
の到達した範囲の被災地形と並走することが、渋川市域
での例に漏れず読み取ることができた。
　今回扱った範囲は、吾妻川が吾妻渓谷を抜け出る地点
から、河床勾配が緩くなり始める渋川市域に入る直前ま
での範囲であった。周辺の開発もさほど進められてはお
らず、被災地形を想定するには比較的分かり易く、情報
も比較的充実していた。しかしながら、地元文献に文字
として残されていても、もはや地元では失われつつある
情報にも出会い、改めて語り継ぐ意味合いを考え直すこ
ともあった。
　被災地形の復元も、地表面だけでは限界があり、確定
や検証には今後とも遺跡で見つかる資料や事例等にも着
目されるべきだろうことは引き続き感じられた。
　筆者４人で時間の調整をはかりながら踏査の機会を重
ねたが、文献で得られた情報に対しても現地を確認でき
なかった地点も残され、地点踏査や加除修正は今後の課
題とし、改めて諸氏にご協力を願う次第である。今後も
作業を継続させるとともに、さらなる展開を目指してい
きたいと考える。
　また今回、中之条盆地とその周辺の地形を研究フィー
ルドとされている山口一俊氏に原町周辺を同行いただ
き、教示受けられたことは、大変有益であった。地元住
民や路傍での聞き取りに快く協力くださり情報を提供く
ださった諸氏に対して重ねて、ここに記して感謝申し上
げたい。

N-I市城の浅間石
　JR吾妻線の北に所在する浅間石。付近は天明泥流に覆
われた地形を色濃く残していると思われる。盛り土の線
路敷きと造成による国道353号で画される耕作放棄され
た地形を留め、傍らに浅間石が残されている。

６．天明泥流到達範囲図
　作成した天明泥流到達範囲図を第４～７図に示す。
　同図の基図は電子地形図25000（国土地理院発行）の「長
野原」「小雨」「群馬原町」「中之条」「金井」「上野中山」
を使用して繋ぎ合わせ、その中から、天明泥流到達範囲
図作成に必要な範囲を２万分の１の縮尺で切り抜き、４
枚のＡ４版の基図とした。
　これらの基図に、第４章で整理検討した遺跡発掘時に確
認された天明泥流堆積物の有無（第２表、第３表）、都市計
画図レベルの地形図を用いて第5章で整理検討した天明泥
流の流下に関わる痕跡、伝承等の確認結果をもとに天明泥
流到達範囲を確定し図示した。

写真25　市城の浅間石　JR吾妻線の線路北に所在する。

写真24　青山の浅間石　浅間石の頂上には記念碑が建てられている。
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―― 要 旨 ――

　石神遺跡の「攪乱」から出土した陶磁器類は詳細な出土状態は不明であるが、磁器碗などの特徴から明治前期と推定さ

れる。また、明治10年代前葉から中葉の墨書紀年銘を有する徳利も存在し、当該時期の重要な資料となる可能性が考え

られる。そのため、ここに資料紹介を行い、良好な資料が少ない本県における近代陶磁器類研究の一助とするものである。

１．はじめに

２．石神遺跡「攪乱」出土陶磁器類

３．石神遺跡「攪乱」出土陶磁器類の特徴と年代

４．今後の課題

5．おわりに

群馬県内における明治前期の陶磁器

― 石神遺跡「攪乱」出土資料 ―

大 西 雅 広

（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

159



１．はじめに
　太田市竜舞町に所在する石神遺跡は、平成24年度と25
年度に発掘調査が行われ、平成27年に報告書が刊行され
ている（高井2015）。筆者も陶磁器に関する整理業務に関
わったが、時間的な理由で「攪乱」出土近代陶磁器の掲載
を見送らざるを得なかった。しかし、石神遺跡出土「攪乱」
出土陶磁器は、明治前期の一括資料と考え得る様相、内
容を有しており、ここに出土資料を紹介し、群馬県にお
ける近代陶磁器研究の一助とするものである。

２．石神遺跡「攪乱」出土陶磁器類
　石神遺跡「攪乱」出土陶磁器は４－5区の東側道際の攪
乱から出土したようである（１）。調査区の関係で攪乱形
状や深さは不明で、その性格を推定することは困難な状
態である（第２図）。４－5区の道路際「攪乱」から出土し
た陶磁器類は、出土状態から一括性が保証できる状態で
はないが、以下に紹介する。
　磁器小杯（１～４）
　いずれも染付で２は外面に「寒山万...」の漢詩と思わ
れる文字と山水文を描く。３は外面に李白「清平調詞三
首 其三」の漢詩。高台内には１重圏線内に「成化年製」銘
がある。４点共に染付は呉須の可能性がある。
　磁器小碗（5・６）
　5の染付は呉須であろう。６は外面が青磁釉、内面と
高台内が透明釉である。焼成不良のため不明瞭であるが、
クロム青磁ではないと考えられる。
　磁器猪口（７～９）
　７～９は同形、同文様の染付で高台内１重圏線内に不
明銘がある。染付は酸化コバルトの可能性があり、口縁
端部にも酸化コバルト？を塗る。そろい物の一部であろ
う。

　磁器碗（10 ～ 24）
　10は赤絵で小ぶりの碗である。11 ～ 17は染付端反碗
である。11、12は同形、同文様で底部内面は寿字文を施
す。13の染付は呉須の可能性があり、底部内面周縁に１
重圏線を巡らす。底部内面は欠損しており、底部文様は
不明。14の口縁部内面文様は11、12と同様で、底部内面
周縁には１重圏線を巡らす。欠損により底部文様は不明
であるが、寿字の可能性が高い。15の染付は呉須である。
底部内面は１重圏線内に不明文である。16、17は底部内
面に寿字文を描く。17は釉にざらつきが認められ、二次
被熱を受けている。13と15以外は酸化コバルトによる染
付である。18 ～ 20は丸碗で18と20が酸化コバルトによ
る染付である。19は呉須による染付で焼継ぎが認められ
る。21は19の蓋である。22も丸碗の蓋と考えられ、染付
は酸化コバルトであろう。23、24は平碗で23が酸化コバ
ルトによる手描き、24が酸化コバルトによる型紙絵付け
である。23の口縁部内面には１カ所笹文を描く。
　陶器碗（25 ～ 27）
　25は陶胎染付である。また、27の腰錆碗も焼成年代が
江戸時代に遡る。26は焼成不良であるが、内面から口縁
部外面に灰釉、外面口縁部以下から高台内に鉄釉を施し
ている。瀬戸・美濃陶器である。末期の腰錆碗であろう。
　磁器皿（28 ～ 31）
　28は白磁寿文皿である。29、30は共に志田窯と推定さ
れる皿で呉須による染付である。両者ともに口錆を施し、
30は蛇ノ目凹形高台である。31の染付は酸化コバルトに
よるもので、30に比して高台径が小さい。口錆を施す。
　陶器皿（32）
　32は灰釉瀬戸・美濃陶器皿であり、焼成年代から考え
て前代の混入品である可能性が高い。
　磁器蓋物（33 ～ 35）
　33は酸化コバルトによる手描き蓋物で小形鉢であろ
う。34、35は段重と推定され、34が呉須による手描き染
付で35は酸化コバルトによる型紙絵付けである。
　磁器鉢（36、37）
　36は小片であるが、酸化コバルトによる染付鉢である。
焼継ぎが認められる。37は呉須による染付鉢で、焼継ぎ
が認められる。釉にざらつきが認められ、二次被熱があ
ると考えられる。
　磁器盃台（38、39）
　38は呉須による染付の花弁形盃台である。39は透かし
を施した盃台で、口縁部の染付は呉須の可能性がある。
　陶器ミニチュア（40）
　40は灰釉の鳥の餌入れであろう。取っ手は一部が残存
するのみである。瀬戸・美濃陶器。
　陶器灯火具（41 ～ 43）
　いずれも製作地不詳で、41は器壁がやや厚く内面から
体部外面に灰釉を施す。42は内面から口縁部外面に灰釉

第１図　石神遺跡位置図　五万分の一地形図「深谷」を使用
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攪乱

を施す受皿である。43は灰釉の灯火受台である。
　磁器急須（44 ～ 46）
　３点ともに酸化コバルトの可能性がある手描き染付で
ある。45は腰部に屈曲部を有し、44は湾曲が強い。46は
腰部に丸味を持つ。44には焼継ぎが認められる。46の底
部外面無釉部には煤が付着する。
　陶器急須（47）
　47は万古風の焼締陶器急須である。外面には「千秋」、

「万古 陽楓軒 千秋」、「千秋不易」、「森氏」などの押印が
ある。
　陶器汁次（48）
　48は瀬戸・美濃陶器と考えられる灰釉汁次である。注
ぎ口は欠損する。底部外面は無釉。
　磁器徳利（49）
　図示可能なものは１点のみである。３カ所に酸化コバ
ルトによる横線を引き、手描きの不明銘を描く。主文様
は欠損している可能性がある。
　陶器徳利（50 ～ 55）
　50 ～ 53は製作地不詳の灰釉徳利である。51は残存部
上端外面に青色釉を流す。外面は下部篦削り部分まで灰
釉を施す。底部外面には「明治十年 長□（屋）第十二月」
の墨書がある。やや焼成不良。52は肩部内面から体部下
端篦削り部まで灰釉を施し、頸部から肩部に緑色釉を流

す。底部外面には「明治十三年 長沼（屋） 第八月」の墨
書がある。53は肩部内面内面から体部外面下端の篦削り
部まで灰釉を施す。残存部に青釉などは認められないが、
前２者と胎土の特徴などは似ている。底部外面に「明治
十四年 □沼 □一月」と墨書される（２）。51 ～ 53の墨書
は購入年月と推定され、明治10年代前葉から中葉の紀年
銘として重要である。54は瀬戸・美濃窯製品と考えられ
る灰釉徳利である。頸部内面から高台内に灰釉を施し、
体部外面下位以下の釉を拭う。底部は高台を有する。口
縁部から頸部を打ち欠き、内面には鉄分の付着が多くお
歯黒壺として使用されていた可能性がある。55は製作地
不詳の柿色釉徳利である。
　陶器植木鉢（56）
　製作地不詳で胎土は暗灰色である。口縁部内面から外
面に黒色の鉄釉を施す。内面無釉部器表は茶色を呈する。
　陶器甕（57）
　瀬戸・美濃の可能性がある甕で、柿色の鉄釉を施す。
　土器人形（58）
　型押し成形。左腕に鯛を抱えているように見え、恵比
寿と考えられる。
　土器皿（59 ～ 62）
　いずれも轆轤は左回転であるが、体部と口縁部形状に
は違いが認められる。62は底部と体部に焼成後の穿孔が

第２図　石神遺跡４―5区攪乱位置図　1/400　高井佳弘 編 2015より転載
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　酸化気味の焼成でうすい黄灰色を呈する。底部は型に
よる成形で外面に縮緬状の痕跡が残る。体部は轆轤か回
転台整形で丁寧に仕上げられる。口縁部外面には唐草状
文をスタンプし、文様間には焼成前の猪目状孔を２カ所
開けている。口縁端部には段差があり、蓋が伴うと推定
される。底部外面には脚の剥がれ痕があり、脚が３カ所
貼り付けられていたと考えられる。内面に被熱痕や被熱
による剥がれ等は認められない。
　土器竈（76）
　基部を欠損するが、口縁部と焚き口は残存する。焚き
口上部に低い鍔を貼り付け、上面を押さえて窪ませる。
酸化焔焼成。内面を中心に被熱による黒変が認められる。
　土器焙烙（77 ～ 79）
　いずれも酸化焔焼成の丸底焙烙である。丸底ではある
が、中央部は平坦気味で周縁付近で屈曲して斜めに立ち上
がる。底部と体部境外面は篦撫でにより面取りする。内
耳は３カ所と考えられる。77の底部には補修孔が認められ、
内面には針金のすれによると推定される溝状の窪みが観
察される。酸化焔焼成。断面中央は灰白色で器表はにぶ
い黄橙色を呈する。器壁の厚い箇所は部分的に黒灰色を
呈する。底部外面の痕跡は平底の焙烙と同様である。
　土器置輪（80、81）
　小片のみの出土。内面の器表は煤が付着する。
　十能瓦（82、83）
　82は軒先瓦、83は十能瓦である。

認められる。
　土器釜形（63 ～ 65）
　県内では類例を見ない器種で燻し焼成のため器表は黒
色を呈する。轆轤整形で鍔貼り付け部以下は右回転篦削
り。鍔は貼り付けである。
　土器十能（66）
　轆轤成形の後に十能形に整えて、取っ手を貼り付ける。
底部外面は右回転篦削り。燻し焼成で器表は黒色。。
　土器香炉か（67）
　平面は長方形、断面は逆台形を呈する。口縁部は内面
側に屈曲する。底部には４カ所の脚を貼り付けると推定
される。酸化焔焼成。
　陶器すり鉢（68）
堺すり鉢と考えられ、口縁部の器壁は厚く、内面の段差
はほとんど消失している。口縁部下は篦削りで体部内面
のすり目は底部に達しない。
　土器鉢形（69 ～ 73）
　いずれも外面に回転施文具によると推定される飛鉋状
の文様を施し、燻し焼成で黒色を呈する。体部から口縁
部が内湾するタイプ（69 ～ 71）と体部が直線的な桶状を
呈するタイプ（72、73）がある。
　土器火鉢（74）
　燻し焼成により黒色を呈し、内湾する脚部を貼り付け
る。口縁部は欠損。
　土器手炉か（75）

第３図　石神遺跡「攪乱」出土遺物（１）　1/3縮尺
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第４図　石神遺跡「攪乱」出土遺物（２）　1/3縮尺
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第5図　石神遺跡「攪乱」出土遺物（３）　1/3縮尺

研究紀要34

164

36

37

39

40

43

41

42

44

38

45 47

48

46



第６図　石神遺跡「攪乱」出土遺物（４）　58が1/2、56・57・66・67が1/4、他は1/3縮尺
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第７図　石神遺跡「攪乱」出土遺物（5）　76は1/6縮尺、他は1/4縮尺
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３．石神遺跡「攪乱」出土陶磁器類の特徴と年代
　石神遺跡「攪乱」出土陶磁器類では明治十年、明治
十三年、明治十四年という購入年と考えられる紀年銘が
墨書された徳利が注目される。紀年銘は明治十年代前葉
であり、徳利底部に記された年代と他の陶磁器類から推

定される年代に矛盾が認められなければ、「攪乱」出土
資料は一括資料として扱える可能性が高くなる。
　消費地における近現代陶磁器、特に磁器中形碗を中心
とした様相は長佐古真也氏によりフェーズⅠからⅨに
分類されている。フェーズⅠは「明治一桁年代後半～十
年代中頃」と推定され、染付文様が手描きで端反形、丸
形に加えて平形・平丸形が増加する段階であり、染付
に酸化コバルトなどを多く使用することを特徴とする。
フェーズⅡは「明治十年代後半～二十年代前半頃」と推定
され、丸形を中心に型紙絵付けが現れる段階とされてい
る（長佐古 2007、2012）。
　石神遺跡「攪乱」出土資料では磁器中形碗（11 ～ 20、
23、24）12点の内、端反形が７点、丸形が３点、平形が
２点である。やや小ぶりな赤絵碗を含めると丸形が４点

第8図　石神遺跡「攪乱」出土遺物（６）　1/4縮尺

第９図　徳利紀年銘墨書　1/2縮尺

第10図　現代大沼焼き焙烙　（小林謙一 1990より転載）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4縮尺
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かは不明であるが、利根川の対岸に位置する深谷市大沼
焼きの現代焙烙は平底である点が異なっている。焼成は

「土師質製で、橙褐色」とされている。体部は直立し、体
部外面下端には「弱いヘラケズリ」が施される（小林謙一 
1990）など石神遺跡出土焙烙と共通点も看取される。
　今回は時間的な都合から小泉焼きとの関係に触れる
ことはできなかった。また、群馬県東部では19世紀前
葉頃には丸底焙烙が出現しているようであり（高島英之 
2015）、埼玉県や栃木県を含め丸底焙烙の出現時期や生
産地についても今後の課題である（金古宏章 1994）。
５．おわりに
　明治10年代中葉から後葉の石神遺跡「攪乱」出土資料を
紹介したが、他の県内出土近代陶磁器や土器類に関する
課題に触れることができなかった。これらの点について
は機会を改めたいと考えている。

となる。なお、19の丸形には蓋（21）が伴う。染付は酸化
コバルトによる手描きを主体とし、１点のみ（24）酸化コ
バルトによる型紙絵付けが認められる。碗以外では段重
と考えられる35も型紙絵付けである。なお、銅板転写や
ゴム印判、明らかなクロム青磁は非実測資料中にも認め
られず、フェーズⅠの終末頃からフェーズⅡの初期段階
に相当すると推定される。また、石神遺跡出土徳利の墨
書紀年銘が明治十年から十四年でフェーズⅠ終末頃から
フェーズⅡ初期頃に相当し、両者に年代の違いは認めら
れないといえる。
　以上、中形碗について見てきたが、それ以外の器種は
どうであろうか。長佐古氏がフェーズⅠとして示した東
京大学本郷構内の医学部付属病院地点ＡL37－１（藤本
　強 編 1990）や紀尾井町遺跡ＳＲ10（後藤宏樹 編 1988）
出土資料でも染付磁器や焼締陶器の急須が出土してお
り、染付磁器急須の腰部は屈曲するか湾曲が強く、花卉
文を大きく手描きし、口縁部外面にも文様を巡らすなど
共通点が見いだせる。急須同様、煎茶器と考えられる漢
詩を手描きした小杯や湯飲み形の磁器猪口も存在する。
また、器高がやや高い寿文皿や志田窯と推定される呉須
による染付皿や酸化コバルトによる染付皿の存在など共
通点が認められる。従って、石神遺跡「攪乱」出土陶磁器
類は、磁器中形碗様相から推定される年代と陶器徳利底
部に墨書された紀年銘とが一致し、他器種を比較しても
違和感がなく、より一括性が保証された状態での遺物が
出土するまでの間、県内における明治十年代前葉から中
葉にかけての一括資としてよいであろう。
４．今後の課題
　石神遺跡「攪乱」出土陶磁器が明治十年代前葉から中
葉の資料である可能性を示したが、共伴する土器類も同
年代の可能性が高い。従って、皿や焙烙、竈、置輪といっ
た多くの遺跡で出土する器種の年代的な定点となる。ま
た、太田市や桐生市、大泉町など群馬県東部を中心に分
布する十能瓦にも定点を示すことができたと考える。
　群馬県では江戸時代の焙烙は燻し焼成の平底が一般的
であり、消費地では明治頃には酸化焔焼成の丸底焙烙が
一般的となることが漠然と捉えられていた程度であっ
た。しかし、ここに紹介した資料では出土したすべての
焙烙が酸化焔焼成の丸底であった。このことは、明治十
年代前葉から中葉には消費地では丸底が一般的となって
いたといえる。ただ、丸底とはいえ底部中央が平坦で中
間付近で屈曲しており、平底と丸底の中間的ともとれる
形態である。石神遺跡の所在地付近には、江戸時代には
確実に生産を始めていた小泉焼きといわれる土器生産地
があり、隣接する間之原遺跡では江戸時代の焙烙生産に
伴って廃棄されたと推定される破片が大量に出土してお
り（宮下　寛 2015）、小泉焼きとの関係も重要な課題で
ある。小泉焼きの現代焙烙がどのような形態であった
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注
（１）　調査担当の御教示による。
（２）　墨書に関して群馬県立文書館のご協力を得た。
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